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４ 施策の評価（調査票） 

 

  



 



奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

1

2

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - - 2.7

2.7

地域活動の推進 C B B - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

自治会活動の促進に向け様々な事業を展開しているものの、社会構造の変化や人と人とのつながりの希薄化により加入率が減少傾向にある。

自治会活動の促進に向け様々な事業を展開しているものの、社会構造の変化や人と人とのつながりの希薄化により加入率が減少傾向にある。

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

71.4
（実績）

71.0 80.0

地区自治連合会加入率（4月1日現在）…① ％
67.6

（2014年度）
65.9 66.0 64.4

62.6
（実績）

自治会加入率（4月1日現在）…① ％
79.1

（2014年度）
75.1 74.1 72.9

62.0 70.0

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　市民の価値観やライフスタイルの多様化、少子高齢化の進行など、地域社会を取り巻く環境が大きく変化する中、近年多発する災害への対応や子どもの安全確保など、様々な
地域課題に的確に対応するために、地域の連帯感や助け合いの意識を高め、市民、市民公益活動団体、事業者、学校及び市が、適切な役割分担の下、市民が主役となったまち
づくりの推進を目指し、地域コミュニティの活性化を図ります。

「施策の目標」の実現状況

　地域コミュニティ活性化を目指し、自治会活動の支援のため、地区自治連合会に対し均等割と世帯割に応じた交付金を交付するとともに、地域集会所の建築費補助を行った。
また、地域住民の交流を図るため、地区連合会や自治会を指定管理者として、「地域ふれあい会館」の運営管理を行った。
　さらに、地域における新たな連携・協働の仕組みづくりとして、平成28年度から、「地域自治協議会」の設立に向けた取組を実施し、令和元年７月に５地区で「地域自治協議会」が
誕生した。
　また、多様な主体との協働によるまちづくりを推進するため、「市民参画及び協働によるまちづくり審議会」を開催し、計画の進捗管理や地域コミュニティ政策等の審議を行った。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　自治会加入率や地区自治連合会加入率が減少している中、加入率向上に向け、地域住民に対し自治会活動への理解を高め、地域コミュニティ活動の活性化を図るため、引き
続き地区自治連合会への交付金や地域集会所の建築費補助等の取組を実施する。また、地域コミュニティ活動の拠点として、「地域ふれあい会館」の整備に努めるとともに、地
域住民のより自主的な活用に寄与するため、公民館分館等のふれあい会館化を進めていく。
　「地域自治協議会」については、市域全ての地区での設立に向け、今後も設立に係る経費について、準備交付金に加え立ち上がり支援交付金等により支援を行っていく。

指標の実績及び見込み

施策 1-01-01 地域コミュニティの活性化

関連個別計画 奈良市市民参画及び協働によるまちづくり推進計画

施策の目標

部 名 市民部 課 名 地域づくり推進課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 地域活動の推進

3)
地縁組織（自治会、老人会、婦人会、子ども会、ＰＴＡ等）、ＮＰＯ、ボランティア団体等は、それぞれが地域で課題の解決に取り組み、成果を
挙げていますが、単独での課題解決には限界があることから、効果的に解決ができるように、各主体が協力連携できる新しい仕組みとし
て、地域自治組織設立に向けての支援を行い、自主的な地域自治を推進します。

▶ B

2)
地域コミュニティ活動の活性化を進める中で、拠点となる施設（地域ふれあい会館等）の整備に努め、市民とともに既存施設の有効活用を
図ります。 ▶ B

1)
地域住民に対し、奈良市自治連合会と協働して、防災防犯、高齢者支援、子どもの見守りといった様々な地域コミュニティ活動への参加を
促し、住民の地域コミュニティへの帰属意識向上に努めます。 ▶ C

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

1

2

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　あらゆる人を温かく迎え入れ、誰もが心地よく暮らすことのできるまちを目指します。また、国内の友好・姉妹都市及び連携都市と、互いの資源を生かしながら文化、教育、産業
など多方面にわたる交流を推進するとともに、市民レベルでの交流を促進し、市の活力を創出します。

「施策の目標」の実現状況

　ボランティアセンターの設置目的である、市民の自主的な参加による自発的な活動の促進、市民福祉の向上について、指定管理者が指定管理料を効果的に配分しながら、自主事業を展開するな
ど、費用対効果に優れた管理運営を行うことができた。平成３０年度は「災害ボランティアセンター」の運営に各種関係機関や団体等が連携できる仕組みを整備するために、ワーキンググループを立
ち上げ、関係機関との協力体制の構築を進めることができた。また、Facebookを駆使してボランティア人材の発掘及び活動の周知を積極的に行うことができた。
　ボランティアインフォメーションセンターは、相談コーディネート業務等を通じ登録団体数等を増やしている。平成30年度はボランティア入門講座や外部講師による講座のほか、専門家相談会の開
催や、ＨＵＧ²（はぐはぐ）祭りの実施等、市民公益活動の更なる推進を図った。また、ボランティアインフォメーションセンター運営推進懇話会を１回開催し、管理運営についての評価等を行った。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

ボランティアセンターにおいては、今後も市民活動の拡充、グループ間の交流、活動の支援、利用促進、「災害ボランティアセンター」としての機能の整備などについて、一段と積
極的な取り組みが行われるよう、引き続き指導していく。
　ボランティアインフォメーションセンターは、　今後も社会や地域のニーズに対応した講座を開催していくとともに、受講者のスキルアップを目的とした専門知識を教えるだけに留
まらず、受講者が様々な場面で活動していけるよう、地域と繋ぐ支援をしていく。

指標の実績及び見込み

施策 1-01-02 市民交流の活性化

関連個別計画 奈良市市民参画及び協働によるまちづくり推進計画 ／ 奈良市もてなしのまちづくり推進行動計画

施策の目標

部 名 市民部 課 名 地域づくり推進課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

200 250 300

奈良市ボランティアセンター利用者数…① 人
21,069

（2013年度）
19,914 19,852 22,068 22,100

市民公益活動入門講座、ボランティア入門講座への参加者数…① 人
148

（2013年度）
167 254 177

22,200 22,500

No.

ボランティア入門講座については、開館以来毎月実施してきたが、一定の成果を上げたと考え、２０１８年度は回数を約半数に減らしたため、全体の実績値が減少した。

ボランティアセンターについては、利用者数の推移は増加傾向だが、大幅な増加までは期待できないため、目標値までは未達になる見込み。

施策の展開方向の評価（一覧）

300

国内の友好・姉妹都市及び連携都市との交流事業数…② 事業
8

（2014年度）
所管外 12

奈良市ボランティアインフォメーションセンターの登録団体数…① 団体
189

（2013年度）
291 313 337 330 340

指標の目標値が達成できない理由

ボランティア・ＮＰＯ活動の活性化 A A B A B

施　策　の　展　開　方　向

-

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

- - - 3.6

3.5

- - - - 3.0都市間・地域間交流の推進 × × B - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① ボランティア・ＮＰＯ活動の活性化

②

5) 奈良市ボランティアポイント事業を活用し、ボランティア活動へのきっかけづくりと推進を図ります。 ▶ B

2) 市民公益活動団体へ積極的に情報を提供するとともに、活動の主体となる人材の育成を図ります。 ▶ A

1)
協働によるまちづくりを推進するために、市民やボランティア・ＮＰＯ、自治会などの市民公益活動団体と行政との役割分担を構築し、市民
相互の活動を支援します。 ▶ A

4)
ボランティア活動の拠点施設として、市民の活動を支援するための奈良市ボランティアセンターの充実を図るとともに、奈良市ボランティアイ
ンフォメーションセンターにおいて、より幅広い公益活動に関するきっかけづくりを推進します。 ▶ A

3) 市民・市民公益活動団体・事業者・学校・行政が一体となり、協働型社会に向けた意識づくりや環境づくりに取り組みます。 ▶ B

都市間・地域間交流の推進

1) 市民レベルでの友好・姉妹都市及び連携都市との交流を促進します。 ▶ ×

2) 文化、教育、産業など幅広い分野での友好・姉妹都市及び連携都市との交流を推進します。 ▶ ×

3) 誰もが訪れたくなり、末永く暮らしたくなる魅力あふれる奈良市を実現するため、「もてなしのまちづくり推進行動計画」を推進します。 ▶ B

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）

31



奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

C
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

都市間・地域間交流の推進 C C × - -

- - - #DIV/0!

2.0

- - - - 2.0

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

指標の目標値が達成できない理由

ボランティア・ＮＰＯ活動の活性化 × × × × ×

施　策　の　展　開　方　向

-

22,500

No.

隔年の事業が含まれるため

施策の展開方向の評価（一覧）

300

国内の友好・姉妹都市及び連携都市との交流事業数…② 事業
8

（2014年度）
15 12 11 11 11 12

奈良市ボランティアインフォメーションセンターの登録団体数…① 団体
189

（2013年度）
所管外

奈良市ボランティアセンター利用者数…① 人
21,069

（2013年度）
所管外

市民公益活動入門講座、ボランティア入門講座への参加者数…① 人
148

（2013年度）
所管外

No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位
策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

300

　あらゆる人を温かく迎え入れ、誰もが心地よく暮らすことのできるまちを目指します。また、国内の友好・姉妹都市及び連携都市と、互いの資源を生かしながら文化、教育、産業
など多方面にわたる交流を推進するとともに、市民レベルでの交流を促進し、市の活力を創出します。

「施策の目標」の実現状況

修学旅行誘致や、伝統芸能・文化交流といった友好・姉妹都市の若い世代を中心とした交流にも取り組んでいる

「施策の目標」における課題及び今後の方針

当課だけで取り組むのではなく、他課にもよびかけ「奈良市」として目標に取り組む必要がある

指標の実績及び見込み

施策 1-01-02 市民交流の活性化

関連個別計画 奈良市市民参画及び協働によるまちづくり推進計画 ／ 奈良市もてなしのまちづくり推進行動計画

施策の目標

部 名 観光経済部 課 名 観光戦略課・産業政策課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① ボランティア・ＮＰＯ活動の活性化

②

3) 誰もが訪れたくなり、末永く暮らしたくなる魅力あふれる奈良市を実現するため、「もてなしのまちづくり推進行動計画」を推進します。 ▶ ×

2) 文化、教育、産業など幅広い分野での友好・姉妹都市及び連携都市との交流を推進します。 ▶ C

1) 市民レベルでの友好・姉妹都市及び連携都市との交流を促進します。 ▶ C

都市間・地域間交流の推進

4)
ボランティア活動の拠点施設として、市民の活動を支援するための奈良市ボランティアセンターの充実を図るとともに、奈良市ボランティアイ
ンフォメーションセンターにおいて、より幅広い公益活動に関するきっかけづくりを推進します。 ▶ ×

3) 市民・市民公益活動団体・事業者・学校・行政が一体となり、協働型社会に向けた意識づくりや環境づくりに取り組みます。 ▶ ×

5) 奈良市ボランティアポイント事業を活用し、ボランティア活動へのきっかけづくりと推進を図ります。 ▶ ×

2) 市民公益活動団体へ積極的に情報を提供するとともに、活動の主体となる人材の育成を図ります。 ▶ ×

1)
協働によるまちづくりを推進するために、市民やボランティア・ＮＰＯ、自治会などの市民公益活動団体と行政との役割分担を構築し、市民
相互の活動を支援します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

3

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

部 名 総合政策部 課 名 人事課

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

ワーク・ライフ・バランスの推進 × × × × ×

- #DIV/0!

男女共同参画施策推進のための環境の整備・充実 × - - - - - -

人権の尊重と男女共同参画への意識改革 × × × × - - - -

- - - 3.0

3.0

- - - - #DIV/0!

- - #DIV/0!

あらゆる分野の政策・方針の決定及び実施の場への男女共同参画の推進 B B × × -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

育児支援に関する制度の啓発活動を行っているが、育児休業取得率は伸び悩んでおり、男性職員の育児支援に関する意識の定着にはまだ時間を要するため。

施策の展開方向の評価（一覧）

13.0

男女共同参画センター「あすなら」主催の啓発セミナーの参加
率…②③

％
61

（2013年度）
所管外 100

市役所の男性職員の育児休業取得率（市長部局）…②③④ ％
3.2

（2013年度）
6.9 4.7 5.0 7.0 9.0

指標の目標値が達成できない理由

35.0

市役所の女性管理職比率（市長部局）…①④ ％
17.2

（2014年度）
20.1 25.0 28.1

27.5
（実績）

審議会・委員会などの女性委員の登用率…① ％
31.1

（2013年度）
所管外

30.0 30.0

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　男女が社会のパートナーとして、共に責任を分かち合い、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、性別に関係なく個性と能力を発揮
できる社会の実現を目指します。
　また、地域や家庭・職場などあらゆる分野で女性がいきいきと活躍できる社会を目指します。

「施策の目標」の実現状況

　２０１６年３月に「奈良市女性職員活躍推進　ポジティブ・アクションプラン」を策定し、女性職員の活躍推進に向けて具体的な目標を定め、人材育成の強化や育児支援制度の見
直し等様々な取組を行ってきた。その結果、市役所の女性管理職比率については、策定時の２０１４年度より増加した。
　また、男性職員の育児参画促進に向けて、「職員のための子育て応援ハンドブック」を作成し配布する等の啓発活動を行った。その効果が着実に現れ、市役所の男性職員の育
児休業取得率について、策定時の２０１３年度より増加した。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　今後も更なる女性活躍推進に向けて、「奈良市女性職員活躍推進　ポジティブ・アクションプラン」に掲げられた諸施策に積極的に取り組んでいく。
　また、育児休業を取得する男性職員数について近年伸び悩んでいることから、ワーク・ライフ・バランスの推進及び育児支援に関する制度の周知・定着を図るための啓発活動の
強化に努める。国においても、男性の育児休業取得の推進に向けて取り組む動きが出ており、奈良市もその意向を受けて育児休業を取得しやすい環境づくりを進めていく。

指標の実績及び見込み

施策 1-02-01 男女共同参画社会の実現

関連個別計画 奈良市男女共同参画計画 ／ 奈良市配偶者等の暴力の防止及び被害者支援基本計画

施策の目標

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

①

②

③

④

▶ ×1)

1) 男女共同参画施策推進のため、地域における環境整備に努め、庁内でも一層積極的に取り組めるよう、推進体制を整備・充実します。 ▶ ×

4) 男女共同参画を目指す意識改革の促進・浸透を図ります。 ▶ ×
男女共同参画施策推進のための環境の整備・充実

3) リプロダクティブ・ヘルス／ライツの視点からの女性の健康の増進と福祉の向上を図ります。 ▶ ×

2) 男女の人権の尊重と女性に対するあらゆる暴力の廃絶を推進します。 ▶ ×

人権の尊重と男女共同参画への意識改革

男女共同参画を目指す教育・学習を促進します。

4) 女性の職業能力の開発と職業教育の充実を推進します。 ▶ ×

5) ワーク・ライフ・バランス実現に向けた意識啓発の推進を図ります。 ▶ ×

3) 雇用における男女平等の確保に努めます。 ▶ ×

ワーク・ライフ・バランスの推進

1) 男女共同参画社会を目指す環境を整備します。 ▶ ×

2) 女性の自立・就業継続促進のための条件を整備します。 ▶ ×

4) 伝統文化、国際交流への男女共同参画を促進します。 ▶ ×

3) 家庭・地域・社会活動等への男女共同参画を推進し、確立を目指します。 ▶ ×

2) 男女共同参画の視点を持ち、あらゆる分野で活躍できる女性の人材の育成と活用に努めます。 ▶ B

1) 政策・方針の決定及び実施の場への男女共同参画を推進します。 ▶ B

あらゆる分野の政策・方針の決定及び実施の場への男女共同参画の推進

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない

（評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　男女が社会のパートナーとして、共に責任を分かち合い、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、性別に関係なく個性と能力を発揮
できる社会の実現を目指します。
　また、地域や家庭・職場などあらゆる分野で女性がいきいきと活躍できる社会を目指します。

「施策の目標」の実現状況

 　男女共同参画の意識啓発推進のため、市職員への研修を行ったほか、市の審議会等における女性委員の登用率アップに向けての働きかけを行った。
　また、市内女性団体3団体との共催事業として、男女共に活躍するための様々な題材で「あすなら市民講座」を実施した。さらに男女共同参画推進の取り組みとして、女性活躍
推進法に基づき、奈良市女性活躍推進計画を策定したほか、男女共同参画センターにおいてセミナーの実施や男性向け育児冊子「IKUMEN HANDBOOK for nara papa」の発行、
商工会議所ニュースへの啓発記事の掲載などを行った。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　男女共同参画計画（第3次）策定に向けて、社会情勢の変化に応じた施策を進める。
　男女共同参画社会実現のための様々な取り組みを行ってきたが、いまだに十分とはいえないため、引き続き、あらゆる分野における女性の参画推進のため、市民の関心やニー
ズ、時代にあった企画・内容のセミナーの開催を検討するほか、固定的な性別役割分担意識にとらわれずに男女が多様な生き方を選択できるような意識啓発を行っていく。

指標の実績及び見込み

施策 1-02-01 男女共同参画社会の実現

関連個別計画 奈良市男女共同参画計画 ／ 奈良市配偶者等の暴力の防止及び被害者支援基本計画／奈良市女性活躍推進計画

施策の目標

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

33.8
(実績）

35.0 35.0

市役所の女性管理職比率（市長部局）…①④ ％
17.2

（2014年度）
所管外

審議会・委員会などの女性委員の登用率…① ％
31.1

（2013年度）
34.8 34.3 35.7

30.0

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

13.0

男女共同参画センター「あすなら」主催の啓発セミナーの参加
率…②③

％
61

（2013年度）
89 70 81 90 100 100

市役所の男性職員の育児休業取得率（市長部局）…②③④ ％
3.2

（2013年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

あらゆる分野の政策・方針の決定及び実施の場への男女共同参画の推進 B B B C -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - 2.8

2.9

- - - - 2.8

- - 3.0

ワーク・ライフ・バランスの推進 B B C B B

- 3.3

男女共同参画施策推進のための環境の整備・充実 B - - - - - -

人権の尊重と男女共同参画への意識改革 A B B B - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

部 名 市民部 課 名 男女共同参画課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

①

②

③

④

あらゆる分野の政策・方針の決定及び実施の場への男女共同参画の推進

2) 男女共同参画の視点を持ち、あらゆる分野で活躍できる女性の人材の育成と活用に努めます。 ▶ B

1) 政策・方針の決定及び実施の場への男女共同参画を推進します。 ▶ B

4) 伝統文化、国際交流への男女共同参画を促進します。 ▶ C

3) 家庭・地域・社会活動等への男女共同参画を推進し、確立を目指します。 ▶ B

2) 女性の自立・就業継続促進のための条件を整備します。 ▶ B

ワーク・ライフ・バランスの推進

1) 男女共同参画社会を目指す環境を整備します。 ▶ B

3) 雇用における男女平等の確保に努めます。 ▶ C

人権の尊重と男女共同参画への意識改革

男女共同参画を目指す教育・学習を促進します。

4) 女性の職業能力の開発と職業教育の充実を推進します。 ▶ B

5) ワーク・ライフ・バランス実現に向けた意識啓発の推進を図ります。 ▶ B

3) リプロダクティブ・ヘルス／ライツの視点からの女性の健康の増進と福祉の向上を図ります。 ▶ B

2) 男女の人権の尊重と女性に対するあらゆる暴力の廃絶を推進します。 ▶ B

1)

1) 男女共同参画施策推進のため、地域における環境整備に努め、庁内でも一層積極的に取り組めるよう、推進体制を整備・充実します。 ▶ B

4) 男女共同参画を目指す意識改革の促進・浸透を図ります。 ▶ B
男女共同参画施策推進のための環境の整備・充実

▶ A

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない

（評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

1

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　市民一人ひとりが、あらゆる機会やあらゆる場において人権に対する正しい知識を習得し、豊かな人権感覚を育み、人権を守り、差別を許さないという意識を養い、行動できるよ
うに取り組んでいきます。
　また、世界から核兵器を廃絶し、世界の恒久平和を願う社会の実現に取り組んでいきます。

「施策の目標」の実現状況

・最低毎年1回４０地区での研修会実施を目標としているが、実施できていない地区がある。
・「平和の鐘」撞鐘事業において、平成28年度までは参加できる寺院や小学校を限定して行っていたが、平成29年度からは、対象を市内の全小・中学校に広げた。また、寺院につ
いても、より多くの寺院に協力を得るべく依頼を行った。令和元年度には、更に多くの小・中学生に参加してもらうため、教育委員会担当のユネスコスクール事業と協力を図った。
また、仏教系寺院だけでなくキリスト教系寺院にも協力依頼を行った。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

・地区の中心となる人材を育成するための指導者講座を充実させる。
・４０地区すべてで地区別研修会を実施し、今まで研修会に参加していなかった市民に参加を促す。
・小・中学生の参加人数や協力寺院の数を増やすことだけを重視するのではなく、戦争を知らない世代が多数を占めるようになってきている現在、戦争の悲惨さや平和の大切さを
次の世代の子供たちにどのように伝えていくかが課題である。

指標の実績及び見込み

施策 1-03-01 人権と平和の尊重

関連個別計画 奈良市人権文化推進計画 ／ 奈良市人権教育推進について の指針 ／ 奈良市教育振興基本計画

施策の目標

部 名 市民部 課 名 人権政策課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

1,200 1,300 1,600人権教育地区別研修会参加人数…① 人
1,342

（2013年度）
1,911 1,255 1,140

No.

各地区の役員の高齢化及び後継者不足及び事業参加者の固定化等のため目標達成が難しい。

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

人権教育の推進 B × B - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - 3.0

2.9

- - - - 3.0人権啓発活動の推進 B B - - -

- 2.5

非核・平和の推進 B - - - - - -

人権問題解決のための協働・連携 B C - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - 3.0

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 人権教育の推進

②

③

④

1) 指導者としての資質と実践的な指導力の向上を図るため、計画的で体系的な人権教育研修を実施します。 ▶ B

2) 情操豊かな本市の子どもたちを育成するために人権学習教材の作成と活用を通して、人権意識の高揚を図っていきます。 ▶ ×

3)
地域における人権教育の推進を図るため、奈良市人権教育推進協議会と協働・連携します。そして、地域活動としての人権学習を通して人
権問題への認識を深めることにより、全市レベルでの市民意識向上に努めます。 ▶ B
人権啓発活動の推進

1)
市民一人ひとりが、様々な人権問題を自分自身の課題とし、その解決に向けて努力できるよう、あらゆる機会やあらゆる場において啓発活
動を推進します。 ▶ B

人権問題解決のための協働・連携

1)
高齢者・児童・障がい者等への虐待やいじめ、ＤＶ※、性同一性障害等の性的少数者に対する差別・偏見といった、あらゆる人権侵害をなく
すため、法務局（人権擁護委員）、なら犯罪被害者支援センターなどの関係機関と協働・連携を進めることにより、差別のないまちづくりを推
進します。

▶ B

2)
人権文化センターについては、市全体の施設のあり方を考える中で、関連施設と併せて、機能と指定管理者制度導入を視野に入れた運営
形態や施設数について検討します。 ▶ B

非核・平和の推進

1)
世界から核兵器を廃絶し、世界の恒久平和を願う「非核平和都市宣言」の精神に基づき、宣言の趣旨の普及や啓発により、平和意識の高
揚を図ります。 ▶ B

2)
社会問題となっているヘイトスピーチは、特定の集団に悪意をもって誹謗・中傷する許しがたい人権侵害行為であり、国・県・各種団体と協
働し、根絶に向けて幅広く啓発活動を行います。 ▶ C

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　市民一人ひとりが、あらゆる機会やあらゆる場において人権に対する正しい知識を習得し、豊かな人権感覚を育み、人権を守り、差別を許さないという意識を養い、行動できるよ
うに取り組んでいきます。
　また、世界から核兵器を廃絶し、世界の恒久平和を願う社会の実現に取り組んでいきます。

「施策の目標」の実現状況

平成28年度から継続して、奈良市の人権教育の中でも重要な課題に挙げられる虐待防止について、子育て相談課が作成した「虐待対応マニュアル」を活用し、虐待についての周
知と理解に努めている。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

奈良県教育委員会から配付されている教材や道徳科の教科書などを活用した人権教育について、教員への研修等を通して指導の充実を図る。また、虐待防止等についても周知
と理解を図る。

指標の実績及び見込み

施策 1-03-01 人権と平和の尊重

関連個別計画 奈良市人権文化推進計画 ／ 奈良市人権教育推進について の指針 ／ 奈良市教育振興基本計画

施策の目標

部 名 教育部 課 名 学校教育課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

1,600人権教育地区別研修会参加人数…① 人
1,342

（2013年度）
所管外

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

人権教育の推進 × B × - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - 3.0

3.0

- - - - #DIV/0!人権啓発活動の推進 × × - - -

- #DIV/0!

非核・平和の推進 × - - - - - -

人権問題解決のための協働・連携 × × - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - #DIV/0!

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 人権教育の推進

②

③

④

1) 指導者としての資質と実践的な指導力の向上を図るため、計画的で体系的な人権教育研修を実施します。 ▶ ×

2) 情操豊かな本市の子どもたちを育成するために人権学習教材の作成と活用を通して、人権意識の高揚を図っていきます。 ▶ B

3)
地域における人権教育の推進を図るため、奈良市人権教育推進協議会と協働・連携します。そして、地域活動としての人権学習を通して人
権問題への認識を深めることにより、全市レベルでの市民意識向上に努めます。 ▶ ×
人権啓発活動の推進

1)
市民一人ひとりが、様々な人権問題を自分自身の課題とし、その解決に向けて努力できるよう、あらゆる機会やあらゆる場において啓発活
動を推進します。 ▶ ×

人権問題解決のための協働・連携

1)
高齢者・児童・障がい者等への虐待やいじめ、ＤＶ※、性同一性障害等の性的少数者に対する差別・偏見といった、あらゆる人権侵害をなく
すため、法務局（人権擁護委員）、なら犯罪被害者支援センターなどの関係機関と協働・連携を進めることにより、差別のないまちづくりを推
進します。

▶ ×

2)
人権文化センターについては、市全体の施設のあり方を考える中で、関連施設と併せて、機能と指定管理者制度導入を視野に入れた運営
形態や施設数について検討します。 ▶ ×

非核・平和の推進

1)
世界から核兵器を廃絶し、世界の恒久平和を願う「非核平和都市宣言」の精神に基づき、宣言の趣旨の普及や啓発により、平和意識の高
揚を図ります。 ▶ ×

2)
社会問題となっているヘイトスピーチは、特定の集団に悪意をもって誹謗・中傷する許しがたい人権侵害行為であり、国・県・各種団体と協
働し、根絶に向けて幅広く啓発活動を行います。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - #DIV/0!

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ

人権啓発活動の推進 × × - - -

- #DIV/0!

非核・平和の推進 × - - - - - -

人権問題解決のための協働・連携 × × - - - - - -

- - - 4.0

4.0

- - - - #DIV/0!

人権教育の推進 A × × - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

1,600人権教育地区別研修会参加人数…① 人
1,342

（2013年度）
所管外

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　市民一人ひとりが、あらゆる機会やあらゆる場において人権に対する正しい知識を習得し、豊かな人権感覚を育み、人権を守り、差別を許さないという意識を養い、行動できるよ
うに取り組んでいきます。
　また、世界から核兵器を廃絶し、世界の恒久平和を願う社会の実現に取り組んでいきます。

「施策の目標」の実現状況

学校における人権教育を推進する上で中心的な役割を担う教職員の人権意識や実践的な指導力を養い、各校における人権教育の推進、指導方法の工夫改善に資するための
教職員研修を実施することができた。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

教職員の人権意識と指導力の向上のため、実践事例を交えながら、ＬＧＢＴＱなど今日的課題や教職員のニーズに応じた研修講座を開催していく。

指標の実績及び見込み

施策 1-03-01 人権と平和の尊重

関連個別計画 奈良市人権文化推進計画 ／ 奈良市人権教育推進について の指針 ／ 奈良市教育振興基本計画

施策の目標

部 名 教育部 課 名 教育支援・相談課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 人権教育の推進

②

③

④ 非核・平和の推進

1)
世界から核兵器を廃絶し、世界の恒久平和を願う「非核平和都市宣言」の精神に基づき、宣言の趣旨の普及や啓発により、平和意識の高
揚を図ります。 ▶ ×

2)
社会問題となっているヘイトスピーチは、特定の集団に悪意をもって誹謗・中傷する許しがたい人権侵害行為であり、国・県・各種団体と協
働し、根絶に向けて幅広く啓発活動を行います。 ▶ ×

人権問題解決のための協働・連携

1)
高齢者・児童・障がい者等への虐待やいじめ、ＤＶ※、性同一性障害等の性的少数者に対する差別・偏見といった、あらゆる人権侵害をなく
すため、法務局（人権擁護委員）、なら犯罪被害者支援センターなどの関係機関と協働・連携を進めることにより、差別のないまちづくりを推
進します。

▶ ×

2)
人権文化センターについては、市全体の施設のあり方を考える中で、関連施設と併せて、機能と指定管理者制度導入を視野に入れた運営
形態や施設数について検討します。 ▶ ×

3)
地域における人権教育の推進を図るため、奈良市人権教育推進協議会と協働・連携します。そして、地域活動としての人権学習を通して人
権問題への認識を深めることにより、全市レベルでの市民意識向上に努めます。 ▶ ×
人権啓発活動の推進

1)
市民一人ひとりが、様々な人権問題を自分自身の課題とし、その解決に向けて努力できるよう、あらゆる機会やあらゆる場において啓発活
動を推進します。 ▶ ×

2) 情操豊かな本市の子どもたちを育成するために人権学習教材の作成と活用を通して、人権意識の高揚を図っていきます。 ▶ ×

1) 指導者としての資質と実践的な指導力の向上を図るため、計画的で体系的な人権教育研修を実施します。 ▶ A

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　情報化が加速し、ますますグローバル化する21世紀の社会の中で、自分を失わず、多様な価値観、異なる文化に生きる人たちと互いに分かり合い、協働して未来を切り拓いて
いくことができる子どもを育みます。

「施策の目標」の実現状況

すべての就学前児童が適切な集団規模で等しく教育・保育を受けることができることを目指し、過小規模（総園児数30名未満）となる市立幼稚園のあるエリア等を最優先エリアとし
て計画的に市立幼保施設の統合・再編を進め、布目、柳生、高円、神功、鶴舞、若草、平城、東登美ヶ丘、学園南、伏見、辰市こども園を開園し、市立こども園設置数を合計19園
設置した。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

再編対象となった幼保施設の利用者や地域住民の協力・理解を得るのに想定以上に期間を要したことで、遅延・停止している事案があることや、こども園化に向けた施設改修に
想定以上の経費が掛かるため、市の財政事情を考慮した上で段階的な取組となっていることが課題として挙げられる。
今後は市立幼保施設の民間移管による再編に重点を置いて取組を進めることとする。

指標の実績及び見込み

施策 2-01-01 特色のある教育の推進

関連個別計画 奈良市教育振興基本計画 ／ 奈良市食育推進計画 ／ 奈良市学校規模適正化実施方針 ／ 奈良市幼保再編基本計画

施策の目標

部 名 子ども未来部 課 名 子ども政策課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

19

中学校給食の実施校数…⑤ 校
12

（2014年度）
所管外

小中一貫教育による学習指導・生徒指導上の効果がみられ
る中学校区数…②

校区
2015年度
から実施

所管外

21

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

教育内容の充実 × × × × ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - #DIV/0!

2.0

- - - - 2.0

- - - #DIV/0!

きめ細かな教育の推進 × × C - -

- #DIV/0!

国際化社会を担う人材の育成 × × - - - - -

教職員の研修の充実 × × - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - #DIV/0!

健康・体力づくりの推進 × × × × × -

C
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 教育内容の充実

②

③

④

⑤

5)
高い志や意欲をもつ自立した人間として、他者と協働しながら新しい価値を創造するなど、21世紀の社会を切り拓いていくためのキャリア教
育・起業家教育を推進します。 ▶ ×

2) 異文化を理解・尊重するとともに、奈良で学んだことを誇らしげに語れる子どもを育成します。 ▶ ×

1) 地域教育協議会の強みを生かし、地域と連携した教育活動支援を推進します。 ▶ ×

4) 教育におけるＩＣＴの活用を充実させ、アウトプット型授業を推進します。 ▶ ×

3) 豊かな心を育む道徳教育・人権教育を推進します。 ▶ ×

きめ細かな教育の推進

1) 幼小連携・小中一貫教育を推進します。 ▶ ×

2) 大学との協働でスクールサポート事業を実施するとともに、専門性を有する外部指導者による中学校の部活動支援を推進します。 ▶ ×

教職員の研修の充実

1) 教職員の資質・能力向上を目指した研修を充実するとともに、教職員一人ひとりに応じた支援体制を確立します。 ▶ ×

3)
学校規模適正化及び幼保再編の推進により過小規模校・園の解消を図り、より良い教育環境を整えます。また、少人数学級編制を効果的
に運用するとともに、指導方法の継続的な研究と成果の共有化を図り、これまで以上に個に応じたきめ細かな教育を推進します。 ▶ C

2) 教育センターにおいて職務研修や管理職研修を実施するとともに、中学校区ごとの研修を充実します。 ▶ ×
国際化社会を担う人材の育成

1) 奈良のアイデンティティを育み、誇りをもって世界で活躍できる子どもの育成を目指し、世界遺産学習を推進します。 ▶ ×

2) ＡＬＴ（外国語指導助手）を活用して英語教育を充実するとともに、小学校１年生からの英語教育を実施します。 ▶ ×
健康・体力づくりの推進

体力の向上と健康教育の推進を図ります。 ▶ ×

5) 中学校給食未実施校への実施方法を検討し、地元産食材を積極的に活用した給食の導入を推進します。 ▶ ×

2)

4) 学校給食を基盤とした、小学校低学年から継続した食育指導を推進します。 ▶ ×

3) 定期健康診断の充実を図り、疾病の早期発見と予防を推進します。 ▶ ×

1)

中学校の運動部活動の活性化を図るため、支援を充実します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - #DIV/0!

健康・体力づくりの推進 × × × × × -

きめ細かな教育の推進 B A B - -

- #DIV/0!

国際化社会を担う人材の育成 × × - - - - -

教職員の研修の充実 × × - - - - - -

- - - #DIV/0!

3.3

- - - - 3.3

- - - #DIV/0!

教育内容の充実 × × × × ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

19

中学校給食の実施校数…⑤ 校
12

（2014年度）
所管外

小中一貫教育による学習指導・生徒指導上の効果がみられ
る中学校区数…②

校区
2015年度
から実施

所管外

21

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　情報化が加速し、ますますグローバル化する21世紀の社会の中で、自分を失わず、多様な価値観、異なる文化に生きる人たちと互いに分かり合い、協働して未来を切り拓いて
いくことができる子どもを育みます。

「施策の目標」の実現状況

・幼稚園・こども園と小学校が連携し異年齢間の交流を行う中で合同研修の在り方と実践開発を行った。
・スクールサポート事業において、園のニーズに応じて派遣し、教育・保育活動の円滑な推進を図った。派遣された学生は保育の補助的業務を通じて、教育・保育専門職への意識
と素養を高めることができた。派遣前の研修の受講を義務付け、サポーターとしての自覚と責任を促した。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

・幼小連携について、幼小それぞれの教育課程を見直し、発達と学びの連続性を踏まえた教育の推進を図る。
・スクールサポート事業に参加する学生の確保とともに、配置前の研修を実施することにより参加学生の資質と意識の向上を目指す。また、園による学生への丁寧な指導を求め、
学生が教育・保育専門職への意識を一層高められるようにする。

指標の実績及び見込み

施策 2-01-01 特色のある教育の推進

関連個別計画 奈良市教育振興基本計画 ／ 奈良市食育推進計画 ／ 奈良市学校規模適正化実施方針 ／ 奈良市幼保再編基本計画

施策の目標

部 名 子ども未来部 課 名 保育総務課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

46



④【施策の展開方向の事項の評価】

① 教育内容の充実

②

③

④

⑤

2)

4) 学校給食を基盤とした、小学校低学年から継続した食育指導を推進します。 ▶ ×

3) 定期健康診断の充実を図り、疾病の早期発見と予防を推進します。 ▶ ×

1)

中学校の運動部活動の活性化を図るため、支援を充実します。 ▶ ×

5) 中学校給食未実施校への実施方法を検討し、地元産食材を積極的に活用した給食の導入を推進します。 ▶ ×

健康・体力づくりの推進

体力の向上と健康教育の推進を図ります。 ▶ ×

国際化社会を担う人材の育成

1) 奈良のアイデンティティを育み、誇りをもって世界で活躍できる子どもの育成を目指し、世界遺産学習を推進します。 ▶ ×

2) ＡＬＴ（外国語指導助手）を活用して英語教育を充実するとともに、小学校１年生からの英語教育を実施します。 ▶ ×

2) 教育センターにおいて職務研修や管理職研修を実施するとともに、中学校区ごとの研修を充実します。 ▶ ×

教職員の研修の充実

1) 教職員の資質・能力向上を目指した研修を充実するとともに、教職員一人ひとりに応じた支援体制を確立します。 ▶ ×

3)
学校規模適正化及び幼保再編の推進により過小規模校・園の解消を図り、より良い教育環境を整えます。また、少人数学級編制を効果的
に運用するとともに、指導方法の継続的な研究と成果の共有化を図り、これまで以上に個に応じたきめ細かな教育を推進します。 ▶ B

2) 大学との協働でスクールサポート事業を実施するとともに、専門性を有する外部指導者による中学校の部活動支援を推進します。 ▶ A

1) 幼小連携・小中一貫教育を推進します。 ▶ B

きめ細かな教育の推進

4) 教育におけるＩＣＴの活用を充実させ、アウトプット型授業を推進します。 ▶ ×

3) 豊かな心を育む道徳教育・人権教育を推進します。 ▶ ×

5)
高い志や意欲をもつ自立した人間として、他者と協働しながら新しい価値を創造するなど、21世紀の社会を切り拓いていくためのキャリア教
育・起業家教育を推進します。 ▶ ×

2) 異文化を理解・尊重するとともに、奈良で学んだことを誇らしげに語れる子どもを育成します。 ▶ ×

1) 地域教育協議会の強みを生かし、地域と連携した教育活動支援を推進します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - #DIV/0!

健康・体力づくりの推進 × × × × × -

きめ細かな教育の推進 × × B - -

- #DIV/0!

国際化社会を担う人材の育成 × × - - - - -

教職員の研修の充実 × × - - - - - -

- - - #DIV/0!

3.0

- - - - 3.0

- - - #DIV/0!

教育内容の充実 × × × × ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

19

中学校給食の実施校数…⑤ 校
12

（2014年度）
所管外

小中一貫教育による学習指導・生徒指導上の効果がみられ
る中学校区数…②

校区
2015年度
から実施

所管外

21

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　情報化が加速し、ますますグローバル化する21世紀の社会の中で、自分を失わず、多様な価値観、異なる文化に生きる人たちと互いに分かり合い、協働して未来を切り拓いて
いくことができる子どもを育みます。

「施策の目標」の実現状況

平成28・29年度は、小学校１・２年生は１学級30人、３・４年生は35人を上限とする少人数学級編制を実施した。平成30年度からは、小学校１・２年生は、30人学級編制を実施し
た。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

義務教育入門期の小学校１・２年生については、基本的な生活習慣や学習規律の定着に重点を置き、一人一人の子どもに対して丁寧な指導ができるよう、30人学級編制を継続
する。

指標の実績及び見込み

施策 2-01-01 特色のある教育の推進

関連個別計画 奈良市教育振興基本計画 ／ 奈良市食育推進計画 ／ 奈良市学校規模適正化実施方針 ／ 奈良市幼保再編基本計画

施策の目標

部 名 教育部 課 名 教職員課／学校教育課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 教育内容の充実

②

③

④

⑤

2)

4) 学校給食を基盤とした、小学校低学年から継続した食育指導を推進します。 ▶ ×

3) 定期健康診断の充実を図り、疾病の早期発見と予防を推進します。 ▶ ×

1)

中学校の運動部活動の活性化を図るため、支援を充実します。 ▶ ×

健康・体力づくりの推進

体力の向上と健康教育の推進を図ります。 ▶ ×

5) 中学校給食未実施校への実施方法を検討し、地元産食材を積極的に活用した給食の導入を推進します。 ▶ ×

国際化社会を担う人材の育成

1) 奈良のアイデンティティを育み、誇りをもって世界で活躍できる子どもの育成を目指し、世界遺産学習を推進します。 ▶ ×

2) ＡＬＴ（外国語指導助手）を活用して英語教育を充実するとともに、小学校１年生からの英語教育を実施します。 ▶ ×

2) 教育センターにおいて職務研修や管理職研修を実施するとともに、中学校区ごとの研修を充実します。 ▶ ×

教職員の研修の充実

1) 教職員の資質・能力向上を目指した研修を充実するとともに、教職員一人ひとりに応じた支援体制を確立します。 ▶ ×

3)
学校規模適正化及び幼保再編の推進により過小規模校・園の解消を図り、より良い教育環境を整えます。また、少人数学級編制を効果的
に運用するとともに、指導方法の継続的な研究と成果の共有化を図り、これまで以上に個に応じたきめ細かな教育を推進します。 ▶ B

2) 大学との協働でスクールサポート事業を実施するとともに、専門性を有する外部指導者による中学校の部活動支援を推進します。 ▶ ×

1) 幼小連携・小中一貫教育を推進します。 ▶ ×

きめ細かな教育の推進

4) 教育におけるＩＣＴの活用を充実させ、アウトプット型授業を推進します。 ▶ ×

3) 豊かな心を育む道徳教育・人権教育を推進します。 ▶ ×

5)
高い志や意欲をもつ自立した人間として、他者と協働しながら新しい価値を創造するなど、21世紀の社会を切り拓いていくためのキャリア教
育・起業家教育を推進します。 ▶ ×

2) 異文化を理解・尊重するとともに、奈良で学んだことを誇らしげに語れる子どもを育成します。 ▶ ×

1) 地域教育協議会の強みを生かし、地域と連携した教育活動支援を推進します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　情報化が加速し、ますますグローバル化する21世紀の社会の中で、自分を失わず、多様な価値観、異なる文化に生きる人たちと互いに分かり合い、協働して未来を切り拓いて
いくことができる子どもを育みます。

「施策の目標」の実現状況

地域教育協議会は、４００名近いコーディネーターを安定的に維持し、地域教育資源のネットワークを広げている。その強みを生かし、学校を支援する活動だけでなく、育てたい子
ども像を学校と共有しながら、地域と学校の連携・協働活動に取り組み、子どもたちの多様な学習体験を創出することができている。また、地域と学校の合同研修や校区間の繋が
りを作る連絡会の実施等、本事業に関わる人材のネットワークの構築も進んでいる。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

１０年にわたり実施してきたことで、各地域教育協議会は成熟し、活動も安定的に展開されているが、活動の形骸化の傾向、人材の高齢化・固定化が、各地域で見受けられる。
地域教育協議会と学校が話し合う場をより充実させること、学校・地域・行政それぞれの関係者の資質向上をめざした人材育成研修を実施することで、地域と学校の連携・協働活
動の効果的な推進、事業の持続的な発展をめざす。

指標の実績及び見込み

施策 2-01-01 特色のある教育の推進

関連個別計画 奈良市教育振興基本計画 ／ 奈良市食育推進計画 ／ 奈良市学校規模適正化実施方針 ／ 奈良市幼保再編基本計画

施策の目標

部 名 教育部 課 名 地域教育課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

19

中学校給食の実施校数…⑤ 校
12

（2014年度）
所管外

小中一貫教育による学習指導・生徒指導上の効果がみられ
る中学校区数…②

校区
2015年度
から実施

所管外

21

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

教育内容の充実 A × × × ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - 4.0

4.0

- - - - #DIV/0!

- - - #DIV/0!

きめ細かな教育の推進 × × × - -

- #DIV/0!

国際化社会を担う人材の育成 × × - - - - -

教職員の研修の充実 × × - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - #DIV/0!

健康・体力づくりの推進 × × × × × -

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 教育内容の充実

②

③

④

⑤

5)
高い志や意欲をもつ自立した人間として、他者と協働しながら新しい価値を創造するなど、21世紀の社会を切り拓いていくためのキャリア教
育・起業家教育を推進します。 ▶ ×

2) 異文化を理解・尊重するとともに、奈良で学んだことを誇らしげに語れる子どもを育成します。 ▶ ×

1) 地域教育協議会の強みを生かし、地域と連携した教育活動支援を推進します。 ▶ A

4) 教育におけるＩＣＴの活用を充実させ、アウトプット型授業を推進します。 ▶ ×

3) 豊かな心を育む道徳教育・人権教育を推進します。 ▶ ×

きめ細かな教育の推進

1) 幼小連携・小中一貫教育を推進します。 ▶ ×

2) 大学との協働でスクールサポート事業を実施するとともに、専門性を有する外部指導者による中学校の部活動支援を推進します。 ▶ ×

教職員の研修の充実

1) 教職員の資質・能力向上を目指した研修を充実するとともに、教職員一人ひとりに応じた支援体制を確立します。 ▶ ×

3)
学校規模適正化及び幼保再編の推進により過小規模校・園の解消を図り、より良い教育環境を整えます。また、少人数学級編制を効果的
に運用するとともに、指導方法の継続的な研究と成果の共有化を図り、これまで以上に個に応じたきめ細かな教育を推進します。 ▶ ×

2) 教育センターにおいて職務研修や管理職研修を実施するとともに、中学校区ごとの研修を充実します。 ▶ ×
国際化社会を担う人材の育成

1) 奈良のアイデンティティを育み、誇りをもって世界で活躍できる子どもの育成を目指し、世界遺産学習を推進します。 ▶ ×

2) ＡＬＴ（外国語指導助手）を活用して英語教育を充実するとともに、小学校１年生からの英語教育を実施します。 ▶ ×
健康・体力づくりの推進

体力の向上と健康教育の推進を図ります。 ▶ ×

5) 中学校給食未実施校への実施方法を検討し、地元産食材を積極的に活用した給食の導入を推進します。 ▶ ×

2)

4) 学校給食を基盤とした、小学校低学年から継続した食育指導を推進します。 ▶ ×

3) 定期健康診断の充実を図り、疾病の早期発見と予防を推進します。 ▶ ×

1)

中学校の運動部活動の活性化を図るため、支援を充実します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - 3.0

健康・体力づくりの推進 B B × B × -

きめ細かな教育の推進 B B × - -

- #DIV/0!

国際化社会を担う人材の育成 B B - - - - -

教職員の研修の充実 × × - - - - - -

- - - 3.0

3.0

- - - - 3.0

- - - 3.0

教育内容の充実 × B B B B

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

19 19 19

中学校給食の実施校数…⑤ 校
12

（2014年度）
所管外

小中一貫教育による学習指導・生徒指導上の効果がみられ
る中学校区数…②

校区
2015年度
から実施

19 19 19

21

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　情報化が加速し、ますますグローバル化する21世紀の社会の中で、自分を失わず、多様な価値観、異なる文化に生きる人たちと互いに分かり合い、協働して未来を切り拓いて
いくことができる子どもを育みます。

「施策の目標」の実現状況

現地学習により世界遺産とそれらを大切に守り伝える人々の思いに触れ、理解や関心を深めることができ、ＩＣＴを活用した取組が学習意欲の向上とともに学力の向上にも繋がる
傾向を確認している。
各校でのキャリア教育の推進を図り、児童生徒の発達と学びの連続性をふまえた小中一貫教育を展開し、スクールサポート事業においては、学校園のニーズに応じて派遣し、教
育活動の円滑な推進を図った。平成２９年度までは、ＡＬＴを市内小・中学校に派遣し、英語を使ってコミュニケーションを図ったが、平成３０年度からは、教員の英語指導力や英語
力の向上を目的としたＡＥＥ（Advisor of English Education）を全市立小学校に派遣し、授業を観察した後、指導・助言を行った。また、地域人材を活用し、英語アシスタントとして派
遣、小学校教員の指導を支援した。部活動については、専門的な技術を持つ外部指導者による指導を受けることで、生徒たちがより確かな技術を身に付けるとともに、活動する
楽しさを感じることができた。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

ＩＣＴの活用などにより、現地学習の事前事後の指導を充実させ、世界遺産学習のモデルプランを学校へ情報提供することで、更なる学習の推進を図る。また、ＩＣＴ環境について
は、令和２年度全面実施の学習指導要領及び第３次教育振興基本計画のそれぞれに示されるている水準を目指した取り組みを推進する。小中一貫教育のシステムを活用し、発
達段階に応じた系統的なキャリア教育を行うとともに、幼小連携についても、幼小それぞれの教育課程を見直し、発達と学びの連続性を踏まえた教育の推進を図る。スクールサ
ポート事業については、参加する学生の確保とともに、学生が教職専門職への意識を一層高められるようにする。また、英語教育においては、新学習指導要領で求められている
英語の「授業を実際のコミュニケーションの場面」を想定したものとすることを踏まえながら、引き続き、教員の指導力・英語力向上を目指した支援を行っていく。また、部活動につ
いては、部活動指導員の確保とともに、効果的な指導の実施を行っていく。

指標の実績及び見込み

施策 2-01-01 特色のある教育の推進

関連個別計画 奈良市教育振興基本計画 ／ 奈良市食育推進計画 ／ 奈良市学校規模適正化実施方針 ／ 奈良市幼保再編基本計画

施策の目標

部 名 教育部 課 名 学校教育課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 教育内容の充実

②

③

④

⑤

2)

4) 学校給食を基盤とした、小学校低学年から継続した食育指導を推進します。 ▶ B

3) 定期健康診断の充実を図り、疾病の早期発見と予防を推進します。 ▶ ×

1)

中学校の運動部活動の活性化を図るため、支援を充実します。 ▶ B

5) 中学校給食未実施校への実施方法を検討し、地元産食材を積極的に活用した給食の導入を推進します。 ▶ ×

健康・体力づくりの推進

体力の向上と健康教育の推進を図ります。 ▶ B

国際化社会を担う人材の育成

1) 奈良のアイデンティティを育み、誇りをもって世界で活躍できる子どもの育成を目指し、世界遺産学習を推進します。 ▶ B

2) ＡＬＴ（外国語指導助手）を活用して英語教育を充実するとともに、小学校１年生からの英語教育を実施します。 ▶ B

2) 教育センターにおいて職務研修や管理職研修を実施するとともに、中学校区ごとの研修を充実します。 ▶ ×

教職員の研修の充実

1) 教職員の資質・能力向上を目指した研修を充実するとともに、教職員一人ひとりに応じた支援体制を確立します。 ▶ ×

3)
学校規模適正化及び幼保再編の推進により過小規模校・園の解消を図り、より良い教育環境を整えます。また、少人数学級編制を効果的
に運用するとともに、指導方法の継続的な研究と成果の共有化を図り、これまで以上に個に応じたきめ細かな教育を推進します。 ▶ ×

2) 大学との協働でスクールサポート事業を実施するとともに、専門性を有する外部指導者による中学校の部活動支援を推進します。 ▶ B

1) 幼小連携・小中一貫教育を推進します。 ▶ B

きめ細かな教育の推進

4) 教育におけるＩＣＴの活用を充実させ、アウトプット型授業を推進します。 ▶ B

3) 豊かな心を育む道徳教育・人権教育を推進します。 ▶ B

5)
高い志や意欲をもつ自立した人間として、他者と協働しながら新しい価値を創造するなど、21世紀の社会を切り拓いていくためのキャリア教
育・起業家教育を推進します。 ▶ B

2) 異文化を理解・尊重するとともに、奈良で学んだことを誇らしげに語れる子どもを育成します。 ▶ B

1) 地域教育協議会の強みを生かし、地域と連携した教育活動支援を推進します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - #DIV/0!

健康・体力づくりの推進 × × × × × -

きめ細かな教育の推進 × × A - -

- #DIV/0!

国際化社会を担う人材の育成 × × - - - - -

教職員の研修の充実 × × - - - - - -

- - - #DIV/0!

4.0

- - - - 4.0

- - - #DIV/0!

教育内容の充実 × × × × ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

19

中学校給食の実施校数…⑤ 校
12

（2014年度）
所管外

小中一貫教育による学習指導・生徒指導上の効果がみられ
る中学校区数…②

校区
2015年度
から実施

所管外

21

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　情報化が加速し、ますますグローバル化する21世紀の社会の中で、自分を失わず、多様な価値観、異なる文化に生きる人たちと互いに分かり合い、協働して未来を切り拓いて
いくことができる子どもを育みます。

「施策の目標」の実現状況

平成３０年度からは、いじめ問題等の課題が多い、市内の８中学校区３０校にいじめ対応支援員を配置した。いじめ対応支援員は授業を持たず、校内を巡回することで子供達と関
係を築いている。そのうえで、子供からの相談に応じたり、教員とともにいじめの解消に向けた支援をしたりしている。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

平成３０年度はいじめ対応支援員１人当たり４から５校を担当し、２週間毎に学校を巡回してきた。しかし、担当校が多いと、次の配置までの期間が長すぎるという課題が見えてき
た。そこで、平成３１年度からは、１人当たりの担当校数を３から４校とし、巡回頻度を上げている。今後は検証を行いながら、配置校の入れ替えも行い、未配置の学校にも配置で
きるように計画していく。

指標の実績及び見込み

施策 2-01-01 特色のある教育の推進

関連個別計画 奈良市教育振興基本計画 ／ 奈良市食育推進計画 ／ 奈良市学校規模適正化実施方針 ／ 奈良市幼保再編基本計画

施策の目標

部 名 教育部　 課 名 いじめ防止生徒指導課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 教育内容の充実

②

③

④

⑤

2)

4) 学校給食を基盤とした、小学校低学年から継続した食育指導を推進します。 ▶ ×

3) 定期健康診断の充実を図り、疾病の早期発見と予防を推進します。 ▶ ×

1)

中学校の運動部活動の活性化を図るため、支援を充実します。 ▶ ×

健康・体力づくりの推進

体力の向上と健康教育の推進を図ります。 ▶ ×

5) 中学校給食未実施校への実施方法を検討し、地元産食材を積極的に活用した給食の導入を推進します。 ▶ ×

国際化社会を担う人材の育成

1) 奈良のアイデンティティを育み、誇りをもって世界で活躍できる子どもの育成を目指し、世界遺産学習を推進します。 ▶ ×

2) ＡＬＴ（外国語指導助手）を活用して英語教育を充実するとともに、小学校１年生からの英語教育を実施します。 ▶ ×

2) 教育センターにおいて職務研修や管理職研修を実施するとともに、中学校区ごとの研修を充実します。 ▶ ×

教職員の研修の充実

1) 教職員の資質・能力向上を目指した研修を充実するとともに、教職員一人ひとりに応じた支援体制を確立します。 ▶ ×

3)
学校規模適正化及び幼保再編の推進により過小規模校・園の解消を図り、より良い教育環境を整えます。また、少人数学級編制を効果的
に運用するとともに、指導方法の継続的な研究と成果の共有化を図り、これまで以上に個に応じたきめ細かな教育を推進します。 ▶ A

2) 大学との協働でスクールサポート事業を実施するとともに、専門性を有する外部指導者による中学校の部活動支援を推進します。 ▶ ×

1) 幼小連携・小中一貫教育を推進します。 ▶ ×

きめ細かな教育の推進

4) 教育におけるＩＣＴの活用を充実させ、アウトプット型授業を推進します。 ▶ ×

3) 豊かな心を育む道徳教育・人権教育を推進します。 ▶ ×

5)
高い志や意欲をもつ自立した人間として、他者と協働しながら新しい価値を創造するなど、21世紀の社会を切り拓いていくためのキャリア教
育・起業家教育を推進します。 ▶ ×

2) 異文化を理解・尊重するとともに、奈良で学んだことを誇らしげに語れる子どもを育成します。 ▶ ×

1) 地域教育協議会の強みを生かし、地域と連携した教育活動支援を推進します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - #DIV/0!

健康・体力づくりの推進 × × A × A -

きめ細かな教育の推進 × × × - -

- #DIV/0!

国際化社会を担う人材の育成 × × - - - - -

教職員の研修の充実 × × - - - - - -

- - - #DIV/0!

4.0

- - - - #DIV/0!

- - - 4.0

教育内容の充実 × × × × ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

19

中学校給食の実施校数…⑤ 校
12

（2014年度）
20 21 21 21

小中一貫教育による学習指導・生徒指導上の効果がみられ
る中学校区数…②

校区
2015年度
から実施

所轄外

21 21

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　情報化が加速し、ますますグローバル化する21世紀の社会の中で、自分を失わず、多様な価値観、異なる文化に生きる人たちと互いに分かり合い、協働して未来を切り拓いて
いくことができる子どもを育みます。

「施策の目標」の実現状況

　学校保健の分野においては、市立小中高の児童・生徒の疾病の早期発見と予防を目的として、身長・体重の測定、視力・聴力の検査、尿検査、心電図検査等を実施した結果を
受けて、さらに二次検査や病院受診を指導した。また、計画的に事業を履行することにより、健康の保持増進に努めた。　学校給食の分野においては、「奈良市立中学校給食導
入検討委員会」「奈良市中学校給食実施計画策定会議」を受け、中学校給食未実施16校のうち平成24年度にモデル校２校の給食室を建設し、平成27年度末までに16校給食を開
始した。平成28年度は、最終第Ⅳ期校５校のうち平成29年１月に２校、平成29年２月に２校の給食を開始した。平成29年度に、第Ⅳ期の残り１校も導入したことにより、全21中学
校で給食を開始することができた。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　学校保健の分野においては、学校保健安全法により健康診断等が義務付けられており、実施は不可欠なため、迅速かつ的確に推進していく。　学校給食の分野においては、市
内全小中学校を通じた学校給食を実施しており、今後も地元産食材を積極的に取り込めるよう、食材納入業者や関係機関等との連携を強化していく。また栄養教諭・学校栄養職
員と調整を図りながら安心安全な学校給食が提供できるよう実施していく。

指標の実績及び見込み

施策 2-01-01 特色のある教育の推進

関連個別計画 奈良市教育振興基本計画 ／ 奈良市食育推進計画 ／ 奈良市学校規模適正化実施方針 ／ 奈良市幼保再編基本計画

施策の目標

部 名 教育部 課 名 保健給食課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 教育内容の充実

②

③

④

⑤

2)

4) 学校給食を基盤とした、小学校低学年から継続した食育指導を推進します。 ▶ ×

3) 定期健康診断の充実を図り、疾病の早期発見と予防を推進します。 ▶ A

1)

中学校の運動部活動の活性化を図るため、支援を充実します。 ▶ ×

健康・体力づくりの推進

体力の向上と健康教育の推進を図ります。 ▶ ×

5) 中学校給食未実施校への実施方法を検討し、地元産食材を積極的に活用した給食の導入を推進します。 ▶ A

国際化社会を担う人材の育成

1) 奈良のアイデンティティを育み、誇りをもって世界で活躍できる子どもの育成を目指し、世界遺産学習を推進します。 ▶ ×

2) ＡＬＴ（外国語指導助手）を活用して英語教育を充実するとともに、小学校１年生からの英語教育を実施します。 ▶ ×

2) 教育センターにおいて職務研修や管理職研修を実施するとともに、中学校区ごとの研修を充実します。 ▶ ×

教職員の研修の充実

1) 教職員の資質・能力向上を目指した研修を充実するとともに、教職員一人ひとりに応じた支援体制を確立します。 ▶ ×

3)
学校規模適正化及び幼保再編の推進により過小規模校・園の解消を図り、より良い教育環境を整えます。また、少人数学級編制を効果的
に運用するとともに、指導方法の継続的な研究と成果の共有化を図り、これまで以上に個に応じたきめ細かな教育を推進します。 ▶ ×

2) 大学との協働でスクールサポート事業を実施するとともに、専門性を有する外部指導者による中学校の部活動支援を推進します。 ▶ ×

1) 幼小連携・小中一貫教育を推進します。 ▶ ×

きめ細かな教育の推進

4) 教育におけるＩＣＴの活用を充実させ、アウトプット型授業を推進します。 ▶ ×

3) 豊かな心を育む道徳教育・人権教育を推進します。 ▶ ×

5)
高い志や意欲をもつ自立した人間として、他者と協働しながら新しい価値を創造するなど、21世紀の社会を切り拓いていくためのキャリア教
育・起業家教育を推進します。 ▶ ×

2) 異文化を理解・尊重するとともに、奈良で学んだことを誇らしげに語れる子どもを育成します。 ▶ ×

1) 地域教育協議会の強みを生かし、地域と連携した教育活動支援を推進します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　情報化が加速し、ますますグローバル化する21世紀の社会の中で、自分を失わず、多様な価値観、異なる文化に生きる人たちと互いに分かり合い、協働して未来を切り拓いて
いくことができる子どもを育みます。

「施策の目標」の実現状況

法定研修である初任者研修・中堅教諭等資質向上研修をはじめ、今日的課題に対応した研修や職階・職務に応じた研修を実施するなどして、教職員の資質・能力の向上を図っ
た。また、若手教員を対象として教員個別訪問研修のシステムを構築し、個別の課題やニーズに応じた研修を実施し、若手教員の育成を図った。さらには、小中一貫教育の推進
に関わって、中学校区ごとで教職員が会同し児童生徒の育成に資する研修を実施した。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

今後も、教育センターにおいて、法定研修をはじめ今日的課題に対応した研修や職階・職務に応じた研修を着実に実施するとともに、特に若手教職員を対象に一人一人に応じた
研修を実施し、教職員の資質・能力の向上を図っていく。その際、文科省発出の学校における働き方改革に係る通知に従い、教職員の多忙化に拍車をかけることにならないよう
研修の精選を行い、効果的・効率的な研修を体系的に整備する。

指標の実績及び見込み

施策 2-01-01 特色のある教育の推進

関連個別計画 奈良市教育振興基本計画 ／ 奈良市食育推進計画 ／ 奈良市学校規模適正化実施方針 ／ 奈良市幼保再編基本計画

施策の目標

部 名 教育部 課 名 教育支援・相談課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

19

中学校給食の実施校数…⑤ 校
12

（2014年度）
所管外

小中一貫教育による学習指導・生徒指導上の効果がみられ
る中学校区数…②

校区
2015年度
から実施

所管外

21

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

教育内容の充実 × × A A A

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - 4.0

4.0

- - - - #DIV/0!

- - - #DIV/0!

きめ細かな教育の推進 × × × - -

- 4.0

国際化社会を担う人材の育成 × × - - - - -

教職員の研修の充実 A A - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - #DIV/0!

健康・体力づくりの推進 × × × × × -

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 教育内容の充実

②

③

④

⑤

5)
高い志や意欲をもつ自立した人間として、他者と協働しながら新しい価値を創造するなど、21世紀の社会を切り拓いていくためのキャリア教
育・起業家教育を推進します。 ▶ A

2) 異文化を理解・尊重するとともに、奈良で学んだことを誇らしげに語れる子どもを育成します。 ▶ ×

1) 地域教育協議会の強みを生かし、地域と連携した教育活動支援を推進します。 ▶ ×

4) 教育におけるＩＣＴの活用を充実させ、アウトプット型授業を推進します。 ▶ A

3) 豊かな心を育む道徳教育・人権教育を推進します。 ▶ A

きめ細かな教育の推進

1) 幼小連携・小中一貫教育を推進します。 ▶ ×

2) 大学との協働でスクールサポート事業を実施するとともに、専門性を有する外部指導者による中学校の部活動支援を推進します。 ▶ ×

教職員の研修の充実

1) 教職員の資質・能力向上を目指した研修を充実するとともに、教職員一人ひとりに応じた支援体制を確立します。 ▶ A

3)
学校規模適正化及び幼保再編の推進により過小規模校・園の解消を図り、より良い教育環境を整えます。また、少人数学級編制を効果的
に運用するとともに、指導方法の継続的な研究と成果の共有化を図り、これまで以上に個に応じたきめ細かな教育を推進します。 ▶ ×

2) 教育センターにおいて職務研修や管理職研修を実施するとともに、中学校区ごとの研修を充実します。 ▶ A
国際化社会を担う人材の育成

1) 奈良のアイデンティティを育み、誇りをもって世界で活躍できる子どもの育成を目指し、世界遺産学習を推進します。 ▶ ×

2) ＡＬＴ（外国語指導助手）を活用して英語教育を充実するとともに、小学校１年生からの英語教育を実施します。 ▶ ×
健康・体力づくりの推進

体力の向上と健康教育の推進を図ります。 ▶ ×

5) 中学校給食未実施校への実施方法を検討し、地元産食材を積極的に活用した給食の導入を推進します。 ▶ ×

2)

4) 学校給食を基盤とした、小学校低学年から継続した食育指導を推進します。 ▶ ×

3) 定期健康診断の充実を図り、疾病の早期発見と予防を推進します。 ▶ ×

1)

中学校の運動部活動の活性化を図るため、支援を充実します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

1

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　市立こども園の設置を進めるとともに、民間の幼保施設や異校種との連携及び家庭・地域との連携した取組を深め、幼児教育の一層の充実を図り、人間形成の基礎となる豊か
な社会性の育成を目指します。

「施策の目標」の実現状況

 布目、柳生、高円、神功、鶴舞、若草、朱雀、平城、東登美ヶ丘、学園南、伏見、辰市こども園を開園し、市立こども園設置数を合計1９園とした。また「奈良市幼保再編実施計画
の再編優先エリア実施方針」及び「奈良市幼保再編実施計画に基づく市立幼保施設の再編実施方針」に基づき、事業者公募を実施して法人を選定し、鶴舞こども園及び右京保
育園の民間移管を行った。また、その他の市立幼保施設についても上記の方針に基づき再編に向けた取組を実施している。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　「奈良市幼保再編実施計画の再編優先エリア実施方針」及び「奈良市幼保再編実施計画に基づく市立幼保施設の再編実施方針」に基づき、市立幼保施設の統合・再編と民間
活力を活用した取組を進めるとともに、児童数や地域の状況等を勘案しながら、令和3年度以降の再編に関する計画の策定を行う。

指標の実績及び見込み

施策 2-01-02 幼児教育の充実

関連個別計画 奈良市学校規模適正化実施方針 ／ 奈良市教育振興基本計画 ／ 奈良市幼保再編基本計画 ／ 奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン

施策の目標

部 名 子ども未来部 課 名 子ども政策課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

19 19 35市立こども園の設置数…① 園
7

（2015年度）
9 12 16

No.

奈良市幼保再編基本計画及び実施計画に基づき、市立幼保施設の統合による幼保再編の取組を重点的に進めているが、利用者や地域住民の理解・協力を得るため

に想定以上に期間を要したことで遅延・停止している事案があることや、こども園化に向けた施設改修に想定以上の経費が掛かるため市の財政事情を考慮した上で段

階的に取組を進めざるを得ない状況であることが理由として挙げられる。

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

幼児期の学校教育の充実と施設整備 C × × × ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - 2.0

2.0

- - - - #DIV/0!信頼される園づくりの推進 × × - - -

- #DIV/0!

就園支援 × × - - - - -

特別支援教育の充実 × - - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - #DIV/0!

C
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 幼児期の学校教育の充実と施設整備

②

③

④

5) 私立幼稚園の全園を、運営費補助金の助成対象とします。 ▶ ×

2) 新たに策定した「市立こども園カリキュラム」に基づき、質の高い幼児期の学校教育や保育を目指します。 ▶ ×

1) 認定こども園の設置を推進し、小学校との連携を強化することで、幼児教育、保育の充実や幼保施設の適正化、円滑な就学を目指します。 ▶ C

4) 市立幼稚園の認定こども園への移行に合わせた施設の長寿命化などの教育環境の整備や教育内容の充実を図ります。 ▶ ×

3) 保育内容の改善と教育効果の向上を図るために、保育教諭等の研修と実践的な研究を行います。 ▶ ×

信頼される園づくりの推進

1) 園評価アンケートや評価指標による園の自己評価及び園評議員による園関係者評価を実施し、教育活動・園運営の改善に生かします。 ▶ ×

2) ホームページの充実を図り、保護者に必要な情報を積極的に提供します。 ▶ ×
特別支援教育の充実

1) 特別支援教育支援員の適正な配置を図ります。 ▶ ×
就園支援

1) 私立幼稚園への支援により、保護者の経済的負担の軽減を図ります。 ▶ ×

2) 入園を希望する3 ～ 5歳児に対し、幼児教育を受けられる機会を拡充します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - 3.0

信頼される園づくりの推進 B B - - -

- 2.0

就園支援 × B - - - - -

特別支援教育の充実 C - - - - - - -

- - - 2.8

2.8

- - - - 3.0

幼児期の学校教育の充実と施設整備 B B B C ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

35市立こども園の設置数…① 園
7

（2015年度）
所管外

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　市立こども園の設置を進めるとともに、民間の幼保施設や異校種との連携及び家庭・地域との連携した取組を深め、幼児教育の一層の充実を図り、人間形成の基礎となる豊か
な社会性の育成を目指します。

「施策の目標」の実現状況

・幼稚園教育要領、保育所保育指針、認定こども園教育・保育要領の改訂（定）に伴い、平成30年度市立こども園カリキュラムの改訂版を作成した。このカリキュラムに基づく質の
高い教育・保育を推進するために、園内研究会等の保育実践及び実践事例の反省評価・分析による研究を実施している。・保育内容、保育サービスの充実を図るため、専門知識
や技術力等、保育教育士の質の向上に向けての「こ幼保合同研修会」をはじめ、年間を通して様々な形式の研修を行った。・各園の運営に対する意見や評価を職員間で共有し、
より実効性の高い評価・活用を推進するために、園・家庭・地域との連携・協働のもと、組織的かつ継続的な改善を図った。・全ての市立幼稚園・こども園・保育所でホームページ
を立ち上げ、教育・保育内容や子どもたちの姿等を発信してきた。平成30年度は園からの緊急時や即時発信のための連絡媒体としての活用や、日々更新も可能にしてタイムリー
な情報を伝え、各園の取組への理解を図り、開かれた園になるように取り組んだ。・園内で個別に支援が必要な園児に対応するため、要配置と判断される園には１名又は２名以
上の支援員の複数配置を行った。さらに、担当園を巡回する特別支援教育コーディネーターが、園の特別支援への知識を広めるとともに、支援に悩む園職員の相談役としての役
割を果たした。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

・市立園の運営体制の課題を改善し、市立こども園カリキュラムに基づく教育・保育を奈良市全域に拡充することを推進する。また、指導的な役割となる職員の育成及び経験年数
に応じた研修を行い、こども園･幼稚園･保育所全ての職員の資質向上に努めていく。・国の動向及び奈良市幼保再編基本計画及び実施計画による０～５歳児対象の公立こども
園設置の推進に伴い、３歳未満児保育未経験者の乳児保育研修や実践力の向上につながる研修が必須となる。・評議員の任期が２年であるため、その人材選定と確保が難しく
なってきている。引き続き安定的・継続的な運営の工夫を行い、地域との連携・協働を基にした、教育の充実を図る必要がある。・ホームページに園の教育・保育活動や子育て支
援に関わる取組などについて発信し、新しい情報を発信するため各園で更新する時間を確保して、内容の充実を図り利用者にとって必要な情報を常に掲載する。また、具体的か
つ魅力的な内容にすることで、奈良市で実施している教育・保育内容の情報等を多くの人に知っていもらい、奈良市の幼児教育及び保育への興味・関心を持ってもらう。・要支援
児の入園は年々増加傾向にあり、保護者のニーズ及び支援の内容も個に応じた対応が求められ、多岐にわたる理解や知識が必要な状況にある。そのため、支援員だけでなく全
ての保育教育士の特別支援教育の質の向上を図るための研修体制が必要である。また、１名の配置では十分な対応ができない園に対し、今後も複数配置や配置時間の増等、
各園のニーズに合った対応が必要である。

指標の実績及び見込み

施策 2-01-02 幼児教育の充実

関連個別計画 奈良市学校規模適正化実施方針 ／ 奈良市教育振興基本計画 ／ 奈良市幼保再編基本計画 ／ 奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン

施策の目標

部 名 子ども未来部 課 名 保育総務課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 幼児期の学校教育の充実と施設整備

②

③

④

2) 入園を希望する3 ～ 5歳児に対し、幼児教育を受けられる機会を拡充します。 ▶ B

就園支援

1) 私立幼稚園への支援により、保護者の経済的負担の軽減を図ります。 ▶ ×

特別支援教育の充実

1) 特別支援教育支援員の適正な配置を図ります。 ▶ C

1) 園評価アンケートや評価指標による園の自己評価及び園評議員による園関係者評価を実施し、教育活動・園運営の改善に生かします。 ▶ B

2) ホームページの充実を図り、保護者に必要な情報を積極的に提供します。 ▶ B

信頼される園づくりの推進

4) 市立幼稚園の認定こども園への移行に合わせた施設の長寿命化などの教育環境の整備や教育内容の充実を図ります。 ▶ C

3) 保育内容の改善と教育効果の向上を図るために、保育教諭等の研修と実践的な研究を行います。 ▶ B

5) 私立幼稚園の全園を、運営費補助金の助成対象とします。 ▶ ×

2) 新たに策定した「市立こども園カリキュラム」に基づき、質の高い幼児期の学校教育や保育を目指します。 ▶ B

1) 認定こども園の設置を推進し、小学校との連携を強化することで、幼児教育、保育の充実や幼保施設の適正化、円滑な就学を目指します。 ▶ B

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

保育所・幼稚園課

関連個別計画 奈良市学校規模適正化実施方針 ／ 奈良市教育振興基本計画 ／ 奈良市幼保再編基本計画 ／ 奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン

施策の目標

市立こども園の設置を進めるとともに、民間の幼保施設や異校種との連携及び家庭・地域との連携した取組を深め、幼児教育の一層の充実を図り、人間形成の基礎となる豊かな
社会性の育成を目指します。

「施策の目標」の実現状況

施策 2-01-02 幼児教育の充実 部 名 子ども未来部 課 名

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度

私立幼稚園に対して、「長期休業期間中の預かり保育推進事業」などの運営費補助金の交付を実施し、幼稚園を支援することにより保護者の経済的負担を低減させると共に、長
期休業中の預かり保育事業の実施園及び預かり時間の増加を実現させ、サービスの充実を図ることができた。
就園奨励については、国基準並みに制度の拡充を図れなかったものの、令和元年１０月の幼児教育・保育の無償化に伴い、私立幼稚園の利用者に対して利用料の無償化を実
現した。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

幼児教育・保育の無償化を受け、私立幼稚園に通う家庭の経済負担軽減が実現できたが、引き続き、私立幼稚園に対して経済的支援を行い、私立幼稚園で提供されるサービス
に保護者のニーズ等が反映されるよう求めていく。

指標の実績及び見込み

No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位
策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

35市立こども園の設置数…① 園
7

（2015年度）
所管外

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

幼児期の学校教育の充実と施設整備 × × × × B

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - 3.0

2.7

- - - - #DIV/0!信頼される園づくりの推進 × × - - -

- #DIV/0!

就園支援 B C - - - - -

特別支援教育の充実 × - - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - 2.5

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 幼児期の学校教育の充実と施設整備

②

③

④

1) 認定こども園の設置を推進し、小学校との連携を強化することで、幼児教育、保育の充実や幼保施設の適正化、円滑な就学を目指します。 ▶ ×

2) 新たに策定した「市立こども園カリキュラム」に基づき、質の高い幼児期の学校教育や保育を目指します。 ▶ ×

3) 保育内容の改善と教育効果の向上を図るために、保育教諭等の研修と実践的な研究を行います。 ▶ ×

4) 市立幼稚園の認定こども園への移行に合わせた施設の長寿命化などの教育環境の整備や教育内容の充実を図ります。 ▶ ×

5) 私立幼稚園の全園を、運営費補助金の助成対象とします。 ▶ B
信頼される園づくりの推進

1) 園評価アンケートや評価指標による園の自己評価及び園評議員による園関係者評価を実施し、教育活動・園運営の改善に生かします。 ▶ ×

2) ホームページの充実を図り、保護者に必要な情報を積極的に提供します。 ▶ ×
特別支援教育の充実

1) 特別支援教育支援員の適正な配置を図ります。 ▶ ×
就園支援

1) 私立幼稚園への支援により、保護者の経済的負担の軽減を図ります。 ▶ B

2) 入園を希望する3 ～ 5歳児に対し、幼児教育を受けられる機会を拡充します。 ▶ C

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

3

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　国際文化観光都市、世界遺産のあるまちの中で、子どもたち一人ひとりの個性と創造力を大きく伸ばし、人間尊重と社会連帯の精神を基本として、たくましく生きる力を育成しま
す。

「施策の目標」の実現状況

平成28年10月に策定した「中学校区別実施計画(案)後期計画」に基づき、統合再編の対象となっている若草中学校区（鼓阪小学校、鼓阪北小学校）、平城西中学校区（右京小学
校、神功小学校）の保護者、地域住民等に対し、学校規模適正化についての説明会を開催した。施設の長寿命化については、平成30年12月に「奈良市学校施設長寿命化計画」
の策定について、事業者と委託契約を締結している。また、特別支援教育の充実については、特別支援学級に在籍している児童・生徒が安心して義務教育を受けられるよう保護
者の経済的負担の軽減のため、就学に必要な特別支援教育就学奨励費を支給している。就学支援については、すべての児童・生徒が安心して義務教育を受けられるよう、経済
的理由により就学困難な児童・生徒の保護者に対し必要な就学援助費を支給している。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

統合再編の対象となっている過小規模校及び小規模校については、子どもたちの教育環境をより良いものにするため、保護者、地域住民の声をしっかりと聞きながら、統合再編
に向けて取組を進める必要がある。平城西中学校区については、令和3年4月開校に向け、地域で新しい学校づくりのための「検討協議会」を立ち上げるとともに、令和元年度に
設計、令和2年度に校舎を新築し、その後既存校舎の改築を行う。若草中学校区については、子どもたちの教育環境をより良いものにするため、学校規模適正化の取組を進め
る。また、「中学校区別実施計画(案)後期計画」は令和2年度までの計画であり、令和2年度以降の学校規模適正化計画については、「奈良市学校規模適正化懇談会」の意見も聞
きながら策定する。「奈良市学校施設長寿命化計画」については、令和元年度中に策定する予定である。また、特別支援教育就学奨励費・就学援助費については、国の補助事業
であるため国の認定基準に基づき、対象者に就学援助費を支給する。

指標の実績及び見込み

施策 2-01-03 義務教育の充実

関連個別計画 奈良市学校規模適正化実施方針 ／ 奈良市教育振興基本計画

施策の目標

部 名 教育部 課 名 教育政策課、教育総務課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

1,200

特別支援教育支援員の複数人数の配置校数…② 校
5

（2014年度）
所管外

特別支援教育相談件数…② 件
1,117

（2013年度）
所管外

35

No.

若草中学校区については、2020年度までに統合再編することが困難であり、平城西中学校区については、令和3年4月を目処に右京小学校、神功小学校を統合再編す
る予定であるため目標数値は令和3年（2021年度）に2となる。

施策の展開方向の評価（一覧）

0規模の適正化を必要とする小・中学校数…⑤ 校
7

（2014年度）
7 4 4

4
（実績）

4

指標の目標値が達成できない理由

教育相談の充実と整備 × × × × -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - #DIV/0!

2.8

- - - - 4.0

- - - 1.5

特別支援教育の充実 × × × × A

- #DIV/0!

就学支援 A - - - - - -

信頼される学校づくりの推進 × - - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - 4.0

施設配置の適正化及び施設の長寿命化の検討 D C - - - -

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 教育相談の充実と整備

②

③

④

⑤

2) 教育センターを核とした教育相談を充実します（特別な支援を必要とする子どもたちの相談指導・発達検査等）。 ▶ ×

1) 就学前等教育相談員を配置します。 ▶ ×

4) スクールカウンセラーの小学校への配置と増員を図ります。 ▶ ×

3)

3) 通級指導教室の機能拡充と充実を図ります。 ▶ ×

2) 特別支援教育連携会議における医療、福祉、労働などの他分野との連携を推進します。 ▶ ×

1)

5) 特別支援学級に就学する保護者負担の軽減のため、特別支援教育就学奨励費を支給します。 ▶ A

4)
支援が必要な状況を把握し、個別の支援対応を行うため、特別支援教育支援員の配置時間、配置人数の見直しを含め、効果的な配置を行
います。 ▶ ×

1) 経済的理由により就学困難と認められる保護者負担軽減のため、就学援助費を支給します。 ▶ A

1)
●学校評価アンケートや評価指標による学校の自己評価及び学校評議員による学校関係者評価を実施し、教育活動・学校運営の改善に
生かします。 ▶ ×

1) 小学校・中学校の規模適正化を実施します。 ▶ D

2)
学校施設の老朽化が年々進行している中、学校規模適正化が検討され今後も存続していく学校において、児童・生徒の学校環境改善のた
めに施設の長寿命化改善を検討します。 ▶ C

施設配置の適正化及び施設の長寿命化の検討

教育センターにおける教育相談を中心とした相談支援活動の充実と適応指導教室を継続して実施します。 ▶ ×

特別支援教育の充実

信頼される学校づくりの推進

就学支援

教育センターを核とした通級指導教室をつなぐ特別支援体制を構築します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - #DIV/0!

施設配置の適正化及び施設の長寿命化の検討 × × - - - -

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

特別支援教育の充実 × × × × ×

- 3.0

就学支援 × - - - - - -

信頼される学校づくりの推進 B - - - - - - -

- - - #DIV/0!

3.0

- - - - #DIV/0!

- - - #DIV/0!

教育相談の充実と整備 × × × × -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

0規模の適正化を必要とする小・中学校数…⑤ 校
7

（2014年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

1,200

特別支援教育支援員の複数人数の配置校数…② 校
5

（2014年度）
所管外

特別支援教育相談件数…② 件
1,117

（2013年度）
所管外

35

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　国際文化観光都市、世界遺産のあるまちの中で、子どもたち一人ひとりの個性と創造力を大きく伸ばし、人間尊重と社会連帯の精神を基本として、たくましく生きる力を育成しま
す。

「施策の目標」の実現状況

学校評議員制度により、各校の運営に対する意見や評価を幅広く伺うことができ、学校運営に生かすことができた。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

学校評議員制度から学校運営協議会制度へと移行させ、学校評議員制度は廃止する。

指標の実績及び見込み

施策 2-01-03 義務教育の充実

関連個別計画 奈良市学校規模適正化実施方針 ／ 奈良市教育振興基本計画

施策の目標

部 名 教育部 課 名 学校教育課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 教育相談の充実と整備

②

③

④

⑤ 施設配置の適正化及び施設の長寿命化の検討

教育センターにおける教育相談を中心とした相談支援活動の充実と適応指導教室を継続して実施します。 ▶ ×

特別支援教育の充実

信頼される学校づくりの推進

就学支援

教育センターを核とした通級指導教室をつなぐ特別支援体制を構築します。 ▶ ×

2)
学校施設の老朽化が年々進行している中、学校規模適正化が検討され今後も存続していく学校において、児童・生徒の学校環境改善のた
めに施設の長寿命化改善を検討します。 ▶ ×

1) 小学校・中学校の規模適正化を実施します。 ▶ ×

1) 経済的理由により就学困難と認められる保護者負担軽減のため、就学援助費を支給します。 ▶ ×

1)
学校評価アンケートや評価指標による学校の自己評価及び学校評議員による学校関係者評価を実施し、教育活動・学校運営の改善に生
かします。 ▶ B

5) 特別支援学級に就学する保護者負担の軽減のため、特別支援教育就学奨励費を支給します。 ▶ ×

4)
支援が必要な状況を把握し、個別の支援対応を行うため、特別支援教育支援員の配置時間、配置人数の見直しを含め、効果的な配置を行
います。 ▶ ×

3) 通級指導教室の機能拡充と充実を図ります。 ▶ ×

2) 特別支援教育連携会議における医療、福祉、労働などの他分野との連携を推進します。 ▶ ×

1)

4) スクールカウンセラーの小学校への配置と増員を図ります。 ▶ ×

3)

2) 教育センターを核とした教育相談を充実します（特別な支援を必要とする子どもたちの相談指導・発達検査等）。 ▶ ×

1) 就学前等教育相談員を配置します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

1

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - #DIV/0!

施設配置の適正化及び施設の長寿命化の検討 × × - - - -

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

特別支援教育の充実 A A A A ×

- #DIV/0!

就学支援 × - - - - - -

信頼される学校づくりの推進 × - - - - - - -

- - - 3.8

3.9

- - - - 4.0

- - - #DIV/0!

教育相談の充実と整備 A B A A -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

近年の傾向として、幼児児童生徒の実態を学校園において観察した上で相談を行う訪問観察相談のニーズが高まっており、当初指標値として定めていた来所相談件数
が減少したため。

施策の展開方向の評価（一覧）

0規模の適正化を必要とする小・中学校数…⑤ 校
7

（2014年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

500 550 1,200

特別支援教育支援員の複数人数の配置校数…② 校
5

（2014年度）
27 31 45 50

特別支援教育相談件数…② 件
1,117

（2013年度）
1,001 565 449

50 35

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　国際文化観光都市、世界遺産のあるまちの中で、子どもたち一人ひとりの個性と創造力を大きく伸ばし、人間尊重と社会連帯の精神を基本として、たくましく生きる力を育成しま
す。

「施策の目標」の実現状況

教育センター６F教育相談フロアに教育相談総合窓口を設置して実施している2つの事業「教育心理相談」「特別支援教育にかかわる相談」については、平成23年度の開所以来市
民への周知が進み、相談件数は年々増加しおり、高い専門性と豊かな経験を有する臨床心理士や教育相談員が、本人、保護者、教員等の相談を受け、子どもたち一人ひとりに
合った適切な支援を行った。近年は来所による教育相談件数は減少しているが、幼児児童生徒の実態を学校園において観察した上で、より具体的な支援についての相談を行う
訪問観察相談のニーズが高まり、対応を行っている。学校現場においては、子どもたち一人ひとりの実態に即した支援が一層求められるようになってきたことから、特別支援教育
支援員の配置申請のあった全小中学校に配置を行うとともに、複数配置の拡充に努めた。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

教育相談総合窓口にて受け付けている「教育心理相談」「特別支援教育にかかわる相談」については、保護者、子ども、教員からのニーズが年々増加していることから、より丁寧
な、切れ目ない支援を行うことができるよう相談体制を整えていく。また特別支援教育支援員の配置については、相談実績や「子ども理解のためのチェックシート」等のエビデンス
を基に精査し、児童生徒には重点的に配置を行えるよう努める。

指標の実績及び見込み

施策 2-01-03 義務教育の充実

関連個別計画 奈良市学校規模適正化実施方針 ／ 奈良市教育振興基本計画

施策の目標

部 名 教育部 課 名 教育支援・相談課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 教育相談の充実と整備

②

③

④

⑤ 施設配置の適正化及び施設の長寿命化の検討

教育センターにおける教育相談を中心とした相談支援活動の充実と適応指導教室を継続して実施します。 ▶ A

特別支援教育の充実

信頼される学校づくりの推進

就学支援

教育センターを核とした通級指導教室をつなぐ特別支援体制を構築します。 ▶ A

2)
学校施設の老朽化が年々進行している中、学校規模適正化が検討され今後も存続していく学校において、児童・生徒の学校環境改善のた
めに施設の長寿命化改善を検討します。 ▶ ×

1) 小学校・中学校の規模適正化を実施します。 ▶ ×

1) 経済的理由により就学困難と認められる保護者負担軽減のため、就学援助費を支給します。 ▶ ×

1)
●学校評価アンケートや評価指標による学校の自己評価及び学校評議員による学校関係者評価を実施し、教育活動・学校運営の改善に
生かします。 ▶ ×

5) 特別支援学級に就学する保護者負担の軽減のため、特別支援教育就学奨励費を支給します。 ▶ ×

4)
支援が必要な状況を把握し、個別の支援対応を行うため、特別支援教育支援員の配置時間、配置人数の見直しを含め、効果的な配置を行
います。 ▶ A

3) 通級指導教室の機能拡充と充実を図ります。 ▶ A

2) 特別支援教育連携会議における医療、福祉、労働などの他分野との連携を推進します。 ▶ A

1)

4) スクールカウンセラーの小学校への配置と増員を図ります。 ▶ A

3)

2) 教育センターを核とした教育相談を充実します（特別な支援を必要とする子どもたちの相談指導・発達検査等）。 ▶ B

1) 就学前等教育相談員を配置します。 ▶ A

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

1

2

③【施策の評価】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

①

②

③

④

⑤

　時代の進運に即して豊かな知性と情操とを身に付け、健康で気力にあふれ、人間尊重の精神を基盤として積極的に努力する新時代の人間を育成します。

「施策の目標」の実現状況

生徒・保護者の満足度については、現在目標達成には至っていないが、今後、授業内容の工夫や細かな情報発信の工夫等により、最終目標の達成に向け努力を行う。
耐震補強については、平成28年度に1棟の補強工事を実施し、平成30年度に耐震性のない講堂について、改築工事に伴う解体工事を実施した。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

2020年度からの学科の再編による新たな教育について、情報の発信に努め、自ら考え発信できる人間性を養える魅力ある学校づくりを行う。
令和元年度中に講堂改築工事に着手し、令和2年8月末までに早期の完成を目指す。

指標の実績及び見込み

施策 2-01-04 市立一条高等学校の教育の充実

関連個別計画 奈良市教育振興基本計画

施策の目標

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

91.0 92.0 95.0

「子どもを一条高校に行かせてよかったと思う」保護者の割合
（保護者の評価アンケート）…①②

％
95.8

（2013年度）
98.3 98.2 96.4 97.0

「一条高校に来てよかったと思う」生徒の割合（満足度アン
ケート）…①②

％
89.5

（2013年度）
93.2 93.5 90.1

97.5 99.5

No.

２０１８年度からマークシートによるアンケｰト調査からスマホを使ったC-learningに移行し（匿名性が確保されたためか）、若干下がったものと考えられる。

２０１８年度からマークシートによるアンケｰト調査からスマホを使ったClassiに移行し（匿名性が確保されたためか）、若干下がったものと考えられる。

施策の展開方向の評価（一覧）

100.0
高等学校の耐震化進捗率（1校11棟中）…③
※平成30年度に1棟解体により、それ以降は（1校10棟中）

％
63.6

（2014年度）
90.9 90.9 100.0 100.0 100.0

指標の目標値が達成できない理由

高等学校教育内容の充実 A A A A A

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

A

-

× A - 4.0

3.9

- - - - #DIV/0!信頼される学校づくりの推進 × - - - -

- 3.5高等学校施設の整備 B A - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

部 名 教育部 課 名 教育総務課、一条高等学校

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 高等学校教育内容の充実

②

③

2) 合理的に思考し、着実な実践に努め、人権を尊重して民主的な社会を創造する人間を育成します。 ▶ A

1) 国際交流や大学・企業・国際機関との連携を通してグローバル社会で活躍できる視野の広い人材を育成します。 ▶ A

3) 自主的に行動できるとともに、自分の行動に責任をもつ誠実な人間を育成します。 ▶ A

4) 規律・秩序・礼儀を重んじ、社会性と、品位のある人間を育成します。 ▶ A

6) 高校、大学、専門機関等との連携により、教員の資質向上を図ります。 ▶ A

5) たくましい体力と旺盛な気力を備え、信念をもってねばり強く努力する人間を育成します。 ▶ A

信頼される学校づくりの推進

8) 生徒の学校生活をより充実させるため、全国大会等への出場を目指すなど部活動の活性化を進めます。 ▶ A

7)
様々な教育現場の経験を積むことにより教員の資質向上を図るため、県立高等学校との人事交流を継続するとともに、私立高等学校や国
立大学法人附属高等学校との人事交流についても調整を行います。 ▶ ×

高等学校施設の整備

1) 耐震補強や老朽化した校舎の計画的な改修を行います。 ▶ B

1)
学校評価アンケートや評価指標による学校の自己評価及び学校評議員による学校関係者評価を実施し、教育活動・学校運営の改善に生
かします。 ▶ ×

2) 特色のある教育の創造のための設備や機器の充実を図ります。 ▶ A

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

部 名 教育部 課 名 教職員課

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

信頼される学校づくりの推進 × - - - -

- #DIV/0!高等学校施設の整備 × × - - - - - -

A × - 4.0

4.0

- - - - #DIV/0!

高等学校教育内容の充実 × × × × ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

×

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

100.0高等学校の耐震化進捗率（1校11棟中）…③ ％
63.6

（2014年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

95.0

「子どもを一条高校に行かせてよかったと思う」保護者の割合
（保護者の評価アンケート）…①②

％
95.8

（2013年度）
所管外

「一条高校に来てよかったと思う」生徒の割合（満足度アン
ケート）…①②

％
89.5

（2013年度）
所管外

99.5

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　時代の進運に即して豊かな知性と情操とを身に付け、健康で気力にあふれ、人間尊重の精神を基盤として積極的に努力する新時代の人間を育成します。

「施策の目標」の実現状況

奈良県立高等学校と３年単位での人事交流を毎年度１人実施した。平成30年度から新たに奈良女子大学附属中等教育学校と２年単位での人事交流を隔年で１人の実施を開始
した。交流者が各学校の経験を踏まえ、交流先の高等学校の教育体制や生徒指導等について報告を行い、一条高等学校に還元を行った。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

奈良県教育委員会との人事交流に関する協定書で人事交流の期間が原則３年間となっているため、状況により派遣期間の短縮や延長、派遣先の変更等ができないことが課題
である。今後は、奈良県教育委員会と相互に柔軟な交流が図れるように調整を行っていく。

指標の実績及び見込み

施策 2-01-04 市立一条高等学校の教育の充実

関連個別計画 奈良市教育振興基本計画

施策の目標

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 高等学校教育内容の充実

②

③

2) 特色のある教育の創造のための設備や機器の充実を図ります。 ▶ ×

高等学校施設の整備

1) 耐震補強や老朽化した校舎の計画的な改修を行います。 ▶ ×

1)
学校評価アンケートや評価指標による学校の自己評価及び学校評議員による学校関係者評価を実施し、教育活動・学校運営の改善に生
かします。 ▶ ×

信頼される学校づくりの推進

8) 生徒の学校生活をより充実させるため、全国大会等への出場を目指すなど部活動の活性化を進めます。 ▶ ×

7)
様々な教育現場の経験を積むことにより教員の資質向上を図るため、県立高等学校との人事交流を継続するとともに、私立高等学校や国
立大学法人附属高等学校との人事交流についても調整を行います。 ▶ A

6) 高校、大学、専門機関等との連携により、教員の資質向上を図ります。 ▶ ×

5) たくましい体力と旺盛な気力を備え、信念をもってねばり強く努力する人間を育成します。 ▶ ×

3) 自主的に行動できるとともに、自分の行動に責任をもつ誠実な人間を育成します。 ▶ ×

4) 規律・秩序・礼儀を重んじ、社会性と、品位のある人間を育成します。 ▶ ×

2) 合理的に思考し、着実な実践に努め、人権を尊重して民主的な社会を創造する人間を育成します。 ▶ ×

1) 国際交流や大学・企業・国際機関との連携を通してグローバル社会で活躍できる視野の広い人材を育成します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　時代の進運に即して豊かな知性と情操とを身に付け、健康で気力にあふれ、人間尊重の精神を基盤として積極的に努力する新時代の人間を育成します。

「施策の目標」の実現状況

各校の運営に対する意見や評価を幅広く伺うことができ、学校運営に生かすことができた。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

学校評議員制度から学校運営協議会制度へと移行させ、学校評議員制度は廃止する。

指標の実績及び見込み

施策 2-01-04 市立一条高等学校の教育の充実

関連個別計画 奈良市教育振興基本計画

施策の目標

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

95.0

「子どもを一条高校に行かせてよかったと思う」保護者の割合
（保護者の評価アンケート）…①②

％
95.8

（2013年度）
所管外

「一条高校に来てよかったと思う」生徒の割合（満足度アン
ケート）…①②

％
89.5

（2013年度）
所管外

99.5

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

100.0高等学校の耐震化進捗率（1校11棟中）…③ ％
63.6

（2014年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

高等学校教育内容の充実 × × × × ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

×

-

× × - #DIV/0!

3.0

- - - - 3.0信頼される学校づくりの推進 B - - - -

- #DIV/0!高等学校施設の整備 × × - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

部 名 教育部 課 名 一条高等学校・学校教育課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 高等学校教育内容の充実

②

③

2) 合理的に思考し、着実な実践に努め、人権を尊重して民主的な社会を創造する人間を育成します。 ▶ ×

1) 国際交流や大学・企業・国際機関との連携を通してグローバル社会で活躍できる視野の広い人材を育成します。 ▶ ×

3) 自主的に行動できるとともに、自分の行動に責任をもつ誠実な人間を育成します。 ▶ ×

4) 規律・秩序・礼儀を重んじ、社会性と、品位のある人間を育成します。 ▶ ×

6) 高校、大学、専門機関等との連携により、教員の資質向上を図ります。 ▶ ×

5) たくましい体力と旺盛な気力を備え、信念をもってねばり強く努力する人間を育成します。 ▶ ×

信頼される学校づくりの推進

8) 生徒の学校生活をより充実させるため、全国大会等への出場を目指すなど部活動の活性化を進めます。 ▶ ×

7)
様々な教育現場の経験を積むことにより教員の資質向上を図るため、県立高等学校との人事交流を継続するとともに、私立高等学校や国
立大学法人附属高等学校との人事交流についても調整を行います。 ▶ ×

高等学校施設の整備

1) 耐震補強や老朽化した校舎の計画的な改修を行います。 ▶ ×

1)
学校評価アンケートや評価指標による学校の自己評価及び学校評議員による学校関係者評価を実施し、教育活動・学校運営の改善に生
かします。 ▶ B

2) 特色のある教育の創造のための設備や機器の充実を図ります。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

1

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　子どもたちが、生きるための基礎的な生活習慣や能力を培い、地域社会の中で心身ともに健やかにたくましく成長できるよう、家庭の教育力の充実を図るとともに、学校・家庭・
地域が一体となって自らの役割や責任を自覚し、連携・協力して子どもたちの健全育成を目指します。
　また、地域全体で子どもを育てる教育環境の整った地域コミュニティの活性化を目指し、地域の教育力の充実を図ります。

「施策の目標」の実現状況

家庭の教育力の充実に向け、公民館を中心に地域の方々の声を聞きながら課題解決につながる事業を展開し、その事業に取り組む地域が広がっている。
地域教育協議会は、４００名近いコーディネーターを安定的に維持し、地域教育資源のネットワークを広げている。その強みを生かし、学校を支援する活動だけでなく、育てたい子
ども像を学校と共有しながら、地域と学校の連携・協働活動に取り組み、子どもたちの多様な学習体験を創出することができている。また、地域と学校の合同研修や校区間の繋が
りを作る連絡会の実施等、本事業に関わる人材のネットワークの構築も進んでいる。
青少年施設において野外体験や親子体験などを通して青少年の健全育成につながる事業展開ができている。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

１０年にわたり実施してきたことで、各地域教育協議会は成熟し、活動も安定的に展開されているが、活動の形骸化の傾向、人材の高齢化・固定化が、各地域で見受けられる。
地域教育協議会と学校が話し合う場をより充実させること、学校・地域・行政それぞれの関係者の一層の資質向上をめざした人材育成研修を実施することで、地域と学校の連携・
協働活動の効果的な推進、、事業の持続的な発展をめざす。
放課後子ども教室の実施日数について、学校の授業時数の増加、熱中症対策としての夏期活動の自粛等で、活動日数を増やすことが難しくなっている。土日祝日の活用、地域
で決める学校事業と類似する活動については、両事業のすり合わせを行い、子どもたちの学びの機会を維持することに努める。
青少年団体への関心や参加が低下してきているため、情報発信など広報を工夫し、青少年の健全育成とその機会の重要性を社会全体に広めていく。

指標の実績及び見込み

施策 2-02-01 青少年の健全育成

関連個別計画 奈良市教育振興基本計画 ／ 奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン

施策の目標

部 名 教育部 課 名 地域教育課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

30 30 35

各中学校区少年指導協議会の巡回指導活動回数…②③ 回
1,077

（2013年度）
所管外

放課後子ども教室の年間実施日数…② 日/校
30

（2013年度）
31 31 31

1,200

No.

酷暑に伴う夏期の活動の自粛、学校の授業時数の増加に伴う平日の放課後の時間減少により、活動日数を増加させることが難しくなっている。

施策の展開方向の評価（一覧）

12,200市営青少年野外体験施設の利用者数…③ 人
11,857

（2013年度）
12,279 12,497 11,888 12,200 12,200

指標の目標値が達成できない理由

家庭の教育力の充実 B - - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - 3.0

3.5

- - - - 4.0地域の教育力の充実 A A - - -

- 3.3青少年健全育成活動の推進 B B A × × - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 家庭の教育力の充実

②

③

1)
子どもや家庭を取り巻く諸問題の解決、これからの家庭教育のあり方及び親の役割について考えるため、公民館における家庭教育の講座
や家庭教育講演会等を開催し、家庭教育に関する学習機会の充実を図ります。 ▶ B

2)
各小学校区においても、学校・家庭・地域が連携・協働し、子どもたちの安全・安心な居場所を設け、地域ぐるみで子どもを育てる仕組みづく
りを進めます。 ▶ A

地域の教育力の充実

1)
中学校区単位で、中学校を拠点に、校区の小学校・幼稚園・認定こども園と連携し、地域住民の積極的な学校支援活動を通して、地域全体
で学校を支援する体制づくりを進めます。 ▶ A

青少年健全育成活動の推進

1) 青少年が健やかに成長できる体験の場所や機会を提供します。 ▶ B

2) 青少年の健やかな成長を支援する青少年団体の自主的活動の支援とその指導助言を行います。 ▶ B

5) 青少年の活力を広く地域活動に生かせるよう、学校・家庭・地域との連携に努めます。 ▶ ×

4) 「社会を明るくする運動」等の活動を通して児童・生徒や市民に青少年健全育成の啓発を行います。 ▶ ×

3) 青少年の抱えるいろいろな問題について、相談体制の充実に努めます。 ▶ A

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

2

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　子どもたちが、生きるための基礎的な生活習慣や能力を培い、地域社会の中で心身ともに健やかにたくましく成長できるよう、家庭の教育力の充実を図るとともに、学校・家庭・
地域が一体となって自らの役割や責任を自覚し、連携・協力して子どもたちの健全育成を目指します。
　また、地域全体で子どもを育てる教育環境の整った地域コミュニティの活性化を目指し、地域の教育力の充実を図ります。

「施策の目標」の実現状況

　毎年７月に「社会を明るくする運動」の街頭パレードや、「社会を明るくする運動　市民の集い　夏のコンサート」が行われ、青少年の健全育成に向けて、各中学校区の少年指導
協議会や警察をはじめとする関係機関と連携・協力を深めている。
　各中学校全体で地域の方や保護者、教職員を中心に約５００名の少年指導委員を委嘱、任命し、各中学校ごとに活動を行う。巡回指導活動として、長期休業中の夜間や校区の
祭りなどを中心として街頭指導、環境浄化活動を行っている。委嘱式や少年指導協議会の会長会で大学教授や警察の方などを講師として研修を行うなど、青少年の健全育成に
対する地域や学校の役割や責任を自覚するとともに、「人の垣根で子どもたちを守り育てること」を確認していく。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　今後青少年の健全育成や地域の安全を守るために、本施策が重要となると考えられることから、「社会を明るくする運動」をはじめとする活動との連携・協力を深めるとともに、年
３回行われる少年指導協議会の会長会等での研修を通して、地域や家庭、さらには関係機関との連携をより深めていく。
　また、少年指導委員をはじめとする見守りボランティアの高齢化が進んでいることから、地域により広く発信するなどし、活動者の裾野を広げるとともに、持続可能な活動となるよ
う進めていく。

指標の実績及び見込み

施策 2-02-01 青少年の健全育成

関連個別計画 奈良市教育振興基本計画 ／ 奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン

施策の目標

部 名 教育部 課 名 いじめ防止生徒指導課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

35

各中学校区少年指導協議会の巡回指導活動回数…②③ 回
1,077

（2013年度）
1,090 917 992 1,000

放課後子ども教室の年間実施日数…② 日/校
30

（2013年度）
所管外

1,000 1,200

No.

ここ数年、雨天や注意報など天候不順による活動中止が多くなっている。また、夏期休業中の巡回について、熱中症等暑さ対策から、巡回指導活動を自粛することも増
えている。

施策の展開方向の評価（一覧）

12,200市営青少年野外体験施設の利用者数…③ 人
11,857

（2013年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

家庭の教育力の充実 × - - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - #DIV/0!

3.0

- - - - #DIV/0!地域の教育力の充実 × × - - -

- 3.0青少年健全育成活動の推進 × × B B B - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 家庭の教育力の充実

②

③

1)
子どもや家庭を取り巻く諸問題の解決、これからの家庭教育のあり方及び親の役割について考えるため、公民館における家庭教育の講座
や家庭教育講演会等を開催し、家庭教育に関する学習機会の充実を図ります。 ▶ ×

2)
各小学校区においても、学校・家庭・地域が連携・協働し、子どもたちの安全・安心な居場所を設け、地域ぐるみで子どもを育てる仕組みづく
りを進めます。 ▶ ×

地域の教育力の充実

1)
中学校区単位で、中学校を拠点に、校区の小学校・幼稚園・認定こども園と連携し、地域住民の積極的な学校支援活動を通して、地域全体
で学校を支援する体制づくりを進めます。 ▶ ×

青少年健全育成活動の推進

1) 青少年が健やかに成長できる体験の場所や機会を提供します。 ▶ ×

2) 青少年の健やかな成長を支援する青少年団体の自主的活動の支援とその指導助言を行います。 ▶ ×

5) 青少年の活力を広く地域活動に生かせるよう、学校・家庭・地域との連携に努めます。 ▶ B

4) 「社会を明るくする運動」等の活動を通して児童・生徒や市民に青少年健全育成の啓発を行います。 ▶ B

3) 青少年の抱えるいろいろな問題について、相談体制の充実に努めます。 ▶ B

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

1

2

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　いつでも、どこでも、だれでも学べる学習環境の醸成と整備を促進するとともに、学びの成果が活力ある地域づくりにつながる生涯学習活動を推進します。

「施策の目標」の実現状況

生涯学習に対するニーズが多様化する中、これまで公民館を利用することの少なかった小・中・高校生を対象とした子どもが社会の仕組みを楽しく学ぶイベントを共催するなど、
新規講座の企画や講座回数の拡大等により主催事業参加者数は増加しており、生涯学習の推進につながっている。また、社会参画や仲間づくりへとつながる事業や安心して子
育てができる家庭教育支援の取組を進め、地域のつながりを創出することができた。
施設整備においては、限られた予算の中で優先順位を決め、効果的な修繕を実施している。また、利用者が公民館を快適に利用できるよう、トイレ改修やスロープの設置等を
行った。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

公民館の主催事業が拡充される一方、公民館の貸館については、利用者の高齢化・固定化が進んでおり、公民館全体の利用者数は減少している。
引き続き、あらゆる層に多様な学習機会の提供を行うとともに、情報発信を強化し、公民館の新規利用を促進する。また、地域の教育力を高め、市民がその力を地域で発揮でき
るよう公民館での取組の充実を図り、市民の学びが住みよい地域づくりにつながる生涯学習活動を推進する。
さらに、ハード面では施設を利用する全ての人が利用しやすいユニバーサルデザインを基本とした施設整備を推進し、快適に公民館活動を実施できるよう整った環境を目指す。

指標の実績及び見込み

施策 2-03-01 生涯学習の推進

関連個別計画 奈良市生涯学習推進基本計画

施策の目標

部 名 教育部 課 名 地域教育課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

580,000 580,000 650,000

公民館の自主グループ登録数…① 件
1,722

（2014年度）
1,725 1,715 1,687 1,721

公民館施設の利用者数…① 人
613,804

（2013年度）
591,696 610,304 557,845

1,721 1,800

No.

人口が減少する中、施設利用者を増加させることが難しくなっている。

高齢化が進む中、解散する団体や統合する団体が、新規発足する団体を上回っているため。

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

生涯学習活動の推進 A B B B C

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

B - - - 3.0

2.6

- - - - 1.5生涯学習施設の整備・活性化 C D - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 生涯学習活動の推進

②

2) 公民館自主グループの組織化を促進し、生涯学習指導者やボランティアの育成に努めます。 ▶ B

1) 地域の課題解決に向けた学習活動を含め、市民の多様な学習に対応できる幅広い内容や人材の確保、機会の充実に努めます。 ▶ A

3)
生涯学習に関する情報収集や調査研究に努め、地域の課題や潜在的なニーズを把握しながら学習情報の提供や学習相談に応じ、学習活
動の支援に努めます。 ▶ B

4) 地域コミュニティの活性化につながるような市民の学びや地域資源を生かせる場所や機会を提供します。 ▶ B

5) 地域の教育力を高めるとともに、新しい公共の担い手として、市民がその力を地域で発揮できるよう公民館等での取組の充実を図ります。 ▶ C

6) 生涯学習に係る様々な取組の充実を図るため、事業間の連携やネットワーク化を促進します。 ▶ B

2) 利用者の安全・安心を確保するため、施設の耐震改修を行います。 ▶ D

生涯学習施設の整備・活性化

1) 既存施設の有効活用を図り、利用者が公民館を快適に利用できるよう改修等の施設整備を行います。 ▶ C

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

5

1･3

2･4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　市民の情報センターとして、多様化する情報、変化するニーズに対応し、幅広い資料の収集、保存、提供に努めます。また、子ども読書活動の推進拠点として機能を充実し、全
ての子どもたちが本を読む喜びを味わい、人間性豊かに育つ読書環境を創ることを目指します。

「施策の目標」の実現状況

　市民の情報センターとして、多様化する情報、変化する住民ニーズに対応するため、幅広い資料の収集、整理、保存及びその提供に努めている。また、「奈良市子ども読書活動
推進計画」に基づき、全ての子どもたちが本を読む喜びを味わい、人間性豊かに育つ読書環境をつくることを目指し、家庭・学校・地域等と連携・協力し充実を図っている。加え
て、新たに電子書籍やウェブ図書館の導入についての調査研究を進めている。移動図書館事業では、図書館から遠隔地等に居住し来館困難な市民の方が、読書機会を得られ
るよう移動図書館車（ＢＭ）を巡回し、市内の様々な地域で資料の提供を行うことで、読書活動を推進している。貸出文庫事業は、「子ども読書活動推進計画」の主要な柱であり、
地域の子ども文庫（家庭文庫）や学校・園の文庫活動の充実、支援、協力を行い、子どもの活字離れや読書量の減少の解消を図るため、児童書の団体貸出を行っている。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

  多様化する情報、変化する住民ニーズに対応するため、図書資料の収集、整理、保存及びその提供だけではなく、「滞在型」と呼ばれる居心地が良い場所としての空間、また、
図書館に来ることで自身や地域の問題解決につながる市民の情報センターとしての「課題解決型」の図書館を目指していく。加えて、図書館がコーディネーターとなり、学校や地
域のボランティアと連携し学校・園の活性化を図っていく。移動図書館事業では、今後は、図書館から遠隔地というだけでなく、高齢者の方等にも配慮した運行体制など市民の
ニーズに沿ったサービスを検討していく。貸出文庫事業は、子どもが読書に触れる機会を増やしていくためにも、蔵書の質・量ともに充実を図っていく。電子書籍、ウエブ図書館の
導入に関しても調査研究を継続する。

指標の実績及び見込み

施策 2-03-02 図書館の充実

関連個別計画 奈良市子ども読書活動推進計画 ／ 奈良市教育振興基本計画

施策の目標

部 名 教育部 課 名 中央図書館

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

3.38 3.52 3.88

児童書児童一人当たり貸出冊数…②④ 冊
13.23

（2013年度）
14.50 12.24 12.18 12.42

図書資料人口一人当たり貸出冊数…①②③④ 冊
3.38

（2013年度）
3.16 3.22 3.25

12.67 15.20

図書資料貸出者数…①②③④ 人
381,237

（2013年度）
379,298 366,228 370,088 373,000 376,000 400,000

図書資料貸出児童数（上記の内数）…②④ 人
66,452

（2013年度）
67,329 72,483 65,425 66,400 67,400 70,000

施策の展開方向の評価（一覧）

施　策　の　展　開　方　向
展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の

平均点
施策の
平均点8) 9)

669,900 672,300 570,000

指標の目標値が達成できない理由

No.

手に取りたいと思える資料構成となるよう魅力的な資料の受入に努めているが、利用者に対して、要望の多い新刊書などの新しい資料の提供が充分にできていないこ
と。また、インターネット、携帯電話等のＩＴ機器の普及により、図書の利用機会が減少していることが考えられる。

情報機器が発達し普及する中、子どもたちの読書にかける時間は、全国的にも少なくなる中で、読書に繋がる事業を展開しているが、すぐに効果はあらわれていない。
継続的に事業を展開する必要がある。

図書館入館者数…① 人
約530,000

（2014年度）
583,726 665,047 667,461

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

C A - - 3.0

3.2

- -

- 3.5

図書館の充実 B B B B B

- - 3.5子ども読書活動の推進 A B B A -

自動車文庫（移動図書館）の充実 A B - - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - 3.0貸出文庫の充実 B - - - - - -

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 図書館の充実

②

③

④

2) 専門的な職員の養成による図書館サービスの充実に努めます。 ▶ B

1) 資料費の確保及び多角的な資料の収集を図ります。 ▶ B

3) あらゆる市民の知的要求の満足を図ります。 ▶ B

4) 市民の課題解決の支援を強化します。 ▶ B

6) 電子書籍やウェブ図書館の導入について調査研究を進めます。 ▶ C

子ども読書活動の推進

5) 地域、ボランティア、学校、園との連携・協力・協働による図書館活動の活性化を図ります。 ▶ B

7) 市民ニーズに対応した図書と設備の充実及び休館日等運営体制の見直しを進めることにより、図書館利用者の拡大を図ります。 ▶ A

1) 家庭・学校・地域等のあらゆる機会と場所において、子ども読書活動の推進に積極的に取り組みます。 ▶ A

3) 子どもの読書活動に関する理解と啓発を図ります。 ▶ B

2) 子どもの読書活動に関わる環境の整備・充実に努めます。 ▶ B

自動車文庫（移動図書館）の充実

1) 市内の様々な地域での読書活動の推進を図ります。 ▶ A

4) 読書ボランティアを養成し、地域の活力を生かします。 ▶ A

貸出文庫の充実

1) 地域の子ども文庫、学校・園等の文庫活動の充実を図ります。 ▶ B

2) あらゆる市民が居住環境にかかわらず読書機会を得られるよう努めます。 ▶ B

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）

85



奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　文化財の適切な保存を図ることにより、本市の貴重な文化遺産を次世代に継承します。また、文化財を積極的に活用することにより、市民文化の向上に寄与します。

「施策の目標」の実現状況

計画に記載した文化財の調査・指定、修理・管理・後継者育成、公有化等に係る取り組みを実施し文化財のより適切な保存を図り、普及啓発事業や史跡整備等により文化財の積
極的な活用に取り組むとともに、市民考古サポーターやＮＰＯ等の他団体との連携を進め、目標指標も達成できた。
これらにより、文化遺産を次世代に継承し、市民文化向上に寄与する取り組みを前進させることができた。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

本市には多数の文化財が存在するが、行政による保護の手が十分に及んでいないものもある。文化遺産の保存と活用は終了というものがなく、施策が途切れる、あるいは縮小
すると滅失の危機に陥る文化遺産が少なくない。施策を継続していくことが重要である。また、文化財を継承してきた伝統的な社会の変化が著しいなか、従来の文化遺産保護の
枠組みだけでは、維持・継承が困難な文化遺産も増えている。一方、文化遺産活用に対する社会的な要請は、近年とみに高まっている。こうしたことも踏まえて、文化財行政のさ
らなる充実を図るとともに、市全体で文化財の保存・活用の取り組みを進めていく。

指標の実績及び見込み

施策 2-04-01 文化遺産の保存と活用

関連個別計画 奈良市歴史的風致維持向上計画 ／ 世界遺産「古都奈良の文化財」包括的保存管理計画

施策の目標

部 名 教育部 課 名 文化財課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

1,274 1,276 1,250

市民考古サポーターの活動人員…① 人
1,635

（2013年度）
2,188 2,258 2,188 2,190

指定文化財・登録文化財の件数（3月31日現在）…① 件
1,219

（2013年度）
1,254 1,261 1,272

2,200 2,000

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

70

埋蔵文化財発掘調査達成率…② ％
114

（2013年度）
100 100 100 100 100 100

史跡の保存整備事業の進捗率（公有化率）…② ％
59

（2013年度）
62 66 66 69 70

指標の目標値が達成できない理由

文化財の保護・啓発 A A A B A

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

A

-

- - - 3.8

3.7

- - - - 3.5発掘調査と史跡の保存整備 A B - - -

- 3.0

世界遺産など文化遺産の保護・啓発 A A - - - - -

文化財保存・展示施設の整備 B B - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - 4.0

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 文化財の保護・啓発

②

③

④

2) 文化財修理・管理・後継者育成事業の充実を図ります。 ▶ A

1) 奈良市指定文化財への指定など文化財の指定や登録を促進し、失われる可能性のある価値の高い文化財の保護を図ります。 ▶ A

4) 関係機関との連携により、文化財資料のデジタル化など情報発信の充実を図ります。 ▶ B

6) 市民に発掘調査の成果を還元するため、現地説明会や公開展示を実施するなど、学習活用を図ります。 ▶ A

5) 文化財保護に携わるボランティア・市民活動などとの連携を促進します。 ▶ A

史跡・名勝（大安寺旧境内・平城京左京三条二坊宮跡庭園・朱雀大路）の公有地化と保存整備を促進し、整備後の適切な管理と活用を行
います。 ▶ B

1) 質の高い効率的な発掘調査を実施して、開発で破壊されかねない埋蔵文化財の保護を図ります。 ▶ A

2) 出土文化財の適切な保護のため収納保管施設の充実を図ります。 ▶ B

1) 史料保存館など文化財保存公開施設の充実を図ります。 ▶ B

2)

2) 世界遺産・無形文化遺産の認知度を高め、保護と継承につなげるため、市民全てが親しむことができる普及活用事業の充実を図ります。 ▶ A

世界遺産など文化遺産の保護・啓発

1) 公益財団法人ユネスコ・アジア文化センターなどが行う文化遺産保護事業を支援します。 ▶ A

文化財保存・展示施設の整備

発掘調査と史跡の保存整備

3) 市民が奈良の歴史文化を知る機会となる文化財活用普及事業の充実を図ります。 ▶ A

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

1

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　奈良時代から受け継がれ培ってきた文化の礎の上に新たな文化を創造し、発信することによって、本市への誇りと愛着を育むとともに、文化でまちを豊かにする施策を推進しま
す。また、国際文化観光都市としてふさわしい魅力あるまちづくりを目指します。

「施策の目標」の実現状況

市民参画のもと策定された奈良市文化振興計画に基づき文化施策を実施した。

市内10ヶ所の文化施設の管理・運営、事業の実施により文化活動の場や文化と接する機会を提供するとともに、市のSNS等を活用しその情報を広く発信した。
奈良市で開催される多様な文化事業に対して補助金の交付や広報面での協力等を行い、文化活動を支援した。また、若手芸術家を育成する文化事業の実施や博物館学芸員課
程の実習生受入等を実施し文化の担い手となる人材育成を行った。文化振興計画推進委員会にて文化事業の評価システムの構築を行い、評価を開始した。評価の実施と並行し
て評価システムの再検討も行っている。
文化団体が実施する伝統文化事業へ補助金の交付を行うとともに、文化施設での伝統文化に関する事業の実施を通して、伝統文化の普及・継承を図ることが出来た。
平成28年には「東アジア文化都市2016奈良市」を開催し、日中韓の文化による交流を行った。平成29年以降は中韓との文化を通じた交流を継続するとともに、東アジア文化都市
の趣旨を受け継いだ事業を実施し、文化を通じた新たな価値の創造を試みている。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

文化施設利用者や事業参加者数の減少が見られる。施設の指定管理者との連携を深め適切な管理運営を行うとともに、事業評価によるフィードバック等、より実態に則した効果
の高い方法を検討しつつ、今後も引き続き市民が文化に接する機会の拡充、魅力ある事業を展開していく。

指標の実績及び見込み

施策 2-05-01 文化の振興

関連個別計画 奈良市文化振興計画 ／ 「 東アジア文化都市2016奈良市」実施計画

施策の目標

部 名 市民部 課 名 文化振興課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

708,000 716,850 865,000

市立文化施設での自主事業参加者数…② 人
160,436

（2013年度）
179,397 200,935 198,155 193,000

市立文化施設の利用者数…① 人
789,865

（2013年度）
725,267 730,929 669,125

194,930 182,000

No.

イトーヨーカドー奈良店の閉店及びミ・ナーラ開店に伴う奈良市美術館の休館に加え、高齢化や少子化、人口減少に伴う文化活動の主体・客体の減少傾向や各施設の
老朽化も利用者の減少に影響しているのではないかと考えている。

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

文化の発信と交流 A B B - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - 3.3

3.1

- - - - 2.8市民文化の創造 B A D B -

- 3.0

「東アジア文化都市」事業趣旨に基づく施策の実践 A - - - - - -

伝統文化の普及と継承 B B - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - 4.0

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 文化の発信と交流

②

③

④

2)
市民の文化活動・芸術活動の場の提供や、市民が文化に接する機会の拡充に努めるとともに、市民との交流・連携を図り、文化政策を推
進します。 ▶ B

1) 市民参画と協働により、計画的・積極的に文化行政を推進します。 ▶ A

3) 幅広い文化情報の発信と交流ができるシステムの構築と運用を行います。 ▶ B

2) 文化施策の評価制度を構築します。 ▶ A

市民文化の創造

1) 市民の自主的で創造的な文化活動を支援します。 ▶ B

3) 文化活動に功績のあった人を顕彰するための仕組みづくりに取り組みます。 ▶ D

4) 文化を担う若手芸術家やその活動を支えるスタッフ・ボランティア等の文化に関わる人材を育成します。 ▶ B
伝統文化の普及と継承

1) 伝統文化の普及のために、市民が伝統文化に触れる機会を提供する等の支援を行います。 ▶ B

「東アジア文化都市」事業趣旨に基づく施策の実践

1) 文化庁との共催事業である「東アジア文化都市」事業をはじめ、文化でまちを豊かにする施策を推進します。 ▶ A

2) 伝統文化の継承のために、後継者の育成に努めます。 ▶ B

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

2

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - 3.5

生涯スポーツの推進 A B B - -

- 2.5

スポーツ産業の振興 A B - - - - -

競技スポーツの向上 B C - - - - - -

- - - 2.5

3.0

- - - - 3.3

スポーツ環境の充実 C B - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

市主催スポーツ大会の参加者について、少子化、ニーズの多様化、指導者不足等によりスポーツ少年団及び団員の減少、中学部活動の減少により大会参加者が減少
している

施策の展開方向の評価（一覧）

50

市体育施設で開催されるトップスポーツの観戦者数…④ 人
11,487

（2013年度）
50,680 43,264 55,168 50,000 50,000 30,000

奈良市スポーツ賞受賞者数…③ 人
30

（2013年度）
64 50 39 50 50

指標の目標値が達成できない理由

1,546,000 1,546,000 1,390,000

市主催スポーツ大会参加者数…② 人
20,490

（2013年度）
18,003 16,981 16,581 17,000

市営スポーツ施設等利用者数…① 人
1,366,224

（2013年度）
1,501,698 1,468,687 1,410,065

17,000 25,000

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　年齢や性差、障がいの有無にかかわらず、いつでも、どこでも、いつまでも、個人のライフスタイルに応じてスポーツに親しみ、楽しむことができる環境を整えるとともに、スポーツ
の多面にわたる役割を踏まえ、スポーツとまちづくりとの好循環を構築します。

「施策の目標」の実現状況

市民体育大会、スポーツ体験フェスティバル、ラジオ体操ポイント等、幅広い年齢層の方がスポーツや健康づくりに取り組むことができる事業を展開している

「施策の目標」における課題及び今後の方針

施設や設備が時代のニーズに対応出来ていないところがあり、２０３０年頃に予定されている次期国民体育大会の実施に向け、関係機関と連携を図り整備・更新を図る

指標の実績及び見込み

施策 2-06-01 スポーツの振興

関連個別計画 奈良市スポーツ推進計画

施策の目標

部 名 市民部 課 名 スポーツ振興課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① スポーツ環境の充実

②

③

④ スポーツ産業の振興

1)
市内を本拠地とするトップスポーツのチームの活動を支援し、スポーツを通して地域経済の活性化に取り組み、スポーツを支える環境を整
えます。 ▶ A

競技スポーツの向上

1)
スポーツ体験フェスティバルなどのスポーツイベントや多種目にわたるスポーツ教室を多数開設し、市民に運動・スポーツへの動機付けを
行い、市民の運動習慣の定着化と生涯スポーツの推進に努めます。 ▶ A

全国的規模の大会の優勝者、又は国際大会に出場する選手・団体を支援します。 ▶ B

2) トップレベルの大会の開催、誘致を推進し、より高いレベルのスポーツに触れる機会を充実させ、まちの集客力を高めます。 ▶ B

3) 青少年の健全育成と子どもの体力の向上など、社会体育活動を支援する仕組みづくりに取り組みます。 ▶ B

2) 国、競技団体等で開講される各種スポーツ指導者養成講習会の情報提供を行い、優れた指導者の発掘と育成に努めます。 ▶ C

1)

2)
県や体育協会をはじめとするスポーツ団体やスポーツ推進委員と協働・連携を図りながら地域に密着した、いつでも、どこでも、いつまでも
スポーツに親しめる「場」づくりに努めます。 ▶ B

生涯スポーツの推進

2)
鴻ノ池運動公園をスポーツの拠点とし、スポーツの情報の発信と市民の健康づくりや憩いの場として、より快適に利用できるように整備しま
す。 ▶ B

1) 既存のスポーツ施設において、時代のニーズに合わせた改修を計画的に進めるとともに、有効活用や統廃合の検討を進めます。 ▶ C

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　総合的な福祉のまちづくりを進めていくために、福祉・医療・保健・教育・就労支援等との連携を強化するとともに、市民の福祉活動への自発的な参加によって、地域が共に支え
合う地域福祉を築くことを目指します。

「施策の目標」の実現状況

地域福祉を推進していくために、平成29年度に奈良市社会福祉協議会と一体的に策定した第3次奈良市地域福祉計画と第2次地域福祉活動計画の基本理念である「支えあい、
ともに生きる安心と健康のまちづくり」を目指して取り組んでいる。また、地域が共に支え合う地域福祉の構築のために、地区社会福祉協議会が地区ごとに地域住民の立場から
地域特性にあった「地域福祉活動計画」を作成していることから、住民の福祉活動への理解や参加を促し、住みよい生活環境づくりを進めている。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

高齢化対策をはじめ、様々な福祉課題を解決するため、地域福祉の担い手である奈良市社会福祉協議会を支援し、更なる地域福祉の充実を図る。また、国が進める地域共生社
会の実現に向け包括的な支援体制を整備し、地域福祉の推進を図る。

指標の実績及び見込み

施策 3-01-01 地域福祉の推進

関連個別計画 奈良市地域福祉計画

施策の目標

部 名 福祉部 課 名 福祉政策課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

38
(82.6)

46
(100.0)

46
(100.0)

生活困窮者を対象とした相談の利用者数…① 人
2015年度から

事業開始
201 186 193 270

地域福祉活動計画の策定地区数…①②
（全市46地区の策定率）

地区
（％）

19（2014年度）
(41.3)

20
(43.5)

25
(54.3)

31
(67.4)

350 350

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

奈良市地域福祉計画の推進 A B B B A

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

A

-

B - - 3.4

3.5

- - - - 3.7地域福祉活動の推進 A A B - -

- 3.5地域福祉推進体制の充実 A B - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 奈良市地域福祉計画の推進

②

③

2)
福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事業）の活用により、相談支援体制の充実を図り、保健福祉サービスを利用しやすくしま
す。 ▶ B

1) 小地域ネットワーク活動等を支援することで、住民の地域福祉活動への参加を促進します。 ▶ A

3) 公民協働により地域で生活を支え合う仕組みづくりを推進することで、保健福祉サービスの質を高めます。 ▶ B

4) バリアフリー等の推進により、生活基盤の整備と社会参加を促進します。 ▶ B

6) 避難行動要支援者や生活困窮者の支援体制の確立など、新たな地域課題に対応できる仕組みづくりを行います。 ▶ A

地域福祉活動の推進

5) 住み慣れた地域で安心して生き生きと暮らせる仕組みづくりを行います。 ▶ A

1) 地域ごとに作成する地域福祉活動計画の策定を奈良市社会福祉協議会と協働して推進します。 ▶ A

7)

2015年（平成27年）4月1日施行の「生活困窮者自立支援法」に基づき、生活困窮者が困窮状態から早期に脱却するための、自立に向けた
相談支援や、就労に向けての意欲喚起、また、就労に必要な知識や技能習得のための訓練、相談者の状況に応じた雇用先開拓などの支
援を行うことで就労につなげ、自立促進を図ります。
併せて居場所をつくるなどの日常生活自立・社会的自立を図ることが必要とされていることから、地域や関係機関とのネットワークづくりを行
い、再び困窮に陥ることのないよう、孤立しない社会づくりを目指します。

▶ B

3) 地域福祉の担い手の発掘や人材育成のための研修を実施するなどの支援を行います。 ▶ B

A

2) 奈良市社会福祉協議会と協働し、社会的孤立・排除を防ぐ地域づくりを推進します。 ▶ A

2) 地域福祉推進に係る各種団体との連携を充実します。 ▶ B

地域福祉推進体制の充実

1) 地区社会福祉協議会を中心とした地域の活動を推進するため、奈良市社会福祉協議会との連携を図ります。 ▶

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　国民健康保険制度の安定的な運営を図り、安心して医療を受けられる医療保険制度の維持・充実を目指します。また、生活に困窮している世帯の実情を的確に把握し、関係機
関と連携を図り、温かい配慮の下に生きた保護行政を目指します。

「施策の目標」の実現状況

健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的に、資産や能力等全てを活用してもなお生活に困窮する者に対し、国で定められた基準に基づき、困窮
の程度に応じて必要な生活・住宅・教育・医療・介護・出産・生業・葬祭等の保護を行った。
稼働年齢層の生活保護受給者を就労に結び付けるため、就労支援相談員の配置やハローワークとの連携事業により、相談や指導を行うなど、適正保護の実施に努めた。また、
各被保護者世帯及び医療機関並びに薬局等に対してジェネリック医薬品使用の啓発を行った。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

稼働能力を有しながら様々な就労阻害要因のため就労意欲を失いつつある生活保護受給者に対しカウンセリングや研修等により就労意欲を喚起し、支援対象者の実情に則した
求人情報を提供することで就労に結びつけ、生活保護受給者の自立促進を図る等、生活保護制度の趣旨に沿った適正保護の実施に努める。　また、医療扶助費の伸びを抑制す
るため、ジェネリック医薬品使用の啓発を引き続き進める。

指標の実績及び見込み

施策 3-01-02 社会保障

関連個別計画 ―

施策の目標

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

35.0特定健康診査の受診率…① ％
28.6

（2013年度）
所管外

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

国民健康保険事業の健全運営 × × × × -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - #DIV/0!

3.0

- - - - 3.0低所得者等の自立支援 B - - - -

- #DIV/0!国民年金事務の執行 × - - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

部 名 福祉部 課 名 保護第一課／保護第二課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 国民健康保険事業の健全運営

②

③

×

2) 特定健康診査及び特定保健指導の受診率等の向上のため保健事業を推進します。 ▶ ×

1)
安心して医療サービスを受けられるよう、レセプト点検の充実、医療費通知、ジェネリック差額通知、重複・頻回受診の防止などを図り、適正
な保険給付費の支出に努めます。 ▶ ×

低所得者等の自立支援

1) 被保護者の実情を客観的に把握し、生活保護事業の適正な実施に努めるとともに、自立助長を支援するためきめ細かなケアに努めます。 ▶ B

4)
国民健康保険における財政運営の責任を担う主体を都道府県とし、市町村と都道府県が適切に役割分担しつつ、双方が保険者機能を発
揮する仕組みの構築を図ります。 ▶ ×

3)

国民年金事務の執行

1) 的確な事務対応に努めるとともに、国民年金制度についての啓発、年金相談に対する窓口対応を実施していきます。 ▶ ×

国民健康保険料の適正な賦課と徴収を行います。 ▶

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　国民健康保険制度の安定的な運営を図り、安心して医療を受けられる医療保険制度の維持・充実を目指します。また、生活に困窮している世帯の実情を的確に把握し、関係機
関と連携を図り、温かい配慮の下に生きた保護行政を目指します。

「施策の目標」の実現状況

　医療費の抑制と適正な保険料収入の確保など、効率的な予算執行に努めた結果、各年度において、形式収支上の黒字を達成している。平成30年度から国保都道府県単位化
されたが、保健事業は市町村が取り組む事業であり、特定健康診査については、受診率向上対策として平成30年度も引き続き都 ・月ヶ瀬地区の集団健診の実施、課税世帯を
500円、非課税世帯を無料とした。また、平成30年度からの取組として、県単位化に伴い設置された国保事務支援センターの共同事業として、受診勧奨通知の発送回数の増加、
受診勧奨電話の架電を行うとともに、市独自の取組として、データヘルス計画を活用し、年1回の健診を習慣づけるため、社会保険から国保へ移行される方や受診率の低い地域
にお住いの該当者に受診を勧奨するなど工夫して取り組んだ。なお、国保事務支援センターとの協働で、重複投薬・多剤投薬・併用禁忌投薬対策に新たに取り組むことができた
が、重複・頻回受診対策については、実施できなかった。
　国民年金業務については、概ね良好に実施できている。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　国保の都道府県単位化によって引き続き国保財政の安定した運営を行うともに、奈良県国民健康保険運営方針に則って、より一層の保険料の徴収の適正な実施、保険給付の
適正な実施、特定健診受診率の向上や後発医薬品の普及促進、重複多剤投薬者への対策など、医療費の適正化に関する取組を協働で行っていく。また、令和元年度から特定
健診の受診料の無料化を行い、受診率の向上をめざす。
　国民年金業務についても、引き続き安定した運営を行う。

指標の実績及び見込み

施策 3-01-02 社会保障

関連個別計画 第3期奈良市国民健康保険特定健康診査等実施計画、第2期奈良市データヘルス計画

施策の目標

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

33.0 35.0 35.0特定健康診査の受診率…① ％
28.6

（2013年度）
29.4 29.7 30.7

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

国民健康保険事業の健全運営 C A B A -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - 3.3

3.4

- - - - #DIV/0!低所得者等の自立支援 × - - - -

- 4.0国民年金事務の執行 A - - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

部 名 福祉部 課 名 国保年金課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

96



④【施策の展開方向の事項の評価】

① 国民健康保険事業の健全運営

②

③

B

2) 特定健康診査及び特定保健指導の受診率等の向上のため保健事業を推進します。 ▶ A

1)
安心して医療サービスを受けられるよう、レセプト点検の充実、医療費通知、ジェネリック差額通知、重複・頻回受診の防止などを図り、適正
な保険給付費の支出に努めます。 ▶ C

低所得者等の自立支援

1) 被保護者の実情を客観的に把握し、生活保護事業の適正な実施に努めるとともに、自立助長を支援するためきめ細かなケアに努めます。 ▶ ×

4)
国民健康保険における財政運営の責任を担う主体を都道府県とし、市町村と都道府県が適切に役割分担しつつ、双方が保険者機能を発
揮する仕組みの構築を図ります。 ▶ A

3)

国民年金事務の執行

1) 的確な事務対応に努めるとともに、国民年金制度についての啓発、年金相談に対する窓口対応を実施していきます。 ▶ A

国民健康保険料の適正な賦課と徴収を行います。 ▶

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

2

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

子育ての相談窓口 × × - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

子育て中の親子の居場所づくり × × B - -

- #DIV/0!

子育ての仲間づくり × - - - - - -

子どもの預かり × - - - - - - -

- - - #DIV/0!

3.0

- - - - 3.0

- - - #DIV/0!

- - #DIV/0!

子育て家庭の経済的支援 × × - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

子ども未来部・子育て＠ならのSNS登録者数・アクセス数が増加しており、ターゲットとする利用者の情報収集の手法が変化していると思われる。

（参考）奈良市子ども未来部LINEアカウント　友だち数：1,419（令和元年7月24日時点）←994（平成30年7月時点）

施策の展開方向の評価（一覧）

7,000ファミリー・サポート・センターの相互援助活動件数…③ 件
6,307

（2013年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

190,000

奈良市の子育ておうえんサイト「子育て＠なら」のページ
ビュー数…②

件
100,537

（2013年度）
105,605 104,316 98,685 100,000

子育て中の親子の集える場の利用者数（年度末時点）…② 人
125,056

（2013年度）
所管外

100,000 150,000

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　安心して子どもを生み、育てられ、子育てに喜びを感じることができる環境整備を行うことを目的として、地域住民との協働により、社会全体で親育ち・子育ち・子育てを支援する
まちづくりを目指します。
　また、児童虐待を誰にでも起こりうる身近な問題と捉え、地域ぐるみで取り組む体制づくりを推進し、虐待が起こらないまちづくりを目指します。

「施策の目標」の実現状況

子ども・子育て支援に関する定期的な情報提供を行い、過去と比較して本市のPR事業の認知度は向上している。また子育て中の保護者のインタビュー記事など、子育て世代の
目線に立ったコンテンツの展開を行い、施策の目標に沿った活動が出来ていると思われる。平成29年度にはトップページのスマホ対応化を実施し、利用者の利便性向上に努めて
いる。
指標に掲げている「子育て＠なら」のページビュー数は子育て＠ならにアクセスした利用者が確認したページ数の総計であるが減少傾向にある。これは利用者が使用する情報媒
体は「子育て＠なら」のようなWebサイトに限らず、子ども未来部においてはTwitter、Facebook、LINE等のSNSでの情報提供も積極的に行っており、近年は利用者が情報にアクセ
スする経路が分散する事が原因と思われる。今後もこの傾向は続くと思われるため、2020年度は目標値を下回る見込みである。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

「子育て＠なら」に限らず本市が行っている子ども・子育て支援に関する事業や取り組みを、一層認知してもらうための活動が引き続き必要であると思われる。そのため、以下の２
点を中心に事業を実施していく。
①子育て＠なら、並びに関連するSNS等をより認知してもらうためのポスター掲示やビラ配布場所を拡大し、一層市民に触れる機会を増やす（機会の拡大）
②子育て＠なら、並びに関連するSNS等において本市が行う子ども・子育て支援に関する事業や取り組みの情報発信する回数を増やす（情報の増加）
また、効果測定のために設定する目標値は改めて検討する必要があると思われる。本市から子育て支援にまつわる情報を提供する手段は多様化しているため、子育て＠ならに
限らず、Twitter、Facebook、LINE等のSNSの利用者数・登録者数も含めて目標値を設定すべきである。

指標の実績及び見込み

施策 3-02-01 子育て支援の推進

関連個別計画 奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン ／ 奈良市母子家庭・父子家庭等自立促進計画 ／ 奈良市地域福祉計画

施策の目標

部 名 子ども未来部 課 名 子ども政策課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 子育て家庭の経済的支援

②

③

④

⑤

2)
児童虐待の未然防止や早期発見に向けて、「被虐待児童対策地域協議会」を中心として、一層関係機関とのネットワークの連携強化を図っ
ていきます。 ▶ ×

子育ての仲間づくり

1) 子育てサークル、子育て支援団体等を支援するとともに、子育て中の親子同士の交流や親睦を深めていきます。 ▶ ×
子育ての相談窓口

1)
子育て親子にとって身近な場所で、子育てに関する相談や情報提供を行うとともに、関係機関と連携し、子育て支援の機能強化を図りま
す。

子どもの預かり

1)
多様化する家庭環境に対応するため、保護者が一時的に子どもの養育が困難になった場合、安心して子どもを預けることができる子育て
支援サービスの充実を図ります。 ▶ ×

▶ ×

3) 子育てに関する情報について広く周知し、子育て世代が奈良市に住みたい、住み続けたいと感じるまちづくりを目指します。 ▶ B

2)
今後も、公民協働の考え方を念頭に、民間の先進性や独自性に重点を置き、その活力を活用することにより、事業の展開を図っていきま
す。 ▶ ×

1) 子育て親子の交流の促進や育児相談等ができる地域子育て支援拠点で、地域支援活動の取組を積極的に行い、事業の充実を図ります。 ▶ ×

子育て中の親子の居場所づくり

2)
子どもに対する医療費の一部助成により、経済的な負担の軽減を図ることで、疾病の早期発見と治療を促進し、子どもの健やかな成長につ
なげます。 ▶ ×

1) 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するため、今後も各種手当等により経済的な負担の軽減を図ります。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

1

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　安心して子どもを生み、育てられ、子育てに喜びを感じることができる環境整備を行うことを目的として、地域住民との協働により、社会全体で親育ち・子育ち・子育てを支援する
まちづくりを目指します。
　また、児童虐待を誰にでも起こりうる身近な問題と捉え、地域ぐるみで取り組む体制づくりを推進し、虐待が起こらないまちづくりを目指します。

「施策の目標」の実現状況

市内を拠点とする法人に委託実施する地域子育て支援拠点事業、ファミリー・サポート・センター事業、地域の子育て支援団体に委託実施する子育てスポット事業及び地域の子
育て経験豊かな市民が子育て支援アドバイザーとなり実施する子育て支援アドバイザー事業等、地域の法人や住民が協働しながら地域の子育て支援を行う事業の実施により、
地域コミュニティの活性化に寄与した。また、対象者に児童手当の支給及び子ども医療費の助成を行うことで、子育て家庭の経済的支援を行った。
子ども医療費助成制度においては、令和元年８月から未就学児を対象に現物給付方式を導入するための準備を整えた。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

指標の実績及び見込み

施策 3-02-01 子育て支援の推進

関連個別計画
奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン ／ 奈良市母子家庭・父子家庭等自立促進計画 ／ 奈良市地域福祉計画 ／ 奈良市男女共同参画計画 ／
奈良市市民参画及び協働によるまちづくり推進計画 ／ 奈良市食育推進計画 ／奈良市社会教育推進計画

施策の目標

部 名 子ども未来部 課 名 子ども育成課

現在、様々な保育施設や一時預かり事業等、子育て家庭を支える多種多様なサービスが運用されているが、それらの利用条件や利用方法が適切に周知されておらず、子育て親
子が最適なサービスを選択することが難しい局面がある。また、子どもを連れての外出が難しく、サービスを利用したくてもできない家庭も見受けられる。このことから、子育て親子
にとって身近な場所である地域子育て支援拠点で的確な情報提供及び助言を行い、地域の子育て親子が教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるように
するために、引き続き各子育て支援拠点や行政等関係機関が一体となって子育て親子を支援するまちづくりに取り組む必要がある。
引き続き子育て家庭の経済的支援として、児童手当の支給及び子ども医療費の助成を行う。
子ども医療費制度においては、令和元年８月から未就学児のみを対象に現物給付方式を導入するため、導入後は償還払いと現物給付が並立することによる混乱が想定される
が、市民や医療機関からの問い合わせ等に丁寧に対応することで、医療費助成を滞りなく行う。

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

158,000 159,000 190,000

奈良市の子育ておうえんサイト「子育て＠なら」のページ
ビュー数…②

件
100,537

（2013年度）
所管外

子育て中の親子の集える場の利用者数（年度末時点）…② 人
125,056

（2013年度）
159,359 160,874 156,996

150,000

No.

市内の児童数が減少傾向にあること、また、保育所の利用者数が増加していることから、利用者数の大きな増加は見込めず、指標の目標値は達成が困難であると考え
られる。

施策の展開方向の評価（一覧）

7,000ファミリー・サポート・センターの相互援助活動件数…③ 件
6,307

（2013年度）
6,695 6,682 7,288 7,300 7,600

指標の目標値が達成できない理由

子育て家庭の経済的支援 A A - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - 4.0

4.0

- - - - 4.0

- - - 4.0

- - 4.0

子育て中の親子の居場所づくり A A A - -

- 4.0

子育ての仲間づくり A - - - - - -

子どもの預かり A - - - - - -

子育ての相談窓口 A × - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 子育て家庭の経済的支援

②

③

④

⑤

2)
子どもに対する医療費の一部助成により、経済的な負担の軽減を図ることで、疾病の早期発見と治療を促進し、子どもの健やかな成長につ
なげます。 ▶ A

1) 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するため、今後も各種手当等により経済的な負担の軽減を図ります。 ▶ A

子育て中の親子の居場所づくり

1) 子育て親子の交流の促進や育児相談等ができる地域子育て支援拠点で、地域支援活動の取組を積極的に行い、事業の充実を図ります。 ▶ A

2)
今後も、公民協働の考え方を念頭に、民間の先進性や独自性に重点を置き、その活力を活用することにより、事業の展開を図っていきま
す。 ▶ A

3) 子育てに関する情報について広く周知し、子育て世代が奈良市に住みたい、住み続けたいと感じるまちづくりを目指します。 ▶ A

子育ての相談窓口

1)
子育て親子にとって身近な場所で、子育てに関する相談や情報提供を行うとともに、関係機関と連携し、子育て支援の機能強化を図りま
す。

子どもの預かり

1)
多様化する家庭環境に対応するため、保護者が一時的に子どもの養育が困難になった場合、安心して子どもを預けることができる子育て
支援サービスの充実を図ります。 ▶ A

▶ A

子育ての仲間づくり

1) 子育てサークル、子育て支援団体等を支援するとともに、子育て中の親子同士の交流や親睦を深めていきます。 ▶ A

2)
児童虐待の未然防止や早期発見に向けて、「被虐待児童対策地域協議会」を中心として、一層関係機関とのネットワークの連携強化を図っ
ていきます。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

子育ての相談窓口 A A - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

子育て中の親子の居場所づくり × × × - -

- 4.0

子育ての仲間づくり × - - - - - -

子どもの預かり A - - - - - - -

- - - 4.0

4.0

- - - - #DIV/0!

- - - 4.0

- - #DIV/0!

子育て家庭の経済的支援 A × - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

7,000ファミリー・サポート・センターの相互援助活動件数…③ 件
6,307

（2013年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

190,000

奈良市の子育ておうえんサイト「子育て＠なら」のページ
ビュー数…②

件
100,537

（2013年度）
所管外

子育て中の親子の集える場の利用者数（年度末時点）…② 人
125,056

（2013年度）
所管外

150,000

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　安心して子どもを生み、育てられ、子育てに喜びを感じることができる環境整備を行うことを目的として、地域住民との協働により、社会全体で親育ち・子育ち・子育てを支援する
まちづくりを目指します。
　また、児童虐待を誰にでも起こりうる身近な問題と捉え、地域ぐるみで取り組む体制づくりを推進し、虐待が起こらないまちづくりを目指します。

「施策の目標」の実現状況

経済的理由により、入院助産を受けることができない妊婦の入所措置を実施した。
平成28年度から、児童養護施設や乳児院だけではなく、里親への委託ができるように制度を整え、利用の選択肢を広げた。
子育て相談は、育児や家庭などの身近に起こる問題についての相談であるため、今後も市民に開かれた身近な相談室を継続するために相談員を2名配置している。
児童虐待の管理ケース数は年々増加傾向にあり、虐待に至る背景も複雑化しているが、主要関係課との会議を行うことで、連携がスムーズになり、個別ケース検討会議を開催し
なくても、情報共有・検討ができるようになった。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

子どもを出産したくても経済的に出産に係る費用が負担できない家庭に対して、経済的負担を軽減し、安全な出産を確保していく。
市内において使用可能な預かり施設が存在しないため、市外への児童の送迎が必要となる。市内の里親への委託を充実させるとともに、より利便性の高い制度設計を今後とも
引き続き検討する必要がある。
奈良市ホームページ等に相談窓口を掲載するとともに、来談者の相談にきめ細かく丁寧に対応し、頼られる相談室としての実績を重ねていく。
虐待の未然防止、早期発見に向けて、被虐待児童対策地域協議会の機能を活かし、組織的に対応していく。日々、児童相談所や学校、保育園、警察等の関係機関と情報共有を
行い、複数の機関で連携を図り、支援していく。

指標の実績及び見込み

施策 3-02-01 子育て支援の推進

関連個別計画 奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン ／ 奈良市母子家庭・父子家庭等自立促進計画 ／ 奈良市地域福祉計画

施策の目標

部 名 子ども未来部 課 名 子育て相談課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 子育て家庭の経済的支援

②

③

④

⑤

2)
児童虐待の未然防止や早期発見に向けて、「被虐待児童対策地域協議会」を中心として、一層関係機関とのネットワークの連携強化を図っ
ていきます。 ▶ A

子育ての仲間づくり

1) 子育てサークル、子育て支援団体等を支援するとともに、子育て中の親子同士の交流や親睦を深めていきます。 ▶ ×
子育ての相談窓口

1)
子育て親子にとって身近な場所で、子育てに関する相談や情報提供を行うとともに、関係機関と連携し、子育て支援の機能強化を図りま
す。

子どもの預かり

1)
多様化する家庭環境に対応するため、保護者が一時的に子どもの養育が困難になった場合、安心して子どもを預けることができる子育て
支援サービスの充実を図ります。 ▶ A

▶ A

3) 子育てに関する情報について広く周知し、子育て世代が奈良市に住みたい、住み続けたいと感じるまちづくりを目指します。 ▶ ×

2)
今後も、公民協働の考え方を念頭に、民間の先進性や独自性に重点を置き、その活力を活用することにより、事業の展開を図っていきま
す。 ▶ ×

1) 子育て親子の交流の促進や育児相談等ができる地域子育て支援拠点で、地域支援活動の取組を積極的に行い、事業の充実を図ります。 ▶ ×

子育て中の親子の居場所づくり

2)
子どもに対する医療費の一部助成により、経済的な負担の軽減を図ることで、疾病の早期発見と治療を促進し、子どもの健やかな成長につ
なげます。 ▶ ×

1) 次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するため、今後も各種手当等により経済的な負担の軽減を図ります。 ▶ A

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

2

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　全ての家庭で子どもが健やかに育つよう、様々な状況にある子どもや家庭への支援の充実を図ります。特に、ひとり親家庭の自立と就業に主眼を置いた総合的な支援施策を展
開し、子どもの健全育成と生活の安定を目指します。

「施策の目標」の実現状況

給付金事業については、毎年の国の制度改正により利用者数が増減するが、ひとり親家庭に対する制度はある程度存在し、利用する制度を組み合わせることにより利用者の子
どもの健全育成と生活の安定につながっている。
また、ひとり親家庭医療費助成制度については、令和元年８月から奈良県下統一で未就学児を対象に現物給付方式を導入するためのシステム改修を終え、対象児童へ新しい資
格証を発行する準備が整った。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

様々な社会的要因等により、ひとり親家庭が増加傾向にあり、今後の相談も多岐にわたると考えられる。
今後も、より多くのひとり親家庭等に支援制度を知ってもらい、活用してもらうため、関係機関とも連携し制度の周知等に努めていく。
また、ひとり親家庭医療費助成制度については、令和元年８月から未就学児のみを対象に現物給付方式を導入するため、導入後は償還払いと現物給付が並立することによる混
乱が想定される。これを防ぐため、市民や医療機関からの問い合わせにも丁寧に対応し、医療費助成を滞りなく行う必要がある。

指標の実績及び見込み

施策 3-02-02 ひとり親家庭の支援

関連個別計画 奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン ／ 奈良市母子家庭・父子家庭等自立促進計画

施策の目標

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

100 104 70

母子家庭等自立支援給付金事業利用者…② 件
50

（2013年度）
28 44 51 52

母子家庭等自立支援プログラム策定件数…② 件
50

（2013年度）
68 68 96

53 80

No.

母子家庭等自立支援給付事業については、制度改正により通信制への給付が難しくなっていることから、これ以上の利用者増加にはつながらないことが見込まれるた
め。

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

経済的支援 A A D - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - 3.0

3.2

- - - - 3.0

- - 4.0

就業支援 × B - - -

- 3.0

相談・情報提供 A - - - - - -

生活支援 B - - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

部 名 子ども未来部 課 名 子ども育成課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 経済的支援

②

③

④

1)
ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として、今後も各種手当等により経済的な負担の軽減を図りま
す。 ▶ A

3) 生活の安定、経済的自立の助長と児童の福祉を増進するため、福祉資金等貸付金の利用を促進します。 ▶ D

2)
ひとり親家庭等に対する医療費の一部助成により、経済的な負担の軽減を図ることで、ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進につな
げます。 ▶ A

就業支援

1) ひとり親家庭の親の自立と就業に主眼を置いた総合的な支援施策を展開します。 ▶ ×

生活支援

1) ひとり親家庭に対して、子育てと仕事の両立、生活の支援の充実を図ります。 ▶ B

2) 就労、技能習得等の自立支援対策を促進します。 ▶ B

相談・情報提供

1) ひとり親家庭の生活全般についての相談に応じる母子・父子自立支援員の相談体制の充実を図ります。 ▶ A

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

部 名 子ども未来部 課 名 子育て相談課

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

就業支援 A × - - -

- #DIV/0!

相談・情報提供 × - - - - - -

生活支援 × - - - - - - -

- - - #DIV/0!

4.0

- - - - 4.0

- - #DIV/0!

経済的支援 × × × - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

70

母子家庭等自立支援給付金事業利用者…② 件
50

（2013年度）
所管外

母子家庭等自立支援プログラム策定件数…② 件
50

（2013年度）
所管外

80

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　全ての家庭で子どもが健やかに育つよう、様々な状況にある子どもや家庭への支援の充実を図ります。特に、ひとり親家庭の自立と就業に主眼を置いた総合的な支援施策を展
開し、子どもの健全育成と生活の安定を目指します。

「施策の目標」の実現状況

生活に困窮している母子家庭が精神的・経済的自立等ができるよう住居と安全を保障し自立の促進を支援した。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

母子生活支援施設入所者の生活の安定と経済的・精神的自立に向けた支援を行うために、今後も相談者の相談内容に応じて適切な措置を提案し、身元保証人確保対策事業に
よる自立支援も併せて行っていく。

指標の実績及び見込み

施策 3-02-02 ひとり親家庭の支援

関連個別計画 奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン ／ 奈良市母子家庭・父子家庭等自立促進計画

施策の目標

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 経済的支援

②

③

④ 相談・情報提供

1) ひとり親家庭の生活全般についての相談に応じる母子・父子自立支援員の相談体制の充実を図ります。 ▶ ×

生活支援

1) ひとり親家庭に対して、子育てと仕事の両立、生活の支援の充実を図ります。 ▶ ×

2) 就労、技能習得等の自立支援対策を促進します。 ▶ ×

就業支援

1) ひとり親家庭の親の自立と就業に主眼を置いた総合的な支援施策を展開します。 ▶ A

3) 生活の安定、経済的自立の助長と児童の福祉を増進するため、福祉資金等貸付金の利用を促進します。 ▶ ×

2)
ひとり親家庭等に対する医療費の一部助成により、経済的な負担の軽減を図ることで、ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進につな
げます。 ▶ ×

1)
ひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として、今後も各種手当等により経済的な負担の軽減を図りま
す。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　保育所等が子育てに関する地域の中心的施設として情報提供や子育て相談の機能を担い、適正規模による適正配置や保育サービスの充実を図ることにより、子育てと仕事の
両立支援を目指します。

「施策の目標」の実現状況

市立幼保施設の統合・再編の取組として市立こども園を１９園設置（平成３１年４月１日時点）し、また平成３０年度中には民間移管の取組として２園の移管先法人を選定し、多様
化する保育ニーズに応えるべく、より良い教育・保育環境の整備に取り組んでいる。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

今後は、市立幼保施設の統合・再編から市立幼保施設の民間移管に重点を置いて取組を進めていく。

指標の実績及び見込み

施策 3-02-03 子育てと仕事の両立支援

関連個別計画 奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン ／ 奈良市幼保再編基本計画 ／ 奈良市母子家庭・父子家庭等自立促進計画 ／ 奈良市教育振興基本計画

施策の目標

部 名 子ども未来部　 課 名 子ども政策課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

6,503

延長保育実施園数（4月1日現在）…① 園
31

（2014年度）
所管外

認可保育所定員（短時間利用児除く・4月1日現在）…① 人
6,373

（2014年度）
所管外

45

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

3,250放課後児童健全育成事業利用児童数（5月1日現在）…② 人
2,859

（2014年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

保育環境の充実 × C × × ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

× - - - 2.0

2.0

- - - - #DIV/0!児童の健全育成と子育ての支援 × × × × -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

C
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 保育環境の充実

②

2)
市立幼保施設の認定こども園への移行をスピード感をもって進めるとともに、民間活力を最大限に活用することで、待機児童の解消や子育
てと仕事の両立支援を図ります。 ▶ C

1) 多様化する保育ニーズに応えるため、病児保育等の保育サービスの充実を図ります。 ▶ ×

3) 地域の子育て支援として保育所等における情報提供や子育て相談の充実を図ります。 ▶ ×

4) 保育サービスの充実を図るため、保育士等の資質向上を目的とした研修を計画的に行います。 ▶ ×

5)
乳幼児の健全育成のため、市立保育所の認定こども園への移行に合わせた施設の長寿命化などの保育環境の整備や保育内容の充実を
図ります。 ▶ ×

6) 子育て支援や子どもの家庭環境に配慮等が必要な児童が増加しているため、その支援に努めます。 ▶ ×

2) 子どもや家庭を取り巻く環境の変化に対応できるように保育内容を充実します。 ▶ ×

児童の健全育成と子育ての支援

1) 老朽化・狭あい化したバンビーホームを計画的に整備します。 ▶ ×

3) 安全・安心な学童保育を実施するため、指導員、学校等との連携の強化を図ります。 ▶ ×

4)
児童館においては、児童の健全育成とともに市民との協働による子育て支援の拠点として事業を展開し、貸館や児童館の自主事業の広報
を充実することにより利活用の促進に努めます。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　保育所等が子育てに関する地域の中心的施設として情報提供や子育て相談の機能を担い、適正規模による適正配置や保育サービスの充実を図ることにより、子育てと仕事の
両立支援を目指します。

「施策の目標」の実現状況

・市立幼稚園・保育所・こども園の園庭開放が保護者にとっては子育ての情報交換や、保護者間の交流の場にもなっている。保護者に寄り添い、相談がしやすいように努めた。ま
た、未就園児親子登園などの場を活用し、子育ての悩みや育児相談を行っている。
・保育内容、保育サービスの充実を図るため、専門知識や技術力等、保育教育士の質の向上に向けての「こ幼保合同研修会」をはじめ、年間を通して様々な内容と形式の研修を
行った。また、幼稚園教育要領、保育所保育指針、認定こども園教育・保育要領の改訂（定）に伴い、平成30年度市立こども園カリキュラムの改訂版を作成した。このカリキュラム
に基づく質の高い教育・保育を推進するために、園内研究会等の保育実践及び実践事例の反省評価・分析による研究を実施している。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

・育児不安を抱えている保護者が安心して子育てができるよう、市立幼稚園・保育所・こども園が受け皿になり、いつでも相談ができる身近な施設となるように取り組んでいく。必要
に応じて、相談機関の情報提供も行い、奈良市全体で子どもと保護者が笑顔になれる子育てを支援していく。
・国の動向及び奈良市幼保再編基本計画及び実施計画による０～５歳児対象の市立こども園設置の推進に伴い、３歳未満児保育未経験者の乳児保育研修や実践力の向上につ
ながる研修が必須となる。市立こども園の運営体制の課題を改善し、市立こども園カリキュラムに基づく教育・保育を奈良市全域に拡充することを推進する。また、指導的な役割と
なる職員の育成及び経験年数に応じた研修を行い、こども園･幼稚園･保育所全ての職員の資質向上に努めていく。

指標の実績及び見込み

施策 3-02-03 子育てと仕事の両立支援

関連個別計画 奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン ／ 奈良市幼保再編基本計画 ／ 奈良市母子家庭・父子家庭等自立促進計画 ／ 奈良市教育振興基本計画

施策の目標

部 名 子ども未来部 課 名 保育総務課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

6,503

延長保育実施園数（4月1日現在）…① 園
31

（2014年度）
37 37 39 40（実績）

認可保育所定員（短時間利用児除く・4月1日現在）…① 人
6,373

（2014年度）
所管外

46 45

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

3,250放課後児童健全育成事業利用児童数（5月1日現在）…② 人
2,859

（2014年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

保育環境の充実 × × B A C

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

B - - - 3.0

3.0

- - - - #DIV/0!児童の健全育成と子育ての支援 × × × × -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 保育環境の充実

②

2)
市立幼保施設の認定こども園への移行をスピード感をもって進めるとともに、民間活力を最大限に活用することで、待機児童の解消や子育
てと仕事の両立支援を図ります。 ▶ ×

1) 多様化する保育ニーズに応えるため、病児保育等の保育サービスの充実を図ります。 ▶ ×

3) 地域の子育て支援として保育所等における情報提供や子育て相談の充実を図ります。 ▶ B

4) 保育サービスの充実を図るため、保育士等の資質向上を目的とした研修を計画的に行います。 ▶ A

5)
乳幼児の健全育成のため、市立保育所の認定こども園への移行に合わせた施設の長寿命化などの保育環境の整備や保育内容の充実を
図ります。 ▶ C

6) 子育て支援や子どもの家庭環境に配慮等が必要な児童が増加しているため、その支援に努めます。 ▶ B

2) 子どもや家庭を取り巻く環境の変化に対応できるように保育内容を充実します。 ▶ ×

児童の健全育成と子育ての支援

1) 老朽化・狭あい化したバンビーホームを計画的に整備します。 ▶ ×

3) 安全・安心な学童保育を実施するため、指導員、学校等との連携の強化を図ります。 ▶ ×

4)
児童館においては、児童の健全育成とともに市民との協働による子育て支援の拠点として事業を展開し、貸館や児童館の自主事業の広報
を充実することにより利活用の促進に努めます。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

児童の健全育成と子育ての支援 × × × × -

- - - 4.0

4.0

- - - - #DIV/0!

保育環境の充実 A A × × ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

×

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

3,250放課後児童健全育成事業利用児童数（5月1日現在）…② 人
2,859

（2014年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

6,786（実績） 7,272 6,503

延長保育実施園数（4月1日現在）…① 園
31

（2014年度）
37 37 39 40（実績）

認可保育所定員（短時間利用児除く・4月1日現在）…① 人
6,373

（2014年度）
6,407 6,418 6,686

46 45

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度

認可保育所利用定員の適正化のため、約1０園に及ぶ保育所等の新設や増設等を行い、利用定員の増加を図ることができた。また、園への働きかけ等を通じて、延長保育を実施
する園を増加させることができた。同様に、病児保育についても、保護者のニーズを踏まえて新設園を設置すると共に、既設園の開所時間の延長を実現させることにより、保育
サービスの充実を加速度的に進めることができた。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

少子化が進行している中にあっても、保育ニーズは年々増加していることから、「第二期奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン」 に基づき、適正数を見極めながら、保育所等の
保育の受け皿の整備に努めていく。また、引き続き延長保育実施園の確保等を通じて保育サービスをより向上していく。

指標の実績及び見込み

No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位
策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

保育所・幼稚園課

関連個別計画 奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン ／ 奈良市幼保再編基本計画 ／ 奈良市母子家庭・父子家庭等自立促進計画 ／ 奈良市教育振興基本計画

施策の目標

　保育所等が子育てに関する地域の中心的施設として情報提供や子育て相談の機能を担い、適正規模による適正配置や保育サービスの充実を図ることにより、子育てと仕事の
両立支援を目指します。

「施策の目標」の実現状況

施策 3-02-03 子育てと仕事の両立支援 部 名 子ども未来部 課 名

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

112



④【施策の展開方向の事項の評価】

① 保育環境の充実

②

▶ ×

3) 安全・安心な学童保育を実施するため、指導員、学校等との連携の強化を図ります。 ▶ ×

4)
児童館においては、児童の健全育成とともに市民との協働による子育て支援の拠点として事業を展開し、貸館や児童館の自主事業の広報
を充実することにより利活用の促進に努めます。

児童の健全育成と子育ての支援

1) 老朽化・狭あい化したバンビーホームを計画的に整備します。 ▶ ×

2) 子どもや家庭を取り巻く環境の変化に対応できるように保育内容を充実します。 ▶ ×

6) 子育て支援や子どもの家庭環境に配慮等が必要な児童が増加しているため、その支援に努めます。 ▶ ×

5)
乳幼児の健全育成のため、市立保育所の認定こども園への移行に合わせた施設の長寿命化などの保育環境の整備や保育内容の充実を
図ります。 ▶ ×

4) 保育サービスの充実を図るため、保育士等の資質向上を目的とした研修を計画的に行います。 ▶ ×

3) 地域の子育て支援として保育所等における情報提供や子育て相談の充実を図ります。 ▶ ×

2)
市立幼保施設の認定こども園への移行をスピード感をもって進めるとともに、民間活力を最大限に活用することで、待機児童の解消や子育
てと仕事の両立支援を図ります。 ▶ A

1) 多様化する保育ニーズに応えるため、病児保育等の保育サービスの充実を図ります。 ▶ A

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）

113



奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　保育所等が子育てに関する地域の中心的施設として情報提供や子育て相談の機能を担い、適正規模による適正配置や保育サービスの充実を図ることにより、子育てと仕事の
両立支援を目指します。

「施策の目標」の実現状況

児童館は、地域の中での子どもの居場所及び遊びの拠点としての機能を果たし、また、就学前の児童と保護者の交流、子育てについての相談等地域における子育て支援の充実
を図った。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

今後も地域における子育て支援の充実を目指し、地域の中で子どもの成長を支援できるよう、利用者数が減少傾向であることも踏まえながら、指定管理者制度の導入により、より
効果的・効率的な運営を図る。

指標の実績及び見込み

施策 3-02-03 子育てと仕事の両立支援

関連個別計画 奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン ／ 奈良市幼保再編基本計画 ／ 奈良市母子家庭・父子家庭等自立促進計画 ／ 奈良市教育振興基本計画

施策の目標

部 名 子ども未来部 課 名 子ども育成課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

6,503

延長保育実施園数（4月1日現在）…① 園
31

（2014年度）
所管外

認可保育所定員（短時間利用児除く・4月1日現在）…① 人
6,373

（2014年度）
所管外

45

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

3,250放課後児童健全育成事業利用児童数（5月1日現在）…② 人
2,859

（2014年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

保育環境の充実 × × × × ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

× - - - #DIV/0!

3.0

- - - - 3.0児童の健全育成と子育ての支援 × × × B -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 保育環境の充実

②

2)
市立幼保施設の認定こども園への移行をスピード感をもって進めるとともに、民間活力を最大限に活用することで、待機児童の解消や子育
てと仕事の両立支援を図ります。 ▶ ×

1) 多様化する保育ニーズに応えるため、病児保育等の保育サービスの充実を図ります。 ▶ ×

3) 地域の子育て支援として保育所等における情報提供や子育て相談の充実を図ります。 ▶ ×

4) 保育サービスの充実を図るため、保育士等の資質向上を目的とした研修を計画的に行います。 ▶ ×

5)
乳幼児の健全育成のため、市立保育所の認定こども園への移行に合わせた施設の長寿命化などの保育環境の整備や保育内容の充実を
図ります。 ▶ ×

6) 子育て支援や子どもの家庭環境に配慮等が必要な児童が増加しているため、その支援に努めます。 ▶ ×

2) 子どもや家庭を取り巻く環境の変化に対応できるように保育内容を充実します。 ▶ ×

児童の健全育成と子育ての支援

1) 老朽化・狭あい化したバンビーホームを計画的に整備します。 ▶ ×

3) 安全・安心な学童保育を実施するため、指導員、学校等との連携の強化を図ります。 ▶ ×

4)
児童館においては、児童の健全育成とともに市民との協働による子育て支援の拠点として事業を展開し、貸館や児童館の自主事業の広報
を充実することにより利活用の促進に努めます。 ▶ B

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

児童の健全育成と子育ての支援 B B B × -

- - - #DIV/0!

3.0

- - - - 3.0

保育環境の充実 × × × × ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

×

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

3,250放課後児童健全育成事業利用児童数（5月1日現在）…② 人
2,859

（2014年度）
3,058 3,195 3,292 3,572（実績） 3,572

指標の目標値が達成できない理由

6,503

延長保育実施園数（4月1日現在）…① 園
31

（2014年度）
所管外

認可保育所定員（短時間利用児除く・4月1日現在）…① 人
6,373

（2014年度）
所管外

45

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　保育所等が子育てに関する地域の中心的施設として情報提供や子育て相談の機能を担い、適正規模による適正配置や保育サービスの充実を図ることにより、子育てと仕事の
両立支援を目指します。

「施策の目標」の実現状況

バンビーホームで１９時延長保育の実施や夏休み等の昼食提供事業を行い、子育てと仕事の両立支援を図った。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

引き続き、小学校等と連携を図りながら、児童の健全育成を図る。

指標の実績及び見込み

施策 3-02-03 子育てと仕事の両立支援

関連個別計画 奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン ／ 奈良市幼保再編基本計画 ／ 奈良市母子家庭・父子家庭等自立促進計画 ／ 奈良市教育振興基本計画

施策の目標

部 名 教育部 課 名 地域教育課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 保育環境の充実

②

4)
児童館においては、児童の健全育成とともに市民との協働による子育て支援の拠点として事業を展開し、貸館や児童館の自主事業の広報
を充実することにより利活用の促進に努めます。 ▶ ×

3) 安全・安心な学童保育を実施するため、指導員、学校等との連携の強化を図ります。 ▶ B

6) 子育て支援や子どもの家庭環境に配慮等が必要な児童が増加しているため、その支援に努めます。 ▶ ×

2) 子どもや家庭を取り巻く環境の変化に対応できるように保育内容を充実します。 ▶ B

児童の健全育成と子育ての支援

1) 老朽化・狭あい化したバンビーホームを計画的に整備します。 ▶ B

5)
乳幼児の健全育成のため、市立保育所の認定こども園への移行に合わせた施設の長寿命化などの保育環境の整備や保育内容の充実を
図ります。 ▶ ×

3) 地域の子育て支援として保育所等における情報提供や子育て相談の充実を図ります。 ▶ ×

4) 保育サービスの充実を図るため、保育士等の資質向上を目的とした研修を計画的に行います。 ▶ ×

2)
市立幼保施設の認定こども園への移行をスピード感をもって進めるとともに、民間活力を最大限に活用することで、待機児童の解消や子育
てと仕事の両立支援を図ります。 ▶ ×

1) 多様化する保育ニーズに応えるため、病児保育等の保育サービスの充実を図ります。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　障がい者福祉サービスの充実を図り、障がい者の社会参加と自立支援を推進します。

「施策の目標」の実現状況

 日常生活上の様々な支援を必要とする障がい者に、その状況に対応した福祉サービス等の利用に必要な介護給付費等を支給することで、障がい者の方々が地域で自立した生
活が出来るよう支援した。
 また、市民のみなさんの障害に対する理解を促進するため、市民だよりでの啓発記事掲載や、市役所本庁舎でのパネル展や授産品販売、講演会の開催等とともに、手話言語条
例の制定に向けた取組を行った。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

障障がい者の方々の状態や置かれている状況に応じて、今後も必要な支援を継続するとともに、相談支援体制の充実を図っていく。
また、障害者の社会参加と自立した生活のため、障害を理由とする差別の解消や、障害者が安心して地域生活を送っていけるよう、、啓発・広報等の一層の充実を図っていくとと
もに、障がい者スポーツや文化活動等自主的活動への支援を継続して実施する。。

指標の実績及び見込み

施策 3-03-01 障がい者・児福祉の充実

関連個別計画 奈良市障害者福祉基本計画 ／ 奈良市障害福祉計画 ／ 奈良市地域福祉計画

施策の目標

部 名 福祉部 課 名 障がい福祉課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

3,269 3,413 3,200

相談支援年間利用件数…① 件
26,617

（2013年度）
38,371 30,047 49,307 47,000

障害福祉サービス（介護給付費関係）月間利用者数（3月末時
点）…①

人
2,539

（2013年度）
2,880 2,999 3,116

48,000 28,000

No.

目標値は市庁舎玄関ホールでのパネル展示及び講演会の参加人数で設定したが、パネル展示に関しては具体的な数値を計測できないため実績値には講演会の参加
人数のみを記載しており、目標値が達成できない形となっている。

施策の展開方向の評価（一覧）

1,000

市民啓発事業（フォーラム等）の参加人数…② 人
127

（2013年度）
114 156 56 120 120 500

障害福祉サービス（訓練等給付費）月間利用者数（3月末時
点）…②

人
614

（2013年度）
788 941 1,053 1,152 1,275

指標の目標値が達成できない理由

障がい者福祉サービスの充実 B A A B B

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

- - - - 3.4

3.3

- - - - 3.0障がい者の社会参加と自立支援 B B B - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 障がい者福祉サービスの充実

②

5)
発達の遅れや障がいのある子どもと保護者に対し、相談や療育を行うため、子ども発達センターの事業の充実を図るとともに、医療機関や
教育機関などと協力して支援の充実に努めます。 ▶ B

2) 障がい者それぞれのニーズ把握や支援対応のため、相談支援の更なる充実を図り、各支援サービスの充実へとつなげます。 ▶ A

1)
障がい者が地域で自立した生活を営めるように、「奈良市障害者福祉基本計画」及び「奈良市障害福祉計画」に基づき、障害福祉サービス
や地域生活支援事業等の支援の充実を図ります。 ▶ B

4)
障がい者に関わる福祉の課題の解決に向け、市地域自立支援協議会と連携を密にし、あらゆる分野との協力体制の一層の強化を図りま
す。 ▶ B

3) 身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の対象者に医療費の一部を助成し、健康の保持及び福祉の増進を図ります。 ▶ A

障がい者の社会参加と自立支援

1)
障がい者が地域で安心した生活が営めるよう、障がいを理由とする差別の解消に向けて、市民・団体との協働により、啓発、広報等の充実
を一層図り、合理的配慮を踏まえた福祉のまちづくりを推進します。 ▶ B

2)
障がい者の自立のため、就労につながる訓練や福祉的就労の場の提供、地域で居住する場の確保、コミュニケーションの保障等の支援を
行います。 ▶ B

3)
障がい者があらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的とした啓発、広報等の充実を図るとともに、スポーツ・文化活
動の振興を図ります。 ▶ B

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】 実施計画参照

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　障がい者福祉サービスの充実を図り、障がい者の社会参加と自立支援を推進します。

「施策の目標」の実現状況

財政難の中、県補助金を活用しながら、県の基準以上の対象者に対し、医療費の助成を実施している。計画期間内では、他の福祉医療との均衡を図るため、平成３０年４月より
一部負担金を導入した。また、令和元年８月から就学前の子どもを対象に、窓口で一部負担金を支払うだけで医療を受けることができる現物給付を実施し、窓口での負担を軽減
する。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

令和元年８月から就学前の子どもを対象に、窓口で一部負担金を支払うだけで医療を受けることができる現物給付を実施し、窓口での負担を軽減する。
今後も、「施策の目標」実現のため、重度の障がい者が健康で安心した日常生活を過ごせるよう、現医療費助成制度を実施する。

指標の実績及び見込み

施策 3-03-01 障がい者・児福祉の充実

関連個別計画 奈良市障害者福祉基本計画 ／ 奈良市障害福祉計画 ／ 奈良市地域福祉計画

施策の目標

部 名 福祉部 課 名 福祉医療課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

3,200

相談支援年間利用件数…① 件
26,617

（2013年度）
所管外

障害福祉サービス（介護給付費関係）月間利用者数（3月末時
点）…①

人
2,539

（2013年度）
所管外

28,000

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

1,000

市民啓発事業（フォーラム等）の参加人数…② 人
127

（2013年度）
所管外 500

障害福祉サービス（訓練等給付費）月間利用者数（3月末時
点）…②

人
614

（2013年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

障がい者福祉サービスの充実 × × A × ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

- - - - 4.0

4.0

- - - - #DIV/0!障がい者の社会参加と自立支援 × × × - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 障がい者福祉サービスの充実

②

5)
発達の遅れや障がいのある子どもと保護者に対し、相談や療育を行うため、子ども発達センターの事業の充実を図るとともに、医療機関や
教育機関などと協力して支援の充実に努めます。 ▶ ×

2) 障がい者それぞれのニーズ把握や支援対応のため、相談支援の更なる充実を図り、各支援サービスの充実へとつなげます。 ▶ ×

1)
障がい者が地域で自立した生活を営めるように、「奈良市障害者福祉基本計画」及び「奈良市障害福祉計画」に基づき、障害福祉サービス
や地域生活支援事業等の支援の充実を図ります。 ▶ ×

4)
障がい者に関わる福祉の課題の解決に向け、市地域自立支援協議会と連携を密にし、あらゆる分野との協力体制の一層の強化を図りま
す。 ▶ ×

3) 身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の対象者に医療費の一部を助成し、健康の保持及び福祉の増進を図ります。 ▶ A

障がい者の社会参加と自立支援

1)
障がい者が地域で安心した生活が営めるよう、障がいを理由とする差別の解消に向けて、市民・団体との協働により、啓発、広報等の充実
を一層図り、合理的配慮を踏まえた福祉のまちづくりを推進します。 ▶ ×

2)
障がい者の自立のため、就労につながる訓練や福祉的就労の場の提供、地域で居住する場の確保、コミュニケーションの保障等の支援を
行います。 ▶ ×

3)
障がい者があらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的とした啓発、広報等の充実を図るとともに、スポーツ・文化活
動の振興を図ります。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

障がい者の社会参加と自立支援 × × × - -

- - - 4.0

4.0

- - - - #DIV/0!

障がい者福祉サービスの充実 × × × × A

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

1,000

市民啓発事業（フォーラム等）の参加人数…② 人
127

（2013年度）
所管外 500

障害福祉サービス（訓練等給付費）月間利用者数（3月末時
点）…②

人
614

（2013年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

3,200

相談支援年間利用件数…① 件
26,617

（2013年度）
所管外

障害福祉サービス（介護給付費関係）月間利用者数（3月末時
点）…①

人
2,539

（2013年度）
所管外

28,000

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　障がい者福祉サービスの充実を図り、障がい者の社会参加と自立支援を推進します。

「施策の目標」の実現状況

子ども発達センター療育相談を利用した就学前の子どもの実人数。
平成28年度　　449件（新規239件、継続210件）、平成29年度　　489件（新規271件、継続218件）、平成30年度　　518件（新規277件、継続241件）
　当該事業の周知により幼稚園等からの気づきの段階からの助言により相談につながる家庭が増えている。年々子どもの数は減少しているが、就学前の子ども全体に対する相
談者の割合は増加しているものと見込む。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

・ホームページ等で事業の周知を図る。
・安心して落ち着いて相談するために、相談者のプライバシーの保護と十分な相談時間の確保に配慮するとともに、出張相談を増やし、園巡回相談の利活用を図る。
・個別相談の量の充実とともに当該家庭の身近な場で適切な発達支援が継続して受けられるよう園巡回相談体制の充実を図る。
・関係機関と連携して乳幼児期から就学前までの発達支援に関連する施策の推進や改善・充実を図る。

指標の実績及び見込み

施策 3-03-01 障がい者・児福祉の充実

関連個別計画 奈良市障害者福祉基本計画 ／ 奈良市障害福祉計画 ／ 奈良市地域福祉計画

施策の目標

部 名 子ども未来部 課 名 子育て相談課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 障がい者福祉サービスの充実

②

3)
障がい者があらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的とした啓発、広報等の充実を図るとともに、スポーツ・文化活
動の振興を図ります。 ▶ ×

2)
障がい者の自立のため、就労につながる訓練や福祉的就労の場の提供、地域で居住する場の確保、コミュニケーションの保障等の支援を
行います。 ▶ ×

1)
障がい者が地域で安心した生活が営めるよう、障がいを理由とする差別の解消に向けて、市民・団体との協働により、啓発、広報等の充実
を一層図り、合理的配慮を踏まえた福祉のまちづくりを推進します。 ▶ ×

障がい者の社会参加と自立支援

4)
障がい者に関わる福祉の課題の解決に向け、市地域自立支援協議会と連携を密にし、あらゆる分野との協力体制の一層の強化を図りま
す。 ▶ ×

3) 身体障がい者・知的障がい者・精神障がい者の対象者に医療費の一部を助成し、健康の保持及び福祉の増進を図ります。 ▶ ×

5)
発達の遅れや障がいのある子どもと保護者に対し、相談や療育を行うため、子ども発達センターの事業の充実を図るとともに、医療機関や
教育機関などと協力して支援の充実に努めます。 ▶ A

2) 障がい者それぞれのニーズ把握や支援対応のため、相談支援の更なる充実を図り、各支援サービスの充実へとつなげます。 ▶ ×

1)
障がい者が地域で自立した生活を営めるように、「奈良市障害者福祉基本計画」及び「奈良市障害福祉計画」に基づき、障害福祉サービス
や地域生活支援事業等の支援の充実を図ります。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

 

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　少子高齢化社会をはじめとした社会構造等の変化に対応した高齢者福祉施策を展開し、高齢者が健康で生きがいを持ち、安心して暮らせる社会を市民・地域・行政等が協働
し、構築することが重要であり、1994年（平成6年）9月「高齢者とともに歩むまち奈良」宣言の趣旨を踏まえ、「奈良市老人福祉計画及び介護保険事業計画」に基づき、高齢者福祉
サービス施策の充実、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう基盤整備を進め、介護保険制度の円滑な推進を図ります。

「施策の目標」の実現状況

　高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、介護予防・日常生活支援
総合事業を創設し、要支援から元気な高齢者まで、高齢者がどの状態に変化しても即座に切れ目なくサービスが提供できる体制を構築し、介護予防並びに自立支援及び重度化
防止を図っている。また、地域包括ケアシステムの中核機関となる地域包括支援センターの機能強化を図るために、新たに設置した生活支援コーディネーター、在宅医療・介護連
携支援センター、権利擁護センター、基幹型地域包括支援センター等（関係機関）と有機的な連携を図り、高齢者の適切なサービスや制度の利用に繋げる等、多面的・総合的な
支援体制の充実を推進している。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　高齢者福祉サービス施策の充実及び介護保険制度の円滑な推進に向けて、介護保険制度の効率化と適正化を図る必要がある。その中で、地域包括ケアの中核機関となる地
域包括支援センターを中心に高齢者の介護予防、自立支援・重度化防止を目指し、医療と介護の連携、介護予防施策の拡充、認知症施策の推進、地域のインフォーマル資源の
充実等を各地域の実情に応じ、「自助」「互助」「共助」「公助」を組み合わせた支援やサービスが包括的に提供されるように行政・市民・地域等がより一層協働し、地域の担い手が
活躍できる地域づくりを推進し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域包括ケアシステムの構築に引き続き取り組む。

指標の実績及び見込み

施策 3−04−01 高齢者福祉の充実

関連個別計画 奈良市老人福祉計画及び介護保険事業計画 ／ 奈良市地域福祉計画

施策の目標

部 名 福祉部 課 名 福祉政策課、長寿福祉課、介護福祉課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

35.0

認知症サポーター養成講座受講者数（累計）…② 人
5,998

（2013年度）
14,037 17,908 20,807 23,800

介護予防事業（二次予防事業）参加率…② ％
19.4

（2013年度）
18.2

30,000 17,000

介護予防事業（二次予防事業）が平成28年度で廃止

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

200,000老人福祉センターの利用者数…③ 人
176,557

（2013年度）
190,219 182,883 185,302 198,000 200,000

指標の目標値が達成できない理由

地域包括ケアシステムの構築 B B - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - 3.0

3.4

- - - - 3.4

- - 3.5

高齢者福祉サービスの充実 B B A A B

- 3.5

介護保険制度の円滑な推進 B A - - - - -

高齢者福祉施設の整備 A B - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 地域包括ケアシステムの構築

②

③

④

2)
地域包括ケアシステムの実現に向け、地域包括支援センターを中心にした地域ケア会議の開催を積み上げていきます。さらに、地域包括
ケアシステムの構築の核となる地域包括支援センターの機能強化にも取り組み、地域包括支援センターを中心とした住民組織や各種事業
所等の地域資源とのネットワークの構築を進めます。

▶ B

1)
高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシ
ステムの構築を全庁的に進めます。 ▶ B

高齢者福祉サービスの充実

1)
市内路線バスの優待乗車や社寺・文化施設等の無料・割引入場に利用できる、ななまるカードを交付し、高齢者の積極的な社会参加を支
援します。 ▶ B

2)
高齢者の外出の機会を増やし、高齢者がいきいきと健康的な生活を送れるよう、長寿健康ポイント事業を実施し、健康寿命の延伸を図りま
す。 ▶ B

3)
予防重視型システムへの転換を図り、要支援、要介護になるおそれのある高齢者を対象とした介護予防事業をはじめとする「地域支援事
業」の充実を図ります。 ▶ A

4)
認知症の人も介護者も住み慣れた地域で安心して生活できるよう、認知症地域支援推進員や地域包括支援センターと連携を図り、地域全
体で認知症の人とその家族を支えるネットワークを構築し、総合的かつ継続的な支援を推進します。 ▶ A

5) 要援護高齢者の状況把握と生活支援に努めるため、民生委員及び地区自主防災・防犯会などと連携します。 ▶ B
高齢者福祉施設の整備

1) 老人福祉センターにおける高齢者の各種相談、健康の増進・介護予防の推進、生きがいづくりと社会参加を推進します。 ▶ A

介護保険制度の円滑な推進

1)
介護保険制度を円滑に推進するために、介護保険事業計画に定めた各サービスの種類ごとの必要量と供給量の把握を行いながら、サー
ビスを必要とする高齢者が安心してサービスを受けられる体制づくりに取り組んでいきます。 ▶ B

2)
在宅生活が困難な高齢者のための老人デイサービスセンターや老人短期入所施設、小規模多機能型居宅介護施設等は、介護保険事業
計画に見合った整備が必要であり、これらの施設整備については、民間の理念や地域貢献など、適性を十分判断し、民間活力を積極的に
活用します。

▶ B

2) 介護保険料の適正・公平な賦課と収納率の向上に努め、介護保険の健全で安定的な財政運営を図ります。 ▶ A

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

医療政策課

関連個別計画 ―

施策の目標

　市民の安全・安心を支え、多様な医療ニーズに対応するために、医師や看護師等を確保し、病診連携、病病連携などを通じて、地域医療体制や救急医療体制の充実に努めま
す。

「施策の目標」の実現状況

施策 3−05−01 医療の充実 部 名 健康医療部 課 名

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度

医療連携登録医制度を開始したことにより市立奈良病院における紹介率・逆紹介率は年々増加し、地域医療機関との連携強化が図れている。また、市立看護専門学校において
１００％に近い国家試験合格者を出すことで市内の看護師不足解消に寄与している。さらに、東部５診療所においては、公益社団法人地域医療振興協会が指定管理することで地
域医療の確保を図り、効率的な運営を行っている。
平成31年４月から休日夜間応急診療所において夜間診療時の小児科医の全日配置を実施した。また、市立奈良病院においては、週６日でドクターカー運用を実施するとともに、
救急車受入不能率１０％以内を維持しており、救急医療体制の充実に努めている。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

市立奈良病院において、病診連携・病病連携の更なる強化を促進し、地域医療連携の推進を図る。
また、北和地域の一次救急の拠点診療所として、休日夜間応急診療所の空白時間帯の解消、小児科医配置時間の拡大について関係機関と協議を進めていく。
市立奈良病院においても、医師・看護師の人員を確保するとともに、ドクターカー運用の拡大について関係機関と協議を進め、より一層の救急医療体制の充実を図る。

指標の実績及び見込み

No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位
策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

55.9 55.9 35.0

市立奈良病院の病診・病病連携率（逆紹介率）…①② ％
20.5

（2013年度）
28.5 34.9 89.9 89.9

市立奈良病院の病診・病病連携率（紹介率）…① ％
26.3

（2013年度）
31.5 35.8 55.9

89.9 30.0

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

40

市立奈良病院の救急車受入不能率…② ％
7.9

（2013年度）
9.7 9.1 9.7 10.0 10.0 10％以内維持

奈良市内における在宅療養支援病院・診療所の届出施設数…① 箇所
31

（2013年）
39 42 43 44 45

指標の目標値が達成できない理由

地域医療体制の充実 B A B B B

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

- - - - 3.2

3.0

- - - - 2.5救急医療体制の充実 C B - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 地域医療体制の充実

②

1)
健全な病院運営を確保しつつ、市立奈良病院の各診療科の診療機能を高め、医療サービスの向上に努めます。
特に、公立病院としての役割を担うため、救急医療・小児科・産婦人科・がん医療・地域連携等の一層の充実を図ります。 ▶ B

2)
市立奈良病院における医師等の医療従事者の確保に努め、医療体制の充実を目指します。また、市立看護専門学校において教育の充実
を図り、市内医療機関の看護師の確保に努めます。 ▶ A

3) 東部・月ヶ瀬・都祁ゾーンの医療ニーズを把握するとともに、地域医療の確保のために各診療所の充実や在宅医療の充実に努めます。 ▶ B

4)
地域包括ケアシステムにおける在宅医療の推進のため、在宅療養支援病院・診療所の増加に努めるとともに、関係機関と協力し多職種の
連携を支援します。また、医療と介護が連携する拠点について検討を進めます。 ▶ B

5)
健康長寿社会を目指し、国民健康保険や後期高齢者医療保険のレセプトデータ等を活用した医療費分析を行い、医療費適正化や健康の
保持増進事業等の計画提案を行います。 ▶ B
救急医療体制の充実

1) 休日夜間応急診療所の空白時間帯の解消及び北和地域で連携して平日夜間の小児科医の確保を図ります。 ▶ C

2) 市立奈良病院の救急医療体制を整備し、他の医療機関との連携を進め、市内の救急医療体制の充実に努めます。 ▶ B

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　ライフステージに応じた疾病予防と健康増進を図り、市民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組める環境を目指します。

「施策の目標」の実現状況

禁煙おもてなし施設の登録数は、平成28年度は78件、平成29年度は101件、平成30年度は108件となった。
理美容組合や食品衛生協議会等に啓発を行い、受動喫煙防止の無煙環境づくりの促進に努めた。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

国が2020年東京オリンピック・パラリンピックを見据えた受動喫煙防止対策の強化を打ち出し、健康増進法の一部改正をしているため、当該事業もこうした情勢に対応した動きを
検討していく。

指標の実績及び見込み

施策 3−06−01 健康づくりの推進

関連個別計画 奈良市21健康づくり ／ 奈良市母子保健計画

施策の目標

部 名 健康医療部 課 名 医療政策課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

大腸がん検診受診率…② ％
29.2

（2013年度）
所管外

４か月児健康診査受診率…① ％
97.3

（2013年度）
所管外

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

母子保健事業の推進 × × - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

- - - - #DIV/0!

4.0

- - - - 4.0成人保健事業の推進 × × A × -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 母子保健事業の推進

②

2)
思春期及び妊娠中からの母体と胎児の健康の保持増進や乳幼児の心身の安らかな発達の促進と保護者の育児不安の軽減を図るため、
各種健康診査や健康教室・相談による切れ目のない支援体制の構築を目指します。 ▶ ×

1) 予防接種事業の一層の充実を図るとともに、新たな予防接種についても対応を強化し、感染症の予防に努めます。 ▶ ×

成人保健事業の推進

1)
運動習慣づくりや食生活改善、禁煙等生活習慣病発症の予防を目的とした健康教育・健康相談など身近な保健サービスを提供し、一人ひ
とりの健康づくりを支援するほか、市民・民間・行政が一体となって健康づくりに取り組む体制づくりを行います。 ▶ ×

2) がん検診等の受診率向上を目指し、個別検診化等の受診しやすい体制づくりや、がん予防の知識普及を行います。 ▶ ×

3) 禁煙を望む人が禁煙に成功できるような支援体制の整備や、受動喫煙防止のための無煙環境づくりの促進に努めます。 ▶ A

4)
自殺対策の強化を図るため、福祉・教育・就労・保健など各分野の関係機関や団体との連携を強化することにより総合的な対策を推進する
とともに、地域レベルの実践的な取組を進めます。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

2

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　ライフステージに応じた疾病予防と健康増進を図り、市民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組める環境を目指します。

「施策の目標」の実現状況

　平成26・27年度は、特定健診等と大腸がん検診の受診票を同封し送付、平成28年度以降は、特定健診・がん検診一括化受診票を送付している。平成26年度は40・45･50･55･60
歳の市民を対象に、平成27年度以降は40歳の市民を対象に受診料無料事業を実施している。
　大腸がん検診の受診者数は、平成26年度34,126人（内40歳568人）、平成30年度32,048人（内40歳330人）となっており、受診者数は平成28年度以降減少傾向の状況にある。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

がん検診の受診率向上に向けて、検診の意義や内容が広く周知されるよう、さらに積極的に啓発を行い、市民が受診しやすい環境の整備が必要であると考える。関係機関が連
携し、市民の健康意識の向上を目指すことによって、疾病の早期発見、早期治療につなげる。
また、検診の結果において精密検査が必要となった者の精密検査受診率の向上に努める。

指標の実績及び見込み

施策 3−06−01 健康づくりの推進

関連個別計画 奈良市21健康づくり ／ 奈良市母子保健計画

施策の目標

部 名 健康医療部 課 名 健康増進課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

大腸がん検診受診率…② ％
29.2

（2013年度）
14.2 13.9 13.8 13.7

４か月児健康診査受診率…① ％
97.3

（2013年度）
所管外

13.7 50.0

No.

　受診率の算出方法は、国が定めており、計画策定時は、「市の大腸がん検診受診者」/「40歳以上国勢調査人口から職域での受診可能者を除いた推計人口」の計算

式を使用していたが、平成２８年度以降、分母が「４０歳以上の全住民」に変更されたため、受診対象者が約２倍に膨れ上がり、大腸がん検診受診率は策定時現状値

から半減している。

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

母子保健事業の推進 B × - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

- - - - 3.0

2.7

- - - - 2.5成人保健事業の推進 B C × × -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 母子保健事業の推進

②

2)
思春期及び妊娠中からの母体と胎児の健康の保持増進や乳幼児の心身の安らかな発達の促進と保護者の育児不安の軽減を図るため、
各種健康診査や健康教室・相談による切れ目のない支援体制の構築を目指します。 ▶ ×

1) 予防接種事業の一層の充実を図るとともに、新たな予防接種についても対応を強化し、感染症の予防に努めます。 ▶ B

成人保健事業の推進

1)
運動習慣づくりや食生活改善、禁煙等生活習慣病発症の予防を目的とした健康教育・健康相談など身近な保健サービスを提供し、一人ひ
とりの健康づくりを支援するほか、市民・民間・行政が一体となって健康づくりに取り組む体制づくりを行います。 ▶ B

2) がん検診等の受診率向上を目指し、個別検診化等の受診しやすい体制づくりや、がん予防の知識普及を行います。 ▶ C

3) 禁煙を望む人が禁煙に成功できるような支援体制の整備や、受動喫煙防止のための無煙環境づくりの促進に努めます。 ▶ ×

4)
自殺対策の強化を図るため、福祉・教育・就労・保健など各分野の関係機関や団体との連携を強化することにより総合的な対策を推進する
とともに、地域レベルの実践的な取組を進めます。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない
（評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

成人保健事業の推進 × × × × -

- - - 3.0

3.0

- - - - #DIV/0!

母子保健事業の推進 × B - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

97.8 98.0 98.0

大腸がん検診受診率…② ％
29.2

（2013年度）
所管外

４か月児健康診査受診率…① ％
97.3

（2013年度）
98.1 97.5 97.7

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　ライフステージに応じた疾病予防と健康増進を図り、市民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組める環境を目指します。

「施策の目標」の実現状況

女性の健康は心身の状態が人生の各段階に応じて変化するという特性があることから、思春期、妊娠、出産、子育てのライフステージに応じた身体的、精神的な悩みに対して相
談に応じることで、自らの健康課題に対応できるようになることを目指し相談事業を行っている。また、妊娠期から正しい知識の普及と育児不安の軽減が図られるように新生児・妊
産婦訪問を行い、新生児の発育、栄養、疾病予防並びに妊娠、出産に支障を及ぼすおそれがある疾病、産褥期の健康管理、家庭環境について適切な指導を行っている。さらに４
か月、１０か月、１歳７か月、３歳６か月の発達の節目にあたる乳幼児に対して健康診査を行い、乳幼児の心身の安らかな発達の促進と健康の保持増進、保護者の育児を支援し
ている。
４か月健康診査は市内医療機関で行っており、疾病の早期発見、早期治療、早期療育を行いさらに養育者に対して育児相談を行い育児不安の軽減、虐待予防を図っている。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

少子化の進行等社会情勢の変化に伴い、家庭や地域の子育て力は以前より低下し母親の育児に対する孤立感や疲労感、不安感が増大し支援を必要とする妊婦や保護者が増
加している。乳幼児の成長・母乳育児等の不安を身近な場所で気軽に相談できる体制を整え、育児不安感・負担感が引き起こす乳幼児への虐待を防止するとともに早期支援に
つなげる。
　また乳児期は生涯を通じて最も成長が速やかな時期であり、乳児を取り巻く環境は重要な役割を果たすことから、保護者に対して母乳や育児相談、発育・発達相談、乳児の身
体計測などを行う。さらに未受診者に対して家庭訪問等を実施し児の発達・発育状態を確認し育児支援を行っている。

指標の実績及び見込み

施策 3−06−01 健康づくりの推進

関連個別計画 奈良市21健康づくり ／ 奈良市母子保健計画

施策の目標

部 名 健康医療部 課 名 母子保健課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 母子保健事業の推進

②

4)
自殺対策の強化を図るため、福祉・教育・就労・保健など各分野の関係機関や団体との連携を強化することにより総合的な対策を推進する
とともに、地域レベルの実践的な取組を進めます。 ▶ ×

3) 禁煙を望む人が禁煙に成功できるような支援体制の整備や、受動喫煙防止のための無煙環境づくりの促進に努めます。 ▶ ×

2) がん検診等の受診率向上を目指し、個別検診化等の受診しやすい体制づくりや、がん予防の知識普及を行います。 ▶ ×

1)
運動習慣づくりや食生活改善、禁煙等生活習慣病発症の予防を目的とした健康教育・健康相談など身近な保健サービスを提供し、一人ひ
とりの健康づくりを支援するほか、市民・民間・行政が一体となって健康づくりに取り組む体制づくりを行います。 ▶ ×

成人保健事業の推進

2)
思春期及び妊娠中からの母体と胎児の健康の保持増進や乳幼児の心身の安らかな発達の促進と保護者の育児不安の軽減を図るため、
各種健康診査や健康教室・相談による切れ目のない支援体制の構築を目指します。 ▶ B

1) 予防接種事業の一層の充実を図るとともに、新たな予防接種についても対応を強化し、感染症の予防に努めます。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

C
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

成人保健事業の推進 × × × C -

- - - #DIV/0!

2.0

- - - - 2.0

母子保健事業の推進 × × - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

大腸がん検診受診率…② ％
29.2

（2013年度）
所管外

４か月児健康診査受診率…① ％
97.3

（2013年度）
所管外

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　ライフステージに応じた疾病予防と健康増進を図り、市民一人ひとりが主体的に健康づくりに取り組める環境を目指します。

「施策の目標」の実現状況

 平成31年3月に「いのち支える奈良市自殺対策計画」を策定した。自殺予防対策として、こころの健康相談、いのちの電話協会と協力した相談支援や啓発活動等の実施し、また、
自殺対策の一環として、市職員研修会や市民研修会を開催した。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　平成30年度に策定した、「いのち支える奈良市自殺対策計画」において、誰もが自殺に追い込まれない奈良市を目指すために、市職員や民生委員を中心にゲートキーパーの養
成を進め、地域にこころの健康見守り隊を養成する。そのために、市民や民生委員の関心を高めるため市民向けの自殺対策研修会を開催し、ゲートキーパーの養成を進めてい
く。

指標の実績及び見込み

施策 3−06−01 健康づくりの推進

関連個別計画 奈良市21健康づくり ／ 奈良市母子保健計画

施策の目標

部 名 健康医療部 課 名 保健予防課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 母子保健事業の推進

②

4)
自殺対策の強化を図るため、福祉・教育・就労・保健など各分野の関係機関や団体との連携を強化することにより総合的な対策を推進する
とともに、地域レベルの実践的な取組を進めます。 ▶ C

3) 禁煙を望む人が禁煙に成功できるような支援体制の整備や、受動喫煙防止のための無煙環境づくりの促進に努めます。 ▶ ×

2) がん検診等の受診率向上を目指し、個別検診化等の受診しやすい体制づくりや、がん予防の知識普及を行います。 ▶ ×

1)
運動習慣づくりや食生活改善、禁煙等生活習慣病発症の予防を目的とした健康教育・健康相談など身近な保健サービスを提供し、一人ひ
とりの健康づくりを支援するほか、市民・民間・行政が一体となって健康づくりに取り組む体制づくりを行います。 ▶ ×

成人保健事業の推進

2)
思春期及び妊娠中からの母体と胎児の健康の保持増進や乳幼児の心身の安らかな発達の促進と保護者の育児不安の軽減を図るため、
各種健康診査や健康教室・相談による切れ目のない支援体制の構築を目指します。 ▶ ×

1) 予防接種事業の一層の充実を図るとともに、新たな予防接種についても対応を強化し、感染症の予防に努めます。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

部 名 健康医療部 課 名 医療政策課

C
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

疾病対策の充実 × × × × -

- #DIV/0!食の安全確保 × × × - - - - -

- - - 2.0

2.0

- - - - #DIV/0!

健康危機管理体制の充実 C × × - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

15.0

食品関係営業施設監視件数…③ 件
3,585

（2013年度）
所管外

結核新登録患者罹患率（人口10万対）…② －
18.1

（2013年）
所管外

4,000

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　保健所機能を強化することにより健康危機発生の未然防止に努めるとともに、有事に備えた健康危機管理体制を整備し、市民が健康で安心して暮らせるまちを目指します。

「施策の目標」の実現状況

奈良市保健所健康危機管理地域連絡会議を毎年度開催し、警察、消防、医師会等の関係機関と種々の健康危機発生時における保健所と関係機関との連携について情報共有
を行った。健康危機管理における課題の共有に努めている。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

健康危機発生時に迅速な対応をするため、具体的な事例研究による協力体制の強化を図る。

指標の実績及び見込み

施策 3−06−02 健康危機管理

関連個別計画 奈良市食品衛生監視指導計画 ／ 奈良市新型インフルエンザ等対策行動計画

施策の目標

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 健康危機管理体制の充実

②

③

3) 一般消費者及び食品事業者への食品衛生思想の普及啓発に努めます。 ▶ ×

2) 「奈良市食品衛生監視指導計画」を年度ごとに作成し、社会の情勢及び地域の実情に応じた監視指導を行います。 ▶ ×

食の安全確保

1) 食生活を取り巻く環境の著しい変化に対応した食品衛生に関する監視指導を実施し、食品の安全性を確保します。 ▶ ×

4) 難病をもつ人やその家族が安心して療養できるように、医療体制の充実・レスパイト入院施設の確保等に努めます。 ▶ ×

2)
結核、腸管出血性大腸菌感染症(Ｏ157)、エイズ等感染症の予防とまん延を防止するため、予防啓発に努めるとともに、人権に配慮した検
査・相談体制の充実を図ります。 ▶ ×

3) 医療が必要な精神疾患患者を速やかに医療につなぐとともに、再発を防止するための活動を実施します。 ▶ ×

3) 健康危機管理に関する衛生、環境に係る機器の整備を図るとともに、迅速かつ的確な検査体制の構築に努めます。 ▶ ×
疾病対策の充実

1) 新型インフルエンザや新感染症の発生に備えて、健康危機管理体制の整備を図ります。 ▶ ×

2) 医療機関、医薬品・医療機器等取扱店舗への立入検査等の指導業務を計画的に行います。 ▶ ×

1) 健康危機管理の拠点として、所内の健康危機管理体制の整備と、保健・医療・福祉における関係機関との連携強化を図ります。 ▶ C

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

部 名 健康医療部　保健所 課 名 保健・環境検査課

C
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

疾病対策の充実 × × × × -

- #DIV/0!食の安全確保 × × × - - - - -

- - - 2.0

2.0

- - - - #DIV/0!

健康危機管理体制の充実 × × C - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

15.0

食品関係営業施設監視件数…③ 件
3,585

（2013年度）
所管外

結核新登録患者罹患率（人口10万対）…② －
18.1

（2013年）
所管外

4,000

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　保健所機能を強化することにより健康危機発生の未然防止に努めるとともに、有事に備えた健康危機管理体制を整備し、市民が健康で安心して暮らせるまちを目指します。

「施策の目標」の実現状況

　平常時の衛生検査に加えて、健康危機発生時にも対応できる迅速かつ的確な検査体制の整備に努めたが、概ね検査体制の維持はできたものの、検査機器の拡充や新規導入
については計画通りには進まなかった。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　厳しい財政状況の中、検査機器の拡充や新規導入については難しい。今後は限られた財源の中、引き続きこの検査体制が維持できるよう計画を図る。

指標の実績及び見込み

施策 3−06−02 健康危機管理

関連個別計画 奈良市食品衛生監視指導計画 ／ 奈良市新型インフルエンザ等対策行動計画

施策の目標

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 健康危機管理体制の充実

②

③

3) 一般消費者及び食品事業者への食品衛生思想の普及啓発に努めます。 ▶ ×

2) 「奈良市食品衛生監視指導計画」を年度ごとに作成し、社会の情勢及び地域の実情に応じた監視指導を行います。 ▶ ×

食の安全確保

1) 食生活を取り巻く環境の著しい変化に対応した食品衛生に関する監視指導を実施し、食品の安全性を確保します。 ▶ ×

4) 難病をもつ人やその家族が安心して療養できるように、医療体制の充実・レスパイト入院施設の確保等に努めます。 ▶ ×

2)
結核、腸管出血性大腸菌感染症(Ｏ157)、エイズ等感染症の予防とまん延を防止するため、予防啓発に努めるとともに、人権に配慮した検
査・相談体制の充実を図ります。 ▶ ×

3) 医療が必要な精神疾患患者を速やかに医療につなぐとともに、再発を防止するための活動を実施します。 ▶ ×

3) 健康危機管理に関する衛生、環境に係る機器の整備を図るとともに、迅速かつ的確な検査体制の構築に努めます。 ▶ C
疾病対策の充実

1) 新型インフルエンザや新感染症の発生に備えて、健康危機管理体制の整備を図ります。 ▶ ×

2) 医療機関、医薬品・医療機器等取扱店舗への立入検査等の指導業務を計画的に行います。 ▶ ×

1) 健康危機管理の拠点として、所内の健康危機管理体制の整備と、保健・医療・福祉における関係機関との連携強化を図ります。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

部 名 健康医療部 課 名 保健衛生課

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

疾病対策の充実 × × × × -

- 4.0食の安全確保 A A A - - - - -

- - - 3.0

3.8

- - - - #DIV/0!

健康危機管理体制の充実 × B × - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

15.0

食品関係営業施設監視件数…③ 件
3,585

（2013年度）
3,649 4,315 4,043 4,000

結核新登録患者罹患率（人口10万対）…② －
18.1

（2013年）
所管外

4,000 4,000

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　保健所機能を強化することにより健康危機発生の未然防止に努めるとともに、有事に備えた健康危機管理体制を整備し、市民が健康で安心して暮らせるまちを目指します。

「施策の目標」の実現状況

「奈良市食品衛生監視指導計画」を年度ごとに作成し、社会の情勢及び地域の実情に応じた監視指導を行っている。平成30年6月に食品衛生法が改正され、原則、全ての食品等
事業者に対して、国際標準の「ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生管理」が義務付けられることになった。現在、食品等事業者の理解を促進させるよう普及推進に努めている。ま
た、食品の安全性を確保するために、収去検査及び食品衛生講習会等を行うことにより、市民の健康保持に繋げる。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

平成30年6月に食品衛生法が改正され、「ＨＡＣＣＰ（ハサップ）に沿った衛生管理」の義務付け、また、営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設等が行われることになった。現
在、奈良市には１１，０００余りの食品関係営業施設があることから、年次的に普及推進を図り、食品等事業者の理解を促進させる。新制度に対応するため、新たな人員の確保や
一層の専門的な知識の向上に努める必要がある。

指標の実績及び見込み

施策 3−06−02 健康危機管理

関連個別計画 奈良市食品衛生監視指導計画 ／ 奈良市新型インフルエンザ等対策行動計画

施策の目標

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 健康危機管理体制の充実

②

③

3) 一般消費者及び食品事業者への食品衛生思想の普及啓発に努めます。 ▶ A

2) 「奈良市食品衛生監視指導計画」を年度ごとに作成し、社会の情勢及び地域の実情に応じた監視指導を行います。 ▶ A

食の安全確保

1) 食生活を取り巻く環境の著しい変化に対応した食品衛生に関する監視指導を実施し、食品の安全性を確保します。 ▶ A

4) 難病をもつ人やその家族が安心して療養できるように、医療体制の充実・レスパイト入院施設の確保等に努めます。 ▶ ×

2)
結核、腸管出血性大腸菌感染症(Ｏ157)、エイズ等感染症の予防とまん延を防止するため、予防啓発に努めるとともに、人権に配慮した検
査・相談体制の充実を図ります。 ▶ ×

3) 医療が必要な精神疾患患者を速やかに医療につなぐとともに、再発を防止するための活動を実施します。 ▶ ×

3) 健康危機管理に関する衛生、環境に係る機器の整備を図るとともに、迅速かつ的確な検査体制の構築に努めます。 ▶ ×
疾病対策の充実

1) 新型インフルエンザや新感染症の発生に備えて、健康危機管理体制の整備を図ります。 ▶ ×

2) 医療機関、医薬品・医療機器等取扱店舗への立入検査等の指導業務を計画的に行います。 ▶ B

1) 健康危機管理の拠点として、所内の健康危機管理体制の整備と、保健・医療・福祉における関係機関との連携強化を図ります。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

1

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

部 名 健康医療部 課 名 保健予防課

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

疾病対策の充実 B B B B -

- #DIV/0!食の安全確保 × × × - - - - -

- - - #DIV/0!

3.0

- - - - 3.0

健康危機管理体制の充実 × × × - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

結核罹患率全国１位の大阪府（大阪市）のベッドタウンであり、市民が感染するリスクが高い。また、結核既感染率が高い高齢者の割合（高齢化率）が増えている。

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

15.9 15.5 15.0

食品関係営業施設監視件数…③ 件
3,585

（2013年度）
所管外

結核新登録患者罹患率（人口10万対）…② －
18.1

（2013年）
15.6 17.1 16.7

4,000

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　保健所機能を強化することにより健康危機発生の未然防止に努めるとともに、有事に備えた健康危機管理体制を整備し、市民が健康で安心して暮らせるまちを目指します。

「施策の目標」の実現状況

結核罹患率（人口10万人対）は、平成23年度の16.3（60人）から平成30年度は16.7（59人）と横ばいである。早期診断できるよう県と合同で医師向け研修会の開催や医療監視説明
会時に啓発を行い、また、高齢者福祉サービス関係者に研修会を実施した。エイズ等対策は、ホームページ等で啓発を図り、また、梅毒の増加に伴い、ＨＩＶ検査と梅毒検査の同
時実施を開始した。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

結核罹患率の低下を継続させるため、今後も結核患者への地域DOTSを強化するとともに、高齢者の関係機関や医療機関に対する結核対策を重点課題として予防対策を進め
る。エイズ等対策は、HIVだけでなく梅毒検査の同時実施を継続する。また、セクシャルマイノリティの人への相談体制の強化、高校へのエイズ予防教育の推進を図る。「奈良市新
型インフルエンザ等対策ガイドライン」に基づき、発生時には関係部局や関係機関と連携し行動できるようマニュアルを作成する。

指標の実績及び見込み

施策 3−06−02 健康危機管理

関連個別計画 奈良市食品衛生監視指導計画 ／ 奈良市新型インフルエンザ等対策行動計画

施策の目標

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 健康危機管理体制の充実

②

③

3) 一般消費者及び食品事業者への食品衛生思想の普及啓発に努めます。 ▶ ×

2) 「奈良市食品衛生監視指導計画」を年度ごとに作成し、社会の情勢及び地域の実情に応じた監視指導を行います。 ▶ ×

食の安全確保

1) 食生活を取り巻く環境の著しい変化に対応した食品衛生に関する監視指導を実施し、食品の安全性を確保します。 ▶ ×

4) 難病をもつ人やその家族が安心して療養できるように、医療体制の充実・レスパイト入院施設の確保等に努めます。 ▶ B

2)
結核、腸管出血性大腸菌感染症(Ｏ157)、エイズ等感染症の予防とまん延を防止するため、予防啓発に努めるとともに、人権に配慮した検
査・相談体制の充実を図ります。 ▶ B

3) 医療が必要な精神疾患患者を速やかに医療につなぐとともに、再発を防止するための活動を実施します。 ▶ B

3) 健康危機管理に関する衛生、環境に係る機器の整備を図るとともに、迅速かつ的確な検査体制の構築に努めます。 ▶ ×
疾病対策の充実

1) 新型インフルエンザや新感染症の発生に備えて、健康危機管理体制の整備を図ります。 ▶ B

2) 医療機関、医薬品・医療機器等取扱店舗への立入検査等の指導業務を計画的に行います。 ▶ ×

1) 健康危機管理の拠点として、所内の健康危機管理体制の整備と、保健・医療・福祉における関係機関との連携強化を図ります。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

防災意識の高揚 B B B - -

- 3.5

国民保護体制の整備 B - - - - - -

地域防災体制の充実 A B A B × - - -

- - - #DIV/0!

3.3

- - - - 3.0

- - 3.0

災害に強い都市基盤の整備 × × - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

100.0自主防災組織結成率 …② ％
97.9

（2013年度）
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

指標の目標値が達成できない理由

95.0

特定既存耐震不適格建築物の耐震化率 …① ％
87.6

（2014年度）
所管外

住宅の耐震化率 …① ％
79.6

（2014年度）
所管外

90.0

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　東日本大震災の発生を受け、地震、風水害などの災害に強い都市基盤の整備、災害発生時の対策体制の整備・強化、市民の防災及び災害発生時対応等の意識や関心の高
揚に努め、被害を最小限に抑制し迅速な復興を目指す、総合的な危機管理体制の整備促進を図ります。
　地震による人的被害の減少に向け、住宅・特定既存耐震不適格建築物や災害時の防災拠点となる市本庁舎の耐震性の強化を進め、災害に強い安全なまちづくりを推進しま
す。

「施策の目標」の実現状況

自主防災組織結成促進の取組により、自主防災組織結成率100％を達成するとともに、年間を通じて数多くの団体で防災講話を実施することで、地域における防災意識を高揚し
た。また、自主防災組織と防災訓練を共同で実施することにより、自助・共助の重要性も認識され、各地域の自主的な防災活動を促進することができた。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

今後、いつ起こるかもわからない災害に備えるため、自主防災組織の強化を図る必要がある。そのためには、組織への若年層や女性の加入率を向上させ、さらに組織を活性化
することが重要であり、現在の取組を継続・発展させていく。
また、災害発生時の市の対応力を強化させるために、庁内各部局、職員の防災意識を高揚させ、盤石な災害対策体制の確立を目指す。

指標の実績及び見込み

施策 4−01−01 総合的な危機管理

関連個別計画 奈良市耐震改修促進計画 ／ 奈良市地域防災計画 ／ 奈良市国民保護計画

施策の目標

部 名 危機管理監 課 名 危機管理課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 災害に強い都市基盤の整備

②

③

④

1) 武力攻撃事態等から市民の生命、身体及び財産を守るため、「奈良市国民保護計画」に基づき、啓発・支援体制の充実を図ります。 ▶ B

国民保護体制の整備

5)
災害時の防災拠点となる市庁舎に必要な機能や規模について検討し、「市庁舎のあるべき姿」についての基本構想や耐震化に向けての計
画を策定します。 ▶ ×

4)
食糧、毛布、簡易トイレなど備蓄物資の充実と適正な備蓄体制の整備を図るとともに、流通備蓄協定の促進や他都市との災害時応援協定
などの連携強化を図ります。 ▶ B

3)
迅速な救援・復旧活動を行うため、地域の避難行動要支援者状況の把握を支援するとともに、自主防災組織、ＮＰＯ団体等との連携を強化
し、即応性のある災害対策体制づくりを推進します。 ▶ A

2) 同報系及び移動系防災行政無線等を活用し、迅速かつ的確な情報収集及び情報伝達に努めます。 ▶ B

地域防災体制の充実

1) 「奈良市地域防災計画」の充実を図るとともに、災害発生時の対応として、庁内災害対策組織を整備し、支援体制の強化を進めます。 ▶ A

3)
各地域における防災マップの作成や避難場所の周知、親子・家族で参加できる防災訓練等、学校・地域が一体となった自主防災活動への
支援を行います。 ▶ B

2)
自主防災組織の結成率向上、子育て世代の加入促進など組織強化への支援、防災士の育成支援等、組織体制の充実・活性化に努め、防
災意識の高揚を図ります。 ▶ B

1)
各種広報媒体を通じた広報・啓発活動や学校・地域・防災センター等の連携強化、防災講話・防災訓練の開催などにより、防災に関する知
識の普及と防災意識の高揚を図ります。 ▶ B

防災意識の高揚

2)
急傾斜地崩壊危険箇所・地すべり危険箇所において、崩落の兆候がある箇所や崩落が発生した箇所の対策については、関係機関と連携
して取り組みます。 ▶ ×

1)
既存木造住宅の耐震診断及び耐震改修並びに特定既存耐震不適格建築物の耐震診断の普及を通じて市民意識の向上を図り、建築物の
耐震化を促進します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

C
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

防災意識の高揚 × × × - -

- 2.0

国民保護体制の整備 × - - - - - -

地域防災体制の充実 × × × × C - - -

- - - #DIV/0!

2.0

- - - - #DIV/0!

- - #DIV/0!

災害に強い都市基盤の整備 × × - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

100.0自主防災組織結成率 …② ％
97.9

（2013年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

95.0

特定既存耐震不適格建築物の耐震化率 …① ％
87.6

（2014年度）
所管外

住宅の耐震化率 …① ％
79.6

（2014年度）
所管外

90.0

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　東日本大震災の発生を受け、地震、風水害などの災害に強い都市基盤の整備、災害発生時の対策体制の整備・強化、市民の防災及び災害発生時対応等の意識や関心の高
揚に努め、被害を最小限に抑制し迅速な復興を目指す、総合的な危機管理体制の整備促進を図ります。
　地震による人的被害の減少に向け、住宅・特定既存耐震不適格建築物や災害時の防災拠点となる市本庁舎の耐震性の強化を進め、災害に強い安全なまちづくりを推進しま
す。

「施策の目標」の実現状況

本庁舎の耐震改修に向けた「奈良市本庁舎耐震改修その他工事に伴う実施設計業務」を委託中である。新庁舎建替え案との比較検討を行い、議会に向けた説明会などを実施し
てきたが、当初計画より遅れが出ており早期の実施設計完了に向けて取り組んでいる。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

災害時における防災拠点として一刻も早く本庁舎の耐震改修を行う必要があるため、実施設計を早期に完了し、令和２年度末の耐震改修工事完了に向けた取り組みを行う。

指標の実績及び見込み

施策 4−01−01 総合的な危機管理

関連個別計画 奈良市耐震改修促進計画 ／ 奈良市地域防災計画 ／ 奈良市国民保護計画

施策の目標

部 名 総務部 課 名 資産経営課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 災害に強い都市基盤の整備

②

③

④

1) 武力攻撃事態等から市民の生命、身体及び財産を守るため、「奈良市国民保護計画」に基づき、啓発・支援体制の充実を図ります。 ▶ ×

国民保護体制の整備

5)
災害時の防災拠点となる市庁舎に必要な機能や規模について検討し、「市庁舎のあるべき姿」についての基本構想や耐震化に向けての計
画を策定します。 ▶ C

4)
食糧、毛布、簡易トイレなど備蓄物資の充実と適正な備蓄体制の整備を図るとともに、流通備蓄協定の促進や他都市との災害時応援協定
などの連携強化を図ります。 ▶ ×

3)
迅速な救援・復旧活動を行うため、地域の避難行動要支援者状況の把握を支援するとともに、自主防災組織、ＮＰＯ団体等との連携を強化
し、即応性のある災害対策体制づくりを推進します。 ▶ ×

2) 同報系及び移動系防災行政無線等を活用し、迅速かつ的確な情報収集及び情報伝達に努めます。 ▶ ×

地域防災体制の充実

1) 「奈良市地域防災計画」の充実を図るとともに、災害発生時の対応として、庁内災害対策組織を整備し、支援体制の強化を進めます。 ▶ ×

3)
各地域における防災マップの作成や避難場所の周知、親子・家族で参加できる防災訓練等、学校・地域が一体となった自主防災活動への
支援を行います。 ▶ ×

2)
自主防災組織の結成率向上、子育て世代の加入促進など組織強化への支援、防災士の育成支援等、組織体制の充実・活性化に努め、防
災意識の高揚を図ります。 ▶ ×

1)
各種広報媒体を通じた広報・啓発活動や学校・地域・防災センター等の連携強化、防災講話・防災訓練の開催などにより、防災に関する知
識の普及と防災意識の高揚を図ります。 ▶ ×

防災意識の高揚

2)
急傾斜地崩壊危険箇所・地すべり危険箇所において、崩落の兆候がある箇所や崩落が発生した箇所の対策については、関係機関と連携
して取り組みます。 ▶ ×

1)
既存木造住宅の耐震診断及び耐震改修並びに特定既存耐震不適格建築物の耐震診断の普及を通じて市民意識の向上を図り、建築物の
耐震化を促進します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

1

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

建築指導課

関連個別計画 奈良市耐震改修促進計画 ／ 奈良市地域防災計画 ／ 奈良市国民保護計画

施策の目標

　東日本大震災の発生を受け、地震、風水害などの災害に強い都市基盤の整備、災害発生時の対策体制の整備・強化、市民の防災及び災害発生時対応等の意識や関心の高
揚に努め、被害を最小限に抑制し迅速な復興を目指す、総合的な危機管理体制の整備促進を図ります。
　地震による人的被害の減少に向け、住宅・特定既存耐震不適格建築物や災害時の防災拠点となる市本庁舎の耐震性の強化を進め、災害に強い安全なまちづくりを推進しま
す。

「施策の目標」の実現状況

施策 4−01−01 総合的な危機管理 部 名 都市整備部 課 名

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度

「奈良市耐震改修促進計画」の目標を達成するため、昭和56年５月31日以前の耐震設計基準（旧耐震設計基準）に基づいて建築された既存住宅、特定既存耐震不適格建築物の
耐震診断及び耐震改修工事の助成を 行い、目標策定時より、住宅６．４％、特定既存耐震不適格建築物７．４％の耐震化率増となる見込みである。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

住宅相談窓口や市の広報媒体を活用し、建物所有者等への周知に努めると共に、各種補助制度の内容見直しや創設を検討し、耐震化の向上を図る。

指標の実績及び見込み

No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位
策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

85.3 86.0 95.0

特定既存耐震不適格建築物の耐震化率 …① ％
87.6

（2014年度）
92.1 92.7 92.8 92.9

住宅の耐震化率 …① ％
79.6

（2014年度）
83.2 83.9 84.6

93.0 90.0

No.

建築物の耐震化については、法的な強制力がないことから、建物所有者の意志によるところが大きく、建替え、耐震改修を行う際の費用がかかることや社会経済情勢の
変化に大きく影響されることから耐震化の促進は容易ではない。

施策の展開方向の評価（一覧）

100.0自主防災組織結成率 …② ％
97.9

（2013年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

災害に強い都市基盤の整備 C × - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - 2.0

2.0

- - - - #DIV/0!防災意識の高揚 × × × - -

- #DIV/0!

国民保護体制の整備 × - - - - - -

地域防災体制の充実 × × × × × - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - #DIV/0!

C
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 災害に強い都市基盤の整備

②

③

④

1)
既存木造住宅の耐震診断及び耐震改修並びに特定既存耐震不適格建築物の耐震診断の普及を通じて市民意識の向上を図り、建築物の
耐震化を促進します。 ▶ C

2)
急傾斜地崩壊危険箇所・地すべり危険箇所において、崩落の兆候がある箇所や崩落が発生した箇所の対策については、関係機関と連携
して取り組みます。 ▶ ×
防災意識の高揚

1)
各種広報媒体を通じた広報・啓発活動や学校・地域・防災センター等の連携強化、防災講話・防災訓練の開催などにより、防災に関する知
識の普及と防災意識の高揚を図ります。 ▶ ×

3)
各地域における防災マップの作成や避難場所の周知、親子・家族で参加できる防災訓練等、学校・地域が一体となった自主防災活動への
支援を行います。 ▶ ×

2)
自主防災組織の結成率向上、子育て世代の加入促進など組織強化への支援、防災士の育成支援等、組織体制の充実・活性化に努め、防
災意識の高揚を図ります。 ▶ ×

地域防災体制の充実

1) 「奈良市地域防災計画」の充実を図るとともに、災害発生時の対応として、庁内災害対策組織を整備し、支援体制の強化を進めます。 ▶ ×

2) 同報系及び移動系防災行政無線等を活用し、迅速かつ的確な情報収集及び情報伝達に努めます。 ▶ ×

3)
迅速な救援・復旧活動を行うため、地域の避難行動要支援者状況の把握を支援するとともに、自主防災組織、ＮＰＯ団体等との連携を強化
し、即応性のある災害対策体制づくりを推進します。 ▶ ×

4)
食糧、毛布、簡易トイレなど備蓄物資の充実と適正な備蓄体制の整備を図るとともに、流通備蓄協定の促進や他都市との災害時応援協定
などの連携強化を図ります。 ▶ ×

5)
災害時の防災拠点となる市庁舎に必要な機能や規模について検討し、「市庁舎のあるべき姿」についての基本構想や耐震化に向けての計
画を策定します。 ▶ ×
国民保護体制の整備

1) 武力攻撃事態等から市民の生命、身体及び財産を守るため、「奈良市国民保護計画」に基づき、啓発・支援体制の充実を図ります。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　東日本大震災の発生を受け、地震、風水害などの災害に強い都市基盤の整備、災害発生時の対策体制の整備・強化、市民の防災及び災害発生時対応等の意識や関心の高
揚に努め、被害を最小限に抑制し迅速な復興を目指す、総合的な危機管理体制の整備促進を図ります。
　地震による人的被害の減少に向け、住宅・特定既存耐震不適格建築物や災害時の防災拠点となる市本庁舎の耐震性の強化を進め、災害に強い安全なまちづくりを推進しま
す。

「施策の目標」の実現状況

平成30年度に大和田町地内、月ヶ瀬月瀬を急傾斜地崩壊危険区域に指定され事業に着手した。崩落が発生した忍辱山町、丹生町、水間町の3地区においては新たに急傾斜地
崩壊危険区域に指定され、事業化を図る。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

関係機関と連携し、計画的に対策事業を実施していく。

指標の実績及び見込み

施策 4−01−01 総合的な危機管理

関連個別計画 奈良市耐震改修促進計画 ／ 奈良市地域防災計画 ／ 奈良市国民保護計画

施策の目標

部 名 建設部 課 名 河川耕地課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

95.0

特定既存耐震不適格建築物の耐震化率 …① ％
87.6

（2014年度）
所管外

住宅の耐震化率 …① ％
79.6

（2014年度）
所管外

90.0

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

100.0自主防災組織結成率 …② ％
97.9

（2013年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

災害に強い都市基盤の整備 × A - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - 4.0

4.0

- - - - #DIV/0!

- - #DIV/0!

防災意識の高揚 × × × - -

- #DIV/0!

国民保護体制の整備 × - - - - - -

地域防災体制の充実 × × × × × - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 災害に強い都市基盤の整備

②

③

④

2)
急傾斜地崩壊危険箇所・地すべり危険箇所において、崩落の兆候がある箇所や崩落が発生した箇所の対策については、関係機関と連携
して取り組みます。 ▶ A

1)
既存木造住宅の耐震診断及び耐震改修並びに特定既存耐震不適格建築物の耐震診断の普及を通じて市民意識の向上を図り、建築物の
耐震化を促進します。 ▶ ×

防災意識の高揚

1)
各種広報媒体を通じた広報・啓発活動や学校・地域・防災センター等の連携強化、防災講話・防災訓練の開催などにより、防災に関する知
識の普及と防災意識の高揚を図ります。 ▶ ×

2)
自主防災組織の結成率向上、子育て世代の加入促進など組織強化への支援、防災士の育成支援等、組織体制の充実・活性化に努め、防
災意識の高揚を図ります。 ▶ ×

3)
各地域における防災マップの作成や避難場所の周知、親子・家族で参加できる防災訓練等、学校・地域が一体となった自主防災活動への
支援を行います。 ▶ ×
地域防災体制の充実

1) 「奈良市地域防災計画」の充実を図るとともに、災害発生時の対応として、庁内災害対策組織を整備し、支援体制の強化を進めます。 ▶ ×

2) 同報系及び移動系防災行政無線等を活用し、迅速かつ的確な情報収集及び情報伝達に努めます。 ▶ ×

4)
食糧、毛布、簡易トイレなど備蓄物資の充実と適正な備蓄体制の整備を図るとともに、流通備蓄協定の促進や他都市との災害時応援協定
などの連携強化を図ります。 ▶ ×

3)
迅速な救援・復旧活動を行うため、地域の避難行動要支援者状況の把握を支援するとともに、自主防災組織、ＮＰＯ団体等との連携を強化
し、即応性のある災害対策体制づくりを推進します。 ▶ ×

1) 武力攻撃事態等から市民の生命、身体及び財産を守るため、「奈良市国民保護計画」に基づき、啓発・支援体制の充実を図ります。 ▶ ×

国民保護体制の整備

5)
災害時の防災拠点となる市庁舎に必要な機能や規模について検討し、「市庁舎のあるべき姿」についての基本構想や耐震化に向けての計
画を策定します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　東日本大震災の発生を受け、地震、風水害などの災害に強い都市基盤の整備、災害発生時の対策体制の整備・強化、市民の防災及び災害発生時対応等の意識や関心の高
揚に努め、被害を最小限に抑制し迅速な復興を目指す、総合的な危機管理体制の整備促進を図ります。
　地震による人的被害の減少に向け、住宅・特定既存耐震不適格建築物や災害時の防災拠点となる市本庁舎の耐震性の強化を進め、災害に強い安全なまちづくりを推進しま
す。

「施策の目標」の実現状況

　市民だよりやホームページ、ツイッター等のＳＮＳを活用し積極的に防災センターでの防災イベントや応急手当普及啓発講習の広報を実施することにより、平成29年度は17,556
人であった来館者が平成30年度は19,973人と増加し、広く市民に防災意識の高揚を図ることが出来た。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　団体来館者に配慮した施設改修を実施したことにより、各種防災イベント等での来館者を増やし、施設利用者アンケートを活用して施設やイベント内容の改善を実施し、来館者
数20,000人を目標として広く市民に対し防災意識の高揚を啓発していく。

指標の実績及び見込み

施策 4−01−01 総合的な危機管理

関連個別計画 奈良市耐震改修促進計画 ／ 奈良市地域防災計画 ／ 奈良市国民保護計画

施策の目標

部 名 消防局 課 名 消防総務課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

95.0

特定既存耐震不適格建築物の耐震化率 …① ％
87.6

（2014年度）
所管外

住宅の耐震化率 …① ％
79.6

（2014年度）
所管外

90.0

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

100.0自主防災組織結成率 …② ％
97.9

（2013年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

災害に強い都市基盤の整備 × × - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - #DIV/0!

3.0

- - - - 3.0

- - #DIV/0!

防災意識の高揚 B × × - -

- #DIV/0!

国民保護体制の整備 × - - - - - -

地域防災体制の充実 × × × × × - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 災害に強い都市基盤の整備

②

③

④

2)
急傾斜地崩壊危険箇所・地すべり危険箇所において、崩落の兆候がある箇所や崩落が発生した箇所の対策については、関係機関と連携
して取り組みます。 ▶ ×

1)
既存木造住宅の耐震診断及び耐震改修並びに特定既存耐震不適格建築物の耐震診断の普及を通じて市民意識の向上を図り、建築物の
耐震化を促進します。 ▶ ×

防災意識の高揚

1)
各種広報媒体を通じた広報・啓発活動や学校・地域・防災センター等の連携強化、防災講話・防災訓練の開催などにより、防災に関する知
識の普及と防災意識の高揚を図ります。 ▶ B

2)
自主防災組織の結成率向上、子育て世代の加入促進など組織強化への支援、防災士の育成支援等、組織体制の充実・活性化に努め、防
災意識の高揚を図ります。 ▶ ×

3)
各地域における防災マップの作成や避難場所の周知、親子・家族で参加できる防災訓練等、学校・地域が一体となった自主防災活動への
支援を行います。 ▶ ×
地域防災体制の充実

1) 「奈良市地域防災計画」の充実を図るとともに、災害発生時の対応として、庁内災害対策組織を整備し、支援体制の強化を進めます。 ▶ ×

2) 同報系及び移動系防災行政無線等を活用し、迅速かつ的確な情報収集及び情報伝達に努めます。 ▶ ×

4)
食糧、毛布、簡易トイレなど備蓄物資の充実と適正な備蓄体制の整備を図るとともに、流通備蓄協定の促進や他都市との災害時応援協定
などの連携強化を図ります。 ▶ ×

3)
迅速な救援・復旧活動を行うため、地域の避難行動要支援者状況の把握を支援するとともに、自主防災組織、ＮＰＯ団体等との連携を強化
し、即応性のある災害対策体制づくりを推進します。 ▶ ×

1) 武力攻撃事態等から市民の生命、身体及び財産を守るため、「奈良市国民保護計画」に基づき、啓発・支援体制の充実を図ります。 ▶ ×

国民保護体制の整備

5)
災害時の防災拠点となる市庁舎に必要な機能や規模について検討し、「市庁舎のあるべき姿」についての基本構想や耐震化に向けての計
画を策定します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

防火、防災における市民等との協働の推進 A C × × -

× A × 3.7

3.4

- - - - 3.0

消防体制の充実 B A × × ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

×

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

25.0

女性防災クラブ結成数（累計）…② クラブ
21

（2014年度）
所管外 33

市の人口に占める市が行う応急手当普及講習の修了者の割
合 …②

％
19.0

（2013年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

3.0

現場到着時間（救急自動車） …① 分秒
9分18秒
（2013年）

所管外

年間出火率（人口１万人当たりの出火件数） …① 件
3.3

（2013年）
所管外

8分00秒

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　複雑多様化する災害に適切に対応するため、災害に即応できる消防・救助体制、急速な高齢化などに対応できる救急体制その他テロ災害も含め、想定しうる災害に対応できる
体制の整備をはじめ大規模災害発生時などにも対応可能な消防力の総合的な向上を目指します。

「施策の目標」の実現状況

　 災害の複雑多様化、大規模化、広域化、増え続ける市民の消防ニーズに対応するため、消防大学校・消防学校専科教育・総務省実務研修・潜水士養成・玉掛け技能講習・小
型移動式クレーン講習・国際文化研修所に派遣し、職員の知識及び技術の向上を図った。また、救急に対するニーズの増加に対応するために、毎年３名の職員を救急救命研修
所へ派遣し、救命士有資格者の採用と合わせ計画的な養成を図った。
   平成３０年１１月には、市民メディカルラリーを実施し、災害時における消防団員のスキルアップに取り組むと共に、消防団員の担い手を確保するために、事業所の協力を求め
るなど消防団協力事業所を活用した入団促進を図った。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

   消防体制の充実を図るために、職員が最新の消防事情や専門的知識技能を習得出来るよう教育訓練を受ける機会の増加に努めると共に、職員採用時に救急救命士等の各
種有資格者の採用を促進していく。
   また、非常備消防については、「消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律」に基づき、地域防災の中核として欠くことの出来ない消防団の抜本的な強化を図る
ため、消防団活性化大会や消防団協力事業所の活用により、積極的な消防団への加入促進を行っていく。

指標の実績及び見込み

施策 4−01−02 消防・救急救助体制の充実

関連個別計画 ―

施策の目標

部 名 消防局 課 名 消防総務課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 消防体制の充実

②

4)
女性防災クラブとの協働による一般家庭防火訪問（住宅用火災警報器の普及促進と出火防止対策）の実施等防火対策の推進と、自力避
難困難者収容施設への査察の強化を図ります。 ▶ ×

3) 市民を対象とした応急手当普及啓発活動を推進します。 ▶ ×

防火、防災における市民等との協働の推進

1)
行政や地域住民等と消防団が適切な役割分担をしながら相互に連携協力し、地域防災の基盤を確立するとともに、消防団が自主的に推進
する事業の強化を図ります。 ▶ A

9) ドクターカー運用の充実を図るとともに、救急ワークステーションを設置します。 ▶ ×

2) 消防団協力事業所表示制度等を拡充し、消防団体制の充実を図ります。 ▶ C

8) 南海トラフ地震等の大規模災害発生時における緊急消防援助隊や国際緊急援助に即応できる体制維持を図ります。 ▶ A

7) 現場活動上の安全管理の確保及び円滑、効果的な消防活動遂行のための体制づくりを図ります。 ▶ ×

6) 各種災害に対する資器材及び装備の充実を図ります。 ▶ ×

5) 119番通報から、救急車の現場到着までの時間を短縮します。 ▶ ×

3) 庁舎等の資産の有効活用を含め、消防施設の適正配置の検討を行うとともに、老朽化した消防施設の建替えを検討します。 ▶ ×

4)
生駒市と消防指令業務を共同で運用することで、業務の効率化及び施設維持管理費等の削減を図るとともに、大規模災害発生時における
迅速な応援体制の強化を図ります。 ▶ ×

2) 計画的な救急救命士の養成を図ります。 ▶ A

1) 適正な職員数の確保及び適材適所の配置により、指揮隊の運用体制の充実等消防体制の整備を図ります。 ▶ B

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

防火、防災における市民等との協働の推進 × × × × -

A A × 3.6

3.6

- - - - #DIV/0!

消防体制の充実 A × B × ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

B

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

25.0

女性防災クラブ結成数（累計）…② クラブ
21

（2014年度）
所管外 33

市の人口に占める市が行う応急手当普及講習の修了者の割
合 …②

％
19.0

（2013年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

3.0

現場到着時間（救急自動車） …① 分秒
9分18秒
（2013年）

所管外

年間出火率（人口１万人当たりの出火件数） …① 件
3.3

（2013年）
所管外

8分00秒

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　複雑多様化する災害に適切に対応するため、災害に即応できる消防・救助体制、急速な高齢化などに対応できる救急体制その他テロ災害も含め、想定しうる災害に対応できる
体制の整備をはじめ大規模災害発生時などにも対応可能な消防力の総合的な向上を目指します。

「施策の目標」の実現状況

   消防水利における既設消火栓の維持管理を進めると共に、水利不便地への消火栓新設や、既存車両の維持及び老朽化車両の計画的な更新を行うと共に、テロ災害対応など
消防活動に必要な資機材の整備と職員のレベル向上に努めた。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

   常備消防・非常備消防共に、資機材の合理化と計画的な更新を更に進めると共に、現行資機材の整備を確実に実施し、消防力の維持向上に努める。

指標の実績及び見込み

施策 4−01−02 消防・救急救助体制の充実

関連個別計画 ―

施策の目標

部 名 消防局 課 名 消防課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 消防体制の充実

②

4)
女性防災クラブとの協働による一般家庭防火訪問（住宅用火災警報器の普及促進と出火防止対策）の実施等防火対策の推進と、自力避
難困難者収容施設への査察の強化を図ります。 ▶ ×

3) 市民を対象とした応急手当普及啓発活動を推進します。 ▶ ×

防火、防災における市民等との協働の推進

1)
行政や地域住民等と消防団が適切な役割分担をしながら相互に連携協力し、地域防災の基盤を確立するとともに、消防団が自主的に推進
する事業の強化を図ります。 ▶ ×

9) ドクターカー運用の充実を図るとともに、救急ワークステーションを設置します。 ▶ ×

2) 消防団協力事業所表示制度等を拡充し、消防団体制の充実を図ります。 ▶ ×

8) 南海トラフ地震等の大規模災害発生時における緊急消防援助隊や国際緊急援助に即応できる体制維持を図ります。 ▶ A

7) 現場活動上の安全管理の確保及び円滑、効果的な消防活動遂行のための体制づくりを図ります。 ▶ A

6) 各種災害に対する資器材及び装備の充実を図ります。 ▶ B

5) 119番通報から、救急車の現場到着までの時間を短縮します。 ▶ ×

3) 庁舎等の資産の有効活用を含め、消防施設の適正配置の検討を行うとともに、老朽化した消防施設の建替えを検討します。 ▶ B

4)
生駒市と消防指令業務を共同で運用することで、業務の効率化及び施設維持管理費等の削減を図るとともに、大規模災害発生時における
迅速な応援体制の強化を図ります。 ▶ ×

2) 計画的な救急救命士の養成を図ります。 ▶ ×

1) 適正な職員数の確保及び適材適所の配置により、指揮隊の運用体制の充実等消防体制の整備を図ります。 ▶ A

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　複雑多様化する災害に適切に対応するため、災害に即応できる消防・救助体制、急速な高齢化などに対応できる救急体制その他テロ災害も含め、想定しうる災害に対応できる
体制の整備をはじめ大規模災害発生時などにも対応可能な消防力の総合的な向上を目指します。

「施策の目標」の実現状況

火災件数減少を図るため、一般家庭防火訪問、火災予防運動等で住宅用火災警報器の設置、維持、交換等の防火啓発を継続して行った。また、地域特性に応じた住宅防火啓
発を実践できる女性防災クラブとの協働事業を展開するとともに、奈良市女性防災クラブ連合会と連携した研修会等を通じクラブ員の育成を推進した。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

火災件数は、当市も含め全国的にも減少傾向にあるが、人口減少に伴い出火率（人口１万人当たりの火災件数）が上昇している。全国中核市平均（Ｈ３０年にあっては２．６）以下
となることを目標とする。また地域の防火・防災思想の啓発を図るため女性防災クラブ未結成地域におけるクラブ発足を推進する。

指標の実績及び見込み

施策 4−01−02 消防・救急救助体制の充実

関連個別計画 ―

施策の目標

部 名 消防局 課 名 予防課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

2.4 2.3 3.0

現場到着時間（救急自動車） …① 分秒
9分18秒
（2013年）

所管外

年間出火率（人口１万人当たりの出火件数） …① 件
3.3

（2013年）
2.0 1.9 2.7

8分00秒

No.

女性防災クラブ結成には、自治連合会、自主防災組織等の協力及び組織のリーダーとなる人材が不可欠であるため各地域の実情に応じた調整に時間が必要であっ
た。

施策の展開方向の評価（一覧）

25.0

女性防災クラブ結成数（累計）…② クラブ
21

（2014年度）
23 23 24 25 26 33

市の人口に占める市が行う応急手当普及講習の修了者の割
合 …②

％
19.0

（2013年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

消防体制の充実 × × × × ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

× × × × #DIV/0!

3.0

- - - - 3.0防火、防災における市民等との協働の推進 × × × B -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 消防体制の充実

②

2) 計画的な救急救命士の養成を図ります。 ▶ ×

1) 適正な職員数の確保及び適材適所の配置により、指揮隊の運用体制の充実等消防体制の整備を図ります。 ▶ ×

3) 庁舎等の資産の有効活用を含め、消防施設の適正配置の検討を行うとともに、老朽化した消防施設の建替えを検討します。 ▶ ×

4)
生駒市と消防指令業務を共同で運用することで、業務の効率化及び施設維持管理費等の削減を図るとともに、大規模災害発生時における
迅速な応援体制の強化を図ります。 ▶ ×

6) 各種災害に対する資器材及び装備の充実を図ります。 ▶ ×

5) 119番通報から、救急車の現場到着までの時間を短縮します。 ▶ ×

8) 南海トラフ地震等の大規模災害発生時における緊急消防援助隊や国際緊急援助に即応できる体制維持を図ります。 ▶ ×

7) 現場活動上の安全管理の確保及び円滑、効果的な消防活動遂行のための体制づくりを図ります。 ▶ ×

9) ドクターカー運用の充実を図るとともに、救急ワークステーションを設置します。 ▶ ×

2) 消防団協力事業所表示制度等を拡充し、消防団体制の充実を図ります。 ▶ ×

防火、防災における市民等との協働の推進

1)
行政や地域住民等と消防団が適切な役割分担をしながら相互に連携協力し、地域防災の基盤を確立するとともに、消防団が自主的に推進
する事業の強化を図ります。 ▶ ×

3) 市民を対象とした応急手当普及啓発活動を推進します。 ▶ ×

4)
女性防災クラブとの協働による一般家庭防火訪問（住宅用火災警報器の普及促進と出火防止対策）の実施等防火対策の推進と、自力避
難困難者収容施設への査察の強化を図ります。 ▶ B

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　複雑多様化する災害に適切に対応するため、災害に即応できる消防・救助体制、急速な高齢化などに対応できる救急体制その他テロ災害も含め、想定しうる災害に対応できる
体制の整備をはじめ大規模災害発生時などにも対応可能な消防力の総合的な向上を目指します。

「施策の目標」の実現状況

平成30年度末日における修了者数延べ80,829人　令和元年度を含み後期計画が終了する令和2年度末日までの実施期間は2年間　2年間の目標人数の合計は、10,105人
（90,934人－80,829人＝10,105人）
　2年間の年度平均目標人数は、5,053人（10,105人÷2年＝5,053人）
　【H31（目標）】85,880人　23.6％
　【H32（目標）】90,934人　25.0％

「施策の目標」における課題及び今後の方針

ホームページに応急手当講習の年間日程、各種講習種別の内容説明及び必要性等を掲載し、市民だよりにも開催計画を掲載し広報する。普及講習は、各消防署において随時
受付し実施するとともに、市防災センターにおいては定期講習を実施する。また、各種団体や各種事業所等で応急手当の普及活動が行える応急手当普及員を養成する。

指標の実績及び見込み

施策 4−01−02 消防・救急救助体制の充実

関連個別計画 ―

施策の目標

部 名 消防局 課 名 救急課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

3.0

現場到着時間（救急自動車） …① 分秒
9分18秒
（2013年）

所管外

年間出火率（人口１万人当たりの出火件数） …① 件
3.3

（2013年）
所管外

8分00秒

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

25.0

女性防災クラブ結成数（累計）…② クラブ
21

（2014年度）
所管外 33

市の人口に占める市が行う応急手当普及講習の修了者の割
合 …②

％
19.0

（2013年度）
21.1 21.6 22.2 23.6 25.0

指標の目標値が達成できない理由

消防体制の充実 × × × × ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

× × × C 2.0

2.0

- - - - 2.0防火、防災における市民等との協働の推進 × × C × -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

C
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 消防体制の充実

②

2) 計画的な救急救命士の養成を図ります。 ▶ ×

1) 適正な職員数の確保及び適材適所の配置により、指揮隊の運用体制の充実等消防体制の整備を図ります。 ▶ ×

3) 庁舎等の資産の有効活用を含め、消防施設の適正配置の検討を行うとともに、老朽化した消防施設の建替えを検討します。 ▶ ×

4)
生駒市と消防指令業務を共同で運用することで、業務の効率化及び施設維持管理費等の削減を図るとともに、大規模災害発生時における
迅速な応援体制の強化を図ります。 ▶ ×

6) 各種災害に対する資器材及び装備の充実を図ります。 ▶ ×

5) 119番通報から、救急車の現場到着までの時間を短縮します。 ▶ ×

8) 南海トラフ地震等の大規模災害発生時における緊急消防援助隊や国際緊急援助に即応できる体制維持を図ります。 ▶ ×

7) 現場活動上の安全管理の確保及び円滑、効果的な消防活動遂行のための体制づくりを図ります。 ▶ ×

9) ドクターカー運用の充実を図るとともに、救急ワークステーションを設置します。 ▶ C

2) 消防団協力事業所表示制度等を拡充し、消防団体制の充実を図ります。 ▶ ×

防火、防災における市民等との協働の推進

1)
行政や地域住民等と消防団が適切な役割分担をしながら相互に連携協力し、地域防災の基盤を確立するとともに、消防団が自主的に推進
する事業の強化を図ります。 ▶ ×

3) 市民を対象とした応急手当普及啓発活動を推進します。 ▶ C

4)
女性防災クラブとの協働による一般家庭防火訪問（住宅用火災警報器の普及促進と出火防止対策）の実施等防火対策の推進と、自力避
難困難者収容施設への査察の強化を図ります。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

2

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

防火、防災における市民等との協働の推進 × × × × -

× × × 3.5

3.5

- - - - #DIV/0!

消防体制の充実 × × × A B

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

×

No.

救急出場件数が毎年約５％づつ増加しているが救急車台数は増加していないため、結果として現場までの距離が延伸する傾向にあり時間短縮が困難である。
入電から指令までの時間短縮に努めているが活動に必要な最低限の情報収集のため、時間短縮はほぼ限界にきている。

施策の展開方向の評価（一覧）

25.0

女性防災クラブ結成数（累計）…② クラブ
21

（2014年度）
所管外 33

市の人口に占める市が行う応急手当普及講習の修了者の割
合 …②

％
19.0

（2013年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

3.0

現場到着時間（救急自動車） …① 分秒
9分18秒
（2013年）

8分４７秒 8分3０秒 8分30秒 8分2９秒

年間出火率（人口１万人当たりの出火件数） …① 件
3.3

（2013年）
所管外

8分28秒 8分00秒

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　複雑多様化する災害に適切に対応するため、災害に即応できる消防・救助体制、急速な高齢化などに対応できる救急体制その他テロ災害も含め、想定しうる災害に対応できる
体制の整備をはじめ大規模災害発生時などにも対応可能な消防力の総合的な向上を目指します。

「施策の目標」の実現状況

消防通信指令総合システムの効果的な運用により迅速な指令が可能となり、計画策定時に比べ、時間短縮が図れた。また現場活動に有効な情報の付与など現場活動支援に貢
献しあらゆる災害に対し体制の充実が図れた。更に平成28年度から開始した生駒市との通信指令業務共同運用により効率的効果的な指令業務を行い、広域的な情報収集体制
の構築、災害への対応力が強化できた。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

消防通信指令総合システムの効果的な運用により迅速な指令業務が可能となったが、現場活動に必要な情報の収集と迅速性の両立が課題である。システムの機能を効果的に
活用する操作技術面の強化と、効率的な受報のための会話術などソフト面の強化を図り、迅速で的確な指令業務を行っていく。

指標の実績及び見込み

施策 4−01−02 消防・救急救助体制の充実

関連個別計画 ―

施策の目標

部 名 消防局 課 名 指令課 

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 消防体制の充実

②

4)
女性防災クラブとの協働による一般家庭防火訪問（住宅用火災警報器の普及促進と出火防止対策）の実施等防火対策の推進と、自力避
難困難者収容施設への査察の強化を図ります。 ▶ ×

3) 市民を対象とした応急手当普及啓発活動を推進します。 ▶ ×

防火、防災における市民等との協働の推進

1)
行政や地域住民等と消防団が適切な役割分担をしながら相互に連携協力し、地域防災の基盤を確立するとともに、消防団が自主的に推進
する事業の強化を図ります。 ▶ ×

9) ドクターカー運用の充実を図るとともに、救急ワークステーションを設置します。 ▶ ×

2) 消防団協力事業所表示制度等を拡充し、消防団体制の充実を図ります。 ▶ ×

8) 南海トラフ地震等の大規模災害発生時における緊急消防援助隊や国際緊急援助に即応できる体制維持を図ります。 ▶ ×

7) 現場活動上の安全管理の確保及び円滑、効果的な消防活動遂行のための体制づくりを図ります。 ▶ ×

6) 各種災害に対する資器材及び装備の充実を図ります。 ▶ ×

5) 119番通報から、救急車の現場到着までの時間を短縮します。 ▶ B

3) 庁舎等の資産の有効活用を含め、消防施設の適正配置の検討を行うとともに、老朽化した消防施設の建替えを検討します。 ▶ ×

4)
生駒市と消防指令業務を共同で運用することで、業務の効率化及び施設維持管理費等の削減を図るとともに、大規模災害発生時における
迅速な応援体制の強化を図ります。 ▶ A

2) 計画的な救急救命士の養成を図ります。 ▶ ×

1) 適正な職員数の確保及び適材適所の配置により、指揮隊の運用体制の充実等消防体制の整備を図ります。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - #DIV/0!

交通安全施設の整備 A × B - -

- #DIV/0!

街路灯の整備 × - - - - - -

放置自転車対策 × × - - - - - -

- - - 3.7

3.6

- - - - 3.5

交通安全意識の啓発 B A A - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

12,500 14,000 14,000

歩道の整備延長 …② ㎞
27.14

（2013年度）
所管外

交通安全教室参加者数 …① 人
11,333

（2013年度）
11,043 11,803 11,053

28.89

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　交通安全施設の整備、交通安全教育の推進、安全運転意識の向上など人命を大切にする交通安全対策の充実を図るとともに、駅前の美観や交通安全上の障害となる放置自
転車対策に取り組み、道路利用者にとって安全で快適な交通環境の確保に努めることにより、交通事故のない安全で快適に暮らせるまちを目指します。

「施策の目標」の実現状況

小・中学校、幼稚園、保育園、福祉センター等に出向き、学童、園児、保護者、高齢者に対して平成28年度は延べ125回・11,043人、平成29年度は延べ181回・11,803人、平成30年
度は延べ127回・11,053人に交通安全教室を開催した。交通安全教室を通した交通安全教育を実施したことで、学童、園児、保護者、高齢者の交通ルール、マナーの向上を図っ
た。安定運転意識の向上を図るため、可能な限り警察から情報収集をし交通事故情勢に関する分析を実施し、本市の交通事故多発場所である「奈良市内交通事故発生ワースト
箇所」を抽出し、しみんだよりに掲載する等の啓発活動を行った。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

「奈良市内交通事故発生ワースト箇所」における交通事故の発生状況をきめ細かく分析し、分析に基づいた交通事故防止対策（教育、啓発）を行う。併せて、65歳以上の高齢者の
関係する交通事故の比率が続いているため、高齢歩行者等または高齢ドライバーに対する交通安全意識の普及促進を重点的に実施していく。

指標の実績及び見込み

施策 4−01−03 交通安全の確保

関連個別計画 奈良市交通安全計画

施策の目標

部 名 危機管理監 課 名 危機管理課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 交通安全意識の啓発

②

③

④ 街路灯の整備

1) 街路灯の増設及び照度アップにより、道路利用者が安全に安心して通行できる環境づくりに努めます。 ▶ ×

2) 駅周辺の放置自転車の撤去を強化することにより、道路交通の安全と円滑化を図ります。 ▶ ×

放置自転車対策

1) 自転車利用者の利便性を高め、道路交通の安全と円滑化を図るため、民間活力を利用し、駅周辺に自転車駐車場を充実させます。 ▶ ×

3) 交差点等危険な場所には、関係機関と調整して安全対策を講じます。 ▶ B

2) 歩道、防護柵等を設置するなど安全施設の充実及び通園、通学路の整備を推進します。 ▶ ×

交通安全施設の整備

1) 交通事故を未然に防ぐために、交通安全啓発標識の設置及び路面標示事業を推進します。 ▶ A

3) 交通安全指導員により、市民に対して交通安全思想の啓発及び正しい交通道徳の確立を図ります。 ▶ A

2) 交通対策協議会と連携し、交通安全思想の普及と交通安全意識の高揚を図ります。 ▶ A

1)
幼児から高齢者までを対象とした交通安全教室を実施することにより、交通安全意識の向上、正しい交通ルールとマナーの習得・実践及び
歩行者・自転車の交通事故抑止を図ります。 ▶ B

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - #DIV/0!

交通安全施設の整備 × × × - -

- 3.0

街路灯の整備 × - - - - - -

放置自転車対策 B B - - - - - -

- - - #DIV/0!

3.0

- - - - #DIV/0!

交通安全意識の啓発 × × × - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

14,000

歩道の整備延長 …② ㎞
27.14

（2013年度）
所管外

交通安全教室参加者数 …① 人
11,333

（2013年度）
所管外

28.89

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　交通安全施設の整備、交通安全教育の推進、安全運転意識の向上など人命を大切にする交通安全対策の充実を図るとともに、駅前の美観や交通安全上の障害となる放置自
転車対策に取り組み、道路利用者にとって安全で快適な交通環境の確保に努めることにより、交通事故のない安全で快適に暮らせるまちを目指します。

「施策の目標」の実現状況

自転車等放置禁止区域内における放置自転車対策については、放置自転車の移動を継続して行うことにより放置自転車の減少傾向が見られる。また、自転車駐車場の整備は
隣接地にある自転車駐車場の存廃等、周辺の状況もふまえ駐輪台数について関係機関と協議を進めた。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

放置自転車減少のため継続した巡回、指導の取組を進めていく。
利用者が安全に使用できるよう自転車駐車場の適正な維持管理を行う。

指標の実績及び見込み

施策 4−01−03 交通安全の確保

関連個別計画 奈良市交通安全計画

施策の目標

部 名 環境部 課 名 環境政策課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 交通安全意識の啓発

②

③

④ 街路灯の整備

1) 街路灯の増設及び照度アップにより、道路利用者が安全に安心して通行できる環境づくりに努めます。 ▶ ×

2) 駅周辺の放置自転車の撤去を強化することにより、道路交通の安全と円滑化を図ります。 ▶ B

放置自転車対策

1) 自転車利用者の利便性を高め、道路交通の安全と円滑化を図るため、民間活力を利用し、駅周辺に自転車駐車場を充実させます。 ▶ B

3) 交差点等危険な場所には、関係機関と調整して安全対策を講じます。 ▶ ×

2) 歩道、防護柵等を設置するなど安全施設の充実及び通園、通学路の整備を推進します。 ▶ ×

交通安全施設の整備

1) 交通事故を未然に防ぐために、交通安全啓発標識の設置及び路面標示事業を推進します。 ▶ ×

3) 交通安全指導員により、市民に対して交通安全思想の啓発及び正しい交通道徳の確立を図ります。 ▶ ×

2) 交通対策協議会と連携し、交通安全思想の普及と交通安全意識の高揚を図ります。 ▶ ×

1)
幼児から高齢者までを対象とした交通安全教室を実施することにより、交通安全意識の向上、正しい交通ルールとマナーの習得・実践及び
歩行者・自転車の交通事故抑止を図ります。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - #DIV/0!

交通安全施設の整備 × × × - -

- 4.0

街路灯の整備 × - - - - - -

放置自転車対策 A × - - - - - -

- - - #DIV/0!

4.0

- - - - #DIV/0!

交通安全意識の啓発 × × × - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

14,000

歩道の整備延長 …② ㎞
27.14

（2013年度）
所管外

交通安全教室参加者数 …① 人
11,333

（2013年度）
所管外

28.89

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　交通安全施設の整備、交通安全教育の推進、安全運転意識の向上など人命を大切にする交通安全対策の充実を図るとともに、駅前の美観や交通安全上の障害となる放置自
転車対策に取り組み、道路利用者にとって安全で快適な交通環境の確保に努めることにより、交通事故のない安全で快適に暮らせるまちを目指します。

「施策の目標」の実現状況

平成29年度より近鉄大和西大寺駅の南北を結ぶ自由通路（歩行者専用道）の整備を進めており、令和2年度末までの完成を目指す。自由通路が出来ることにより、南北のエレ
ベーターを利用して、自転車も手で押して自由通路を渡れるようになるため、自転車利用者の安全と利便性が向上する。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

南北自由通路の整備を予定通り令和2年度末までに行う。

指標の実績及び見込み

施策 4−01−03 交通安全の確保

関連個別計画 奈良市交通安全計画

施策の目標

部 名 都市整備部 課 名 西大寺駅周辺整備事務所

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 交通安全意識の啓発

②

③

④ 街路灯の整備

1) 街路灯の増設及び照度アップにより、道路利用者が安全に安心して通行できる環境づくりに努めます。 ▶ ×

2) 駅周辺の放置自転車の撤去を強化することにより、道路交通の安全と円滑化を図ります。 ▶ ×

放置自転車対策

1) 自転車利用者の利便性を高め、道路交通の安全と円滑化を図るため、民間活力を利用し、駅周辺に自転車駐車場を充実させます。 ▶ A

3) 交差点等危険な場所には、関係機関と調整して安全対策を講じます。 ▶ ×

2) 歩道、防護柵等を設置するなど安全施設の充実及び通園、通学路の整備を推進します。 ▶ ×

交通安全施設の整備

1) 交通事故を未然に防ぐために、交通安全啓発標識の設置及び路面標示事業を推進します。 ▶ ×

3) 交通安全指導員により、市民に対して交通安全思想の啓発及び正しい交通道徳の確立を図ります。 ▶ ×

2) 交通対策協議会と連携し、交通安全思想の普及と交通安全意識の高揚を図ります。 ▶ ×

1)
幼児から高齢者までを対象とした交通安全教室を実施することにより、交通安全意識の向上、正しい交通ルールとマナーの習得・実践及び
歩行者・自転車の交通事故抑止を図ります。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　交通安全施設の整備、交通安全教育の推進、安全運転意識の向上など人命を大切にする交通安全対策の充実を図るとともに、駅前の美観や交通安全上の障害となる放置自
転車対策に取り組み、道路利用者にとって安全で快適な交通環境の確保に努めることにより、交通事故のない安全で快適に暮らせるまちを目指します。

「施策の目標」の実現状況

　地元要望による街路灯の新設(増設)および既設街路灯のLED化事業による照度アップ等で、道路利用者が安全に安心して通行できる環境づくりに努めた。

＜参考＞地元要望による街路灯新設実績（※開発業者からの引継ぎ等を除く）
　H28(2016)：115灯　H29(2017)：107灯　H30(2018)：100灯　H31(2019)：84灯(見込み)　R2(2020)：84灯(見込み)

「施策の目標」における課題及び今後の方針

指標の実績及び見込み

施策 4−01−03 交通安全の確保

関連個別計画 奈良市交通安全計画

施策の目標

部 名 建設部 課 名 道路維持課

　奈良市における防犯灯クラスの街路灯も、市内で38,000灯を超える灯数が設置されており、自治会からの要望を見ても、これ以上の設置について検討する時期であると考えら
れる。
　今後は以下のようなことも検討したうえ、適正な設置を行う。
　　・新設要望で設置が可能な場所でも、自治会内で不要と思われる街路灯を移設できないか問いかける（不要な街路灯の整理）
　　・ポールで設置している街路灯は、更新時可能なものは電柱共架に変更する（転倒事故解消とコスト削減）
　　・交差点照明の照度アップ（20VA⇒40VA）、車両が通行できないような路地に既設の街路灯の照度ダウン（20VA⇒10VA）
　　・その他、街路灯設置基準に基づく街路灯の適正な設置

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

14,000

歩道の整備延長 …② ㎞
27.14

（2013年度）
所管外

交通安全教室参加者数 …① 人
11,333

（2013年度）
所管外

28.89

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

交通安全意識の啓発 × × × - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - #DIV/0!

4.0

- - - - #DIV/0!交通安全施設の整備 × × × - -

- #DIV/0!

街路灯の整備 A - - - - - -

放置自転車対策 × × - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - 4.0

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 交通安全意識の啓発

②

③

④

2) 交通対策協議会と連携し、交通安全思想の普及と交通安全意識の高揚を図ります。 ▶ ×

1)
幼児から高齢者までを対象とした交通安全教室を実施することにより、交通安全意識の向上、正しい交通ルールとマナーの習得・実践及び
歩行者・自転車の交通事故抑止を図ります。 ▶ ×

交通安全施設の整備

1) 交通事故を未然に防ぐために、交通安全啓発標識の設置及び路面標示事業を推進します。 ▶ ×

3) 交通安全指導員により、市民に対して交通安全思想の啓発及び正しい交通道徳の確立を図ります。 ▶ ×

3) 交差点等危険な場所には、関係機関と調整して安全対策を講じます。 ▶ ×

2) 歩道、防護柵等を設置するなど安全施設の充実及び通園、通学路の整備を推進します。 ▶ ×

放置自転車対策

1) 自転車利用者の利便性を高め、道路交通の安全と円滑化を図るため、民間活力を利用し、駅周辺に自転車駐車場を充実させます。 ▶ ×

2) 駅周辺の放置自転車の撤去を強化することにより、道路交通の安全と円滑化を図ります。 ▶ ×
街路灯の整備

1) 街路灯の増設及び照度アップにより、道路利用者が安全に安心して通行できる環境づくりに努めます。 ▶ A

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

2

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　交通安全施設の整備、交通安全教育の推進、安全運転意識の向上など人命を大切にする交通安全対策の充実を図るとともに、駅前の美観や交通安全上の障害となる放置自
転車対策に取り組み、道路利用者にとって安全で快適な交通環境の確保に努めることにより、交通事故のない安全で快適に暮らせるまちを目指します。

「施策の目標」の実現状況

地元自治会の要望に基づいて、調査・協議・設計を行った。
平成30年度は、歩道改修 1か所、区画線等整備 2,217ｍ、防護柵整備 733ｍを実施した。
また、ゾーン３０については、１か所区画線工L=1,511mを実施した。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

地元自治会の要望等について現地調査及び精査、協議調整を行い早期整備に努めている。
また、通学路の緊急合同点検後学校関係者からの要望が多く出されており、引き続き整備を行っていく。

指標の実績及び見込み

施策 4−01−03 交通安全の確保

関連個別計画 奈良市交通安全計画

施策の目標

部 名 建設部 課 名 道路建設課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

14,000

歩道の整備延長 …② ㎞
27.14

（2013年度）
27.66 27.69 27.73 27.88

交通安全教室参加者数 …① 人
11,333

（2013年度）
所管外

27.98 28.89

No.

用地協力が難しいため。

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

交通安全意識の啓発 × × × - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - #DIV/0!

3.0

- - - - 3.0交通安全施設の整備 B B × - -

- #DIV/0!

街路灯の整備 × - - - - - -

放置自転車対策 × × - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - #DIV/0!

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 交通安全意識の啓発

②

③

④

2) 交通対策協議会と連携し、交通安全思想の普及と交通安全意識の高揚を図ります。 ▶ ×

1)
幼児から高齢者までを対象とした交通安全教室を実施することにより、交通安全意識の向上、正しい交通ルールとマナーの習得・実践及び
歩行者・自転車の交通事故抑止を図ります。 ▶ ×

交通安全施設の整備

1) 交通事故を未然に防ぐために、交通安全啓発標識の設置及び路面標示事業を推進します。 ▶ B

3) 交通安全指導員により、市民に対して交通安全思想の啓発及び正しい交通道徳の確立を図ります。 ▶ ×

3) 交差点等危険な場所には、関係機関と調整して安全対策を講じます。 ▶ ×

2) 歩道、防護柵等を設置するなど安全施設の充実及び通園、通学路の整備を推進します。 ▶ B

放置自転車対策

1) 自転車利用者の利便性を高め、道路交通の安全と円滑化を図るため、民間活力を利用し、駅周辺に自転車駐車場を充実させます。 ▶ ×

2) 駅周辺の放置自転車の撤去を強化することにより、道路交通の安全と円滑化を図ります。 ▶ ×
街路灯の整備

1) 街路灯の増設及び照度アップにより、道路利用者が安全に安心して通行できる環境づくりに努めます。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

部 名 危機管理監 課 名 危機管理課

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

地域防犯活動の促進 B B - - -

- 4.0地域の防犯力の強化 A A - - - - - -

- - - 4.0

3.7

- - - - 3.0

防犯意識の啓発 A A × × -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

300

奈良市防犯教室…①③ 回
11

（2013年度）
8 12 23 50

「子ども安全の日の集い」参加人数 …①② 人
260

（2013年度）
所管外

50 20

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　「奈良市安全安心まちづくり条例」により、安全・安心で快適なまちづくりに関する基本理念を定め、市の責務並びに市民、自治会等及び事業者の役割を明らかにしています。
「奈良市安全安心まちづくり基本計画」での「自らの安全は自ら守る」「地域の安全は地域で守る」「見通しの確保といった環境の整備」の3つの柱を基に防犯意識の高揚を図りま
す。

「施策の目標」の実現状況

「奈良市安全安心まちづくり基本計画」における「自らの安全は自ら守る」・「地域の安全は地域で守る」ことの実現のために、警察ＯＢ等による防犯教室での教育、啓発活動により
市民の防犯意識の高揚を図り、また、警察の協力を得、市内駅周辺の犯罪多発地域等に防犯カメラ設置を行い、自治会等団体に対する防犯カメラ設置補助事業により地域の防
犯力の強化に努めた。特に、特殊詐欺防止対策に注力し、特殊詐欺防止機器購入補助事業や自治会等に特殊詐欺防止呼びかけシートの配布を行った。併せて、犯罪情勢や防
犯対策等についてホームページやＳＮＳ等で情報発信を強化した。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

市民の安全安心の確保の観点から最大の効果をあげられるよう、「奈良市安全安心まちづくり基本計画」に沿った活動を今まで以上に実施していく。さらに、警察と連携のうえ、関
係機関・団体、自主防災組織等のボランティア団体のほか、事業者に対して、各種防犯活動の協力要請を強化するのと併せて当該活動を推進しやすい環境づくりを進め、官民一
体となった防犯力の強化を図る。

指標の実績及び見込み

施策 4−01−04 防犯力の充実

関連個別計画 奈良市安全安心まちづくり基本計画 ／ 奈良市教育振興基本計画

施策の目標

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 防犯意識の啓発

②

③

2)
暴力団員による不当な行為を防止するための広報活動等を推進し、暴力団員による不当な行為についての相談及び不当な行為の防止並
びに被害の救済を図ります。 ▶ A

地域の防犯力の強化

1) 防犯意識の普及及び防犯施策を推進することにより、犯罪や事故等のない明るく住みよい地域社会を推進します。 ▶ A

地域防犯活動の促進

1) 市民の防犯意識の高揚と自主的な防犯体制の充実を図るため、相談支援を実施します。 ▶ B

2) 防犯パトロールを強化することにより、地域の安全安心まちづくりの推進を図ります。 ▶ B

3) 学校・家庭・地域がそれぞれの特性を生かして連携します。 ▶ ×

4) 不審者情報や、警察からの犯罪発生情報を、メールで配信します。 ▶ ×

2) 「奈良市安全安心まちづくり基本計画」に基づき啓発を推進します。 ▶ A

1) 防犯意識を高揚させるため、防犯教室・防犯講演会を実施します。 ▶ A

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

部 名 教育部 課 名 いじめ防止生徒指導課

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

地域防犯活動の促進 × × - - -

- #DIV/0!地域の防犯力の強化 × × - - - - - -

- - - 4.0

4.0

- - - - #DIV/0!

防犯意識の啓発 × A A A -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

300 300 300

奈良市防犯教室…①③ 回
11

（2013年度）
所管外

「子ども安全の日の集い」参加人数 …①② 人
260

（2013年度）
330 315 300

20

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　「奈良市安全安心まちづくり条例」により、安全・安心で快適なまちづくりに関する基本理念を定め、市の責務並びに市民、自治会等及び事業者の役割を明らかにしています。
「奈良市安全安心まちづくり基本計画」での「自らの安全は自ら守る」「地域の安全は地域で守る」「見通しの確保といった環境の整備」の3つの柱を基に防犯意識の高揚を図りま
す。

「施策の目標」の実現状況

　毎年１１月に「子ども安全の日」の集いを開催し、地域や保護者、学校と連携・協力を深めながら学校内外における、子どもたちの安全について講演会等を通じて研修を深めて
いる。
　また、なら子どもサポートネットを通じて、各学校から寄せられた不審者情報をはじめとする、子どもの安心安全に関する情報を配信するとともに、毎月１７日と各学期の始業式
の登校時と終業式の下校時に「なら子ども守り隊」と称して、公用車による青色防犯パトロールを教育委員会の関係各課と連携しながら行うなど、安心安全に関する啓発活動を
行っている。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　様々な機会を活用し、保護者を中心とするなら子どもサポートネットの登録者数を増やし、より多くの方に安心安全に関する情報を配信できるように努めていく。

指標の実績及び見込み

施策 4−01−04 防犯力の充実

関連個別計画 奈良市安全安心まちづくり基本計画 ／ 奈良市教育振興基本計画

施策の目標

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 防犯意識の啓発

②

③

2)
暴力団員による不当な行為を防止するための広報活動等を推進し、暴力団員による不当な行為についての相談及び不当な行為の防止並
びに被害の救済を図ります。 ▶ ×

地域の防犯力の強化

1) 防犯意識の普及及び防犯施策を推進することにより、犯罪や事故等のない明るく住みよい地域社会を推進します。 ▶ ×

地域防犯活動の促進

1) 市民の防犯意識の高揚と自主的な防犯体制の充実を図るため、相談支援を実施します。 ▶ ×

2) 防犯パトロールを強化することにより、地域の安全安心まちづくりの推進を図ります。 ▶ ×

3) 学校・家庭・地域がそれぞれの特性を生かして連携します。 ▶ A

4) 不審者情報や、警察からの犯罪発生情報を、メールで配信します。 ▶ A

2) 「奈良市安全安心まちづくり基本計画」に基づき啓発を推進します。 ▶ A

1) 防犯意識を高揚させるため、防犯教室・防犯講演会を実施します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

施策 4−02−01 環境にやさしい社会の構築

関連個別計画 奈良市環境基本計画 ／ 奈良市地球温暖化対策庁内実行計画 ／ 奈良市地球温暖化対策地域実行計画 ／ 奈良市環境教育基本方針

施策の目標

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み 目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

　一人ひとりが高い環境保全意識をもち、環境に配慮した行動を実践するとともに、あらゆる主体の協働により環境への負荷の少ない社会を目指します。

「施策の目標」の実現状況

　環境基準達成率96％であるのは、布目ダム湖のCODと光化学オキシダントの環境基準未達成による。
　布目ダム湖の水質は、ダムの管理者である水資源機構が管理しており、2017年度のＣＯＤついては、環境基準値3.0に対して3.6となっている。
　また光化学オキシダントは、全国的に見ても環境基準達成率が極めて低く、直近の2017年度データにおいても全国達成率０％であった。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　布目ダム湖のＣＯＤついては、直近10年間を見ると環境基準は超過しているものの、2008年度の4.9から2017年度の3.6と微減している。今後も引き続き水質について情報提供を
受け、著しい悪化がないか注視していく。
　また光化学オキシダントについては、原因の一つに工場・事業場から発生するばい煙も挙げられるため、立入により監視を行っている。しかし、大気汚染物質であるので、広域
的な越境汚染も未達成の原因と考えられる。指標達成のためには、引き続き立入による監視と近隣他府県との連携を図っていく必要がある。

44,200

市内の再生可能エネルギーの導入量 …② kW
25,600

（2014年度）
所管外

市の事務・事業における温室効果ガス排出量 …② t-CO2
47,370

（2013年度）
所管外

47,000

指標の実績及び見込み

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

100環境基準達成度 …③ ％
96

（2013年度）
96 96 96 100 100

指標の目標値が達成できない理由

3

環境保全行動の推進 × × × - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - #DIV/0!

3.0

- - - - #DIV/0!地球温暖化対策の推進 × × × × -

- 3.0監視・調査体制の整備 B B B - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

部 名 健康医療部 課 名 保健・環境検査課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 環境保全行動の推進

②

③

2)
子どもから大人までそれぞれの発達段階に応じた環境教育を推進することにより、一人ひとりが自発的に気付き、学び、行動する心を育成
します。 ▶ ×

1) 市民、事業者、観光客等への啓発を行うことにより、環境への意識を高め、環境保全行動の実践につなげます。 ▶ ×

3) 環境に関する様々な情報を積極的に発信し、情報の共有化を図ります。 ▶ ×
地球温暖化対策の推進

1)
市の事務・事業に関し、温室効果ガスの削減に向けた「奈良市地球温暖化対策庁内実行計画（第3次）」及び「奈良市地球温暖化対策地域
実行計画」に基づき取組を進め、事業者等との連携により市域全体の温室効果ガス排出抑制を図ります。 ▶ ×

2)
温室効果ガス削減のために、省エネルギーの促進、太陽光発電や小水力発電など地域内にある資源からエネルギーを生み出し、地域内
で消費する「エネルギーの地産地消」の取組を進めるとともに、再生可能エネルギーの導入促進について、家庭や事業所等への啓発活動
を推進します。

▶ ×

3)
電気自動車用充電設備等のインフラ整備を通じて低公害車の普及促進を図るとともに、アイドリング・ストップを推進し、自動車から排出さ
れる二酸化炭素や大気汚染物質の排出削減を図ります。 ▶ ×

監視・調査体制の整備

1) 大気、水質、騒音等環境の常時監視や事業場の立入り等により、公害の未然防止に努めます。 ▶ B

4)
奈良市地球温暖化対策地域協議会等を通じ、市民、事業者、行政等あらゆる主体が協働し、環境教育、エコバッグの普及等３Ｒ※２の推進
や公共交通機関の利用促進及び省エネを実践できる仕組みづくりなど温室効果ガスの排出量を削減し、地球温暖化対策の推進に取り組
みます。

▶ ×

3) 関係部署及び関係機関との連携強化を図ります。 ▶ B

2) 新たな環境基準の設定など監視・調査項目の増加に対応できるよう体制整備に努めます。 ▶ B

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

部 名 環境部 課 名 環境政策課

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

地球温暖化対策の推進 C C B B -

- #DIV/0!監視・調査体制の整備 × × × - - - - -

- - - 2.7

2.6

- - - - 2.5

環境保全行動の推進 B B C - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

100環境基準達成度 …③ ％
96

（2013年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

42,555 44,200 44,200

市内の再生可能エネルギーの導入量 …② kW
25,600

（2014年度）
36,750 43,073 46,901 46,950

市の事務・事業における温室効果ガス排出量 …② t-CO2
47,370

（2013年度）
44,236 43,420 44,235

47,000 47,000

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　一人ひとりが高い環境保全意識をもち、環境に配慮した行動を実践するとともに、あらゆる主体の協働により環境への負荷の少ない社会を目指します。

「施策の目標」の実現状況

　環境教育の推進のため、地域で活動する市民団体と連携を図り、市民を対象とした環境出前講座、親子を対象とした自然体験学習や市立小学校の授業の一コマとして環境講
座「ＥＣＯキッズ！ならの子ども」を実施し、子どもから大人まで様々な機会で環境保全意識を高めることができた。
　地球温暖化対策庁内実行計画に基づく省エネルギーや節電の取組が功を奏し、市の事務事業からの温室効果ガスや電気使用量の削減は目標値に近づいてきている。
　健康エコハウス補助事業による家庭への省エネ対策や市民共同発電所補助事業による公共的施設での再生可能エネルギー利用、低公害車タクシーやハイブリッドバス補助事
業による公共交通のエコ化を通して、温室効果ガスの排出割合の多い家庭・業務・運輸部門を中心とした環境負荷低減（温室効果ガスや大気汚染物質の排出削減）に寄与でき
た。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

・持続可能な社会の構築のため、子どもから大人まで幅広い層で環境保全意識の向上を図るため、様々な機会で環境教育を推進していく。
・地球温暖化防止のために市域での温室効果ガス排出削減を進めていくため、市役所が率先して温室効果ガス排出削減の取組を実践し、発信することで、家庭や事業者の取組
促進を図る。
・地域の方々と連携し、地域の資源を活用した再生可能エネルギーの普及促進を行う。

指標の実績及び見込み

施策 4−02−01 環境にやさしい社会の構築

関連個別計画 奈良市環境基本計画 ／ 奈良市地球温暖化対策庁内実行計画 ／ 奈良市地球温暖化対策地域実行計画 ／ 奈良市環境教育基本方針

施策の目標

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 環境保全行動の推進

②

③

3) 関係部署及び関係機関との連携強化を図ります。 ▶ ×

2) 新たな環境基準の設定など監視・調査項目の増加に対応できるよう体制整備に努めます。 ▶ ×

監視・調査体制の整備

1) 大気、水質、騒音等環境の常時監視や事業場の立入り等により、公害の未然防止に努めます。 ▶ ×

4)
奈良市地球温暖化対策地域協議会等を通じ、市民、事業者、行政等あらゆる主体が協働し、環境教育、エコバッグの普及等３Ｒ※２の推進
や公共交通機関の利用促進及び省エネを実践できる仕組みづくりなど温室効果ガスの排出量を削減し、地球温暖化対策の推進に取り組
みます。

▶ B

2)
温室効果ガス削減のために、省エネルギーの促進、太陽光発電や小水力発電など地域内にある資源からエネルギーを生み出し、地域内
で消費する「エネルギーの地産地消」の取組を進めるとともに、再生可能エネルギーの導入促進について、家庭や事業所等への啓発活動
を推進します。

▶ C

3)
電気自動車用充電設備等のインフラ整備を通じて低公害車の普及促進を図るとともに、アイドリング・ストップを推進し、自動車から排出さ
れる二酸化炭素や大気汚染物質の排出削減を図ります。 ▶ B

3) 環境に関する様々な情報を積極的に発信し、情報の共有化を図ります。 ▶ C
地球温暖化対策の推進

1)
市の事務・事業に関し、温室効果ガスの削減に向けた「奈良市地球温暖化対策庁内実行計画（第3次）」及び「奈良市地球温暖化対策地域
実行計画」に基づき取組を進め、事業者等との連携により市域全体の温室効果ガス排出抑制を図ります。 ▶ C

2)
子どもから大人までそれぞれの発達段階に応じた環境教育を推進することにより、一人ひとりが自発的に気付き、学び、行動する心を育成
します。 ▶ B

1) 市民、事業者、観光客等への啓発を行うことにより、環境への意識を高め、環境保全行動の実践につなげます。 ▶ B

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　国際文化観光都市としてふさわしい、清潔で安心・快適な緑あふれる美しいまちづくりを目指します。

「施策の目標」の実現状況

アダプトプログラム推進事業の制度や活動団体を紹介する情報誌「りろぱ」を作成し、大学や公民館に設置したり、ホームページへ掲載することで、多様な世代の市民への周知が
進み、新規団体数が増加している。また、長年地域の美化活動に貢献していただいている方を対象に、平成３０年度から「奈良市クリーン貢献者表彰」を開催し、参加者のさらなる
モチベーションの向上を図っている。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

活動団体や参加者を増やしていく。団体の活動を市が紹介することで、「自分たちのまちは自分たちできれいにしよう」という意識が芽生え、地域コミュニティの再生につながってい
る。その反面、高齢化等が原因となり既存団体数及び既存団体人数が減少しているため、現状活動回数の大幅な増加は困難な状況となっている。今後は参加意欲の向上及び
活動を継続していただくために、インセンティブ施策として、奈良市ポイント制度との連携も検討し、若い世代も関心が持てるような仕組みを構築していきたい。

指標の実績及び見込み

施策 4−03−01 環境美化の推進

関連個別計画 奈良市環境基本計画 ／ 奈良市一般廃棄物処理基本計画

施策の目標

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

2,300 2,350 2,100

美化促進重点地域における路上のごみの回収量 …② kg
2,921.4

（2013年度）
所管外

アダプトプログラム推進事業　団体活動回数…① 回
1,700

（2013年度）
2,135 2,007 2,250

2,170.0

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

27不法投棄警告センサー設置箇所数 …③ 箇所
21

（2014年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

環境美化活動の推進 B - - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - 3.0

3.0

- - - - #DIV/0!ポイ捨て・路上喫煙の防止 × × - - -

- #DIV/0!不法投棄の規制強化 × × - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

部 名 市民部 課 名 地域づくり推進課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 環境美化活動の推進

②

③

ポイ捨て・路上喫煙の防止

1)
美化促進重点地域において市民団体や事業者等と協働して清掃・巡回・啓発を行い、市民、観光客等のポイ捨て防止意識の向上を図ると
ともに、ポイ捨てしにくい環境づくりを推進します。 ▶ ×

1) アダプトプログラム推進事業を実施し、地域のボランティアによる道路、河川等の公共施設の美化活動を支援します。 ▶ B

2) 路上喫煙禁止地域において巡回・指導を行うことにより、喫煙のマナーやモラル意識の向上を図ります。 ▶ ×

1) 不法投棄多発地域に警告センサーを設置します。 ▶ ×

2) 不法投棄防止のための啓発やパトロールによる監視体制を強化します。 ▶ ×

不法投棄の規制強化

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

3

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

部 名 環境部 課 名 まち美化推進課

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

ポイ捨て・路上喫煙の防止 × × - - -

- 3.5不法投棄の規制強化 A B - - - - - -

- - - #DIV/0!

3.5

- - - - #DIV/0!

環境美化活動の推進 × - - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

2018年度に開発により近辺の状況が変化し、不必要となったセンサーを１か所撤去し、また設置予定地は不法投棄がされなくなり、他の不法投棄発生場所については、
人通り及び電源確保の条件に合致しなかったので設置をしなかったため。

施策の展開方向の評価（一覧）

27不法投棄警告センサー設置箇所数 …③ 箇所
21

（2014年度）
23 24 23 24 25

指標の目標値が達成できない理由

2,100

美化促進重点地域における路上のごみの回収量 …② kg
2,921.4

（2013年度）
所管外

アダプトプログラム推進事業　団体活動回数…① 回
1,700

（2013年度）
所管外

2,170.0

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　国際文化観光都市としてふさわしい、清潔で安心・快適な緑あふれる美しいまちづくりを目指します。

「施策の目標」の実現状況

　2017年度までは各年度１か所に不当放棄防止警告センサーの設置をしてきたが、防止センサーを設置していた場所の南側が開発に伴い住宅が立ち並び、それに伴い不法投
棄の減少及び警告音に対する騒音問題が想定され、当該場所のセンサーの撤去を実施した。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　同じ場所に複数回不法投棄がなされていたのが、１路線に複数個所の不法投棄がなされるという状況の変化に対応すべく、不法投棄防止センサーという点での防止策から路線
に複数の監視カメラを設置し、線での防止策が必要であると考え、2019年度からは監視カメラの設置を進めている。

指標の実績及び見込み

施策 4−03−01 環境美化の推進

関連個別計画 奈良市環境基本計画 ／ 奈良市一般廃棄物処理基本計画

施策の目標

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 環境美化活動の推進

②

③

2) 不法投棄防止のための啓発やパトロールによる監視体制を強化します。 ▶ B

不法投棄の規制強化

1) 不法投棄多発地域に警告センサーを設置します。 ▶ A

2) 路上喫煙禁止地域において巡回・指導を行うことにより、喫煙のマナーやモラル意識の向上を図ります。 ▶ ×

ポイ捨て・路上喫煙の防止

1)
美化促進重点地域において市民団体や事業者等と協働して清掃・巡回・啓発を行い、市民、観光客等のポイ捨て防止意識の向上を図ると
ともに、ポイ捨てしにくい環境づくりを推進します。 ▶ ×

1) アダプトプログラム推進事業を実施し、地域のボランティアによる道路、河川等の公共施設の美化活動を支援します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

部 名 環境部 課 名 環境政策課

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

ポイ捨て・路上喫煙の防止 B B - - -

- #DIV/0!不法投棄の規制強化 × × - - - - - -

- - - #DIV/0!

3.0

- - - - 3.0

環境美化活動の推進 × - - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

27不法投棄警告センサー設置箇所数 …③ 箇所
21

（2014年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

2,100

美化促進重点地域における路上のごみの回収量 …② kg
2,921.4

（2013年度）
2,416.7 2,022.4 2,110.8 2,170.0

アダプトプログラム推進事業　団体活動回数…① 回
1,700

（2013年度）
所管外

2,170.0 2,170.0

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　国際文化観光都市としてふさわしい、清潔で安心・快適な緑あふれる美しいまちづくりを目指します。

「施策の目標」の実現状況

年度計画に基づき、計画的に事業を実施している。また、他部署や事業者と協働し、広範な啓発実施等、事業の充実を図った。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

目標達成に向けての着実な進展のため、毎年度の実績に対する傾向・要因を分析するとともに、体制の変化もふまえた効果的な計画を立てつつ、適切な対応をする必要がある。
また、季節的、時期的な面を考慮し、観光客等が多数訪れる時期に合わせて啓発活動を実施する等、より効果的な事業の進め方も検討していく。

指標の実績及び見込み

施策 4−03−01 環境美化の推進

関連個別計画 奈良市環境基本計画 ／ 奈良市一般廃棄物処理基本計画

施策の目標

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 環境美化活動の推進

②

③

2) 不法投棄防止のための啓発やパトロールによる監視体制を強化します。 ▶ ×

不法投棄の規制強化

1) 不法投棄多発地域に警告センサーを設置します。 ▶ ×

2) 路上喫煙禁止地域において巡回・指導を行うことにより、喫煙のマナーやモラル意識の向上を図ります。 ▶ B

ポイ捨て・路上喫煙の防止

1)
美化促進重点地域において市民団体や事業者等と協働して清掃・巡回・啓発を行い、市民、観光客等のポイ捨て防止意識の向上を図ると
ともに、ポイ捨てしにくい環境づくりを推進します。 ▶ B

1) アダプトプログラム推進事業を実施し、地域のボランティアによる道路、河川等の公共施設の美化活動を支援します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

部 名 市民部 課 名 生活環境課

C
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

人と動物が共に暮らせるまちづくりの推進 × - - - -

- 2.0斎苑（火葬場）・墓地の整備 × C - - - - - -

- - - #DIV/0!

2.0

- - - - #DIV/0!

環境衛生関係施設の衛生確保 × - - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

300

狂犬病予防注射数 …② 頭
10,300

（2013年度）
所管外

環境衛生関係施設監視件数 …① 件
214

（2013年度）
所管外

11,000

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　日常生活に密接に関係のある理・美容所、旅館、公衆浴場等の環境衛生関係施設の適正な衛生水準を確保するとともに、人と動物が共に暮らせるまちづくりの推進に努めま
す。また、市民に親しみのもてる周辺環境との調和にも配慮した斎苑（火葬場）、墓地等の施設整備に努めます。

「施策の目標」の実現状況

墓地に対する市民ニーズを把握するため、過去の調査結果について分析を行いながら、近隣市の直近の公営墓地等設置状況等についても情報収集し、今後の方向性について
検討を行った。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

墓地の形態が多様化する中で、最近の市民意識・ニーズや他都市の設置状況等を把握し、人口動態等も考慮しながら、市民の望む墓地形態等について新設も含めた整備方法
を検討していく。

指標の実績及び見込み

施策 4−03−02 生活・環境衛生の向上と増進

関連個別計画 新市建設計画

施策の目標

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 環境衛生関係施設の衛生確保

②

③

2) 墓地の形態が多様化する中で、将来的な市民のニーズに合った市営墓地のあり方について、新設も含めた整備方法を検討します。 ▶ C

斎苑（火葬場）・墓地の整備

1)
現火葬場に代わる新斎苑（火葬場）を、「新市建設計画」に基づき整備します。整備に際しては、最新技術を備えた設備を導入し環境に配慮
します。 ▶ ×

人と動物が共に暮らせるまちづくりの推進

1)
狂犬病に対する認識や動物愛護の意識の高揚に努めるとともに動物の正しい飼い方を啓発し、人と動物が良きパートナーとして共に暮ら
せるまちづくりを推進します。 ▶ ×

1) 経済活動の進展による環境衛生施設の多様な変化に対応して、旅館、公衆浴場、理・美容所等の適正な衛生水準を確保します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

部 名 市民部 課 名 新斎苑建設推進課

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

人と動物が共に暮らせるまちづくりの推進 × - - - -

- 3.0斎苑（火葬場）・墓地の整備 B × - - - - - -

- - - #DIV/0!

3.0

- - - - #DIV/0!

環境衛生関係施設の衛生確保 × - - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

300

狂犬病予防注射数 …② 頭
10,300

（2013年度）
所管外

環境衛生関係施設監視件数 …① 件
214

（2013年度）
所管外

11,000

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　日常生活に密接に関係のある理・美容所、旅館、公衆浴場等の環境衛生関係施設の適正な衛生水準を確保するとともに、人と動物が共に暮らせるまちづくりの推進に努めま
す。また、市民に親しみのもてる周辺環境との調和にも配慮した斎苑（火葬場）、墓地等の施設整備に努めます。

「施策の目標」の実現状況

　基本計画（案）に対するパブリックコメントの意見等を踏まえ、規模や配置等の見直しを行い平成28年11月に基本計画を発表した。また地元住民等の皆様に事業に係る説明会
を行い、奈良国際文化観光都市建設審議会の開催や奈良県との協議を経て、平成29年5月に都市計画決定を行った。その後、プロポーザル方式により事業者を選定し、平成30
年3月に事業契約の本契約の締結に至るとともに、併せて事業用地を取得した。
　平成30年度より関係自治会等の皆様に工事に関する進捗及び状況説明を実施しながら工事に着手。設計業務を進め、市道東部第285号線（鉢伏街道）側では産業廃棄物を処
理し、敷地造成工事を進めている。また、主要地方道奈良名張線側では、岩井川に架設する橋梁と新斎苑までのアクセス道路の整備を進めている。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　当初予定していた令和2年度末の竣工が最大1年程度の遅れとなっており、令和4年春の供用開始に向け確実な進捗管理を図る。

指標の実績及び見込み

施策 4−03−02 生活・環境衛生の向上と増進

関連個別計画 新市建設計画

施策の目標

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 環境衛生関係施設の衛生確保

②

③

2) 墓地の形態が多様化する中で、将来的な市民のニーズに合った市営墓地のあり方について、新設も含めた整備方法を検討します。 ▶ ×

斎苑（火葬場）・墓地の整備

1)
現火葬場に代わる新斎苑（火葬場）を、「新市建設計画」に基づき整備します。整備に際しては、最新技術を備えた設備を導入し環境に配慮
します。 ▶ B

人と動物が共に暮らせるまちづくりの推進

1)
狂犬病に対する認識や動物愛護の意識の高揚に努めるとともに動物の正しい飼い方を啓発し、人と動物が良きパートナーとして共に暮ら
せるまちづくりを推進します。 ▶ ×

1) 経済活動の進展による環境衛生施設の多様な変化に対応して、旅館、公衆浴場、理・美容所等の適正な衛生水準を確保します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

2

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

部 名 健康医療部 課 名 保健衛生課

C
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

人と動物が共に暮らせるまちづくりの推進 C - - - -

- #DIV/0!斎苑（火葬場）・墓地の整備 × × - - - - - -

- - - 3.0

2.5

- - - - 2.0

環境衛生関係施設の衛生確保 B - - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

全国的に犬の登録頭数が減少していることから、狂犬病予防注射を接種する犬の頭数が減少していると考えられる。

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

400 400 300

狂犬病予防注射数 …② 頭
10,300

（2013年度）
10,210 10,214 10,211 10,400

環境衛生関係施設監視件数 …① 件
214

（2013年度）
390 429 510

10,400 11,000

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　日常生活に密接に関係のある理・美容所、旅館、公衆浴場等の環境衛生関係施設の適正な衛生水準を確保するとともに、人と動物が共に暮らせるまちづくりの推進に努めま
す。また、市民に親しみのもてる周辺環境との調和にも配慮した斎苑（火葬場）、墓地等の施設整備に努めます。

「施策の目標」の実現状況

環境衛生関係施設の適正な衛生水準の確保については、監視指導に努め、目標件数を上回る実施状況となった。とりわけ、旅館業等の宿泊施設において、宿泊需要の高まりや
無許可営業に対する市民の関心が高まったことから、重点的な監視指導や啓発を行い、市民及び観光客の安心安全の確保や衛生水準の向上に努めた。
人と動物がともに暮らせるまちづくりの推進については、狂犬病予防注射数を施策目標に掲げたが、厚生労働省の公表に基づく全国的な犬の登録頭数が減少で推移していること
からも、注射を受ける犬自体の頭数が減少していると考えられ、目標を達成することが困難となっている。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

環境衛生関係施設については、引き続き施設の監視指導を行うほか、講習会や啓発活動を通して、さらなる衛生水準の向上に努める。
人と動物が共に暮らせるまちづくりの推進については、市民に広く動物愛護の理念についての理解と関心を深めることに努めることにより、人と動物が共生する社会の実現を目
指す。

指標の実績及び見込み

施策 4−03−02 生活・環境衛生の向上と増進

関連個別計画 新市建設計画

施策の目標

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 環境衛生関係施設の衛生確保

②

③

2) 墓地の形態が多様化する中で、将来的な市民のニーズに合った市営墓地のあり方について、新設も含めた整備方法を検討します。 ▶ ×

斎苑（火葬場）・墓地の整備

1)
現火葬場に代わる新斎苑（火葬場）を、「新市建設計画」に基づき整備します。整備に際しては、最新技術を備えた設備を導入し環境に配慮
します。 ▶ ×

人と動物が共に暮らせるまちづくりの推進

1)
狂犬病に対する認識や動物愛護の意識の高揚に努めるとともに動物の正しい飼い方を啓発し、人と動物が良きパートナーとして共に暮ら
せるまちづくりを推進します。 ▶ C

1) 経済活動の進展による環境衛生施設の多様な変化に対応して、旅館、公衆浴場、理・美容所等の適正な衛生水準を確保します。 ▶ B

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）

193



奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

C
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

ごみの適正処理 C × C - -

- 3.0し尿の適正処理 B - - - - - - -

- - - 3.0

2.5

- - - - 2.0

ごみ減量・リサイクルの促進 B - - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

53,361 53,177 53,700

事業系ごみ排出量…①③ ｔ
41,929

（2013年度）
34,191 34,143 33,691 33,297

家庭系ごみ排出量…① ｔ
60,690

（2013年度）
56,946 56,472 55,784

32,894 37,300

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度

　ごみの２Ｒの推進するための啓発活動を市民団体等と連携・協働して実施することで、家庭系可燃ごみの減量を推進するとともに、処理施設及び最終処分場への負担軽減のた
めに、プラスチック製容器包装のリサイクル及び草木類のチップ化処理を継続している。
あわせて、し尿処理施設から出る汚泥についても、学校等の給食残渣との混合による堆肥化を継続し、焼却ごみの減量を図っている。
また、ごみの排出事業者及び許可業者への指導・啓発を徹底することにより、不適正なごみの搬入を抑制した結果、事業系ごみの大幅な減量を進めることができている。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　循環型社会の実現に向け、更なるごみ減量・リサイクルと適正処理を進めることで、中間処理施設・最終処分場の維持管理費の縮減・延命化を目指す。そのためには、市民に
対しごみ処理への関心を持たせることが必要であるため、引き続きごみ減量啓発、教育の充実をはかっていく。

指標の実績及び見込み

No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位
策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

関連個別計画
奈良市地域循環型社会形成推進地域計画 ／ 奈良市分別収集計画 ／ 奈良市一般廃棄物処理基本計画 ／ 奈良市生活排水処理基本計画 ／
奈良市災害廃棄物処理計画

施策の目標

　廃棄物等の発生抑制、資源の循環的な利用及び適正な処分が確保される循環型社会の形成を推進するとともに、循環型社会に対応した施設等整備を推進します。

「施策の目標」の実現状況

施策 4−04−01 一般廃棄物の処理 部 名 環境部 課 名
廃棄物対策課、リサイクル推進課、収集課、
まち美化推進課、土地改良清美事務所

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① ごみ減量・リサイクルの促進

②

③

1) 堆肥リサイクルを促進することにより、し尿汚泥及び生ごみの減量を図り、循環型社会の形成を推進します。 ▶ B

3)

し尿の適正処理

一般廃棄物の処理については、収集業務の効率化による市民サービスの向上と、中間処理施設（ごみ焼却施設等）や最終処分場（ごみ焼
却灰の埋立地）における計画的かつ適正管理による処理コスト等の削減に努めます。 ▶ C

2)
循環型社会形成を推進するため、環境にやさしく、安全で安心な施設として、また、エネルギーの回収と有効利用のための技術を積極的に
導入した、新しいごみ焼却施設及びリサイクルセンター等の中間処理施設を整備します。 ▶ ×

ごみの適正処理

1) 環境に配慮し、循環型社会に対応した施設等整備を推進します。 ▶ C

1)
ごみの２Ｒ施策に重点を置いた啓発活動として、各種市民団体等と連携・協働した広報及び啓発活動を展開し、家庭系ごみの減量を図りま
す。また、ごみの排出事業者等に対し、関係法令に則った指導・啓発を強化し、不適正なごみの搬入を抑制することにより、事業系ごみの減
量を図ります。

▶ B

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　廃棄物等の発生抑制、資源の循環的な利用及び適正な処分が確保される循環型社会の形成を推進するとともに、循環型社会に対応した施設整備を推進します。

「施策の目標」の実現状況

　広域化や現地建替えを含め、あらゆる手法により問題解決を図るための調査・検討を行ってきた。
　また、この問題を市民全体の問題として考えていただくため、自治連合会において建設候補地の公募や市民集会の開催に取り組んだ。
　広域化については、これまで近隣他都市で開催されていた合同勉強会に本市も参加(2018年2月)。県北部地域5市町の現状把握と情報共有を行い、中間報告書としてとりまとめ
た(2018年12月)。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　事業が進捗する手法を早期に決定し、建設候補地を確定させる必要がある。引き続き、建設計画の現状や進捗状況に併せて、ごみ減量化等ごみ問題全体について市民に考え
ていただくための取組を充実する。
　クリーンセンター建設には莫大な費用が必要になることから、ごみ減量化の推進や将来人口の減少等を踏まえた施設規模の精査に加え、建設後の運営管理等も含めたトータ
ルコストの縮減に向けて検討を進めていく。

指標の実績及び見込み

施策 4−04−01 一般廃棄物の処理

関連個別計画
奈良市地域循環型社会形成推進地域計画 ／ 奈良市分別収集計画 ／ 奈良市一般廃棄物処理基本計画 ／ 奈良市生活排水処理基本計画 ／
奈良市災害廃棄物処理計画

施策の目標

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

53,700

事業系ごみ排出量…①③ ｔ
41,929

（2013年度）
所管外

家庭系ごみ排出量…① ｔ
60,690

（2013年度）
所管外

37,300

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

ごみ減量・リサイクルの促進 × - - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - #DIV/0!

2.0

- - - - 2.0ごみの適正処理 C C × - -

- #DIV/0!し尿の適正処理 × - - - - - -

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

C
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

部 名 環境部 課 名 クリーンセンター建設推進課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

196



④【施策の展開方向の事項の評価】

① ごみ減量・リサイクルの促進

②

③

ごみの適正処理

1) 環境に配慮し、循環型社会に対応した施設整備を推進します。 ▶ C

1)
ごみの２Ｒ施策に重点を置いた啓発活動として、各種市民団体等と連携・協働した広報及び啓発活動を展開し、家庭系ごみの減量を図りま
す。また、ごみの排出事業者等に対し、関係法令に則った指導・啓発を強化し、不適正なごみの搬入を抑制することにより、事業系ごみの減
量を図ります。

▶ ×

し尿の適正処理

1) 堆肥リサイクルを促進することにより、し尿汚泥及び生ごみの減量を図り、循環型社会の形成を推進します。 ▶ ×

3)
一般廃棄物の処理については、収集業務の効率化による市民サービスの向上と、中間処理施設（ごみ焼却施設等）や最終処分場（ごみ焼
却灰の埋立地）における計画的かつ適正管理による処理コスト等の削減に努めます。 ▶ ×

2)
循環型社会形成を推進するため、環境にやさしく、安全で安心な施設として、また、エネルギーの回収と有効利用のための技術を積極的に
導入した、新しいごみ焼却施設及びリサイクルセンター等の中間処理施設を整備します。 ▶ C

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　産業廃棄物の発生抑制と適正な処理の推進を図るとともに、悪質化する不法投棄・不適正処理に対する監視パトロールを強化します。また、建設リサイクルに係る解体工事を
はじめ、建設工事全般のパトロールの充実に努め、分別解体と特定建設資材の再資源化の周知・指導を行います。

「施策の目標」の実現状況

産業廃棄物を多量に排出する事業者に対し、処理計画書の作成及び実施状況報告書の提出を徹底させることで、廃棄物の発生抑制、減量化、リサイクルの推進について一定の
目標達成がされている反面、ここしばらくはパトロール実施件数に対する不適正処理の認知数が増加しており、撤去指導等の対応に追われている状況にある。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

産業廃棄物排出抑制についての啓発を継続することで、リサイクル・減量を推進するとともに、不適正処理の早期認知・指導を徹底することで、今後の不適正処理の発生件数自
体の削減を目指していく。

指標の実績及び見込み

施策 4−04−02 産業廃棄物の処理

関連個別計画 ―

施策の目標

部 名 環境部 課 名 廃棄物対策課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

0.5 0.5 0.5

不適正処理（不法投棄、野外焼却等）件数のパトロール総箇
所数に対する割合 …②

％
2

（2013年度）
6 7 7 3

産業廃棄物の最終処分率 …① ％
0.6

（2013年度）
0.7 0.6 0.8

2 2

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

産業廃棄物の発生抑制 B × - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

- - - - 3.0

2.5

- - - - 2.4産業廃棄物の適正な処理 C C C B B

施策の総合評価 評価 施策の平均点

C
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 産業廃棄物の発生抑制

②

2)
建設リサイクルに係る解体工事をはじめ建設工事全般のパトロールを実施し、特定建設資材の再資源化を更に進めることにより、産業廃棄
物の発生抑制に努めます。 ▶ ×

1) 産業廃棄物の多量排出事業者に対して、処理計画の作成及び実施状況の報告を求め、産業廃棄物の減量化等を図ります。 ▶ B

産業廃棄物の適正な処理

1) 産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度及び委託処理の適正化指導を行います。 ▶ C

2) 産業廃棄物の不法投棄や焼却等の不適正処理の未然防止や早期是正のため、パトロールを実施します。 ▶ C

3) 産業廃棄物の排出事業所や中間処理施設への立入検査により、適正処理の周知徹底を図ります。 ▶ C

4) 使用済自動車の再資源化の推進を図ります。 ▶ B

5) ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の期限内完全処理に向けた適切な処理指導と未届事業者の洗い出しを行います。 ▶ B

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

産業廃棄物の適正な処理 × × × × ×

- - - 3.0

3.0

- - - - #DIV/0!

産業廃棄物の発生抑制 × B - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

0.5

不適正処理（不法投棄、野外焼却等）件数のパトロール総箇
所数に対する割合 …②

％
2

（2013年度）
所管外

産業廃棄物の最終処分率 …① ％
0.6

（2013年度）
所管外

2

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度

「建設リサイクル法」に基づく建築物の分別解体と特定建設資材の再資源化促進の啓発（定期パトロール）及び年２回の全国一斉パトロール週間における奈良県等との合同によ
る強化パトロールを実施すると共に、通常業務においても、パトロールを行っている。パトロール実施率は、４０％となる見込みである。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

市民を含めた全ての関係者が建設リサイクル制度に対する理解をより一層深め、分別解体及び再資源化並びに適正処理に係る必要経費等の理解も含めて、より一層の情報提
供や啓発を図る。

指標の実績及び見込み

No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位
策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

建築指導課

関連個別計画 ―

施策の目標

　産業廃棄物の発生抑制と適正な処理の推進を図るとともに、悪質化する不法投棄・不適正処理に対する監視パトロールを強化します。また、建設リサイクルに係る解体工事を
はじめ、建設工事全般のパトロールの充実に努め、分別解体と特定建設資材の再資源化の周知・指導を行います。

「施策の目標」の実現状況

施策 4−04−02 産業廃棄物の処理 部 名 都市整備部 課 名

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 産業廃棄物の発生抑制

②

4) 使用済自動車の再資源化の推進を図ります。 ▶ ×

3) 産業廃棄物の排出事業所や中間処理施設への立入検査により、適正処理の周知徹底を図ります。 ▶ ×

5) ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の期限内完全処理に向けた適切な処理指導と未届事業者の洗い出しを行います。 ▶ ×

2) 産業廃棄物の不法投棄や焼却等の不適正処理の未然防止や早期是正のため、パトロールを実施します。 ▶ ×

産業廃棄物の適正な処理

1) 産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度及び委託処理の適正化指導を行います。 ▶ ×

2)
建設リサイクルに係る解体工事をはじめ建設工事全般のパトロールを実施し、特定建設資材の再資源化を更に進めることにより、産業廃棄
物の発生抑制に努めます。 ▶ B

1) 産業廃棄物の多量排出事業者に対して、処理計画の作成及び実施状況の報告を求め、産業廃棄物の減量化等を図ります。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）

201



奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

5

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　歴史的風土や豊かな自然環境などの特性を生かしたまちづくりを推進するため、土地利用に一定の秩序をもたせ、計画的な土地利用を図ることで、地域の実情に即した健全な
都市の発展を目指します。
　また、地籍の明確化により、適正な土地利用が促進され、地域の特性に応じた健全なまちづくりを目指します。

「施策の目標」の実現状況

住所の表示を合理的でわかりやすくすることにより、市民生活の向上を図ることを目的として、住所がわかりにくくなっている区域を中心に、地元の理解と協力を得ながら、住居表
示に関する法律等を適用し、住所の整備を行う。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

南新町（みなみしんちょう）と南新町（みなみしんまち）の同一町名の解消に向けての町界・町名整備を実施していく。

指標の実績及び見込み

施策 5−01−01 計画的な土地利用の推進

関連個別計画 奈良市都市計画マスタープラン

施策の目標

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

49

まちづくり支援の実施地区数 …① 地区
6

（2013年度）
所管外

地区計画を定めている地区数 …① 地区
35

（2013年度）
所管外

13

地籍調査事業の進捗率（都祁地域） …② ％
57.4

（2013年度）
所管外 87.0

住居表示実施町数 …③ 町
231

（2014年度）
233 233 236 236 236 235

施策の展開方向の評価（一覧）

施　策　の　展　開　方　向
展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の

平均点
施策の
平均点8) 9)

135 137 137

指標の目標値が達成できない理由

No.

町界町名整備実施町数 …③ 町
135

（2014年度）
135 135 135

秩序ある土地利用の促進 × × × - -

-

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

- - - - #DIV/0!

3.0

- - - - #DIV/0!地籍調査の推進 × × × - -

- 3.0住居表示及び町界町名の整備 B - - - - - -

施策の平均点施策の総合評価 評価

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

部 名 市民部 課 名 市民課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 秩序ある土地利用の促進

②

③

▶ ×

2)

良好な住宅地としての環境を保全する地区等については、市民参画による地区計画制度の導入を推進します。
市街化区域では、相当規模の宅地開発事業、土地区画整理事業等が行われる地区について、基盤施設の整備や生活環境を保全するた
め、また、市街化調整区域においては、無秩序な開発を防止するとともに、地域の活性化や市街化区域隣接地、幹線道路沿道及び鉄道駅
周辺等における土地利用の整序を図るために、同制度を活用します。

▶ ×

1)
低炭素・循環型の実現による持続可能な社会を目指して、計画的な土地利用を推進し、効率的でまとまりのある都市を形成するとともに、
都市機能の充実、良好な都市環境の創出及び地域特性を生かしたまちづくりを推進するため、市街化区域と市街化調整区域との区分や用
途地域、高度地区などの指定の見直しを検討します。

▶ ×

地籍調査の推進

1) 地籍調査を現在継続中の都祁地域にあっては、早期事業完了を目指し、計画的に調査を実施します。 ▶ ×

3)
市民がより良い地域づくりを目指し、自主的に進める身近なまちづくり活動に対して、まちづくり支援制度の活用を行い、市民参加のまちづく
りを推進します。 ▶ ×

2) 地籍調査を完了している月ヶ瀬地域にあっては、成果の利活用促進と適正な管理に努めます。

住居表示及び町界町名の整備

1)
住所の整備の必要性が高い区域において、地域住民及び地域関係機関の合意の取れた地域から順次住居表示及び町界町名整備を進め
ていきます。 ▶ B

3) 都市部（人口集中地区）にあっては、事業着手に向けた検討を進めます。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

5

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

部 名 市民部 課 名 月ヶ瀬行政センター総務住民課

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の平均点施策の総合評価 評価

地籍調査の推進 × B × - -

- #DIV/0!住居表示及び町界町名の整備 × - - - - - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

- - - - #DIV/0!

3.0

- - - - 3.0

秩序ある土地利用の促進 × × × - -

施策の展開方向の評価（一覧）

施　策　の　展　開　方　向
展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の

平均点
施策の
平均点8) 9)

137

指標の目標値が達成できない理由

No.

町界町名整備実施町数 …③ 町
135

（2014年度）
所管外

住居表示実施町数 …③ 町
231

（2014年度）
所管外 235

地籍調査事業の進捗率（都祁地域） …② ％
57.4

（2013年度）
所管外 87.0

49

まちづくり支援の実施地区数 …① 地区
6

（2013年度）
所管外

地区計画を定めている地区数 …① 地区
35

（2013年度）
所管外

13

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　歴史的風土や豊かな自然環境などの特性を生かしたまちづくりを推進するため、土地利用に一定の秩序をもたせ、計画的な土地利用を図ることで、地域の実情に即した健全な
都市の発展を目指します。
　また、地籍の明確化により、適正な土地利用が促進され、地域の特性に応じた健全なまちづくりを目指します。

「施策の目標」の実現状況

月ヶ瀬地域においては、平成５年度に地籍調査が完了していることから、月ヶ瀬地域における公共事業（道路整備事業等）実施時に情報提供をするなど、公共事業の円滑な実施
に寄与した。また、システムを毎年度更新して、適正な情報管理を行った。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

引続き適正な土地利用が推進されるよう、情報の管理及び活用を図る。

指標の実績及び見込み

施策 5−01−01 計画的な土地利用の推進

関連個別計画 奈良市都市計画マスタープラン

施策の目標

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 秩序ある土地利用の促進

②

③ 住居表示及び町界町名の整備

1)
住所の整備の必要性が高い区域において、地域住民及び地域関係機関の合意の取れた地域から順次住居表示及び町界町名整備を進め
ていきます。 ▶ ×

3) 都市部（人口集中地区）にあっては、事業着手に向けた検討を進めます。 ▶ ×

地籍調査の推進

1) 地籍調査を現在継続中の都祁地域にあっては、早期事業完了を目指し、計画的に調査を実施します。 ▶ ×

3)
市民がより良い地域づくりを目指し、自主的に進める身近なまちづくり活動に対して、まちづくり支援制度の活用を行い、市民参加のまちづく
りを推進します。 ▶ ×

2) 地籍調査を完了している月ヶ瀬地域にあっては、成果の利活用促進と適正な管理に努めます。 ▶ B

2)

良好な住宅地としての環境を保全する地区等については、市民参画による地区計画制度の導入を推進します。
市街化区域では、相当規模の宅地開発事業、土地区画整理事業等が行われる地区について、基盤施設の整備や生活環境を保全するた
め、また、市街化調整区域においては、無秩序な開発を防止するとともに、地域の活性化や市街化区域隣接地、幹線道路沿道及び鉄道駅
周辺等における土地利用の整序を図るために、同制度を活用します。

▶ ×

1)
低炭素・循環型の実現による持続可能な社会を目指して、計画的な土地利用を推進し、効率的でまとまりのある都市を形成するとともに、
都市機能の充実、良好な都市環境の創出及び地域特性を生かしたまちづくりを推進するため、市街化区域と市街化調整区域との区分や用
途地域、高度地区などの指定の見直しを検討します。

▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

5

3

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　歴史的風土や豊かな自然環境などの特性を生かしたまちづくりを推進するため、土地利用に一定の秩序をもたせ、計画的な土地利用を図ることで、地域の実情に即した健全な
都市の発展を目指します。
　また、地籍の明確化により、適正な土地利用が促進され、地域の特性に応じた健全なまちづくりを目指します。

「施策の目標」の実現状況

地籍調査事業として、都 地域43.89㎢のうち、2018年度までの実績は28.69㎢が完了、進捗率は65.37％となった。現在は都 吐山町の一部において調査を実施中であるが、残
る都 白石町と針町は未実施である。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

都 地域における地籍調査事業の早期完了を目指す。

指標の実績及び見込み

施策 5−01−01 計画的な土地利用の推進

関連個別計画 奈良市都市計画マスタープラン

施策の目標

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

49

まちづくり支援の実施地区数 …① 地区
6

（2013年度）
所管外

地区計画を定めている地区数 …① 地区
35

（2013年度）
所管外

13

地籍調査事業の進捗率（都祁地域） …② ％
57.4

（2013年度）
62.4 62.7 65.4 66.9 68.0 87.0

住居表示実施町数 …③ 町
231

（2014年度）
所管外 235

施策の展開方向の評価（一覧）

施　策　の　展　開　方　向
展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の

平均点
施策の
平均点8) 9)

137

指標の目標値が達成できない理由

No.

都 地域においては、土地境界、慣習等を知る地元精通者の高齢化が進み、境界を知らない若者、相続人も多く、現地立会等境界確認に至る作業に時間を要してい
る。

町界町名整備実施町数 …③ 町
135

（2014年度）
所管外

秩序ある土地利用の促進 × × × - -

-

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

- - - - #DIV/0!

1.0

- - - - 1.0地籍調査の推進 D × × - -

- #DIV/0!住居表示及び町界町名の整備 × - - - - - -

施策の平均点施策の総合評価 評価

D
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

部 名 市民部 課 名 都 行政センター地域振興課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 秩序ある土地利用の促進

②

③

▶ ×

2)

良好な住宅地としての環境を保全する地区等については、市民参画による地区計画制度の導入を推進します。
市街化区域では、相当規模の宅地開発事業、土地区画整理事業等が行われる地区について、基盤施設の整備や生活環境を保全するた
め、また、市街化調整区域においては、無秩序な開発を防止するとともに、地域の活性化や市街化区域隣接地、幹線道路沿道及び鉄道駅
周辺等における土地利用の整序を図るために、同制度を活用します。

▶ ×

1)
低炭素・循環型の実現による持続可能な社会を目指して、計画的な土地利用を推進し、効率的でまとまりのある都市を形成するとともに、
都市機能の充実、良好な都市環境の創出及び地域特性を生かしたまちづくりを推進するため、市街化区域と市街化調整区域との区分や用
途地域、高度地区などの指定の見直しを検討します。

▶ ×

地籍調査の推進

1) 地籍調査を現在継続中の都祁地域にあっては、早期事業完了を目指し、計画的に調査を実施します。 ▶ D

3)
市民がより良い地域づくりを目指し、自主的に進める身近なまちづくり活動に対して、まちづくり支援制度の活用を行い、市民参加のまちづく
りを推進します。 ▶ ×

2) 地籍調査を完了している月ヶ瀬地域にあっては、成果の利活用促進と適正な管理に努めます。

住居表示及び町界町名の整備

1)
住所の整備の必要性が高い区域において、地域住民及び地域関係機関の合意の取れた地域から順次住居表示及び町界町名整備を進め
ていきます。 ▶ ×

3) 都市部（人口集中地区）にあっては、事業着手に向けた検討を進めます。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

5

1

2

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　歴史的風土や豊かな自然環境などの特性を生かしたまちづくりを推進するため、土地利用に一定の秩序をもたせ、計画的な土地利用を図ることで、地域の実情に即した健全な
都市の発展を目指します。
　また、地籍の明確化により、適正な土地利用が促進され、地域の特性に応じた健全なまちづくりを目指します。

「施策の目標」の実現状況

　平成28年度は「大宮通り新ホテル・交流拠点整備事業」の具体化に合わせ、周辺の用途地域等の都市計画変更を行った。また、平成30年度は「(仮称)登美ヶ丘11次２期住宅地
(３工区)土地区画整理事業」の進捗にあわせ、地区の特性にふさわしいまちづくりを進めるため用途地域等の都市計画の変更を行った。
　地区計画については、平成28年度は「左京五丁目地区計画」及び「大宮通り交流拠点地区地区計画」の都市計画決定を行った。また、平成30年度は、「中登美ヶ丘五丁目西地
区計画」の都市計画決定を行うととともに、さらに、地区レベルでの整備を推進する地区や良好な住環境の保全を目的として新たに相談があった地区において関係権利者と協議
を行った。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

・現行の用途地域等については、土地利用の動向や誘導方向を踏まえ、社会経済情勢等の変化に応じて、上位計画との整合性を踏まえ、随時かつ定期的に見直しの可否の検
討を行う。
・地元要望や地域地区等の変更に伴う地区計画の導入について積極的な対応を行う。
・まちづくり支援については、今後も制度の活用を推進するため市民への周知に努め、地元が活用しやすい方策を検討する。

指標の実績及び見込み

施策 5−01−01 計画的な土地利用の推進

関連個別計画 奈良市都市計画マスタープラン

施策の目標

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

40 42 49

まちづくり支援の実施地区数 …① 地区
6

（2013年度）
6 6 6 7

地区計画を定めている地区数 …① 地区
35

（2013年度）
37 37 38

8 13

地籍調査事業の進捗率（都祁地域） …② ％
57.4

（2013年度）
所管外 87.0

住居表示実施町数 …③ 町
231

（2014年度）
所管外 235

施策の展開方向の評価（一覧）

施　策　の　展　開　方　向
展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の

平均点
施策の
平均点8) 9)

137

指標の目標値が達成できない理由

No.

地区レベルでの整備を推進する地区や、良好な住環境の保全を目的として新たに要望があった地区において関係権利者と協議を行ったが、地区計画の導入までには
至らなかった。

市民組織のまちづくりに向けた活動並びにまちづくりを念頭に置いた勉強会及び啓発活動を支援するため、制度の周知に努めたが活用には至らなかった。

町界町名整備実施町数 …③ 町
135

（2014年度）
所管外

秩序ある土地利用の促進 B B D - -

-

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

- - - - 2.3

2.3

- - - - #DIV/0!地籍調査の推進 × × × - -

- #DIV/0!住居表示及び町界町名の整備 × - - - - - -

施策の平均点施策の総合評価 評価

C
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

部 名 都市整備部 課 名 都市計画課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 秩序ある土地利用の促進

②

③

▶ ×

2)

良好な住宅地としての環境を保全する地区等については、市民参画による地区計画制度の導入を推進します。
市街化区域では、相当規模の宅地開発事業、土地区画整理事業等が行われる地区について、基盤施設の整備や生活環境を保全するた
め、また、市街化調整区域においては、無秩序な開発を防止するとともに、地域の活性化や市街化区域隣接地、幹線道路沿道及び鉄道駅
周辺等における土地利用の整序を図るために、同制度を活用します。

▶ B

1)
低炭素・循環型の実現による持続可能な社会を目指して、計画的な土地利用を推進し、効率的でまとまりのある都市を形成するとともに、
都市機能の充実、良好な都市環境の創出及び地域特性を生かしたまちづくりを推進するため、市街化区域と市街化調整区域との区分や用
途地域、高度地区などの指定の見直しを検討します。

▶ B

地籍調査の推進

1) 地籍調査を現在継続中の都祁地域にあっては、早期事業完了を目指し、計画的に調査を実施します。 ▶ ×

3)
市民がより良い地域づくりを目指し、自主的に進める身近なまちづくり活動に対して、まちづくり支援制度の活用を行い、市民参加のまちづく
りを推進します。 ▶ D

2) 地籍調査を完了している月ヶ瀬地域にあっては、成果の利活用促進と適正な管理に努めます。

住居表示及び町界町名の整備

1)
住所の整備の必要性が高い区域において、地域住民及び地域関係機関の合意の取れた地域から順次住居表示及び町界町名整備を進め
ていきます。 ▶ ×

3) 都市部（人口集中地区）にあっては、事業着手に向けた検討を進めます。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

5

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

部 名 建設部 課 名 土木管理課

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の平均点施策の総合評価 評価

地籍調査の推進 × × A - -

- #DIV/0!住居表示及び町界町名の整備 × - - - - - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

- - - - #DIV/0!

4.0

- - - - 4.0

秩序ある土地利用の促進 × × × - -

施策の展開方向の評価（一覧）

施　策　の　展　開　方　向
展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の

平均点
施策の
平均点8) 9)

137

指標の目標値が達成できない理由

No.

町界町名整備実施町数 …③ 町
135

（2014年度）
所管外

住居表示実施町数 …③ 町
231

（2014年度）
所管外 235

地籍調査事業の進捗率（都祁地域） …② ％
57.4

（2013年度）
所管外 87.0

49

まちづくり支援の実施地区数 …① 地区
6

（2013年度）
所管外

地区計画を定めている地区数 …① 地区
35

（2013年度）
所管外

13

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　歴史的風土や豊かな自然環境などの特性を生かしたまちづくりを推進するため、土地利用に一定の秩序をもたせ、計画的な土地利用を図ることで、地域の実情に即した健全な
都市の発展を目指します。
　また、地籍の明確化により、適正な土地利用が促進され、地域の特性に応じた健全なまちづくりを目指します。

「施策の目標」の実現状況

市街地地域については、国の第7次国土調査事業十箇年計画に基づき、人口集中地区（DID）において実施対象地区を決定し、令和2年度より本格的に事業に着手する。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

市街地については、事業計画（十箇年）に基づき、実施地区を決定して調査を進めていく。

指標の実績及び見込み

施策 5−01−01 計画的な土地利用の推進

関連個別計画 奈良市都市計画マスタープラン

施策の目標

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 秩序ある土地利用の促進

②

③ 住居表示及び町界町名の整備

1)
住所の整備の必要性が高い区域において、地域住民及び地域関係機関の合意の取れた地域から順次住居表示及び町界町名整備を進め
ていきます。 ▶ ×

3) 都市部（人口集中地区）にあっては、事業着手に向けた検討を進めます。 ▶ A

地籍調査の推進

1) 地籍調査を現在継続中の都祁地域にあっては、早期事業完了を目指し、計画的に調査を実施します。 ▶ ×

3)
市民がより良い地域づくりを目指し、自主的に進める身近なまちづくり活動に対して、まちづくり支援制度の活用を行い、市民参加のまちづく
りを推進します。 ▶ ×

2) 地籍調査を完了している月ヶ瀬地域にあっては、成果の利活用促進と適正な管理に努めます。 ▶ ×

2)

良好な住宅地としての環境を保全する地区等については、市民参画による地区計画制度の導入を推進します。
市街化区域では、相当規模の宅地開発事業、土地区画整理事業等が行われる地区について、基盤施設の整備や生活環境を保全するた
め、また、市街化調整区域においては、無秩序な開発を防止するとともに、地域の活性化や市街化区域隣接地、幹線道路沿道及び鉄道駅
周辺等における土地利用の整序を図るために、同制度を活用します。

▶ ×

1)
低炭素・循環型の実現による持続可能な社会を目指して、計画的な土地利用を推進し、効率的でまとまりのある都市を形成するとともに、
都市機能の充実、良好な都市環境の創出及び地域特性を生かしたまちづくりを推進するため、市街化区域と市街化調整区域との区分や用
途地域、高度地区などの指定の見直しを検討します。

▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

1

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　豊かな自然・歴史・文化を基盤に古都として風格ある景観が、形づくられ、守られてきました。それらの歴史的遺産等を後世に伝え、愛着と親しみと誇りのもてる、魅力ある奈良
らしい景観づくりを市民と共に目指します。

「施策の目標」の実現状況

奈良町の伝統的様式の建造物等の修理を52件実施。平成29年度からは修理物件を含む16件の伝統的様式の建造物等を歴史的風致形成建造物に指定し、そのうち8件は修理
を機に利活用が促進されるなど魅力あるまちの創造に寄与した。
元林院検番演舞場を改修して訪日外国人向けの伝統芸能体験イベントを開催した。また、明治期の京終駅舎を改修し、地元有志で構成されたNPOが運営管理を行う観光案内所
やカフェを開設した。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

歴史的風致形成建造物の指定制度、保存整備のための補助金制度の周知に努める。

指標の実績及び見込み

施策 5−02−01 奈良らしい景観の形成

関連個別計画 奈良市景観計画 ／ 奈良市歴史的風致維持向上計画 ／ 奈良市眺望景観保全活用計画 ／ 奈良市都市計画マスタープラン

施策の目標

部 名 観光経済部 課 名 奈良町にぎわい課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

61 66 100

景観まちづくりに関する参加団体数 …④ 団体
29

（2014年度）
所管外

奈良町（旧市街地）における伝統的建造物の保存整備事業件
数（累計） …①

件
15

（2014年度）
38 45 52

70

No.

目標の策定当初は、当時実施していた「ならまち町家建物内部改修モデル事業補助金」と併せて補助件数が増加していたことから、増加分を見込んだ目標値としたが、
モデル事業終了とともに件数が減少したため。

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

歴史と文化を活用したまちづくり B × A - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - 3.5

3.5

- - - - #DIV/0!

- - #DIV/0!

地域の景観特性に即した景観づくり × × × - -

- #DIV/0!

協働による景観まちづくり × × × - - - -

自然環境の保全育成 × × × - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 歴史と文化を活用したまちづくり

②

③

④

2) 歴史、文化、伝統産業等を活用した未来への持続可能な景観づくりを進めます。 ▶ ×

1) 奈良町など歴史的な町並みや伝統的様式の建造物等を保全するとともに、魅力あるまちを創造します。 ▶ B

地域の景観特性に即した景観づくり

1) 「奈良市景観計画」に基づき、良好な景観形成を図っていくとともに、優れた風景を後世に伝えるための方策を推進します。 ▶ ×

3) 文化観光資源の保全と活用を図る取組を進め、国際文化観光都市として魅力の向上を図ります。 ▶ A

3) 景観の阻害要因となる電線類については、無電柱化等を推進します。 ▶ ×

2) 周辺の景観と調和した屋外広告物等の規制誘導を図ります。 ▶ ×

自然環境の保全育成

1) 歴史的風土の保存、風致地区の保全育成など自然環境を保全します。 ▶ ×

3) 都市と自然や田園風景が調和したまちづくりを進めます。 ▶ ×

2) 巨樹等の保存と緑化の推進を図るため、市民等への啓発に努めます。 ▶ ×

協働による景観まちづくり

1) 市民の景観意識を醸成するための施策を展開します。 ▶ ×

2) 景観まちづくり市民組織の結成、育成を支援するとともに、各組織のネットワーク化を図ります。 ▶ ×

3) 地域の貴重な景観資源を発掘し、それを市民一人ひとりが活用できる景観施策を推進します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　豊かな自然・歴史・文化を基盤に古都として風格ある景観が、形づくられ、守られてきました。それらの歴史的遺産等を後世に伝え、愛着と親しみと誇りのもてる、魅力ある奈良
らしい景観づくりを市民と共に目指します。

「施策の目標」の実現状況

森林保全・緑化推進事業では、巨樹の指定等に係る現地調査及び審議会を開催し、指定更新等を行っているが、平成28年度、平成29年度、平成30年度は新たな指定はなく、平
成30年度末時点の巨樹指定は25本となっている。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　巨樹等の指定は平成１５年度から開始しており、巨樹等の保存及び緑化の推進に一定の効果が表れている。しかし、指定後も所有者等自らの管理となり、新たな指定及び指定
巨樹等の保存が課題となっている。今後も市民参加による既存の指定巨樹等の保存及び緑化のため、樹木医を派遣し、保存に向けた支援を行っていきたい。

指標の実績及び見込み

施策 5−02−01 奈良らしい景観の形成

関連個別計画 奈良市景観計画 ／ 奈良市歴史的風致維持向上計画 ／ 奈良市眺望景観保全活用計画 ／ 奈良市都市計画マスタープラン

施策の目標

部 名 観光経済部 課 名 農政課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

100

景観まちづくりに関する参加団体数 …④ 団体
29

（2014年度）
所管外

奈良町（旧市街地）における伝統的建造物の保存整備事業件
数（累計） …①

件
15

（2014年度）
所管外

70

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

歴史と文化を活用したまちづくり × × × - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - #DIV/0!

3.0

- - - - #DIV/0!

- - #DIV/0!

地域の景観特性に即した景観づくり × × × - -

- 3.0

協働による景観まちづくり × × × - - - -

自然環境の保全育成 × B × - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 歴史と文化を活用したまちづくり

②

③

④

2) 歴史、文化、伝統産業等を活用した未来への持続可能な景観づくりを進めます。 ▶ ×

1) 奈良町など歴史的な町並みや伝統的様式の建造物等を保全するとともに、魅力あるまちを創造します。 ▶ ×

地域の景観特性に即した景観づくり

1) 「奈良市景観計画」に基づき、良好な景観形成を図っていくとともに、優れた風景を後世に伝えるための方策を推進します。 ▶ ×

3) 文化観光資源の保全と活用を図る取組を進め、国際文化観光都市として魅力の向上を図ります。 ▶ ×

3) 景観の阻害要因となる電線類については、無電柱化等を推進します。 ▶ ×

2) 周辺の景観と調和した屋外広告物等の規制誘導を図ります。 ▶ ×

自然環境の保全育成

1) 歴史的風土の保存、風致地区の保全育成など自然環境を保全します。 ▶ ×

3) 都市と自然や田園風景が調和したまちづくりを進めます。 ▶ ×

2) 巨樹等の保存と緑化の推進を図るため、市民等への啓発に努めます。 ▶ B

協働による景観まちづくり

1) 市民の景観意識を醸成するための施策を展開します。 ▶ ×

2) 景観まちづくり市民組織の結成、育成を支援するとともに、各組織のネットワーク化を図ります。 ▶ ×

3) 地域の貴重な景観資源を発掘し、それを市民一人ひとりが活用できる景観施策を推進します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

2

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　豊かな自然・歴史・文化を基盤に古都として風格ある景観が、形づくられ、守られてきました。それらの歴史的遺産等を後世に伝え、愛着と親しみと誇りのもてる、魅力ある奈良
らしい景観づくりを市民と共に目指します。

「施策の目標」の実現状況

「奈良市景観計画」及び「なら・まほろば景観まちづくり条例」により、古都奈良の景観保全を図っている。
平成28年度には「奈良市景観計画」を改正し、眺望景観保全活用の視点を組み込み、重点地区を新たに指定するとともに、大規模建築物等の新築等が景観に及ぼす影響の評
価について事前協議を行っている。　また、地区の特性に応じた屋外広告物の規制により、景観計画の地域別基本方針に即した景観形成を図るとともに、勉強会やシンポジウム
の開催により住民への周知・啓発を行っている。道路等簡易広告物の撤去を行う団体（古都奈良・美守り隊）による除去作業の支援を行っている他、なら・まちかど景観発掘隊とし
て、民間団体と協働で、一般応募者にまち歩きの誘導を行い、景観資源発掘のワークショップを実施する等、協働による景観まちづくりを推進している。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

古都奈良としての歴史的風土を保全していくため、奈良市景観計画に基づく規制誘導方策を引き続き検討する。
また、より良好な景観形成の推進を図るため、奈良市屋外広告物条例及び奈良市景観計画の改正を行うとともに、イベント開催・ホームページ等による情報発信により、市民や
事業者へ周知を行う。あわせて、違反広告物を出さない街づくり推進団体の募集や景観まちづくり支援制度の活用により、住民との協働の景観まちづくりを推進する。

指標の実績及び見込み

施策 5−02−01 奈良らしい景観の形成

関連個別計画 奈良市景観計画 ／ 奈良市歴史的風致維持向上計画 ／ 奈良市眺望景観保全活用計画 ／ 奈良市都市計画マスタープラン

施策の目標

部 名 都市整備部 課 名 都市計画課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

100

景観まちづくりに関する参加団体数 …④ 団体
29

（2014年度）
43 47 49 51

奈良町（旧市街地）における伝統的建造物の保存整備事業件
数（累計） …①

件
15

（2014年度）
所管外

53 70

No.

各自治会への募集に加え、しみんだより等により幅広く募集したが、目標に達しなかった。

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

歴史と文化を活用したまちづくり × B × - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - 3.0

2.4

- - - - 2.5

- - 2.0

地域の景観特性に即した景観づくり B C × - -

- 2.5

協働による景観まちづくり C C C - - - -

自然環境の保全育成 B × C - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

C
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 歴史と文化を活用したまちづくり

②

③

④

2) 歴史、文化、伝統産業等を活用した未来への持続可能な景観づくりを進めます。 ▶ B

1) 奈良町など歴史的な町並みや伝統的様式の建造物等を保全するとともに、魅力あるまちを創造します。 ▶ ×

地域の景観特性に即した景観づくり

1) 「奈良市景観計画」に基づき、良好な景観形成を図っていくとともに、優れた風景を後世に伝えるための方策を推進します。 ▶ B

3) 文化観光資源の保全と活用を図る取組を進め、国際文化観光都市として魅力の向上を図ります。 ▶ ×

3) 景観の阻害要因となる電線類については、無電柱化等を推進します。 ▶ ×

2) 周辺の景観と調和した屋外広告物等の規制誘導を図ります。 ▶ C

自然環境の保全育成

1) 歴史的風土の保存、風致地区の保全育成など自然環境を保全します。 ▶ B

3) 都市と自然や田園風景が調和したまちづくりを進めます。 ▶ C

2) 巨樹等の保存と緑化の推進を図るため、市民等への啓発に努めます。 ▶ ×

協働による景観まちづくり

1) 市民の景観意識を醸成するための施策を展開します。 ▶ C

2) 景観まちづくり市民組織の結成、育成を支援するとともに、各組織のネットワーク化を図ります。 ▶ C

3) 地域の貴重な景観資源を発掘し、それを市民一人ひとりが活用できる景観施策を推進します。 ▶ C

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　豊かな自然・歴史・文化を基盤に古都として風格ある景観が、形づくられ、守られてきました。それらの歴史的遺産等を後世に伝え、愛着と親しみと誇りのもてる、魅力ある奈良
らしい景観づくりを市民と共に目指します。

「施策の目標」の実現状況

平成31年度は、三条線について今後文化財課などと協議を進める。
平成30年度においては、仮称西の京駅前線の都市計画決定には至らなかった。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

三条線は文化財課等と協議を進める。また、奈良市として「無電柱化推進計画」の策定にむけ検討する。
仮称西の京駅前線について、都市計画決定を行い事業認可を得て、各事業者と協議を進め、事業を実施する。

指標の実績及び見込み

施策 5−02−01 奈良らしい景観の形成

関連個別計画 奈良市景観計画 ／ 奈良市歴史的風致維持向上計画 ／ 奈良市眺望景観保全活用計画 ／ 奈良市都市計画マスタープラン

施策の目標

部 名 建設部 課 名 道路建設課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

100

景観まちづくりに関する参加団体数 …④ 団体
29

（2014年度）
所管外

奈良町（旧市街地）における伝統的建造物の保存整備事業件
数（累計） …①

件
15

（2014年度）
所管外

70

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

歴史と文化を活用したまちづくり × × × - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - #DIV/0!

2.0

- - - - 2.0

- - #DIV/0!

地域の景観特性に即した景観づくり × × C - -

- #DIV/0!

協働による景観まちづくり × × × - - - -

自然環境の保全育成 × × × - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

C
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 歴史と文化を活用したまちづくり

②

③

④

2) 歴史、文化、伝統産業等を活用した未来への持続可能な景観づくりを進めます。 ▶ ×

1) 奈良町など歴史的な町並みや伝統的様式の建造物等を保全するとともに、魅力あるまちを創造します。 ▶ ×

地域の景観特性に即した景観づくり

1) 「奈良市景観計画」に基づき、良好な景観形成を図っていくとともに、優れた風景を後世に伝えるための方策を推進します。 ▶ ×

3) 文化観光資源の保全と活用を図る取組を進め、国際文化観光都市として魅力の向上を図ります。 ▶ ×

3) 景観の阻害要因となる電線類については、無電柱化等を推進します。 ▶ C

2) 周辺の景観と調和した屋外広告物等の規制誘導を図ります。 ▶ ×

自然環境の保全育成

1) 歴史的風土の保存、風致地区の保全育成など自然環境を保全します。 ▶ ×

3) 都市と自然や田園風景が調和したまちづくりを進めます。 ▶ ×

2) 巨樹等の保存と緑化の推進を図るため、市民等への啓発に努めます。 ▶ ×

協働による景観まちづくり

1) 市民の景観意識を醸成するための施策を展開します。 ▶ ×

2) 景観まちづくり市民組織の結成、育成を支援するとともに、各組織のネットワーク化を図ります。 ▶ ×

3) 地域の貴重な景観資源を発掘し、それを市民一人ひとりが活用できる景観施策を推進します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - 3.0

高速交通体系の整備 × - - - -

- #DIV/0!

地域公共交通の充実 B - - - - - -

鉄道の利便性向上 × × - - - - - -

- - - #DIV/0!

3.0

- - - - #DIV/0!

交通渋滞の緩和 × × × × -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

公共交通による入込客数分担率 …①② ％
88.7

（2013年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

パークアンドサイクルライドの利用者数 …① 人
2,867

（2013年度）
所管外

パ－クアンドライド駐車台数 …① 台
2,828

（2013年度）
所管外

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度

　公共交通機関が充実していない都 地域内において、高齢者などの交通手段を確保するためにコミュニティバスの運行、路線バスの廃止に伴い都祁交流センターから下水間
区間の代替バスを運行し、小学校統合に伴うスクールバスとして併用し交通資源を有効活用しながら、利用者の増加促進と利便性の向上と効率化を図っている。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　地域にとって貴重な移動手段であるコミュニティバスの運行並びにスクールバスとしての運行を継続することは必要不可欠である。更なる利用促進のために、積極的な広報と利
便性の向上及び効率化に対する取り組みが必要である。また、路線バスの廃止や減便等に対しても、関係課と調整し対応を検討する必要がある。

指標の実績及び見込み

No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位
策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

都 行政センター地域振興課

関連個別計画 奈良中心市街地公共交通総合連携計画 ／ 奈良市バリアフリー基本構想 ／ 奈良市交通安全計画 ／ 奈良市都市計画マスタープラン ／ 新市建設計画

施策の目標

　交通は、市民生活における諸活動の基礎であることから、移動の快適性、交通の質の向上、他の交通手段への乗換えを容易にするなどの施策によって、安全性を確保するとと
もに、交通の質を向上させることを目指します。

「施策の目標」の実現状況

施策 5−03−01 交通利便性の向上 部 名 市民部 課 名

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 交通渋滞の緩和

②

③

④ 地域公共交通の充実

1)
月ヶ瀬地域では生活路線バスを、都祁地域では生活路線バス、コミュニティバスを継続的に運行するため、持続可能な手法を検討し運行し
ます。その他の公共交通空白地域対策について、将来にわたり持続可能で総合的な交通網形成の必要性を検討します。 ▶ B

2)
主要駅の交通結節点機能の強化を行うため、近鉄大和西大寺駅周辺では、駅周辺における交通渋滞の緩和や、乗換えの利便性の向上、
歩行者空間のバリアフリー化など交通環境の改善と、鉄道による地域の南北分断を解消する手法についての検討、整備を行い、近鉄菖蒲
池駅南口では、歩行者空間のバリアフリー化を行います。

▶ ×

鉄道の利便性向上

1)
鉄道輸送力増強事業を推進するため、本市につながる関西本線の複線電化とＪＲ奈良線の複線化を実現するよう、関係市町村と連携して
ＪＲ西日本に働きかけます。 ▶ ×

高速交通体系の整備

1)
市民の機運を高め、官民一体となって奈良市内へのリニア中央新幹線の新駅誘致を進めるとともに、リニアを生かしたまちづくりのあり方を
検討していきます。 ▶ ×

4) ＪＲ奈良駅周辺で完了した連続立体交差事業に続き、大安寺から八条付近におけるＪＲ線高架化の完成を目指して事業を推進します。 ▶ ×

3)
世界遺産が集積する奈良公園周辺への車の流入を減少させるために、県や交通事業者と連携し本市を訪れる観光客の交通手段を車から
公共交通機関に転換を図る施策を実施します。 ▶ ×

2) 環境にやさしい自転車利用を推進します。 ▶ ×

1)
奈良公園を中心に発生する交通渋滞を緩和するため、自家用車による観光客に市役所駐車場及び国道24号線高架下駐車場を無料開放
し、パークアンドバスライドとサイクルライド事業を推進します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　交通は、市民生活における諸活動の基礎であることから、移動の快適性、交通の質の向上、他の交通手段への乗換えを容易にするなどの施策によって、安全性を確保するとと
もに、交通の質を向上させることを目指します。

「施策の目標」の実現状況

混雑時期には市役所駐車場の駐車場容量を増やす等を行ったことや、奈良県と連携し、駐車場の場所を増やしたことで、公共交通の利用促進に繋がった。
電動アシスト自転車をパークアンドライド、サイクルライド事業で活用した。また、奈良県とともに広域自転車利用ネットワークの形成に寄与する取組も行い、自転車利用の促進を
図った。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

引き続き、県、交通事業者等と連携のもと、パークアンドライド事業を推進し、利用者へ自転車や公共交通の利用促進を目指す。
引き続き、電動アシスト自転車等の自転車利用を促進する取組をパークアンドサイクルライド事業で活用することにより、環境にやさしい自転車による観光の普及に努める。

指標の実績及び見込み

施策 5−03−01 交通利便性の向上

関連個別計画 奈良中心市街地公共交通総合連携計画 ／ 奈良市バリアフリー基本構想 ／ 奈良市交通安全計画 ／ 奈良市都市計画マスタープラン ／ 新市建設計画

施策の目標

部 名 環境部 課 名 環境政策課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

7,100 7,100 4,200

パークアンドサイクルライドの利用者数 …① 人
2,867

（2013年度）
3,816 3,012 3,876 3,900

パ－クアンドライド駐車台数 …① 台
2,828

（2013年度）
6,491 5,268 7,039

3,900 3,200

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

公共交通による入込客数分担率 …①② ％
88.7

（2013年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

交通渋滞の緩和 B B × × -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - 3.0

3.0

- - - - #DIV/0!

- - #DIV/0!

高速交通体系の整備 × - - - -

- #DIV/0!

地域公共交通の充実 × - - - - - -

鉄道の利便性向上 × × - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 交通渋滞の緩和

②

③

④

2) 環境にやさしい自転車利用を推進します。 ▶ B

1)
奈良公園を中心に発生する交通渋滞を緩和するため、自家用車による観光客に市役所駐車場及び国道24号線高架下駐車場を無料開放
し、パークアンドバスライドとサイクルライド事業を推進します。 ▶ B

3)
世界遺産が集積する奈良公園周辺への車の流入を減少させるために、県や交通事業者と連携し本市を訪れる観光客の交通手段を車から
公共交通機関に転換を図る施策を実施します。 ▶ ×

4) ＪＲ奈良駅周辺で完了した連続立体交差事業に続き、大安寺から八条付近におけるＪＲ線高架化の完成を目指して事業を推進します。 ▶ ×
高速交通体系の整備

1)
市民の機運を高め、官民一体となって奈良市内へのリニア中央新幹線の新駅誘致を進めるとともに、リニアを生かしたまちづくりのあり方を
検討していきます。 ▶ ×
鉄道の利便性向上

1)
鉄道輸送力増強事業を推進するため、本市につながる関西本線の複線電化とＪＲ奈良線の複線化を実現するよう、関係市町村と連携して
ＪＲ西日本に働きかけます。 ▶ ×

2)
主要駅の交通結節点機能の強化を行うため、近鉄大和西大寺駅周辺では、駅周辺における交通渋滞の緩和や、乗換えの利便性の向上、
歩行者空間のバリアフリー化など交通環境の改善と、鉄道による地域の南北分断を解消する手法についての検討、整備を行い、近鉄菖蒲
池駅南口では、歩行者空間のバリアフリー化を行います。

▶ ×

地域公共交通の充実

1)
月ヶ瀬地域では生活路線バスを、都祁地域では生活路線バス、コミュニティバスを継続的に運行するため、持続可能な手法を検討し運行し
ます。その他の公共交通空白地域対策について、将来にわたり持続可能で総合的な交通網形成の必要性を検討します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）

223



奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

高速交通体系の整備 B - - - -

- #DIV/0!

地域公共交通の充実 × - - - - - -

鉄道の利便性向上 × × - - - - - -

- - - #DIV/0!

3.0

- - - - 3.0

- - #DIV/0!

交通渋滞の緩和 × × × × -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

公共交通による入込客数分担率 …①② ％
88.7

（2013年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

パークアンドサイクルライドの利用者数 …① 人
2,867

（2013年度）
所管外

パ－クアンドライド駐車台数 …① 台
2,828

（2013年度）
所管外

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　交通は、市民生活における諸活動の基礎であることから、移動の快適性、交通の質の向上、他の交通手段への乗換えを容易にするなどの施策によって、安全性を確保するとと
もに、交通の質を向上させることを目指します。

「施策の目標」の実現状況

リニア中央新幹線中間駅設置について、全国新幹線鉄道整備法に基づく基本計画及び整備計画における、主要な経過地「奈良市附近」の記載等に基づき誘致活動を実施した。
タレントの三戸なつめ氏を奈良市リニアファン倶楽部の部長に起用し、周知イベントを開催した結果、多くのファン倶楽部部員の獲得につなげることができた。また、奈良市観光大
使の活用や、奈良女子大学附属小学校の児童によるリニア学習の成果発表等、市の内外に向けたＰＲ活動の実施、リニア新駅誘致PR動画の作成及び映画館や首都圏大型ビ
ジョンでの放映、ならびに奈良県民約2000人とリニア中央新幹線沿線都市住民約3000人対象に世論調査等、多岐にわたる活動をとおして市民をはじめとする多くの人にリニア中
間駅を奈良市に誘致する機運を高めた。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

事業主体によるリニア中央新幹線新駅設置場所決定の時期について、未だ先が読めない状況であり、引き続き誘致活動の充実が必要である。
奈良市への新駅設置実現に向け、街頭啓発や意見表明、関係機関への要望活動、「奈良市リニアファン倶楽部」の活動等、市の内外に向けた誘致活動の一層の充実を図る。

指標の実績及び見込み

施策 5−03−01 交通利便性の向上

関連個別計画 奈良中心市街地公共交通総合連携計画 ／ 奈良市バリアフリー基本構想 ／ 奈良市交通安全計画 ／ 奈良市都市計画マスタープラン ／ 新市建設計画

施策の目標

部 名 観光経済部 課 名 観光戦略課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 交通渋滞の緩和

②

③

④ 地域公共交通の充実

1)
月ヶ瀬地域では生活路線バスを、都祁地域では生活路線バス、コミュニティバスを継続的に運行するため、持続可能な手法を検討し運行し
ます。その他の公共交通空白地域対策について、将来にわたり持続可能で総合的な交通網形成の必要性を検討します。 ▶ ×

2)
主要駅の交通結節点機能の強化を行うため、近鉄大和西大寺駅周辺では、駅周辺における交通渋滞の緩和や、乗換えの利便性の向上、
歩行者空間のバリアフリー化など交通環境の改善と、鉄道による地域の南北分断を解消する手法についての検討、整備を行い、近鉄菖蒲
池駅南口では、歩行者空間のバリアフリー化を行います。

▶ ×

鉄道の利便性向上

1)
鉄道輸送力増強事業を推進するため、本市につながる関西本線の複線電化とＪＲ奈良線の複線化を実現するよう、関係市町村と連携して
ＪＲ西日本に働きかけます。 ▶ ×

高速交通体系の整備

1)
市民の機運を高め、官民一体となって奈良市内へのリニア中央新幹線の新駅誘致を進めるとともに、リニアを生かしたまちづくりのあり方を
検討していきます。 ▶ B

3)
世界遺産が集積する奈良公園周辺への車の流入を減少させるために、県や交通事業者と連携し本市を訪れる観光客の交通手段を車から
公共交通機関に転換を図る施策を実施します。 ▶ ×

4) ＪＲ奈良駅周辺で完了した連続立体交差事業に続き、大安寺から八条付近におけるＪＲ線高架化の完成を目指して事業を推進します。 ▶ ×

2) 環境にやさしい自転車利用を推進します。 ▶ ×

1)
奈良公園を中心に発生する交通渋滞を緩和するため、自家用車による観光客に市役所駐車場及び国道24号線高架下駐車場を無料開放
し、パークアンドバスライドとサイクルライド事業を推進します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

高速交通体系の整備 × - - - -

- #DIV/0!

地域公共交通の充実 × - - - - - -

鉄道の利便性向上 × × - - - - - -

- - - 3.0

3.0

- - - - #DIV/0!

- - #DIV/0!

交通渋滞の緩和 × × × B -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

公共交通による入込客数分担率 …①② ％
88.7

（2013年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

パークアンドサイクルライドの利用者数 …① 人
2,867

（2013年度）
所管外

パ－クアンドライド駐車台数 …① 台
2,828

（2013年度）
所管外

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　交通は、市民生活における諸活動の基礎であることから、移動の快適性、交通の質の向上、他の交通手段への乗換えを容易にするなどの施策によって、安全性を確保するとと
もに、交通の質を向上させることを目指します。

「施策の目標」の実現状況

平成27年11月27日に都市計画決定されたＪＲ関西本線高架化について、平成28年７月19日に国土交通大臣から事業認可がされ、奈良県事業として進められている。また、鉄道
高架工事協定締結に向けて、県・市・ＪＲ西日本の３者で協議を進めている。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

大安寺～八条付近におけるＪＲ関西本線の高架化及び新駅設置事業について、共同事業者である奈良県に対して負担金を支払い事業を推進し、その完成を目指す。

指標の実績及び見込み

施策 5−03−01 交通利便性の向上

関連個別計画 奈良中心市街地公共交通総合連携計画 ／ 奈良市バリアフリー基本構想 ／ 奈良市交通安全計画 ／ 奈良市都市計画マスタープラン ／ 新市建設計画

施策の目標

部 名 都市整備部 課 名 都市計画課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 交通渋滞の緩和

②

③

④ 地域公共交通の充実

1)
月ヶ瀬地域では生活路線バスを、都祁地域では生活路線バス、コミュニティバスを継続的に運行するため、持続可能な手法を検討し運行し
ます。その他の公共交通空白地域対策について、将来にわたり持続可能で総合的な交通網形成の必要性を検討します。 ▶ ×

2)
主要駅の交通結節点機能の強化を行うため、近鉄大和西大寺駅周辺では、駅周辺における交通渋滞の緩和や、乗換えの利便性の向上、
歩行者空間のバリアフリー化など交通環境の改善と、鉄道による地域の南北分断を解消する手法についての検討、整備を行い、近鉄菖蒲
池駅南口では、歩行者空間のバリアフリー化を行います。

▶ ×

鉄道の利便性向上

1)
鉄道輸送力増強事業を推進するため、本市につながる関西本線の複線電化とＪＲ奈良線の複線化を実現するよう、関係市町村と連携して
ＪＲ西日本に働きかけます。 ▶ ×

高速交通体系の整備

1)
市民の機運を高め、官民一体となって奈良市内へのリニア中央新幹線の新駅誘致を進めるとともに、リニアを生かしたまちづくりのあり方を
検討していきます。 ▶ ×

3)
世界遺産が集積する奈良公園周辺への車の流入を減少させるために、県や交通事業者と連携し本市を訪れる観光客の交通手段を車から
公共交通機関に転換を図る施策を実施します。 ▶ ×

4) ＪＲ奈良駅周辺で完了した連続立体交差事業に続き、大安寺から八条付近におけるＪＲ線高架化の完成を目指して事業を推進します。 ▶ B

2) 環境にやさしい自転車利用を推進します。 ▶ ×

1)
奈良公園を中心に発生する交通渋滞を緩和するため、自家用車による観光客に市役所駐車場及び国道24号線高架下駐車場を無料開放
し、パークアンドバスライドとサイクルライド事業を推進します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

3

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

高速交通体系の整備 × - - - -

- 3.5

地域公共交通の充実 B - - - - - -

鉄道の利便性向上 B A - - - - - -

- - - 3.0

3.3

- - - - #DIV/0!

- - 3.0

交通渋滞の緩和 × × B × -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

入込観光客数において公共交通機関の利用者は大幅に伸びてはいるが、公共交通以外の利用者は横ばい傾向であるため、着実に目標値に近づき改善しているもの
の、現在のペースが継続した場合は目標の達成に至らない可能性がある。

施策の展開方向の評価（一覧）

93.0公共交通による入込客数分担率 …①② ％
88.7

（2013年度）
89.5 90.5 90.8 90.8 91.4

指標の目標値が達成できない理由

パークアンドサイクルライドの利用者数 …① 人
2,867

（2013年度）
所管外

パ－クアンドライド駐車台数 …① 台
2,828

（2013年度）
所管外

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　交通は、市民生活における諸活動の基礎であることから、移動の快適性、交通の質の向上、他の交通手段への乗換えを容易にするなどの施策によって、安全性を確保するとと
もに、交通の質を向上させることを目指します。

「施策の目標」の実現状況

　後期基本計画で設定した指標の目標達成に向けて関連事業を進めており、目標達成には至らない可能性があるものの数値の改善がみられるため、全体的には公共交通の利
便性向上に向けて改善が進んでいると言える。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　公共交通分野においては、今後もさななる人口減少や少子高齢化といった社会情勢が見込まれることから、交通利便性の向上だけでなく、市民生活の礎となる公共交通を維
持・継続していくことが施策として求められる。
　交通分野でもAIやIotの活用が進むなど、技術革新が見込まれることから、既存の交通手段にこれらの革新的技術をうまく取り入れ、効率的で利便性の高い交通ネットワークの
構築を目指し、引き続き交通の質を向上させることを目指す。

指標の実績及び見込み

施策 5−03−01 交通利便性の向上

関連個別計画 奈良中心市街地公共交通総合連携計画 ／ 奈良市バリアフリー基本構想 ／ 奈良市交通安全計画 ／ 奈良市都市計画マスタープラン ／ 新市建設計画

施策の目標

都 都市整備部/福祉部 課 名 都市政策課/福祉政策課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 交通渋滞の緩和

②

③

④ 地域公共交通の充実

1)
月ヶ瀬地域では生活路線バスを、都祁地域では生活路線バス、コミュニティバスを継続的に運行するため、持続可能な手法を検討し運行し
ます。その他の公共交通空白地域対策について、将来にわたり持続可能で総合的な交通網形成の必要性を検討します。 ▶ B

2)
主要駅の交通結節点機能の強化を行うため、近鉄大和西大寺駅周辺では、駅周辺における交通渋滞の緩和や、乗換えの利便性の向上、
歩行者空間のバリアフリー化など交通環境の改善と、鉄道による地域の南北分断を解消する手法についての検討、整備を行い、近鉄菖蒲
池駅南口では、歩行者空間のバリアフリー化を行います。

▶ A

鉄道の利便性向上

1)
鉄道輸送力増強事業を推進するため、本市につながる関西本線の複線電化とＪＲ奈良線の複線化を実現するよう、関係市町村と連携して
ＪＲ西日本に働きかけます。 ▶ B

高速交通体系の整備

1)
市民の機運を高め、官民一体となって奈良市内へのリニア中央新幹線の新駅誘致を進めるとともに、リニアを生かしたまちづくりのあり方を
検討していきます。 ▶ ×

3)
世界遺産が集積する奈良公園周辺への車の流入を減少させるために、県や交通事業者と連携し本市を訪れる観光客の交通手段を車から
公共交通機関に転換を図る施策を実施します。 ▶ B

4) ＪＲ奈良駅周辺で完了した連続立体交差事業に続き、大安寺から八条付近におけるＪＲ線高架化の完成を目指して事業を推進します。 ▶ ×

2) 環境にやさしい自転車利用を推進します。 ▶ ×

1)
奈良公園を中心に発生する交通渋滞を緩和するため、自家用車による観光客に市役所駐車場及び国道24号線高架下駐車場を無料開放
し、パークアンドバスライドとサイクルライド事業を推進します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　交通は、市民生活における諸活動の基礎であることから、移動の快適性、交通の質の向上、他の交通手段への乗換えを容易にするなどの施策によって、安全性を確保するとと
もに、交通の質を向上させることを目指します。

「施策の目標」の実現状況

平成29年度より近鉄大和西大寺駅の南北を結ぶ自由通路（歩行者専用道）及び橋上駅舎の整備に着工している。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

南北自由通路及び橋上駅舎の整備を令和2年度末までに完了させ、南北間の歩行者の行き来の利便性とバリアフリー化による安全性の向上を目指す。

指標の実績及び見込み

施策 5−03−01 交通利便性の向上

関連個別計画 奈良中心市街地公共交通総合連携計画 ／ 奈良市バリアフリー基本構想 ／ 奈良市交通安全計画 ／ 奈良市都市計画マスタープラン ／ 新市建設計画

施策の目標

部 名 都市整備部 課 名 西大寺駅周辺整備事務所

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

パークアンドサイクルライドの利用者数 …① 人
2,867

（2013年度）
所管外

パ－クアンドライド駐車台数 …① 台
2,828

（2013年度）
所管外

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

公共交通による入込客数分担率 …①② ％
88.7

（2013年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

交通渋滞の緩和 × × × × -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - #DIV/0!

4.0

- - - - #DIV/0!

- - #DIV/0!

高速交通体系の整備 × - - - -

- 4.0

地域公共交通の充実 × - - - - - -

鉄道の利便性向上 × A - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 交通渋滞の緩和

②

③

④

2) 環境にやさしい自転車利用を推進します。 ▶ ×

1)
奈良公園を中心に発生する交通渋滞を緩和するため、自家用車による観光客に市役所駐車場及び国道24号線高架下駐車場を無料開放
し、パークアンドバスライドとサイクルライド事業を推進します。 ▶ ×

3)
世界遺産が集積する奈良公園周辺への車の流入を減少させるために、県や交通事業者と連携し本市を訪れる観光客の交通手段を車から
公共交通機関に転換を図る施策を実施します。 ▶ ×

4) ＪＲ奈良駅周辺で完了した連続立体交差事業に続き、大安寺から八条付近におけるＪＲ線高架化の完成を目指して事業を推進します。 ▶ ×
高速交通体系の整備

1)
市民の機運を高め、官民一体となって奈良市内へのリニア中央新幹線の新駅誘致を進めるとともに、リニアを生かしたまちづくりのあり方を
検討していきます。 ▶ ×
鉄道の利便性向上

1)
鉄道輸送力増強事業を推進するため、本市につながる関西本線の複線電化とＪＲ奈良線の複線化を実現するよう、関係市町村と連携して
ＪＲ西日本に働きかけます。 ▶ ×

2)
主要駅の交通結節点機能の強化を行うため、近鉄大和西大寺駅周辺では、駅周辺における交通渋滞の緩和や、乗換えの利便性の向上、
歩行者空間のバリアフリー化など交通環境の改善と、鉄道による地域の南北分断を解消する手法についての検討、整備を行い、近鉄菖蒲
池駅南口では、歩行者空間のバリアフリー化を行います。

▶ A

地域公共交通の充実

1)
月ヶ瀬地域では生活路線バスを、都祁地域では生活路線バス、コミュニティバスを継続的に運行するため、持続可能な手法を検討し運行し
ます。その他の公共交通空白地域対策について、将来にわたり持続可能で総合的な交通網形成の必要性を検討します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

5

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　都市計画道路の整備を推進し、生活道路の新設・改良や橋梁の長寿命化及び耐震化を進め、環境対策や歩車分離など人にやさしいユニバーサルデザインの道路づくりを推進
し、歩行者や車が安全で円滑に移動できるまちを目指します。
　また、無電柱化を推進し、歩行者が安全に安心して歩行できる空間を確保します。

「施策の目標」の実現状況

　都市計画道路見直し業務については、奈良県の「都市計画道路の見直しガイドライン」を踏まえ、都市計画道路が有する自動車の交通機能、歩行者等の交通機能及びまちづく
りとの整合性の観点から未着手31路線のうち奈良県独自に見直し判断する９路線を除く22路線について検証を行い、都市計画道路網見直し素案の作成を進めたが、関係機関と
の調整に不測の日数を要し素案作成に至らなかった。
　京奈和自動車道整備については、「京奈和自動車道整備促進期成同盟会」を中心に促進運動を展開し、関係省庁・機関等への陳情・要請を行った。また、情報収集及び情報交
換並びに関係機関との調整及び啓発活動に取り組み、平成30年度に(仮称)奈良北IC～(仮称)奈良IC間が事業化され、京奈和自動車道の早期実現に寄与している。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　都市計画道路見直し業務については、都市計画道路網全体の検証を行ったうえで素案を作成する必要があり、パブリックコメント等の実施及び関係機関との協議を行ったうえで
都市計画変更案を作成し、都市計画手続きを進める。　また、奈良県が決定する都市計画道路の見直しと整合を図るため、県が示したスケジュールに沿って、市が決定する都市
計画道路の見直しの業務を進める必要がある。
　京奈和自動車道整備については、「京奈和自動車道整備促進期成同盟会」を中心に促進運動を展開し、引き続き関係省庁・機関等への陳情・要請を行う。また、促進期成同盟
会の活動を通じて「大和北道路」の整備促進を行う。

指標の実績及び見込み

施策 5−04−01 道路整備の推進

関連個別計画 奈良市都市計画マスタープラン ／ 奈良市橋梁長寿命化修繕計画 ／ 新市建設計画　

施策の目標

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

道路整備延長 …② ㎞
134.6

（2013年度）
所管外

都市計画道路の整備率 …① ％
54.3

（2013年度）
所管外

橋梁長寿命化整備率 …② ％
0

（2013年度）
所管外

電線類共同溝整備延長 …③ m
3,360

（2014年度）
所管外

施策の展開方向の評価（一覧）

施　策　の　展　開　方　向
展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の

平均点
施策の
平均点8) 9)

指標の目標値が達成できない理由

No.

電線類美化整備延長 …③ m
0

（2013年度）
所管外

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

都市計画道路の整備 B C × A - - - - - 3.0

3.0

- - - - #DIV/0!

無電柱化等の推進 × × - - - - - -

生活道路の新設・改良 × × - - -

- #DIV/0!

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

部 名 都市整備部 課 名 都市計画課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 都市計画道路の整備

②

③

2) 交通渋滞の解消となる幹線道路網を計画的かつ重点的に整備促進していきます。 ▶ C

1) 社会経済情勢の変化等による必要性が生じた場合、対象となる路線についての都市計画変更等の手続を行います。 ▶ B

3) 都市活動の中心地である主要駅と周辺の生活拠点や観光拠点とを機能的に結ぶ誘導路を整備していきます。 ▶ ×

4)
高規格幹線道路網整備の一環として進められる京奈和自動車道の全区間早期着手、完成に向け、1988年（昭和63年）に設立された「京奈
和自動車道整備促進期成同盟会」を中心に促進運動を展開し、関係機関に働きかけていきます。 ▶ A
生活道路の新設・改良

1) 日常生活の利便性向上を図るため、住民の合意形成を図りながら、効果的に道路の新設及び改良を推進します。 ▶ ×

2) 舗装道路の補修や橋梁の長寿命化及び耐震化を推進します。 ▶ ×

1) 美しい景観の創出や歩行空間確保のため、歴史的地区や商業地区を中心に無電柱化を推進します。 ▶ ×

2) 奈良町周辺の歴史的町並み景観を守るため、電線類の美化を推進します。 ▶ ×

無電柱化等の推進

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

5

2

4

5

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

部 名 建設部 課 名 道路建設課

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

- 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - -

生活道路の新設・改良 C B - - -

都市計画道路の整備 × A A × - - - - - 4.0

2.7

- - - - 2.5

無電柱化等の推進 D C - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

施策の展開方向の評価（一覧）

施　策　の　展　開　方　向
展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の

平均点
施策の
平均点8) 9)

0 400 800

指標の目標値が達成できない理由

No.

生活道路の新設、改良事業については、用地協力の理解を得ることに時間を要している。

関係機関との調整に時間を要している。

関係機関との調整に時間を要している。

電線類美化整備延長 …③ m
0

（2013年度）
0 0 0

電線類共同溝整備延長 …③ m
3,360

（2014年度）
3,360 3,360 3,360 3,360 3,360 4,660

橋梁長寿命化整備率 …② ％
0

（2013年度）
2.5 3.0 3.5 12.0 14.0 14.0

55.8 56.0 56.0

道路整備延長 …② ㎞
134.6

（2013年度）
137.4 138.1 138.6 139.3

都市計画道路の整備率 …① ％
54.3

（2013年度）
55.0 55.2 55.6

140.0 143.5

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　都市計画道路の整備を推進し、生活道路の新設・改良や橋梁の長寿命化及び耐震化を進め、環境対策や歩車分離など人にやさしいユニバーサルデザインの道路づくりを推進
し、歩行者や車が安全で円滑に移動できるまちを目指します。
　また、無電柱化を推進し、歩行者が安全に安心して歩行できる空間を確保します。

「施策の目標」の実現状況

限られた財源（交付金）を効果的に配分し、かつ工事内容等の精査を行い、事業進捗を図った。三条線・油阪佐保山線・二条線の３路線の街路改良工事が完了した。また、平成
30年度末での整備率は、55.3％（見込み）となった。
県道桜井都 線までの都 友田町区間について、平成27年度から工事（Ｌ＝190ｍ）に着手しており、平成30年度にこの区間の工事が完了した。
平成30年度は橋梁長寿命化の工事を１橋・設計２橋実施した。また、橋梁点検については、平成30年度に338橋の定期点検を完了した。橋梁長寿命化整備率は平成30年度末
で、3.5％となった。
平成28年度に六条奈良阪線の地下構造物設計を行った。また、平成29年度は三条線の地中化詳細設計を行った。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

継続して整備している路線については、関係機関との協議や用地交渉を積極的に行い、早期完成に努める。また、その効果などを見極めながら、新規路線についても地元と協議
を重ね、整備計画を検討する。
残区間L=2,000m（県道桜井都 線～名阪国道一本松ＩＣ区間）については、新市建設計画期間内の平成32年度までの事業完了は困難である。
大部分の橋梁は河川を跨ぐことから渇水期の工事となり、工事期間に余裕がないことから、河川管理者と十分協議を行いながら進めていく。
奈良町周辺においては、事業実施に賛成意見が少ないことから、地元住民及び関係機関と再度協議を行いながら、新たな方策を検討する。無電柱化詳細設計完成後、地元住民
に十分な説明を行い、事業への理解を深めていく。平成31年度から三条線の猿沢池西側から一の鳥居までの道路詳細設計を行い、地元説明会への準備を進める。
また、六条奈良阪線については、地元説明会にて住民の理解を得たのちに、準備工事に着手する。

指標の実績及び見込み

施策 5−04−01 道路整備の推進

関連個別計画 奈良市都市計画マスタープラン ／ 奈良市橋梁長寿命化修繕計画 ／ 新市建設計画　

施策の目標

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 都市計画道路の整備

②

③

2) 奈良町周辺の歴史的町並み景観を守るため、電線類の美化を推進します。 ▶ C

無電柱化等の推進

1) 美しい景観の創出や歩行空間確保のため、歴史的地区や商業地区を中心に無電柱化を推進します。 ▶ D

生活道路の新設・改良

1) 日常生活の利便性向上を図るため、住民の合意形成を図りながら、効果的に道路の新設及び改良を推進します。 ▶ C

2) 舗装道路の補修や橋梁の長寿命化及び耐震化を推進します。 ▶ B

3) 都市活動の中心地である主要駅と周辺の生活拠点や観光拠点とを機能的に結ぶ誘導路を整備していきます。 ▶ A

4)
高規格幹線道路網整備の一環として進められる京奈和自動車道の全区間早期着手、完成に向け、1988年（昭和63年）に設立された「京奈
和自動車道整備促進期成同盟会」を中心に促進運動を展開し、関係機関に働きかけていきます。 ▶ ×

2) 交通渋滞の解消となる幹線道路網を計画的かつ重点的に整備促進していきます。 ▶ A

1) 社会経済情勢の変化等による必要性が生じた場合、対象となる路線についての都市計画変更等の手続を行います。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

2

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　駅前広場や道路等の都市基盤施設の整備、改善を行い、良好な市街地の形成を図り、国際文化観光都市としてふさわしい町並みの形成を目指します。
　また、「都市計画法」、「宅地造成等規制法」、「奈良市開発指導要綱」等の適切な運用に基づき周辺市街地と調和の取れた健全な市街地の形成を目指します。

「施策の目標」の実現状況

　世界遺産の薬師寺、唐招提寺を包含し、バッファゾーンとなっている西ノ京地区において、その良好な歴史的環境の保全と生活環境の向上を目指し、駅前広場や道路の新設等
の基盤整備を進めている。都市計画道路（仮称）西ノ京駅前線については、都市計画決定に向けて関係機関等との協議を重ねていたが、計画決定には至らなかった。また、（仮
称）西ノ京西南北線並びに西ノ京六条線については、事業の早期完了に向けて用地交渉を継続している。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　都市計画道路（仮称）西ノ京駅前線の事業については、関係機関等との協議を行い、都市計画決定後、事業認可の手続きを経て事業を実施する。
　市道中部第338号線並びに市道中部第485号線の道路事業は、地元関係者と協議を行い、用地取得及び詳細設計を進める。また、（仮称）西ノ京西南北線並びに西ノ京六条線
の道路事業は、詳細設計に基づき、関係者と協議を行うとともに用地取得を進め、事業の進捗を図る。

指標の実績及び見込み

施策 5−05−01 市街地整備の推進と適正な誘導

関連個別計画 奈良市都市計画マスタープラン

施策の目標

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

12 14 14

土地区画整理事業施行済面積（累計） …① ha
758

（2013年度）
769 771 771 772

駅前広場整備済箇所数（累計） …① 箇所
12

（2014年度）
12 12 12

774 779

No.

地権者及び地元と協議調整を進めてきたが、当初の目標値に至らなかった。

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

駅周辺地区の整備 × × C - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

- - - - 2.0

2.0

- - - - #DIV/0!良好な宅地水準の確保 × - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

C
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

部 名 都市整備部・建設部 課 名 都市計画課・道路建設課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 駅周辺地区の整備

②

3)
都市基盤整備がぜい弱な西ノ京駅周辺地区について、良好な歴史的環境の保全と向上への貢献等も含めた整備を進めます。また、富雄
駅北地区などその他の駅周辺地区においても、整備のあり方などを検討します。 ▶ C

2)
近鉄大和西大寺駅周辺地区の整備として、近鉄西大寺駅南土地区画整理事業により、市街地整備と併せ、南口駅前広場の整備を進めま
す。また、駅北側では、北口駅前広場や都市計画道路等の整備を進め、駅南北をつなぐ近鉄大和西大寺駅歩行者専用道の整備を推進す
ることで、都市基盤施設の強化を図ります。

▶ ×

1)
ＪＲ奈良駅周辺地区の整備について、東西駅前広場の整備が完了し、引き続きＪＲ奈良駅南特定土地区画整理事業により良好な市街地の
形成を図ります。また、奈良市バリアフリー基本構想に基づきＪＲ奈良駅及び近鉄奈良駅周辺の道路や施設のバリアフリー化の推進に努め
ます。

▶ ×

良好な宅地水準の確保

1)
一定規模以上の開発行為について、道路、公園等の公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付け、一定の宅地水準の確保に努
めます。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　駅前広場や道路等の都市基盤施設の整備、改善を行い、良好な市街地の形成を図り、国際文化観光都市としてふさわしい町並みの形成を目指します。
　また、「都市計画法」、「宅地造成等規制法」、「奈良市開発指導要綱」等の適切な運用に基づき周辺市街地と調和の取れた健全な市街地の形成を目指します。

「施策の目標」の実現状況

地権者及び地元協議調整を順調に進めたことによって、区画整理事業進捗率は64.4%(面積ベース)、宅地整備は９４，１２６㎡の完了が見込まれる。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

事業に伴う財源確保の課題はあるものの、引き続き地権者等との協議調整を円滑に行い、事業の進捗を高めて早期事業完了を目指します。

指標の実績及び見込み

施策 5−05−01 市街地整備の推進と適正な誘導

関連個別計画 奈良市都市計画マスタープラン

施策の目標

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

14

土地区画整理事業施行済面積（累計） …① ha
758

（2013年度）

駅前広場整備済箇所数（累計） …① 箇所
12

（2014年度）

779

都市計画課より報告

都市計画課より報告

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

駅周辺地区の整備 B × × - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

- - - - 3.0

3.0

- - - - #DIV/0!良好な宅地水準の確保 × - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

部 名 都市整備部 課 名 JR奈良駅周辺整備事務所

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 駅周辺地区の整備

②

3)
都市基盤整備がぜい弱な西ノ京駅周辺地区について、良好な歴史的環境の保全と向上への貢献等も含めた整備を進めます。また、富雄
駅北地区などその他の駅周辺地区においても、整備のあり方などを検討します。 ▶ ×

2)
近鉄大和西大寺駅周辺地区の整備として、近鉄西大寺駅南土地区画整理事業により、市街地整備と併せ、南口駅前広場の整備を進めま
す。また、駅北側では、北口駅前広場や都市計画道路等の整備を進め、駅南北をつなぐ近鉄大和西大寺駅歩行者専用道の整備を推進す
ることで、都市基盤施設の強化を図ります。

▶ ×

1)
ＪＲ奈良駅周辺地区の整備について、東西駅前広場の整備が完了し、引き続きＪＲ奈良駅南特定土地区画整理事業により良好な市街地の
形成を図ります。また、奈良市バリアフリー基本構想に基づきＪＲ奈良駅及び近鉄奈良駅周辺の道路や施設のバリアフリー化の推進に努め
ます。

▶ B

良好な宅地水準の確保

1)
一定規模以上の開発行為について、道路、公園等の公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付け、一定の宅地水準の確保に努
めます。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

部 名 都市整備部 課 名 西大寺駅周辺整備事務所

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

良好な宅地水準の確保 × - - - -

- - - 3.0

3.0

- - - - #DIV/0!

駅周辺地区の整備 × B × - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

14

土地区画整理事業施行済面積（累計） …① ha
758

（2013年度）

駅前広場整備済箇所数（累計） …① 箇所
12

（2014年度）

779

都市計画課より報告

都市計画課より報告

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　駅前広場や道路等の都市基盤施設の整備、改善を行い、良好な市街地の形成を図り、国際文化観光都市としてふさわしい町並みの形成を目指します。
　また、「都市計画法」、「宅地造成等規制法」、「奈良市開発指導要綱」等の適切な運用に基づき周辺市街地と調和の取れた健全な市街地の形成を目指します。

「施策の目標」の実現状況

近鉄西大寺駅南土地区画整理事業については平成30年度末で97%の整備済みで、令和2年度末には駅前広場を含め整備完了の見込み。南北自由通路の整備も予定通りの進
捗で、令和2年度末に完成の見込み。西大寺駅北口駅前広場や都市計画道路の整備については令和2年度末の完了を目指し地権者との交渉や必要な土地の整理等を行ってい
る。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

西大寺駅北地区については事業用地の確保が課題であり、それにむけての地権者との交渉等、事業の推進についての方策を検討していく。

指標の実績及び見込み

施策 5−05−01 市街地整備の推進と適正な誘導

関連個別計画 奈良市都市計画マスタープラン

施策の目標

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 駅周辺地区の整備

② 良好な宅地水準の確保

1)
一定規模以上の開発行為について、道路、公園等の公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付け、一定の宅地水準の確保に努
めます。 ▶ ×

3)
都市基盤整備がぜい弱な西ノ京駅周辺地区について、良好な歴史的環境の保全と向上への貢献等も含めた整備を進めます。また、富雄
駅北地区などその他の駅周辺地区においても、整備のあり方などを検討します。 ▶ ×

2)
近鉄大和西大寺駅周辺地区の整備として、近鉄西大寺駅南土地区画整理事業により、市街地整備と併せ、南口駅前広場の整備を進めま
す。また、駅北側では、北口駅前広場や都市計画道路等の整備を進め、駅南北をつなぐ近鉄大和西大寺駅歩行者専用道の整備を推進す
ることで、都市基盤施設の強化を図ります。

▶ B

1)
ＪＲ奈良駅周辺地区の整備について、東西駅前広場の整備が完了し、引き続きＪＲ奈良駅南特定土地区画整理事業により良好な市街地の
形成を図ります。また、奈良市バリアフリー基本構想に基づきＪＲ奈良駅及び近鉄奈良駅周辺の道路や施設のバリアフリー化の推進に努め
ます。

▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　駅前広場や道路等の都市基盤施設の整備、改善を行い、良好な市街地の形成を図り、国際文化観光都市としてふさわしい町並みの形成を目指します。
　また、「都市計画法」、「宅地造成等規制法」、「奈良市開発指導要綱」等の適切な運用に基づき周辺市街地と調和の取れた健全な市街地の形成を目指します。

「施策の目標」の実現状況

　開発事前協議において,平成28年度は件数51件、開発面積の合計は約21.0ha、平成29年度は件数57件、開発面積の合計は約29.0ha、平成30年度は件数51件、
開発面積の合計は約22.9haであった。
　民間開発については開発指導要綱に基づき、開発者の理解と協力のもと、一定の宅地水準の確保が図れた。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

今後とも、開発指導要綱に基づき、開発者の理解と協力を得ながら一定の宅地水準の確保を図り、住みよいまちづくりを進める。

指標の実績及び見込み

施策 5−05−01 市街地整備の推進と適正な誘導

関連個別計画 奈良市都市計画マスタープラン

施策の目標

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

14

土地区画整理事業施行済面積（累計） …① ha
758

（2013年度）
所管外

駅前広場整備済箇所数（累計） …① 箇所
12

（2014年度）
所管外

779

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

駅周辺地区の整備 × × × - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

- - - - #DIV/0!

4.0

- - - - 4.0良好な宅地水準の確保 A - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

部 名 都市整備部 課 名 開発指導課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 駅周辺地区の整備

②

3)
都市基盤整備がぜい弱な西ノ京駅周辺地区について、良好な歴史的環境の保全と向上への貢献等も含めた整備を進めます。また、富雄
駅北地区などその他の駅周辺地区においても、整備のあり方などを検討します。 ▶ ×

2)
近鉄大和西大寺駅周辺地区の整備として、近鉄西大寺駅南土地区画整理事業により、市街地整備と併せ、南口駅前広場の整備を進めま
す。また、駅北側では、北口駅前広場や都市計画道路等の整備を進め、駅南北をつなぐ近鉄大和西大寺駅歩行者専用道の整備を推進す
ることで、都市基盤施設の強化を図ります。

▶ ×

1)
ＪＲ奈良駅周辺地区の整備について、東西駅前広場の整備が完了し、引き続きＪＲ奈良駅南特定土地区画整理事業により良好な市街地の
形成を図ります。また、奈良市バリアフリー基本構想に基づきＪＲ奈良駅及び近鉄奈良駅周辺の道路や施設のバリアフリー化の推進に努め
ます。

▶ ×

良好な宅地水準の確保

1)
一定規模以上の開発行為について、道路、公園等の公共施設や排水設備等必要な施設の整備を義務付け、一定の宅地水準の確保に努
めます。 ▶ A

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

1

2

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

公園・緑地の整備の推進 D B - - -

- - - 3.3

2.8

- - - - 2.0

公園・緑地の管理や運営の多様化 B B A B -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

グリーンサポート制度に登録している団体は年々増加しているが、それとともに公園数も伸びているため。

遊具更新時などにおいて、健康遊具の設置を進めてきたが、地元からの要望も少なく、目標値の達成ができない。

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

36 38 40

健康遊具を設置している公園数 …② 公園
15

（2013年度）
16 16 17 18

グリーンサポート制度による公園管理率 …①② ％
27

（2014年度）
29 31 33

22 33

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　　「奈良市緑の基本計画」に基づき、少子高齢化社会や市民ニーズの多様化に対応し、市民が安全に安心して利用できる緑豊かな公園づくりを目指します。

「施策の目標」の実現状況

公園ボランティア制度やグリーンサポート制度において、活動団体のニーズを把握し、支援内容や手続き方法を見直した。また、制度や活動団体を紹介する情報紙「りろぱ」の発
行や、しみんだよりとホームページの広報活動等により市民への周知に努め、団体数の増加を図った。また、長きにわたり継続して活動しているものに対し、クリーン貢献者表彰
を行い、事業の推進や活動参加者のモチベーションの維持と向上に努めた。
老朽化が進む市管理の公園については、公園施設長寿命化計画に基づき、遊具の更新を実施し、公園の利用者が健康増進を図れるよう健康遊具を設置した。また、フェンス改
修、園路改修、排水路改修工事等の実施及び遊具の軽微な補修を実施した。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

グリーンサポート制度、公園ボランティア制度を活用し、市民との協働による取組を推進し、快適かつ安全に利用できる公園を目指す。公園ボランティア制度については、グリーン
サポート制度との統合に向けて検討していく。
　高齢化が進み、担い手が不足してきている活動団体も多いので、引き続き、情報誌「りろぱ」の発行やしみんだより等での広報活動で、多様な世代の市民参加を促す。また、既
存の参加者の活動継続のためにも、クリーン貢献者表彰以外でもポイント付与の仕組みを考えていく。
　街区公園等の経年劣化により遊具の改修の増加が見込まれるため、平成２７年度に策定した公園施設長寿命化計画に基づき、計画的に更新を実施する。また、今後も園路改
修、排水路改修工事等も実施し、利用者ニーズに合うような公園の整美を進めるとともに老朽化した遊具などの公園施設の修繕を行い、安全・安全な公園を維持する。

指標の実績及び見込み

施策 5−06−01 公園・緑地の整備

関連個別計画 奈良市都市計画マスタープラン ／ 奈良市緑の基本計画

施策の目標

部 名 市民部・都市整備部 課 名 地域づくり推進課・公園緑地課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 公園・緑地の管理や運営の多様化

② 公園・緑地の整備の推進

1)
少子高齢化による公園の利用形態の変化や利用者のニーズの把握に努めながら、子どもの体力の低下防止や高齢者の健康増進を図れ
る公園の整備を進めます。 ▶ D

2) 老朽化した遊具などの整備を図り、誰もが安心して利用できる公園づくりに努めます。 ▶ B

4) 適切な公園管理や利用に関して啓発を行います。 ▶ B

3) 市民や地域が行う緑化活動に対し、そのニーズを的確に把握して、新たな支援策の検討を進めます。 ▶ A

2) 多様化する公園利用者のニーズを把握し、それに対応することができるよう管理・運営の拡充を図ります。 ▶ B

1) 公園ボランティア制度やグリーンサポート制度などを活用し、市民等との協働による公園・緑地の管理運営を推進します。 ▶ B

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　ゆとりをもって住み続けられる安全で快適な居住環境を創出するとともに、全ての人が安心して生活できる住まいづくりを促進します。また、「奈良市営住宅ストック総合活用計
画」に基づき、ゆとりと豊かさを実感できる居住水準を備えた市営住宅の整備を図るなど、地域特性に応じた住宅施策を計画的に推進します。

「施策の目標」の実現状況

定住促進イベントと連動した地域の紹介ページ（「住人インタビュー」「学校などの情報」など）をホームページに掲載し、定住・移住を考える方への資料配布や相談を受けた。
また、子世帯と親世帯が同居又は近居し、子育てや介護等で共に育み協力できる環境作りを支援するための三世代同居・近居支援補助制度（住宅取得補助金・リフォーム補助
金）を実施し、奈良市への定住を促進した。補助金利用件数は、平成28年度25件、平成29年度14件であった。
移住・定住資料請求件数は、平成28年度35件、平成29年度34件、平成30年度は58件であった。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

奈良市の中でも地域ごとにそれぞれの魅力があり、移住者はその独自の魅力を感じ、共感を得て移り住んでいる。今後は、地域に応じたターゲット層（子育て層や若年層等）を設
定し、その層に適したＰＲ方法を検討し、ホームページや動画、ＳＮＳを用いて情報発信をしていく。
また、行政だけではなく、不動産事業者をはじめとする企業、大学、地域団体などと連携して転入者・転出者の声を反映した取り組みを行う。

指標の実績及び見込み

施策 5−07−01 居住環境の整備促進

関連個別計画
奈良市住生活基本計画 ／ 奈良市景観計画 ／ 奈良市耐震改修促進計画 ／ 奈良市営住宅ストック総合活用計画 ／
奈良市公営住宅等長寿命化計画 ／奈良市都市計画マスタープラン

施策の目標

部 名 総合政策部 課 名 秘書広報課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

25

子育て世帯向け市営住宅の供給戸数 …② 戸
20

（2014年度）
所管外

町家バンクの成約件数（累計） …① 件
4

（2013年度）
所管外

90

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

安全で快適な居住環境の整備促進 × × A × ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

× - - - 4.0

4.0

- - - - #DIV/0!市営住宅の整備と活用 × × × × -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 安全で快適な居住環境の整備促進

②

2) 都市景観形成地区では、歴史的な町並みの保全整備を図るため補助制度の充実に努めます。 ▶ ×

1)
周辺市街地と調和の取れた良好な居住環境を創出するため、地区計画制度などを活用するとともに、都市基盤施設の整備を目指し、土地
区画整理事業等による住宅地開発の指導に努めます。 ▶ ×

3) 「奈良市住生活基本計画」に基づき、関係部局が連携して、奈良らしい住みよいまちづくりを推進するための住宅政策に取り組みます。 ▶ A

4) 「奈良市耐震改修促進計画」を見直し、既存住宅の耐震化促進を図ります。 ▶ ×

5)
空き家等の適正な管理に努めるとともに空き家の改修や利活用を促進し、特に都市景観形成地区においては伝統的町家に生じた空き家
等の活用を進め、地域の活性化や地域コミュニティの維持・再生を図ります。 ▶ ×

6)
環境に配慮した住宅を推進するための各種認定制度、省エネルギー措置の届出及び住宅と福祉の連携によるサービス付き高齢者向け住
宅の登録制度について普及を促進します。 ▶ ×

2) 市営住宅は、予防保全的な観点からの改修を行うとともに、長寿命化計画に基づく整備を進めます。 ▶ ×

市営住宅の整備と活用

1)
「奈良市営住宅ストック総合活用計画」に基づき、ゆとりと豊かさを実感できる住生活を営むことができるよう、計画的な改善や維持保全等
により市営住宅の質の向上を目指します。 ▶ ×

3)
子育て世帯、又は母子・父子世帯や多子世帯、また、高齢者や障がいのある方の世帯等の住宅需要に対応した市営住宅の有効活用を図
ります。 ▶ ×

4) 老朽化した市営住宅については、建替事業に代わる事業の実施の検討を進めます。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

市営住宅の整備と活用 B B A A -

- - - 2.5

3.0

- - - - 3.5

安全で快適な居住環境の整備促進 × D B × B

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

B

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

22 25 25

子育て世帯向け市営住宅の供給戸数 …② 戸
20

（2014年度）
54 65 76 87

町家バンクの成約件数（累計） …① 件
4

（2013年度）
11 15 18

90 90

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　ゆとりをもって住み続けられる安全で快適な居住環境を創出するとともに、全ての人が安心して生活できる住まいづくりを促進します。また、「奈良市営住宅ストック総合活用計
画」に基づき、ゆとりと豊かさを実感できる居住水準を備えた市営住宅の整備を図るなど、地域特性に応じた住宅施策を計画的に推進します。

「施策の目標」の実現状況

市営住宅の定期空家募集において、これまでの募集枠に加えて、低所得者で住宅に困窮する子育て世帯向けの特定目的住宅を設置するため、空家補修工事を実施した。2020
年度までに子育て世帯向けの市営住宅を90戸（平成26年度からの累計）供給する見込みである。
また、子育て世帯向けだけでなく、母子・父子世帯や多子世帯等の多様な住宅需要に対応した市営住宅の整備及び活用を行った。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

「奈良市住生活基本計画」に基づき、関係部局が連携を強化し、奈良らしい住みよいまちづくりを推進する。
近年増加している空き家等について、適正な管理及び利活用を促進することにより、地域の活性化及び安全で快適な居住環境の整備を図る。
また、ゆとりと豊かさを実感できる住生活を営むことができるように、「奈良市営住宅ストック総合活用計画」に基づき計画的に市営住宅の整備を行い、有効活用を図る。

指標の実績及び見込み

施策 5−07−01

関連個別計画
奈良市住生活基本計画 ／ 奈良市景観計画 ／ 奈良市耐震改修促進計画 ／ 奈良市営住宅ストック総合活用計画 ／
奈良市公営住宅等長寿命化計画 ／奈良市都市計画マスタープラン

施策の目標

課 名 介護福祉課、奈良町にぎわい課、住宅課居住環境の整備促進 部 名 福祉部、観光経済部、都市整備部

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 安全で快適な居住環境の整備促進

②

4) 老朽化した市営住宅については、建替事業に代わる事業の実施の検討を進めます。 ▶ A

3)
子育て世帯、又は母子・父子世帯や多子世帯、また、高齢者や障がいのある方の世帯等の住宅需要に対応した市営住宅の有効活用を図
ります。 ▶ A

6)
環境に配慮した住宅を推進するための各種認定制度、省エネルギー措置の届出及び住宅と福祉の連携によるサービス付き高齢者向け住
宅の登録制度について普及を促進します。 ▶ B

2) 市営住宅は、予防保全的な観点からの改修を行うとともに、長寿命化計画に基づく整備を進めます。 ▶ B

市営住宅の整備と活用

1)
「奈良市営住宅ストック総合活用計画」に基づき、ゆとりと豊かさを実感できる住生活を営むことができるよう、計画的な改善や維持保全等
により市営住宅の質の向上を目指します。 ▶ B

5)
空き家等の適正な管理に努めるとともに空き家の改修や利活用を促進し、特に都市景観形成地区においては伝統的町家に生じた空き家
等の活用を進め、地域の活性化や地域コミュニティの維持・再生を図ります。 ▶ B

3) 「奈良市住生活基本計画」に基づき、関係部局が連携して、奈良らしい住みよいまちづくりを推進するための住宅政策に取り組みます。 ▶ B

4) 「奈良市耐震改修促進計画」を見直し、既存住宅の耐震化促進を図ります。 ▶ ×

2) 都市景観形成地区では、歴史的な町並みの保全整備を図るため補助制度の充実に努めます。 ▶ D

1)
周辺市街地と調和の取れた良好な居住環境を創出するため、地区計画制度などを活用するとともに、都市基盤施設の整備を目指し、土地
区画整理事業等による住宅地開発の指導に努めます。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

 

　ゆとりをもって住み続けられる安全で快適な居住環境を創出するとともに、全ての人が安心して生活できる住まいづくりを促進します。また、「奈良市営住宅ストック総合活用計
画」に基づき、ゆとりと豊かさを実感できる居住水準を備えた市営住宅の整備を図るなど、地域特性に応じた住宅施策を計画的に推進します。

「施策の目標」の実現状況

平成28年度は「左京五丁目地区計画」及び「大宮通り交流拠点地区地区計画」の都市計画決定を行った。また、平成30年度は、「中登美ヶ丘五丁目西地区計画」の都市計画決定
を行うととともに、さらに、地区レベルでの整備を推進する地区や良好な住環境の保全を目的として新たに相談があった地区において関係権利者と協議を行った。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

・地元要望や地域地区等の変更に伴う地区計画の導入について積極的な対応を行う。

指標の実績及び見込み

施策 5−07−01 居住環境の整備促進

関連個別計画
奈良市住生活基本計画 ／ 奈良市景観計画 ／ 奈良市耐震改修促進計画 ／ 奈良市営住宅ストック総合活用計画 ／
奈良市公営住宅等長寿命化計画 ／奈良市都市計画マスタープラン

施策の目標

部 名 都市整備部 課 名 都市計画課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

25

子育て世帯向け市営住宅の供給戸数 …② 戸
20

（2014年度）
所管外

町家バンクの成約件数（累計） …① 件
4

（2013年度）
所管外

90

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

安全で快適な居住環境の整備促進 B × × × ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

× - - - 3.0

3.0

- - - - #DIV/0!市営住宅の整備と活用 × × × × -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 安全で快適な居住環境の整備促進

②

2) 都市景観形成地区では、歴史的な町並みの保全整備を図るため補助制度の充実に努めます。 ▶ ×

1)
周辺市街地と調和の取れた良好な居住環境を創出するため、地区計画制度などを活用するとともに、都市基盤施設の整備を目指し、土地
区画整理事業等による住宅地開発の指導に努めます。 ▶ B

3) 「奈良市住生活基本計画」に基づき、関係部局が連携して、奈良らしい住みよいまちづくりを推進するための住宅政策に取り組みます。 ▶ ×

4) 「奈良市耐震改修促進計画」を見直し、既存住宅の耐震化促進を図ります。 ▶ ×

5)
空き家等の適正な管理に努めるとともに空き家の改修や利活用を促進し、特に都市景観形成地区においては伝統的町家に生じた空き家
等の活用を進め、地域の活性化や地域コミュニティの維持・再生を図ります。 ▶ ×

6)
環境に配慮した住宅を推進するための各種認定制度、省エネルギー措置の届出及び住宅と福祉の連携によるサービス付き高齢者向け住
宅の登録制度について普及を促進します。 ▶ ×

2) 市営住宅は、予防保全的な観点からの改修を行うとともに、長寿命化計画に基づく整備を進めます。 ▶ ×

市営住宅の整備と活用

1)
「奈良市営住宅ストック総合活用計画」に基づき、ゆとりと豊かさを実感できる住生活を営むことができるよう、計画的な改善や維持保全等
により市営住宅の質の向上を目指します。 ▶ ×

3)
子育て世帯、又は母子・父子世帯や多子世帯、また、高齢者や障がいのある方の世帯等の住宅需要に対応した市営住宅の有効活用を図
ります。 ▶ ×

4) 老朽化した市営住宅については、建替事業に代わる事業の実施の検討を進めます。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　ゆとりをもって住み続けられる安全で快適な居住環境を創出するとともに、全ての人が安心して生活できる住まいづくりを促進します。また、「奈良市営住宅ストック総合活用計
画」に基づき、ゆとりと豊かさを実感できる居住水準を備えた市営住宅の整備を図るなど、地域特性に応じた住宅施策を計画的に推進します。

「施策の目標」の実現状況

　開発事前協議において,平成28年度は件数51件、開発面積の合計は約21.0ha、平成29年度は件数57件、開発面積の合計は約29.0ha、平成30年度は件数51件、
開発面積の合計は約22.9haであった。
　民間開発については開発指導要綱に基づき、開発者の理解と協力のもと、一定の宅地水準の確保が図れた。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　今後とも、開発指導要綱に基づき、開発者の理解と協力を得ながら一定の宅地水準の確保を図り、住みよいまちづくりを進める。

指標の実績及び見込み

施策 5−07−01 居住環境の整備促進

関連個別計画
奈良市住生活基本計画 ／ 奈良市景観計画 ／ 奈良市耐震改修促進計画 ／ 奈良市営住宅ストック総合活用計画 ／
奈良市公営住宅等長寿命化計画 ／奈良市都市計画マスタープラン

施策の目標

部 名 都市整備部 課 名 開発指導課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

25

子育て世帯向け市営住宅の供給戸数 …② 戸
20

（2014年度）
所管外

町家バンクの成約件数（累計） …① 件
4

（2013年度）
所管外

90

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

安全で快適な居住環境の整備促進 A × × × ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

× - - - 4.0

4.0

- - - - #DIV/0!市営住宅の整備と活用 × × × × -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 安全で快適な居住環境の整備促進

②

2) 都市景観形成地区では、歴史的な町並みの保全整備を図るため補助制度の充実に努めます。 ▶ ×

1)
周辺市街地と調和の取れた良好な居住環境を創出するため、地区計画制度などを活用するとともに、都市基盤施設の整備を目指し、土地
区画整理事業等による住宅地開発の指導に努めます。 ▶ A

3) 「奈良市住生活基本計画」に基づき、関係部局が連携して、奈良らしい住みよいまちづくりを推進するための住宅政策に取り組みます。 ▶ ×

4) 「奈良市耐震改修促進計画」を見直し、既存住宅の耐震化促進を図ります。 ▶ ×

5)
空き家等の適正な管理に努めるとともに空き家の改修や利活用を促進し、特に都市景観形成地区においては伝統的町家に生じた空き家
等の活用を進め、地域の活性化や地域コミュニティの維持・再生を図ります。 ▶ ×

6)
環境に配慮した住宅を推進するための各種認定制度、省エネルギー措置の届出及び住宅と福祉の連携によるサービス付き高齢者向け住
宅の登録制度について普及を促進します。 ▶ ×

2) 市営住宅は、予防保全的な観点からの改修を行うとともに、長寿命化計画に基づく整備を進めます。 ▶ ×

市営住宅の整備と活用

1)
「奈良市営住宅ストック総合活用計画」に基づき、ゆとりと豊かさを実感できる住生活を営むことができるよう、計画的な改善や維持保全等
により市営住宅の質の向上を目指します。 ▶ ×

3)
子育て世帯、又は母子・父子世帯や多子世帯、また、高齢者や障がいのある方の世帯等の住宅需要に対応した市営住宅の有効活用を図
ります。 ▶ ×

4) 老朽化した市営住宅については、建替事業に代わる事業の実施の検討を進めます。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

C
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

市営住宅の整備と活用 × × × × -

- - - 2.5

2.5

- - - - #DIV/0!

安全で快適な居住環境の整備促進 × × × C ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

B

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

25

子育て世帯向け市営住宅の供給戸数 …② 戸
20

（2014年度）
所管外

町家バンクの成約件数（累計） …① 件
4

（2013年度）
所管外

90

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　ゆとりをもって住み続けられる安全で快適な居住環境を創出するとともに、全ての人が安心して生活できる住まいづくりを促進します。また、「奈良市営住宅ストック総合活用計
画」に基づき、ゆとりと豊かさを実感できる居住水準を備えた市営住宅の整備を図るなど、地域特性に応じた住宅施策を計画的に推進します。

「施策の目標」の実現状況

平成26年度から認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査を実施している。これは、住宅の長寿命化のために必要な認定時の計画等に基づく維持保全（点検、修繕
等）が行われ、記録を作成、保存されているかの調査であり、平成28年度から平成30年度までに71件の調査を行った。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

ストック重視の住宅施策への転換という住生活基本法の理念を踏まえ、既存住宅の増築、改築に係る長期優良住宅認定基準が追加されたことから、既存住宅における税制優遇
措置の今後の動向を見ながら認定申請の周知、普及活動を行っていく。

指標の実績及び見込み

施策 5−07−01 居住環境の整備促進

関連個別計画
奈良市住生活基本計画 ／ 奈良市景観計画 ／ 奈良市耐震改修促進計画 ／ 奈良市営住宅ストック総合活用計画 ／
奈良市公営住宅等長寿命化計画 ／奈良市都市計画マスタープラン

施策の目標

部 名 都市整備部 課 名 建築指導課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 安全で快適な居住環境の整備促進

②

4) 老朽化した市営住宅については、建替事業に代わる事業の実施の検討を進めます。 ▶ ×

3)
子育て世帯、又は母子・父子世帯や多子世帯、また、高齢者や障がいのある方の世帯等の住宅需要に対応した市営住宅の有効活用を図
ります。 ▶ ×

6)
環境に配慮した住宅を推進するための各種認定制度、省エネルギー措置の届出及び住宅と福祉の連携によるサービス付き高齢者向け住
宅の登録制度について普及を促進します。 ▶ B

2) 市営住宅は、予防保全的な観点からの改修を行うとともに、長寿命化計画に基づく整備を進めます。 ▶ ×

市営住宅の整備と活用

1)
「奈良市営住宅ストック総合活用計画」に基づき、ゆとりと豊かさを実感できる住生活を営むことができるよう、計画的な改善や維持保全等
により市営住宅の質の向上を目指します。 ▶ ×

5)
空き家等の適正な管理に努めるとともに空き家の改修や利活用を促進し、特に都市景観形成地区においては伝統的町家に生じた空き家
等の活用を進め、地域の活性化や地域コミュニティの維持・再生を図ります。 ▶ ×

3) 「奈良市住生活基本計画」に基づき、関係部局が連携して、奈良らしい住みよいまちづくりを推進するための住宅政策に取り組みます。 ▶ ×

4) 「奈良市耐震改修促進計画」を見直し、既存住宅の耐震化促進を図ります。 ▶ C

2) 都市景観形成地区では、歴史的な町並みの保全整備を図るため補助制度の充実に努めます。 ▶ ×

1)
周辺市街地と調和の取れた良好な居住環境を創出するため、地区計画制度などを活用するとともに、都市基盤施設の整備を目指し、土地
区画整理事業等による住宅地開発の指導に努めます。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　水道は、市民生活や社会経済活動に欠かすことのできないものであり、将来にわたってライフラインとしての水道を維持しつつ、事業の透明性を確保し、市民から信頼される水
道を確立することが最も重要と考え、「奈良市水道事業中長期計画」の将来像「信頼の水道　未来へつなぐライフライン」の実現に努めます。

「施策の目標」の実現状況

　将来にわたりライフラインとしての水道を維持するため、平常時はもとより災害・事故時においても給水できるように、浄水場や管路をはじめとする施設の整備・更新や送配水シ
ステムの構築を計画的に進めている。また、市民から信頼される水道の確立が最も重要と考え、「奈良市水道事業中長期計画」の将来像「信頼の水道　未来へつなぐライフライ
ン」の実現に努めている。大渕第２幹線(φ800)布設工事（大渕幹線のバックアップ）、緑ヶ丘浄水場急速ろ過池設備改良工事及び大渕配水池耐震補強工事、平城西配水池更新
工事（ダウンサイジングと施設統合及び耐震化）等、安心・安全の水道につながる事業を進めている。また、水道週間行事や市民アンケート等により、市民との双方向コミニュケー
ションが図れたことにより、事業の透明性が確保できた。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　将来、人口の減少や社会構造の変化に伴う水需要や料金収入の減少、老朽化が進む水道施設の更新、大地震等の大規模自然災害、渇水への備えなど、様々な課題を適切に
対応し、水道システム全体の基盤強化を図ることで市民から信頼され、喜ばれる水道を目指し、水道を次世代に着実に継承していかなければならない。また、水道法改正により、
国・都道府県による水道事業の広域化の方針が明確になったことから、広域化の動きが大きく、平成30年度新県域水道ビジョンにおいても県域水道の一体化について記載されて
いる。広域化は従来の本市水道事業と事業形態が異なるため、今後の浄水場や管路をはじめとする施設の整備・更新や送配水システムの構築については、県との一体化も視野
に入れて再検討する必要がある。

指標の実績及び見込み

施策 5−08−01 信頼の水道　未来へつなぐライフライン

関連個別計画 奈良市水道事業中長期計画 ／ 奈良市水道事業送配水施設整備計画

施策の目標

部 名 奈良市企業局 課 名 -

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

40.3 38.6 38.6

管路の耐震化率(PI　2210) …② ％
16.7

（2013年度）
18.0 18.3 18.7 19.3

鉛製給水管率(PI　1117) …①③ ％
45.0

（2013年度）
43.5 42.7 41.3

20.0 18.1

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

105.0経常収支比率 (PI　3002) …③ ％
111.9

（2013年度）
116.7 110.6 112.0 105.6 105.0

指標の目標値が達成できない理由

安心できる水道（水質管理） B A - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　）
事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - 3.5

3.6

- - - - 4.0

- - 4.0

頼りになる水道（施設更新と災害対策） A A - - -

- 3.4

環境に配慮する水道（省エネルギーと環境対策） A - - - - - -

喜ばれる水道（健全経営とお客様サービス） A B A B B - -

1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 安心できる水道（水質管理）

②

③

④

2)
現在の水質を守るため水源流域の保全や水源の汚染に対するリスク対策にも取り組み、将来にわたり、いつでも安全で安心できる水道を
目指します。 ▶ A

1) いつまでも安全で快適な水道水を供給できるよう、水源から蛇口に至るまで、一貫した水質管理を行い、良質な水づくりに努めます。 ▶ B

頼りになる水道（施設更新と災害対策）

1)
水道は、生活に不可欠なものであり、老朽化した施設を計画的に更新し、併せて耐震化を行い、平常時はもとより災害・事故時においても
給水できるように目指します。 ▶ A

2)
水道事業は、浄水場や管路をはじめ多くの施設の維持管理が必要となっています。水道は一つの連続したシステムであることから、全体と
して効果的に機能するために、水需要の減少に対応したダウンサイジングを踏まえ、施設の整備・更新や送配水システムの再構築を着実
かつ計画的に進め、市民のライフラインとして、頼りになる水道を目指します。

▶ A

2)
民間的経営手法の活用とともに、奈良県（県地域政策課）や近隣水道事業体との連携により、健全で効率的な事業経営を行い、経営基盤
の強化を目指します。 ▶ B

1)
水道事業はお客様からの水道料金で成り立っており、給水量の減少が見込まれる中で浄水場の施設耐震補強事業の完了後、県営水道か
らの受水量の削減について協議するなど、たゆまない経営努力により適正な料金を維持するように努めます。 ▶ A

B

4) ニーズに合った的確な情報提供や積極的なコミュニケーションに努め、お客様に信頼され、喜ばれる水道を目指します。 ▶ B

3) 貴重な水資源の有効利用を図り、道路陥没や建物への浸水等の二次災害を防止するため、漏水防止対策を推進します。 ▶ A

喜ばれる水道（健全経営とお客様サービス）

1)
水道事業は多くの電力を消費することから省エネルギーに努めるとともに、副産物（浄水場の浄水処理過程で発生する土）の有効利用を進
め、環境に配慮する水道を目指します。 ▶ A

環境に配慮する水道（省エネルギーと環境対策）

5)
都祁水道事業及び月ヶ瀬簡易水道事業は、料金収入だけでは賄えない経営状況ですが、監視制御システムの見直し等を進め、経費削減
に努めて健全な経営を目指します。 ▶

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

部 名 奈良市企業局 課 名 -

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

下水道施設の維持管理・更新 C C A C -

- 3.5下水道に関する普及・啓発活動の推進 A B - - - - - -

- - - 2.0

2.6

- - - - 2.5

下水道整備の推進 B C D - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

91.4 91.5 91.5

公共下水道水洗化率 …②③ ％
94.4

（2013年度）
95.5 96.1 96.7 97.4

公共下水道普及率 …① ％
91.1

（2013年度）
91.2 91.3 91.3

98.0 98.0

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　下水道は、市民の生活環境の改善及び公共用水域の水質保全などの役割を担っており、市民が健康で文化的な生活を営む上で欠かすことのできない施設であるため、計画的
かつ効率的に整備し、快適で豊かな生活環境を形成するとともに、安心・快適なまちづくりを進めます。

「施策の目標」の実現状況

市内各所に点在する未普及地域での下水道整備を行い、普及率の向上を図った。下水道事業及び農業集落排水事業が予定されていない区域において、浄化槽設置整備に対し
て助成を行った。合流式下水道区域内において浸水被害の軽減・最小化を目的として『浸水被害軽減総合計画』を策定し、浸水対策事業に取り組んでいる。老朽化した管渠及び
人孔鉄蓋についての長寿命化計画を策定し、改築工事を実施した。安定して適切な維持管理運営を継続できるよう、下水道管渠及び東部地域の処理場等の管理において包括
的民間委託を開始した。下水道整備区域における未水洗化世帯については、個別訪問による接続啓発を行った。下水道の役割や効果については、地域の河川浄化活動等を通
して公共用水域の水質保全及び生活環境の改善などの必要性について啓発活動を行った。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

今後の本市の下水道施設については、老朽化による維持管理費用の増大が見込まれる。経営環境の健全化を実現し、事業運営を持続可能なものとするため、個別施設ごとに
策定した長寿命化計画に替わり施設全体を俯瞰したストックマネジメント計画を策定し、施設管理の最適化を行い、効率的に改築・更新を実施していく。
また、未接続世帯に対する水洗化の啓発活動を、今後とも継続して行い、公共用水域の水質保全に努める。

指標の実績及び見込み

施策 5−09−01 下水道の整備

関連個別計画 ―

施策の目標

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 下水道整備の推進

②

③

2)
下水道の役割や効果について市民の理解を得るために学校教育、地域社会活動等の場を活用し、啓発活動を行い、下水道普及促進を図
ります。 ▶ B

下水道に関する普及・啓発活動の推進

1) 下水道整備区域における未水洗化世帯の早期解消に向けて、下水道に関する普及啓発活動を強化します。 ▶ A

4) 下水道事業の合理化のため、処理場施設等の統廃合を検討します。 ▶ C

3)
下水道事業として適正な維持管理を行うため、経営の健全化・効率化に努めるとともに、独立採算の視点から、経営基盤の強化を図りま
す。 ▶ A

3) 浸水への安全性を確保するための整備を図るとともに、河川等の水質汚濁防止対策を推進します。 ▶ D

2) 管路・処理場施設等の効率的かつ予防保全的な維持管理を推進します。 ▶ C

下水道施設の維持管理・更新

1) 管路・処理場施設等の耐震化を図るとともに、長寿命化計画を策定し、優先順位に基づき順次整備を図ります。 ▶ C

2) 東部、月ヶ瀬及び都祁地域の農業集落排水事業整備済区域外の区域において、浄化槽設置整備事業を推進します。 ▶ C

1) 計画的かつ効率的に下水道の整備を推進します。 ▶ B

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

1

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　市民の安全と安心を確保するため、都市化や地球温暖化等によるゲリラ豪雨などの異常気象に対応できる河川と、自然環境と親水性に配慮した河川づくりを目指します。

「施策の目標」の実現状況

平成11年・12年の集中豪雨により浸水被害のあった個所のうち、1箇所着手し今後関係機関と連携し事業を進めていく。また近年のゲリラ豪雨で浸水被害のあった危険個所の対
策工事を実施し、浸水被害の軽減を図った。親水空間の確保については、関係機関や学校関係・地域住民等と連携し河川清掃、ホタルの放流などの取組を行っている。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

近年の異常気象によるゲリラ豪雨の浸水被害が多発しており、緊急性の高い個所から、計画的に実施し、残る浸水箇所については早期完了を目指す。また、東九条・西九条地区
浸水対策事業を完了し、浸水被害の早期軽減を図る。

指標の実績及び見込み

施策 5−10−01 河川・水路の整備

関連個別計画 ―

施策の目標

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

20 20 21浸水対策事業実施済箇所数 …① 箇所
19

（2014年度）
20 20 20

No.

浸水対策事業実施済個所数の目標としている大安寺周辺の浸水箇所については、JR関西線の高架化と奈良県道京終停車場薬師寺線拡幅工事により整備するため、
実施については2024年完了予定となる。

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

治水対策・流域対策 B B A - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - 3.3

3.7

- - - - 4.0親水空間の確保 A A - - -

- 4.0都市下水路改修 A - - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

部 名 建設部 課 名 河川耕地課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 治水対策・流域対策

②

③

2) 各河川における流域の保水能力を高めるため、雨水貯留浸透施設の設置及びため池治水利用施設の設置を図ります。 ▶ B

1) 浸水被害を解消するため、河川改修工事及び浸水対策工事を実施します。 ▶ B

3) 民間の開発に伴う雨水流出を防ぐため、調整池の設置を指導します。 ▶ A
親水空間の確保

1) 自然環境と景観に調和した「多自然川づくり」を進めます。 ▶ A

都市下水路改修

1) 河川改修工事との整合を図りながら計画的に改修します。 ▶ A

2) 主要な河川においては、関係機関と連携し、水辺の散策や生物の生育などに配慮した川づくりに取り組みます。 ▶ A

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

C
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

外国人観光客の誘致促進 C × × × × -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

観光客受入体制の充実 × × × × -

- 3.0

観光情報の発信 × × - - - - -

コンベンションの誘致推進 B - - - - - - -

× × × #DIV/0!

2.5

- - - - #DIV/0!

- - - 2.0

- - #DIV/0!

観光資源・施設の整備・充実 × × × × ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

×

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

10奈良町南観光案内所の来館者数…① 万人 2015年度開館 所管外

指標の目標値が達成できない理由

1,500
（100）

宿泊客数（うち外国人数）…①②③④⑤ 万人
142（8）

（2013年）
所管外

観光入込客数（うち外国人数）…①②③④⑤ 万人
1,380（44）
（2013年）

所管外

180
（17）

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　市民や来訪者が、奈良の美しい自然や歴史・文化に触れ、人々と交流する中で、「しみじみと本物の良さを味わう奈良」・「魅力的であたたかな人々に出会う奈良」・「次々と世界
中の人が集う奈良」を目指します。

「施策の目標」の実現状況

　奈良市観光協会が主体となり、本市における国際会議等の受入環境整備や具体的な観光商品の開発とプロモーションを実施した。また、旧奈良監獄において、本事業３カ年の
事業プロモーション及び本市の観光力強化をテーマとして各分野の有識者らによる会議を開催するとともに、奈良市観光協会のマネージメント力やマーケティング力を強化するた
め、新たな人材の獲得に向けた採用活動や商品販売システムの機能強化を実施したことで、本市の観光力の強化を図った。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　地域の事業者などの多様な関係者とのリレーションを構築し、奈良市の魅力を国内外に発信していくことで観光客の増加及び地域経済の活性化に取り組む必要がある。
　今後は、顧客情報の管理やデータに基づいたマーケティングを活用し、効果的かつ効率的な商品企画やプロモーションを実施していくことで奈良市の観光力強化を図っていく。

指標の実績及び見込み

施策 6−01−01 観光力の強化

関連個別計画 奈良市観光交流推進計画 ／ 奈良市もてなしのまちづくり推進行動計画 ／ 新市建設計画

施策の目標

部 名 総合政策部 課 名 総合政策課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 観光資源・施設の整備・充実

②

③

④

⑤

4) 観光パンフレットや観光案内板の多言語表記を進めます。 ▶ ×

3) 海外メディア・エージェントへの情報提供を積極的に行います。 ▶ ×

2) 外国人観光客に対応できる人材育成を図ります。 ▶ ×

5) 外国人観光客の利便性の向上を図るため、外貨の両替やＷｉ－Ｆｉ機能の強化に向け関係機関と連携し施策を推進します。 ▶ ×

外国人観光客の誘致促進

1) 成長著しい東アジア・東南アジアを中心に観光客誘致を図ります。 ▶ C

2) 観光大使や高校生観光特派員など、幅広い人材の活用により、奈良の本物の魅力を発信します。 ▶ ×

観光情報の発信

1) 観光分野における市場の動向を敏感に捉え、情報発信を進めます。 ▶ ×

コンベンションの誘致推進

1) 関係機関への積極的な働きかけなどにより、コンベンション誘致を推進します。 ▶ B

3) 観光客が年齢や障がいの有無にかかわらず楽しめるよう、バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化を推進します。 ▶ ×
4)

県、交通事業者等と連携し、観光客が円滑に移動できるよう公共交通を中心とした交通システムの構築を図り、パークアンドライド事業や自
転車利用を推進します。 ▶ ×

観光客受入体制の充実

1)
事業者・市民が奈良の歴史・文化を学び、奈良の魅力の理解の下、もてなしの心の醸成により来訪者への充実したサービスの提供を図り
ます。 ▶ ×

9) 梅林周遊道路の整備を行い、観光ネットワークの一つとしての環境整備を図ります。 ▶ ×

2) 着地型観光（目的地である着地側で企画する観光）の内容の充実と、広報の強化に努めます。 ▶ ×

8) 歴史の道を中心とした観光ルート沿いや、観光スポットでのトイレや案内看板等の環境整備を図ります。 ▶ ×

7) 観光客のニーズを分析し、多様な選択肢のある宿泊施設とおもてなしの向上の支援に努めます。 ▶ ×

6) 近畿圏における自治体との共同事業等での新たな観光ルートの開発により観光資源の形成を図ります。 ▶ ×

5) オフシーズンである冬の時期に「珠光茶会」や「しあわせ回廊なら瑠璃絵」を開催し、一年を通じて観光客が訪れる観光資源を育てます。 ▶ ×

3) ブランド力のある商品・資源を育てます。 ▶ ×
4) 伝統芸能や工芸など体感・体験できる体制を整えます。 ▶ ×

2) 歴史的な道の魅力の再発掘を広域的に行い、奈良町の空き家活用など、既存の資源に新たな付加価値を付けます。 ▶ ×

1) 観光産業のビジネスモデルを構築するため、起業家を支援します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　市民や来訪者が、奈良の美しい自然や歴史・文化に触れ、人々と交流する中で、「しみじみと本物の良さを味わう奈良」・「魅力的であたたかな人々に出会う奈良」・「次々と世界
中の人が集う奈良」を目指します。

「施策の目標」の実現状況

毎年度もてなしのまちづくりの取組状況について施策・事業担当課に照会をすることで、取組状況について振り返るとともに、もてなしの意識づけをすることができている。また、も
てなしのまちづくり推進会議を初めて開催し、ワークショップ等を通じて他団体の良いところを共有し、自団体の取組にフィードバックする学びの機会を実現できた。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

各課が施策・事業を実施するときに、もてなしに対する意識が及んでいないケースがある。今後は、より効果的にもてなしのまちづくりに対する意識づけを行う手法について検討
し、取組を進めていきたい。

指標の実績及び見込み

施策 6−01−01 観光力の強化

関連個別計画 奈良市観光交流推進計画 ／ 奈良市もてなしのまちづくり推進行動計画 ／ 新市建設計画

施策の目標

部 名 市民部 課 名 地域づくり推進課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

1,500
（100）

宿泊客数（うち外国人数）…①②③④⑤ 万人
142（8）

（2013年）
所管外

観光入込客数（うち外国人数）…①②③④⑤ 万人
1,380（44）
（2013年）

所管外

180
（17）

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

10奈良町南観光案内所の来館者数…① 万人 2015年度開館 所管外

指標の目標値が達成できない理由

観光資源・施設の整備・充実 × × × × ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

×

-

× × × #DIV/0!

2.0

- - - - 2.0

- - - #DIV/0!

- - #DIV/0!

観光客受入体制の充実 C × × × -

- #DIV/0!

観光情報の発信 × × - - - - -

コンベンションの誘致推進 × - - - - - -

外国人観光客の誘致促進 × × × × × -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

C
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 観光資源・施設の整備・充実

②

③

④

⑤

2) 歴史的な道の魅力の再発掘を広域的に行い、奈良町の空き家活用など、既存の資源に新たな付加価値を付けます。 ▶ ×

1) 観光産業のビジネスモデルを構築するため、起業家を支援します。 ▶ ×

3) ブランド力のある商品・資源を育てます。 ▶ ×
4) 伝統芸能や工芸など体感・体験できる体制を整えます。 ▶ ×

6) 近畿圏における自治体との共同事業等での新たな観光ルートの開発により観光資源の形成を図ります。 ▶ ×

5) オフシーズンである冬の時期に「珠光茶会」や「しあわせ回廊なら瑠璃絵」を開催し、一年を通じて観光客が訪れる観光資源を育てます。 ▶ ×

8) 歴史の道を中心とした観光ルート沿いや、観光スポットでのトイレや案内看板等の環境整備を図ります。 ▶ ×

7) 観光客のニーズを分析し、多様な選択肢のある宿泊施設とおもてなしの向上の支援に努めます。 ▶ ×

9) 梅林周遊道路の整備を行い、観光ネットワークの一つとしての環境整備を図ります。 ▶ ×

2) 着地型観光（目的地である着地側で企画する観光）の内容の充実と、広報の強化に努めます。 ▶ ×

観光客受入体制の充実

1)
事業者・市民が奈良の歴史・文化を学び、奈良の魅力の理解の下、もてなしの心の醸成により来訪者への充実したサービスの提供を図り
ます。 ▶ C

3) 観光客が年齢や障がいの有無にかかわらず楽しめるよう、バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化を推進します。 ▶ ×
4)

県、交通事業者等と連携し、観光客が円滑に移動できるよう公共交通を中心とした交通システムの構築を図り、パークアンドライド事業や自
転車利用を推進します。 ▶ ×
コンベンションの誘致推進

1) 関係機関への積極的な働きかけなどにより、コンベンション誘致を推進します。 ▶ ×
観光情報の発信

1) 観光分野における市場の動向を敏感に捉え、情報発信を進めます。 ▶ ×
2) 観光大使や高校生観光特派員など、幅広い人材の活用により、奈良の本物の魅力を発信します。 ▶ ×

外国人観光客の誘致促進

1) 成長著しい東アジア・東南アジアを中心に観光客誘致を図ります。 ▶ ×
2) 外国人観光客に対応できる人材育成を図ります。 ▶ ×

5) 外国人観光客の利便性の向上を図るため、外貨の両替やＷｉ－Ｆｉ機能の強化に向け関係機関と連携し施策を推進します。 ▶ ×

4) 観光パンフレットや観光案内板の多言語表記を進めます。 ▶ ×

3) 海外メディア・エージェントへの情報提供を積極的に行います。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　市民や来訪者が、奈良の美しい自然や歴史・文化に触れ、人々と交流する中で、「しみじみと本物の良さを味わう奈良」・「魅力的であたたかな人々に出会う奈良」・「次々と世界
中の人が集う奈良」を目指します。

「施策の目標」の実現状況

 老朽化した観光看板をリニューアルした。また、パネル看板についても写真を追加するなど方位を見やすくした。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

 体験できる施設を充実させていく必要がある。

指標の実績及び見込み

施策 6−01−01 観光力の強化

関連個別計画 奈良市観光交流推進計画 ／ 奈良市もてなしのまちづくり推進行動計画 ／ 新市建設計画

施策の目標

部 名 市民部 課 名 月ヶ瀬行政センター地域振興課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

1,500
（100）

宿泊客数（うち外国人数）…①②③④⑤ 万人
142（8）

（2013年）
所管外

観光入込客数（うち外国人数）…①②③④⑤ 万人
1,380（44）
（2013年）

所管外

180
（17）

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

10奈良町南観光案内所の来館者数…① 万人 2015年度開館 所管外

指標の目標値が達成できない理由

観光資源・施設の整備・充実 × × × B ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

×

-

× B × 3.0

3.0

- - - - #DIV/0!

- - - #DIV/0!

- - #DIV/0!

観光客受入体制の充実 × × × × -

- #DIV/0!

観光情報の発信 × × - - - - -

コンベンションの誘致推進 × - - - - - -

外国人観光客の誘致促進 × × × × × -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 観光資源・施設の整備・充実

②

③

④

⑤

2) 歴史的な道の魅力の再発掘を広域的に行い、奈良町の空き家活用など、既存の資源に新たな付加価値を付けます。 ▶ ×

1) 観光産業のビジネスモデルを構築するため、起業家を支援します。 ▶ ×

3) ブランド力のある商品・資源を育てます。 ▶ ×
4) 伝統芸能や工芸など体感・体験できる体制を整えます。 ▶ B

6) 近畿圏における自治体との共同事業等での新たな観光ルートの開発により観光資源の形成を図ります。 ▶ ×

5) オフシーズンである冬の時期に「珠光茶会」や「しあわせ回廊なら瑠璃絵」を開催し、一年を通じて観光客が訪れる観光資源を育てます。 ▶ ×

8) 歴史の道を中心とした観光ルート沿いや、観光スポットでのトイレや案内看板等の環境整備を図ります。 ▶ B

7) 観光客のニーズを分析し、多様な選択肢のある宿泊施設とおもてなしの向上の支援に努めます。 ▶ ×

9) 梅林周遊道路の整備を行い、観光ネットワークの一つとしての環境整備を図ります。 ▶ ×

2) 着地型観光（目的地である着地側で企画する観光）の内容の充実と、広報の強化に努めます。 ▶ ×

観光客受入体制の充実

1)
事業者・市民が奈良の歴史・文化を学び、奈良の魅力の理解の下、もてなしの心の醸成により来訪者への充実したサービスの提供を図り
ます。 ▶ ×

3) 観光客が年齢や障がいの有無にかかわらず楽しめるよう、バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化を推進します。 ▶ ×
4)

県、交通事業者等と連携し、観光客が円滑に移動できるよう公共交通を中心とした交通システムの構築を図り、パークアンドライド事業や自
転車利用を推進します。 ▶ ×
コンベンションの誘致推進

1) 関係機関への積極的な働きかけなどにより、コンベンション誘致を推進します。 ▶ ×
観光情報の発信

1) 観光分野における市場の動向を敏感に捉え、情報発信を進めます。 ▶ ×
2) 観光大使や高校生観光特派員など、幅広い人材の活用により、奈良の本物の魅力を発信します。 ▶ ×

外国人観光客の誘致促進

1) 成長著しい東アジア・東南アジアを中心に観光客誘致を図ります。 ▶ ×
2) 外国人観光客に対応できる人材育成を図ります。 ▶ ×

5) 外国人観光客の利便性の向上を図るため、外貨の両替やＷｉ－Ｆｉ機能の強化に向け関係機関と連携し施策を推進します。 ▶ ×

4) 観光パンフレットや観光案内板の多言語表記を進めます。 ▶ ×

3) 海外メディア・エージェントへの情報提供を積極的に行います。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　市民や来訪者が、奈良の美しい自然や歴史・文化に触れ、人々と交流する中で、「しみじみと本物の良さを味わう奈良」・「魅力的であたたかな人々に出会う奈良」・「次々と世界
中の人が集う奈良」を目指します。

「施策の目標」の実現状況

県、交通事業者等と連携のもと、パークアンドライド事業を推進し、自転車や公共交通を利用した観光の普及に努めた。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

引き続き、県、交通事業者等と連携のもと、パークアンドライド事業を推進し、利用者の自転車や公共交通の利用促進を通して観光客受入体制の充実を目指す。

指標の実績及び見込み

施策 6−01−01 観光力の強化

関連個別計画 奈良市観光交流推進計画 ／ 奈良市もてなしのまちづくり推進行動計画 ／ 新市建設計画

施策の目標

部 名 環境部 課 名 環境政策課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

1,500
（100）

宿泊客数（うち外国人数）…①②③④⑤ 万人
142（8）

（2013年）
所管外

観光入込客数（うち外国人数）…①②③④⑤ 万人
1,380（44）
（2013年）

所管外

180
（17）

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

10奈良町南観光案内所の来館者数…① 万人 2015年度開館 所管外

指標の目標値が達成できない理由

観光資源・施設の整備・充実 × × × × ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

×

-

× × × #DIV/0!

3.0

- - - - 3.0

- - - #DIV/0!

- - #DIV/0!

観光客受入体制の充実 × × × B -

- #DIV/0!

観光情報の発信 × × - - - - -

コンベンションの誘致推進 × - - - - - -

外国人観光客の誘致促進 × × × × × -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 観光資源・施設の整備・充実

②

③

④

⑤

2) 歴史的な道の魅力の再発掘を広域的に行い、奈良町の空き家活用など、既存の資源に新たな付加価値を付けます。 ▶ ×

1) 観光産業のビジネスモデルを構築するため、起業家を支援します。 ▶ ×

3) ブランド力のある商品・資源を育てます。 ▶ ×
4) 伝統芸能や工芸など体感・体験できる体制を整えます。 ▶ ×

6) 近畿圏における自治体との共同事業等での新たな観光ルートの開発により観光資源の形成を図ります。 ▶ ×

5) オフシーズンである冬の時期に「珠光茶会」や「しあわせ回廊なら瑠璃絵」を開催し、一年を通じて観光客が訪れる観光資源を育てます。 ▶ ×

8) 歴史の道を中心とした観光ルート沿いや、観光スポットでのトイレや案内看板等の環境整備を図ります。 ▶ ×

7) 観光客のニーズを分析し、多様な選択肢のある宿泊施設とおもてなしの向上の支援に努めます。 ▶ ×

9) 梅林周遊道路の整備を行い、観光ネットワークの一つとしての環境整備を図ります。 ▶ ×

2) 着地型観光（目的地である着地側で企画する観光）の内容の充実と、広報の強化に努めます。 ▶ ×

観光客受入体制の充実

1)
事業者・市民が奈良の歴史・文化を学び、奈良の魅力の理解の下、もてなしの心の醸成により来訪者への充実したサービスの提供を図り
ます。 ▶ ×

3) 観光客が年齢や障がいの有無にかかわらず楽しめるよう、バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化を推進します。 ▶ ×
4)

県、交通事業者等と連携し、観光客が円滑に移動できるよう公共交通を中心とした交通システムの構築を図り、パークアンドライド事業や自
転車利用を推進します。 ▶ B
コンベンションの誘致推進

1) 関係機関への積極的な働きかけなどにより、コンベンション誘致を推進します。 ▶ ×
観光情報の発信

1) 観光分野における市場の動向を敏感に捉え、情報発信を進めます。 ▶ ×
2) 観光大使や高校生観光特派員など、幅広い人材の活用により、奈良の本物の魅力を発信します。 ▶ ×

外国人観光客の誘致促進

1) 成長著しい東アジア・東南アジアを中心に観光客誘致を図ります。 ▶ ×
2) 外国人観光客に対応できる人材育成を図ります。 ▶ ×

5) 外国人観光客の利便性の向上を図るため、外貨の両替やＷｉ－Ｆｉ機能の強化に向け関係機関と連携し施策を推進します。 ▶ ×

4) 観光パンフレットや観光案内板の多言語表記を進めます。 ▶ ×

3) 海外メディア・エージェントへの情報提供を積極的に行います。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

3

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　市民や来訪者が、奈良の美しい自然や歴史・文化に触れ、人々と交流する中で、「しみじみと本物の良さを味わう奈良」・「魅力的であたたかな人々に出会う奈良」・「次々と世界
中の人が集う奈良」を目指します。

「施策の目標」の実現状況

外国人受入の一環として、観光ボランティアガイドの育成と活動に対し補助金を支給し、観光ボランティアガイドの事業を活発に行い、年間10万人以上をガイドした。また、より多く
の国籍・地域の外国人旅行者が奈良観光を楽しめるよう、奈良市観光協会から多言語パンフレットを作成した。さらに、観光案内所、観光トイレ、観光案内板といった施設、備品等
のトラブルにも適切に対処し、観光客の満足度が下がらないように努めた。月ヶ瀬地域の観光案内板に関して、老朽化したものを更新するにあたり、観光地点の写真の掲示や、
これまで北を上に統一していた案内図の方角を、看板の設置位置に応じて見やすく変更する等、観光客により分かりやすい看板にするよう改善した。閑散期の冬に開催している
珠光茶会は第六回、しあわせ回廊なら瑠璃絵は10周年を迎えており、冬の観光イベントとして定着しつつある。これらを含む市内のイベントの開催に際しては、各関係団体と綿密
な調整を行うことにより、円滑に進行することができた。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

引き続き、各関係団体と良好な関係を保つとともに、奈良への来訪者の満足度向上のために、観光施設の機能向上及び修繕に努める。観光案内所は、台風、地震等の非常時の
対応、観光トイレは和式トイレの洋式化、観光案内板は修繕、多言語化等を図る。増え続ける外国人旅行者の受入れ体制を強化すべく、外国語マップや着地型商品の造成、外国
語ボランティアの育成等に力を入れる。また、日本人旅行者に関しても、修学旅行生を誘致し、将来の奈良ファンの獲得につながるよう積極的に情報発信をしていく。

指標の実績及び見込み

施策 6−01−01 観光力の強化

関連個別計画 奈良市観光交流推進計画 ／ 奈良市もてなしのまちづくり推進行動計画 ／ 新市建設計画

施策の目標

部 名 観光経済部 課 名 観光戦略課・奈良町にぎわい課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

1750.0
(290.0)

1790.0
(300.0)

1,500
（100）

宿泊客数（うち外国人数）…①②③④⑤ 万人
142（8）

（2013年）
158.2
(25.2)

180.6
(28.6)

173.8
(32.4)

181.0
(35.0)

観光入込客数（うち外国人数）…①②③④⑤ 万人
1,380（44）
（2013年）

1554.3
(157.6)

1631.4
(199.0)

1702.5
(265.1)

183.0
(38.0)

180
（17）

No.

奈良町全体は活性化してきているが、類似施設が広範囲に増え、観光客が分散しているため。

施策の展開方向の評価（一覧）

10奈良町南観光案内所の来館者数…① 万人 2015年度開館 3.1 3.2 2.5 3.0 4.0

指標の目標値が達成できない理由

観光資源・施設の整備・充実 × D C C A

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

B

-

B B × 2.6

2.9

- - - - 2.0

- - - 3.8

- - 3.0

観光客受入体制の充実 × B D × -

- 3.0

観光情報の発信 B B - - - - -

コンベンションの誘致推進 B - - - - - -

外国人観光客の誘致促進 A B A A A -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 観光資源・施設の整備・充実

②

③

④

⑤

2) 歴史的な道の魅力の再発掘を広域的に行い、奈良町の空き家活用など、既存の資源に新たな付加価値を付けます。 ▶ D

1) 観光産業のビジネスモデルを構築するため、起業家を支援します。 ▶ ×

3) ブランド力のある商品・資源を育てます。 ▶ C
4) 伝統芸能や工芸など体感・体験できる体制を整えます。 ▶ C

6) 近畿圏における自治体との共同事業等での新たな観光ルートの開発により観光資源の形成を図ります。 ▶ B

5) オフシーズンである冬の時期に「珠光茶会」や「しあわせ回廊なら瑠璃絵」を開催し、一年を通じて観光客が訪れる観光資源を育てます。 ▶ A

8) 歴史の道を中心とした観光ルート沿いや、観光スポットでのトイレや案内看板等の環境整備を図ります。 ▶ B

7) 観光客のニーズを分析し、多様な選択肢のある宿泊施設とおもてなしの向上の支援に努めます。 ▶ B

9) 梅林周遊道路の整備を行い、観光ネットワークの一つとしての環境整備を図ります。 ▶ ×

2) 着地型観光（目的地である着地側で企画する観光）の内容の充実と、広報の強化に努めます。 ▶ B

観光客受入体制の充実

1)
事業者・市民が奈良の歴史・文化を学び、奈良の魅力の理解の下、もてなしの心の醸成により来訪者への充実したサービスの提供を図り
ます。 ▶ ×

3) 観光客が年齢や障がいの有無にかかわらず楽しめるよう、バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化を推進します。 ▶ D
4)

県、交通事業者等と連携し、観光客が円滑に移動できるよう公共交通を中心とした交通システムの構築を図り、パークアンドライド事業や自
転車利用を推進します。 ▶ ×
コンベンションの誘致推進

1) 関係機関への積極的な働きかけなどにより、コンベンション誘致を推進します。 ▶ B
観光情報の発信

1) 観光分野における市場の動向を敏感に捉え、情報発信を進めます。 ▶ B
2) 観光大使や高校生観光特派員など、幅広い人材の活用により、奈良の本物の魅力を発信します。 ▶ B

外国人観光客の誘致促進

1) 成長著しい東アジア・東南アジアを中心に観光客誘致を図ります。 ▶ A
2) 外国人観光客に対応できる人材育成を図ります。 ▶ B

5) 外国人観光客の利便性の向上を図るため、外貨の両替やＷｉ－Ｆｉ機能の強化に向け関係機関と連携し施策を推進します。 ▶ A

4) 観光パンフレットや観光案内板の多言語表記を進めます。 ▶ A

3) 海外メディア・エージェントへの情報提供を積極的に行います。 ▶ A

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

外国人観光客の誘致促進 × × × × × -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

観光客受入体制の充実 × × × × -

- #DIV/0!

観光情報の発信 × × - - - - -

コンベンションの誘致推進 × - - - - - - -

× × × 3.0

3.0

- - - - #DIV/0!

- - - #DIV/0!

- - #DIV/0!

観光資源・施設の整備・充実 B × × × ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

×

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

10奈良町南観光案内所の来館者数…① 万人 2015年度開館 所管外

指標の目標値が達成できない理由

1,500
（100）

宿泊客数（うち外国人数）…①②③④⑤ 万人
142（8）

（2013年）
所管外

観光入込客数（うち外国人数）…①②③④⑤ 万人
1,380（44）
（2013年）

所管外

180
（17）

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　市民や来訪者が、奈良の美しい自然や歴史・文化に触れ、人々と交流する中で、「しみじみと本物の良さを味わう奈良」・「魅力的であたたかな人々に出会う奈良」・「次々と世界
中の人が集う奈良」を目指します。

「施策の目標」の実現状況

観光客向けのゲストハウスの開業や、奈良独自の土産物開発等で起業した起業家の支援を行い、奈良の観光産業の活力向上と地域経済の活性化を図った。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

観光産業は様々な経済分野や雇用の促進と関わりが深く、地域産業のあらゆる分野にわたって大きな影響を与えるため、奈良が持つ地域資源を最大限に活かす持続的・循環的
な起業を支援するため、起業家の発掘、シーズの掘り起こし、起業家を支援する者など、関係人口の継続的な創出に取り組む。

指標の実績及び見込み

施策 6−01−01 観光力の強化

関連個別計画 奈良市観光交流推進計画 ／ 奈良市もてなしのまちづくり推進行動計画 ／ 新市建設計画 ／ 奈良市創業支援事業計画

施策の目標

部 名 観光経済部 課 名 産業政策課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 観光資源・施設の整備・充実

②

③

④

⑤

4) 観光パンフレットや観光案内板の多言語表記を進めます。 ▶ ×

3) 海外メディア・エージェントへの情報提供を積極的に行います。 ▶ ×

5) 外国人観光客の利便性の向上を図るため、外貨の両替やＷｉ－Ｆｉ機能の強化に向け関係機関と連携し施策を推進します。 ▶ ×

2) 外国人観光客に対応できる人材育成を図ります。 ▶ ×

外国人観光客の誘致促進

1) 成長著しい東アジア・東南アジアを中心に観光客誘致を図ります。 ▶ ×

2) 観光大使や高校生観光特派員など、幅広い人材の活用により、奈良の本物の魅力を発信します。 ▶ ×

観光情報の発信

1) 観光分野における市場の動向を敏感に捉え、情報発信を進めます。 ▶ ×

コンベンションの誘致推進

1) 関係機関への積極的な働きかけなどにより、コンベンション誘致を推進します。 ▶ ×

3) 観光客が年齢や障がいの有無にかかわらず楽しめるよう、バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化を推進します。 ▶ ×
4)

県、交通事業者等と連携し、観光客が円滑に移動できるよう公共交通を中心とした交通システムの構築を図り、パークアンドライド事業や自
転車利用を推進します。 ▶ ×

観光客受入体制の充実

1)
事業者・市民が奈良の歴史・文化を学び、奈良の魅力の理解の下、もてなしの心の醸成により来訪者への充実したサービスの提供を図り
ます。 ▶ ×

9) 梅林周遊道路の整備を行い、観光ネットワークの一つとしての環境整備を図ります。 ▶ ×

2) 着地型観光（目的地である着地側で企画する観光）の内容の充実と、広報の強化に努めます。 ▶ ×

8) 歴史の道を中心とした観光ルート沿いや、観光スポットでのトイレや案内看板等の環境整備を図ります。 ▶ ×

7) 観光客のニーズを分析し、多様な選択肢のある宿泊施設とおもてなしの向上の支援に努めます。 ▶ ×

6) 近畿圏における自治体との共同事業等での新たな観光ルートの開発により観光資源の形成を図ります。 ▶ ×

5) オフシーズンである冬の時期に「珠光茶会」や「しあわせ回廊なら瑠璃絵」を開催し、一年を通じて観光客が訪れる観光資源を育てます。 ▶ ×

3) ブランド力のある商品・資源を育てます。 ▶ ×
4) 伝統芸能や工芸など体感・体験できる体制を整えます。 ▶ ×

2) 歴史的な道の魅力の再発掘を広域的に行い、奈良町の空き家活用など、既存の資源に新たな付加価値を付けます。 ▶ ×

1) 観光産業のビジネスモデルを構築するため、起業家を支援します。 ▶ B

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

外国人観光客の誘致促進 × × × × × -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

観光客受入体制の充実 × × × × -

- #DIV/0!

観光情報の発信 × × - - - - -

コンベンションの誘致推進 × - - - - - - -

× × A 4.0

4.0

- - - - #DIV/0!

- - - #DIV/0!

- - #DIV/0!

観光資源・施設の整備・充実 × × × × ×

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

×

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

10奈良町南観光案内所の来館者数…① 万人 2015年度開館 所管外

指標の目標値が達成できない理由

1,500
（100）

宿泊客数（うち外国人数）…①②③④⑤ 万人
142（8）

（2013年）
所管外

観光入込客数（うち外国人数）…①②③④⑤ 万人
1,380（44）
（2013年）

所管外

180
（17）

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　市民や来訪者が、奈良の美しい自然や歴史・文化に触れ、人々と交流する中で、「しみじみと本物の良さを味わう奈良」・「魅力的であたたかな人々に出会う奈良」・「次々と世界
中の人が集う奈良」を目指します。

「施策の目標」の実現状況

拡幅整備に伴う用地取得を進めながら事業実施しており、平成30年度は、工事区間 Ｌ＝220ｍの工事に着手した。尚、平成30年度末時点では、全体延長1,280ｍのうち900ｍの整
備が完了している。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

平成31年度に用地取得完了予定。新市建設計画の終了する平成32年度までに事業が完了するよう進めていく。

指標の実績及び見込み

施策 6−01−01 観光力の強化

関連個別計画 奈良市観光交流推進計画 ／ 奈良市もてなしのまちづくり推進行動計画 ／ 新市建設計画

施策の目標

部 名 建設部 課 名 道路建設課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 観光資源・施設の整備・充実

②

③

④

⑤

4) 観光パンフレットや観光案内板の多言語表記を進めます。 ▶ ×

3) 海外メディア・エージェントへの情報提供を積極的に行います。 ▶ ×

5) 外国人観光客の利便性の向上を図るため、外貨の両替やＷｉ－Ｆｉ機能の強化に向け関係機関と連携し施策を推進します。 ▶ ×

2) 外国人観光客に対応できる人材育成を図ります。 ▶ ×

外国人観光客の誘致促進

1) 成長著しい東アジア・東南アジアを中心に観光客誘致を図ります。 ▶ ×

2) 観光大使や高校生観光特派員など、幅広い人材の活用により、奈良の本物の魅力を発信します。 ▶ ×

観光情報の発信

1) 観光分野における市場の動向を敏感に捉え、情報発信を進めます。 ▶ ×

コンベンションの誘致推進

1) 関係機関への積極的な働きかけなどにより、コンベンション誘致を推進します。 ▶ ×

3) 観光客が年齢や障がいの有無にかかわらず楽しめるよう、バリアフリー化、ユニバーサルデザイン化を推進します。 ▶ ×
4)

県、交通事業者等と連携し、観光客が円滑に移動できるよう公共交通を中心とした交通システムの構築を図り、パークアンドライド事業や自
転車利用を推進します。 ▶ ×

観光客受入体制の充実

1)
事業者・市民が奈良の歴史・文化を学び、奈良の魅力の理解の下、もてなしの心の醸成により来訪者への充実したサービスの提供を図り
ます。 ▶ ×

9) 梅林周遊道路の整備を行い、観光ネットワークの一つとしての環境整備を図ります。 ▶ A

2) 着地型観光（目的地である着地側で企画する観光）の内容の充実と、広報の強化に努めます。 ▶ ×

8) 歴史の道を中心とした観光ルート沿いや、観光スポットでのトイレや案内看板等の環境整備を図ります。 ▶ ×

7) 観光客のニーズを分析し、多様な選択肢のある宿泊施設とおもてなしの向上の支援に努めます。 ▶ ×

6) 近畿圏における自治体との共同事業等での新たな観光ルートの開発により観光資源の形成を図ります。 ▶ ×

5) オフシーズンである冬の時期に「珠光茶会」や「しあわせ回廊なら瑠璃絵」を開催し、一年を通じて観光客が訪れる観光資源を育てます。 ▶ ×

3) ブランド力のある商品・資源を育てます。 ▶ ×
4) 伝統芸能や工芸など体感・体験できる体制を整えます。 ▶ ×

2) 歴史的な道の魅力の再発掘を広域的に行い、奈良町の空き家活用など、既存の資源に新たな付加価値を付けます。 ▶ ×

1) 観光産業のビジネスモデルを構築するため、起業家を支援します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　国際交流の目的は、互いの文化を尊重し、その多様性を認め合うことにより、平和な社会を築くことにあります。また、市民が異文化を知ることによって、自らの属する文化や地
域に対する理解がより深まるとともに、誇りや愛着が生まれ、まちづくりの担い手を育てることができます。

「施策の目標」の実現状況

市民交流団体への援助や、友好姉妹都市との教育交流サポート、周年事業への参加協力や共同実施を行っている

「施策の目標」における課題及び今後の方針

2020年は慶州市並びに揚州市と周年を迎えることもあり、友好・姉妹都市、その都市が属する国との交流を続けている関係者、団体への周知、また、協力や参加を呼び掛ける。
また、当課だけで取り組むのではなく、他課にも呼びかけ「奈良市」として目標に取り組む

指標の実績及び見込み

施策 6−02−01 国際交流の活発化

関連個別計画 ―

施策の目標

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

24 25 25国際交流団体の登録件数…① 団体
15

（2014年度）
22 22 22

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

国際交流の活発化 C C C D B

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

- - - - 2.0

2.0

施策の総合評価 評価 施策の平均点

C
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

部 名 観光経済部 課 名 観光戦略課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 国際交流の活発化

2) 友好・姉妹都市等とのネットワークを通じて、国際化社会に対応した人材を育てるための支援を行います。 ▶ C

1)
国際交流活動を行う市民団体の活動との協働を推し進め、市民の自発的な活動を尊重しつつ、市民レベルでの文化交流や相互理解を深
める取組の支援を強化します。 ▶ C

5)
第13回及び第14回世界歴史都市会議に参加した実績の下、今後も世界遺産を中心とした国際文化観光都市としての魅力をアピールし続
けます。 ▶ B

4) 外国語対応が可能な嘱託職員の活動により、市民の異文化に対する理解を深める機会を提供します。 ▶ D

3) 海外との交流を活発にするため、情報通信技術を積極的に活用するとともに、各種ＰＲ媒体の多言語化に取り組みます。 ▶ C

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

部 名 市民部 課 名 東部出張所

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - 3.0

林業の振興 × × × - - -

農業経営環境の向上 × × × × -

- #DIV/0!

農村地域の活性化 B B × × × - -

新しい農業の展開 × × - - - - - -

- - - #DIV/0!

3.0

- - - - #DIV/0!

- - - #DIV/0!

農業生産基盤と施設の整備 × × - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

100.0人工林における間伐等の整備施業面積…⑤ ha
75.0

（2013年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

15

認定農業者数…②④ 人
133

（2013年度）
所管外

人・農地プラン作成地区数…②③④ 地区
11

（2013年度）
所管外

140

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　魅力ある農業・農村づくりの推進に向け、農地分布による地理的・社会的条件に合わせた地域特色のある農業の振興、農村地域の活性化、農業経営の安定化を目指します。
　また、森林資源の保全と林業就労者の確保に努め、林業の活性化を図り、良好な森林環境を目指します。

「施策の目標」の実現状況

東部地域への誘客図るため、農産物直売所でのマルシェの開催、東部地域ローカルツアーの開発・実施、農家民泊の実践、東部地域に特化したポータルサイトの構築、構造改
革特別区域計画「奈良市東部地域どぶろく特区」認定等を行った。
しかし、商圏が同じエリアである他町に大規模な道の駅がオープンしたり、東部地域への主要な導線である柳生街道が平成29年の台風21号の影響で約9か月にわたり通行止め
になる等の要因により東部地域の主要な施設の利用者数は前年を下回っている。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

地域の農業資源や柳生街道等の歴史資源を活用し、奈良市市街地を訪れる国内外の観光客や都市住民を奈良市東部地域へ引き込み域内消費の拡大を図る。そのために地域
がもつ固有の魅力を効果的に発信するための仕組みづくりや来訪した人の利便性の向上のためのサービスが必要である。また地域への交流人口増加を地域内消費拡大につな
げ継続的に人を増やすために、「さとやま民泊」などのグリーンツーリズムの取り組みに加え受け皿となる地域の人材育成が必要である。上記の多角的な取組を通じ、安定した所
得や雇用を創出し、交流人口の増加による地域の活性化を目指す。

指標の実績及び見込み

施策 6−03−01 農林業の振興

関連個別計画
農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想 ／ 奈良農業振興地域整備計画 ／ 奈良市水田フル活用ビジョン ／ 奈良市地産地消基本計画 ／
奈良市地産地消促進計画 ／ 新市建設計画／奈良市「さとやま民泊」推進計画（追加）

施策の目標

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 農業生産基盤と施設の整備

②

③

④

⑤

3) 国土保全や水源かん養など、森林のもつ多面的で公益的な機能の保全、充実を推進します。 ▶ ×

2) 森林環境の保全及び森林を守り育てる意識を醸成します。 ▶ ×

林業の振興

1) 施業放置林の増加に伴う森林荒廃を防止するため、造林、間伐等の推進による森林整備と雇用機会の創出に努めます。 ▶ ×

5) 地元産の農産物を積極的に活用し、地産地消の推進に努めます。 ▶ ×

3) 地域の実情に即した経営の改善計画を指導し、農業経営に対する意欲向上を図ります。 ▶ ×

2) 農業体験及び農家民泊を通じて産地と消費者の交流や、「食」と「農」に対する理解を深め、関心を高める事業を促進します。 ▶ B

4) 集落営農組織等の育成と新規就農者の支援を図ります。 ▶ ×

農村地域の活性化

1)
農林業の振興策として農林産物直売所を整備し、地域直売所、農産物加工所等との連携による総合的な管理体制づくりを図ります。また、
地域の資源を活用した観光と農林業が連携した取組を進め、農林業の振興を図ります。 ▶ B

2)
将来の農業を担う効率的で、安定した経営体（担い手）を育成し、基盤整備されたほ場により、集約的な農業を展開しつつ、優良農地の維
持・保全を図ります。 ▶ ×

新しい農業の展開

1) 付加価値を高める地域農業特産品づくり、ブランド化を推し進め、販路拡大を図ります。 ▶ ×

4) 関係機関等と連携し、耕作放棄地の再生利用に向けた体制の整備を図ります。 ▶ ×

3) 農林業被害の軽減を図るため、有害鳥獣の駆除や防除施設の設置を支援します。 ▶ ×

2) 地域農業、農村を活性化するため、魅力とやりがいのある農業経営の確立を目指し、担い手への農地利用集積を図ります。 ▶ ×

1) 安定的な農業経営の実現のため経営改善計画の指導、認定農業者や後継者の育成、新規就農者の支援を図ります。 ▶ ×

農業経営環境の向上

2) 農業経営の発展・改善を目的に作業の機械化による省力化及び低コスト化を図り、生産性の向上と農業の合理化を進めます。 ▶ ×

1) 農業生産基盤である農道・農業用水路・ため池等の整備や優良農地確保のためのきめ細かな土地基盤整備事業を推進します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

2

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　魅力ある農業・農村づくりの推進に向け、農地分布による地理的・社会的条件に合わせた地域特色のある農業の振興、農村地域の活性化、農業経営の安定化を目指します。
　また、森林資源の保全と林業就労者の確保に努め、林業の活性化を図り、良好な森林環境を目指します。

「施策の目標」の実現状況

　農業の持続的な発展のためには,農業生産基盤の整備と地域の中心的な担い手を維持する必要があることから、土地基盤整備事業の推進、認定農業者や後継者の育成、新規
就農者の支援、農林業被害の軽減を図るための有害鳥獣の駆除や防除施設の推進などに取り組んだ。また、農村地域の活性化を目指して、都市住民と農村住民との交流を促
進するなどの活動を推進した。
　林業については、木材価格の低迷による森林所有者の経営管理意欲の低下や、林業従事者の担い手不足などによる森林の荒廃防止を図るため、森林組合への補助金拠出に
よる育成補助や、施業放置されている森林への間伐事業の実施や林道の補修整備、また森林経営計画の作成の奨励等を実施し、森林資源の保全を推進し林業の活性化を促し
た。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　農業の持続的な発展、奈良産農産物の安定供給の確保、多面的機能の発揮を進めていくため、引き続き、地域農業の中心的役割を果たす認定農業者（担い手）の育成・確保、
担い手への農地集積・集約化、農業生産基盤の整備、需要に応じた生産・供給体制確立、多面的機能を支える取組の支援などを総合的に推進していく。
　林業ついては、森林環境の荒廃や、林業従事者の高齢化と後継者の不足が今後も引き続き課題となるため、平成３１年度より創設された森林環境譲与税も財源として活用し、
森林資源の保全の観点から適切な施業を図り、また森林の適切な経営管理を目的として森林の経営管理に関する意向調査等を行い森林経営管理体制を構築し、併せて林業就
業者の確保について必要な施策も検討していく。

指標の実績及び見込み

施策 6−03−01 農林業の振興

関連個別計画
農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想 ／ 奈良農業振興地域整備計画 ／ 奈良市水田フル活用ビジョン ／ 奈良市地産地消基本計画 ／
奈良市地産地消促進計画 ／ 新市建設計画

施策の目標

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

14 15 15

認定農業者数…②④ 人
133

（2013年度）
118 121 126 127

人・農地プラン作成地区数…②③④ 地区
11

（2013年度）
12 12 13

127 140

No.

農業者の高齢化により、認定農業者の認定（認定期間5年）を更新しない人が増えてきているため。

施策の展開方向の評価（一覧）

100.0人工林における間伐等の整備施業面積…⑤ ha
75.0

（2013年度）
68.8 89.4 85.0 95.0 100.0

指標の目標値が達成できない理由

農業生産基盤と施設の整備 × × - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

- -

- - - #DIV/0!

2.9

- - - - 3.0

- - - 3.0

農業経営環境の向上 B B B B -

- 3.0

農村地域の活性化 C B B B B - -

新しい農業の展開 B B - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - 2.8

林業の振興 B B B - - -

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

部 名 観光経済部 課 名 農政課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 農業生産基盤と施設の整備

②

③

④

⑤

2) 農業経営の発展・改善を目的に作業の機械化による省力化及び低コスト化を図り、生産性の向上と農業の合理化を進めます。 ▶ ×

1) 農業生産基盤である農道・農業用水路・ため池等の整備や優良農地確保のためのきめ細かな土地基盤整備事業を推進します。 ▶ ×

農業経営環境の向上

1) 安定的な農業経営の実現のため経営改善計画の指導、認定農業者や後継者の育成、新規就農者の支援を図ります。 ▶ B

2) 地域農業、農村を活性化するため、魅力とやりがいのある農業経営の確立を目指し、担い手への農地利用集積を図ります。 ▶ B

3) 農林業被害の軽減を図るため、有害鳥獣の駆除や防除施設の設置を支援します。 ▶ B

4) 関係機関等と連携し、耕作放棄地の再生利用に向けた体制の整備を図ります。 ▶ B
新しい農業の展開

1) 付加価値を高める地域農業特産品づくり、ブランド化を推し進め、販路拡大を図ります。 ▶ B

農村地域の活性化

1)
農林業の振興策として農林産物直売所を整備し、地域直売所、農産物加工所等との連携による総合的な管理体制づくりを図ります。また、
地域の資源を活用した観光と農林業が連携した取組を進め、農林業の振興を図ります。 ▶ C

2)
将来の農業を担う効率的で、安定した経営体（担い手）を育成し、基盤整備されたほ場により、集約的な農業を展開しつつ、優良農地の維
持・保全を図ります。 ▶ B

2) 農業体験及び農家民泊を通じて産地と消費者の交流や、「食」と「農」に対する理解を深め、関心を高める事業を促進します。 ▶ B

4) 集落営農組織等の育成と新規就農者の支援を図ります。 ▶ B

3) 地域の実情に即した経営の改善計画を指導し、農業経営に対する意欲向上を図ります。 ▶ B

林業の振興

1) 施業放置林の増加に伴う森林荒廃を防止するため、造林、間伐等の推進による森林整備と雇用機会の創出に努めます。 ▶ B

5) 地元産の農産物を積極的に活用し、地産地消の推進に努めます。 ▶ B

3) 国土保全や水源かん養など、森林のもつ多面的で公益的な機能の保全、充実を推進します。 ▶ B

2) 森林環境の保全及び森林を守り育てる意識を醸成します。 ▶ B

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

部 名 建設部 課 名 河川耕地課

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

- - #DIV/0!

林業の振興 × × × - - -

農業経営環境の向上 × × × × -

- #DIV/0!

農村地域の活性化 × × × × × - -

新しい農業の展開 × × - - - - - -

- - - 4.0

4.0

- - - - #DIV/0!

- - - #DIV/0!

農業生産基盤と施設の整備 A A - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

100.0人工林における間伐等の整備施業面積…⑤ ha
75.0

（2013年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

15

認定農業者数…②④ 人
133

（2013年度）
所管外

人・農地プラン作成地区数…②③④ 地区
11

（2013年度）
所管外

140

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　魅力ある農業・農村づくりの推進に向け、農地分布による地理的・社会的条件に合わせた地域特色のある農業の振興、農村地域の活性化、農業経営の安定化を目指します。
　また、森林資源の保全と林業就労者の確保に努め、林業の活性化を図り、良好な森林環境を目指します。

「施策の目標」の実現状況

　耕作条件の改善と生産性の向上を図るため、農家組合等が実施した整備等事業に対し補助を行った。
　また、県営ほ場整備事業については、県とともに進めている。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　高齢化等により担い手（後継者）不足が深刻化し、耕作放棄地が増加している現状を打開するため、農地の集約化・集団化を図り、農作業の協働、農機具の共有が出来る環境
を整備するとともに、各工種の整備を継続して実施する。

指標の実績及び見込み

施策 6−03−01 農林業の振興

関連個別計画
農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想 ／ 奈良農業振興地域整備計画 ／ 奈良市水田フル活用ビジョン ／ 奈良市地産地消基本計画 ／
奈良市地産地消促進計画 ／ 新市建設計画

施策の目標

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 農業生産基盤と施設の整備

②

③

④

⑤

3) 国土保全や水源かん養など、森林のもつ多面的で公益的な機能の保全、充実を推進します。 ▶ ×

2) 森林環境の保全及び森林を守り育てる意識を醸成します。 ▶ ×

林業の振興

1) 施業放置林の増加に伴う森林荒廃を防止するため、造林、間伐等の推進による森林整備と雇用機会の創出に努めます。 ▶ ×

5) 地元産の農産物を積極的に活用し、地産地消の推進に努めます。 ▶ ×

3) 地域の実情に即した経営の改善計画を指導し、農業経営に対する意欲向上を図ります。 ▶ ×

2) 農業体験及び農家民泊を通じて産地と消費者の交流や、「食」と「農」に対する理解を深め、関心を高める事業を促進します。 ▶ ×

4) 集落営農組織等の育成と新規就農者の支援を図ります。 ▶ ×

農村地域の活性化

1)
農林業の振興策として農林産物直売所を整備し、地域直売所、農産物加工所等との連携による総合的な管理体制づくりを図ります。また、
地域の資源を活用した観光と農林業が連携した取組を進め、農林業の振興を図ります。 ▶ ×

2)
将来の農業を担う効率的で、安定した経営体（担い手）を育成し、基盤整備されたほ場により、集約的な農業を展開しつつ、優良農地の維
持・保全を図ります。 ▶ ×

新しい農業の展開

1) 付加価値を高める地域農業特産品づくり、ブランド化を推し進め、販路拡大を図ります。 ▶ ×

4) 関係機関等と連携し、耕作放棄地の再生利用に向けた体制の整備を図ります。 ▶ ×

3) 農林業被害の軽減を図るため、有害鳥獣の駆除や防除施設の設置を支援します。 ▶ ×

2) 地域農業、農村を活性化するため、魅力とやりがいのある農業経営の確立を目指し、担い手への農地利用集積を図ります。 ▶ ×

1) 安定的な農業経営の実現のため経営改善計画の指導、認定農業者や後継者の育成、新規就農者の支援を図ります。 ▶ ×

農業経営環境の向上

2) 農業経営の発展・改善を目的に作業の機械化による省力化及び低コスト化を図り、生産性の向上と農業の合理化を進めます。 ▶ A

1) 農業生産基盤である農道・農業用水路・ため池等の整備や優良農地確保のためのきめ細かな土地基盤整備事業を推進します。 ▶ A

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

1

3

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

商工業者の経営の安定化 B C - - -

- 2.7

人材の育成 B - - - - - -

産業の支援と地域経済の活性化 C B B - - - - -

- - - 2.7

2.7

- - - - 2.5

- - 3.0

商工業機能の充実 C B B - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

奈良県信用保証協会をはじめ、他の機関が中小企業向けに様々な融資制度を開始したため、現状融資件数は策定時より減少しており、今後大幅な増加が見込めない
ほか、２０１９年１０月の消費増税により貸付申込の減少がみこまれるため。２０２０年度については、東京オリンピック開催により貸付申込が増加すると見込まれるため。

きらっ都・奈良の運営事業者の変更に伴い、施設１階の運営形態がショップ型インキュベーションから、人材の交流とネットワーク化を図るための交流の場へと方向性が
変更し、ショップ型インキュベーションを活用した起業家輩出がこれ以上見込めないため。

施策の展開方向の評価（一覧）

45奈良市起業家支援事業における起業者数（累計）…③ 人
15

（2013年度）
30 30 30 30 30

指標の目標値が達成できない理由

190 210 300

奈良伝統工芸後継者育成研修修了者数（累計）…③ 人
5

（2013年度）
8 8 11 11

奈良市中小企業資金融資制度（小規模企業小口事業資金）
融資件数…①

件
250

（2013年度）
193 190 226

11 11

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　国際化・情報化の進展、技術革新、消費者ニーズの多様化などの環境変化に対応できるように、商工・サービス業者を指導・支援し、商工・サービス業の振興と発展を目指しま
す。
　また、伝統工芸、伝統産業の振興と活性化を図るとともに、新しい事業の育成を目指します。

「施策の目標」の実現状況

外国人観光客の動向により、市内の商工・サービス業者を取り巻く環境は大きく変化しつつある。その中で、商工会議所・商工会等と連携しながら、起業家や中小企業への支援を
行い、商工・サービス業の振興と発展に取り組んでいる。
また、伝統工芸については、なら工藝館の活用や伝統工芸後継者育成研修を通じて、伝統産業の振興と活性化をはかった。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

起業家や中小企業に十分な支援を行う上で、商工会議所や商工会等との連携が不十分な部分があるため、意見交換等を通じて関係を強化し、起業家支援施設の活用等、必要
な施策について検討を行う必要がある。
なら工藝館については、奈良の伝統工芸の発信拠点として、さらなる機能の向上に努め、伝統工芸後継者育成研修と相まって、伝統産業の発展につなげていけるようにする必要
がある。

指標の実績及び見込み

施策 6−04−01 商工・サービス業の振興

関連個別計画 奈良市創業支援事業計画

施策の目標

部 名 観光経済部 課 名 産業政策課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 商工業機能の充実

②

③

④

1) 中小企業の経営の近代化、合理化及び技術の向上を図るため、中小企業が行う人材育成に対し助成を行います。 ▶ B

3)

人材の育成

奈良の伝統工芸と伝統産業の継承・発展のため、制作体験やイベント、インターネットを通じて情報発信を行い、工芸品等の販路拡大に努
めます。また、緊急の課題である伝統工芸の後継者問題については、研修制度等により育成を支援します。 ▶ B

2) 地域産業の発展と雇用の創出を図るため、企業誘致に努めます。 ▶ B

産業の支援と地域経済の活性化

1) 起業や農商工連携の支援に努めていきます。 ▶ C

2) 市街地のみならず農村地においても、商工関係団体との連携により商工業の振興に努めます。 ▶ C

3)
起業家支援施設として再出発した施設の効果的な活用を推進し、商店街の活性化とにぎわい創出を図ります。具体的には、インキュベー
ション機能に加え、起業準備者が起業に向けての一歩を踏み出せるような機能を構築します。 ▶ B
商工業者の経営の安定化

1) 商店街の共同施設設置事業やイベント事業に対する支援に加え、商工関係団体の事業に対し指導・助言を行います。 ▶ B

2) 商工業を取り巻く厳しい環境に対し、商工関係団体との連携により、商工業の振興を図っていきます。 ▶ B

1)
中小企業の金融の円滑化を図るために、その事業に必要な資金のあっせんを行っていますが、経済情勢の変化に応じて、中小企業の経営
の近代化・合理化並びに安定化を図るため、融資制度を充実するとともに、融資対象の拡大に努め、地域経済の発展及び振興を目指しま
す。

▶ C

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

1

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　中小企業の福利厚生の支援と、勤労者総合福祉センターの活用により、勤労者が生き生きと働ける環境づくりを目指します。
　また、高年齢者・若者に対する就労援助により、職を求める人たちが自分に合った仕事に就ける環境づくりを目指します。

「施策の目標」の実現状況

中小企業の福利厚生の支援と、勤労者総合福祉センターの活用により、働き方改革やワーク・ライフ・バランスを意識した職場環境づくりが必要とされる社会の中で、勤労者が生
き生きと働ける環境づくりの基盤を整えることができた。
また、シルバー人材センターへの支援や、若者・女性に対する就労支援のための相談会等各種事業を展開することで、職を求める人たちが自分に合った仕事に就ける環境づくり
を行うことができた。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

社会情勢の変化も踏まえ、勤労者の福利厚生への支援の仕方について検討を行っていく必要がある。中でも、勤労者総合福祉センターについては、利用人数が減少傾向にあ
り、今後の施設の活用について検討していく。
また、これまで経験したことのない高齢社会を迎え、これまで以上に意欲があっても働けなかった人と働いてくれる人を求めている職場とのマッチングが必要となってくる。そのた
めに必要な取り組みを行っていく。

指標の実績及び見込み

施策 6−05−01 勤労者福祉の向上・就労機会の確保

関連個別計画 ―

施策の目標

部 名 観光経済部 課 名 産業政策課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

8,500 8,700 10,500

（公社）奈良市シルバー人材センター会員の就業率…② ％
63.8

（2013年度）
67.1 69.3 71.3 72.5

勤労者総合福祉センターの教室受講者数…① 人
10,137

（2013年度）
8,177 8,099 8,138

74.0 70.0

No.

本市から指定管理者への委託事業として実施していたパソコンや語学教室等を、総合財団の自主事業に統合した影響により、教室開催数が減少したことに加え、利用
人数が減少傾向にあり、新たな教室を開催しても、受講者数の大幅な増加につなげられていないため。

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

勤労者福祉の向上 C C - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

- - - - 2.0

2.6

- - - - 3.0就労機会の確保 B B B - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 勤労者福祉の向上

②

2) 中小企業への勧誘活動により、福祉共済事業に加入する会員の増加に努めます。 ▶ C

1) 勤労者総合福祉センターの各種教室の充実により、利用者の増加を図ります。 ▶ C

就労機会の確保

1) 高年齢者の就業機会を確保するため、(公社)奈良市シルバー人材センターの活動を支援します。 ▶ B

2) ハローワークや県との連携により、雇用に関する事業者への助成制度や失業者への支援制度の周知を図り、雇用の拡大に努めます。 ▶ B

3)
若者職業相談の充実により、若者の就職を促進し、職場定着を図るとともに、就労を希望する全ての人々に対して雇用の機会の拡大に努
めます。 ▶ B

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

1

2

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　消費生活相談の充実と、出前消費生活講座の開催等による消費者意識の啓発を行い、市民の健全な消費生活の確保を目指します。
　また、「計量法」に基づく適正な計量の実施を確保することにより、計量取引の安全と秩序の維持に努めます。

「施策の目標」の実現状況

各種会合で出前消費生活講座のＰＲを行い、各種団体に出前消費生活講座の受講してもらうことで、消費者被害の実態を知っていただき、被害の事前防止に努めた。また、相談
窓口では、相談員が研修等で最新の消費者被害について学び、窓口で情報共有することで、迅速かつ正確な相談業務を行うことができた。
また、「計量法」に基づく適正な計量検査を行い、取引・証明に使用するはかりが適正かどうか確認を行った。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

消費者被害は減少するどころか、複雑化・多様化の一途をたどっている。今後も、成年年齢引下げやキャッシュレス化等時代の変化に伴い、年齢にかかわらず様々な人が被害に
あう可能性があるといえる。一方で、国・県からの交付金等は減額されており、市単独での事業運営を迫られている。このままでは、今後十分な予算が確保できず、対応が後手に
なってしまう可能性があるため、新たな消費者被害防止のための取り組みについて検討する必要がある。

指標の実績及び見込み

施策 6−06−01 消費者保護の推進

関連個別計画 ―

施策の目標

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

2,400 2,400 2,000

各種団体による出前消費生活講座開催依頼件数…② 件
72

（2013年度）
46 39 34 40

消費生活に関する年間相談件数…①② 件
2,104

（2013年度）
2,103 2,155 2,454

40 85

No.

迅速・的確な相談を行い、消費者トラブルの解決に努めているが、一方で十分な消費者啓発ができていないため、消費者被害の事前防止ができていない。また、近年消
費者被害が多様化するとともに、全国共通ダイヤル「１８８」の開設等により、相談窓口の認知度も高まってきており、相談件数が増加傾向にあるため。

消費者行政への国費による助成が減少しており、特に出前消費生活講座等の啓発にかかる経費については、想定を超えて減少している。市の財政事情を考慮し、限ら
れた予算を配分しながら取組を進めざるを得ない状況であることが理由として挙げられる。

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

消費生活相談の充実 B - - - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - 3.0

2.5

- - - - 2.0消費者意識の啓発 C C - - -

- 3.0適正な計量の実施の確保 B - - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

C
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

部 名 観光経済部 課 名 産業政策課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 消費生活相談の充実

②

③

消費者意識の啓発

1)
各種団体の会合等において、出前消費生活講座についての周知を行い、関係主体と協働し、消費者被害（特に高齢者の被害）の未然防止
に努めます。 ▶ C

1)
複雑・巧妙・悪質化する消費者トラブルに対し、消費生活情報ネットワークシステムなどを通じた情報収集と、専門の消費生活相談員による
相談の充実により、迅速、的確に対応します。 ▶ B

適正な計量の実施の確保

1)
「計量法」に基づく適正な計量の実施を確保し、計量取引の安全と秩序を維持するため、はかりの定期検査及び立入検査を行うことにより
消費者保護を図ります。 ▶ B

2) 消費生活関係パンフレット、チラシ等を配布し、消費者意識の啓発を推進します。 ▶ C

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

1

1

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　市民の市政に対する関心を高め、理解を深めてもらい、市政に積極的に参加してもらえるように様々な手段を活用して活発な広報活動を行い、幅広い広聴活動を実施するととも
に、市政情報の公開と個人情報の保護を推し進めていきます。

「施策の目標」の実現状況

市政広報について、H30年度にはしみんだよりをリニューアルし、ロゴデザインを公募、市民参加型のコーナーを設けるなど、市民との協働ができる広報紙づくりを進めている。同
じく30年度に市政情報誌である「くらしの便利帳」を全戸配布した（全戸配布が無い年度は抜粋版を毎年タウンページに掲載）。今年度からは配布方法をポスティングに変更し、全
市民に等しく広報紙が行き渡るようにした。インターネット広報についてはホームページをはじめSNS（Facebook、twitter）、ニュースリリース配信サービスを利用し、多くのメディア
や媒体で市政情報を発信する工夫を行っている。併せて、YouTubeを利用した動画配信にも力を入れ、アーティスト井上涼氏に制作を依頼したアニメーション動画は併せて190万
再生を超える人気となっている。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

今年度、公式ホームページのリニューアルを行う。2月1日のオープンに向けて再構築を行う。データマイニングやAIによる分析を基にした情報分類を行い、より市民が必要な情報
を見つけやすくなるよう分類の見直しを行う。また、経年により発生している各コンテンツの内容や体裁のばらつきについても解消する。これまでに蓄積したFAQデータをもとにした
チャットボットを導入し、より市民がワンストップで情報が得られるように改善を進める。また、モバイルフレンドリー対応として、ホームページのスマートフォン対応を行うとともに、
大規模災害等の緊急時のアクセス集中に耐え、本当に必要な情報に絞りこんだ、低負荷トップページ切り替え機能を搭載する。

指標の実績及び見込み

施策 7−01−01 開かれた市政の推進

関連個別計画 奈良市市民参画及び協働によるまちづくり推進計画 ／ 新市建設計画

施策の目標

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

1,000,000 1,000,000 1,500,000

コールセンター受信件数…① 件
24,944

（2013年度）
所管外

ホームページのアクセス件数…① 件
1,281,184

（2013年度）
1,288,672 1,112,869 1,059,993

28,000

No.

指標の目標値をトップページへのアクセス件数に設定しているが、検索エンジンの普及や利用者の増加に伴い、必要なページに直接アクセスする人が増えているため、
トップページへのアクセス数は減少している。ホームページ全体のアクセス数（ページビュー数）は増加していることから、閲覧者が減少しているわけではないと言える。

全体ページのセッション数（訪問数）は以下の通りである。平成28年度 3,159,101件・平成29年度 3,471,146件・平成30年度 3,470,504件

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

市政情報の提供 A A × - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - 4.0

4.0

- - - - #DIV/0!市政に対する提言、要望等の反映 × × × - -

- #DIV/0!情報公開と個人情報保護 × × - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

部 名 総合政策部 課 名 秘書広報課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 市政情報の提供

②

③

2)
市政情報入手についての市民ニーズの把握に努めるとともに、しみんだよりやホームページなど多様な広報手段を利用し、それぞれの特
色を生かして連携することで、有効な情報発信を行います。 ▶ A

1) より利用しやすいホームページにするため、情報の充実を図るとともに、利用者が情報を得やすくなるよう工夫します。 ▶ A

3)
問合せに対して即時対応できるコールセンターの機能を更に充実させることで、ワンストップサービスを進め、市民サービスの向上を図りま
す。 ▶ ×
市政に対する提言、要望等の反映

1)
複雑化・多様化する市民ニーズを的確に把握し、市政に反映するため、ご意見箱メール、市長への手紙などを活用し、広聴機能の充実を図
ります。 ▶ ×

2) 市政の重要課題や案件について、各段階での情報を公開し、市民の意見を募り、市民参加を進めます。 ▶ ×

3)
月ヶ瀬、都祁地域においては、「新市建設計画」を着実に実施し、月ヶ瀬地域振興協議会、都祁まちづくり協議会の活動を通じて、市政に対
する提言、要望等をまちづくりに反映させます。 ▶ ×

1)
市民の知る権利を尊重し、積極的な情報の提供に努めるとともに、市の保有する情報の一層の公開を図り、公正で開かれた市政を推進し
ていきます。 ▶ ×

2)
個人情報保護に対する意識向上を図り、その重要性を認識し、特定個人情報を含む個人情報の適正な取扱いにより、個人の権利利益の
保護に努めます。 ▶ ×

情報公開と個人情報保護

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

部 名 総務部 課 名 総務課

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

市政に対する提言、要望等の反映 B B × - -

- 2.5情報公開と個人情報保護 B C - - - - - -

- - - 3.0

2.8

- - - - 3.0

市政情報の提供 × × B - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

1,500,000

コールセンター受信件数…① 件
24,944

（2013年度）
32,700 40,986 42,059 42,000

ホームページのアクセス件数…① 件
1,281,184

（2013年度）
所管外

42,000 28,000

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　市民の市政に対する関心を高め、理解を深めてもらい、市政に積極的に参加してもらえるように様々な手段を活用して活発な広報活動を行い、幅広い広聴活動を実施するととも
に、市政情報の公開と個人情報の保護を推し進めていきます。

「施策の目標」の実現状況

　市政に関する意見や提言、要望等を幅広く求めるため「市長への手紙」及び「ご意見箱メール」事業を実施し、市民が忌憚のない意見等ができるような環境を整えている。また、
コールセンターを設置し、市民等からの問い合わせに対して、FAQを基に回答を行うほか、イベント受付、市への意見や要望、苦情等も受け付けており、閉庁日も対応している。
　情報公開及び個人情報保護については、市政に対する透明性の確保と個人の権利保護を目指して、奈良市情報公開条例、奈良市個人情報保護条例及び奈良市特定個人情
報保護条例の適切な運用を行っている。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　市長への手紙及びご意見箱メールを活用し、引き続き広聴業務の充実を図るとともに、コールセンター業務をさらに充実させ市民サービスの向上を図る。
　情報公開については、奈良市情報公開条例の適切な運用により、市政に対する信頼性を確保する。また、個人情報保護については、奈良市個人情報保護条例及び奈良市特
定個人情報保護条例の適切な運用と、研修による職員教育や監査による指導を継続的に行うことにより、個人の権利の保護を確保する。

指標の実績及び見込み

施策 7−01−01 開かれた市政の推進

関連個別計画 奈良市市民参画及び協働によるまちづくり推進計画 ／ 新市建設計画

施策の目標

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 市政情報の提供

②

③

2)
個人情報保護に対する意識向上を図り、その重要性を認識し、特定個人情報を含む個人情報の適正な取扱いにより、個人の権利利益の
保護に努めます。 ▶ C

情報公開と個人情報保護

1)
市民の知る権利を尊重し、積極的な情報の提供に努めるとともに、市の保有する情報の一層の公開を図り、公正で開かれた市政を推進し
ていきます。 ▶ B

2) 市政の重要課題や案件について、各段階での情報を公開し、市民の意見を募り、市民参加を進めます。 ▶ B

3)
月ヶ瀬、都祁地域においては、「新市建設計画」を着実に実施し、月ヶ瀬地域振興協議会、都祁まちづくり協議会の活動を通じて、市政に対
する提言、要望等をまちづくりに反映させます。 ▶ ×

3)
問合せに対して即時対応できるコールセンターの機能を更に充実させることで、ワンストップサービスを進め、市民サービスの向上を図りま
す。 ▶ B
市政に対する提言、要望等の反映

1)
複雑化・多様化する市民ニーズを的確に把握し、市政に反映するため、ご意見箱メール、市長への手紙などを活用し、広聴機能の充実を図
ります。 ▶ B

2)
市政情報入手についての市民ニーズの把握に努めるとともに、しみんだよりやホームページなど多様な広報手段を利用し、それぞれの特
色を生かして連携することで、有効な情報発信を行います。 ▶ ×

1) より利用しやすいホームページにするため、情報の充実を図るとともに、利用者が情報を得やすくなるよう工夫します。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　市民の市政に対する関心を高め、理解を深めてもらい、市政に積極的に参加してもらえるように様々な手段を活用して活発な広報活動を行い、幅広い広聴活動を実施するととも
に、市政情報の公開と個人情報の保護を推し進めていきます。

「施策の目標」の実現状況

　新市建設計画の推進並びに市政に対する提言・要望等をとおして地域振興やまちづくりに反映させる取り組みを行っている。また、地域活性化及び市民交流の一環として、月ヶ
瀬梅渓早春マラソン大会や、月ヶ瀬体育祭等を実施し、月ヶ瀬地域の特性を活かした取り組みをしている。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　新市建設計画の推進や地域のまちづくり等に対する住民の要望の取りまとめを通じてなされる市政への提言・要望等を地域のまちづくりや地域振興に反映させていく必要があ
る。

指標の実績及び見込み

施策 7−01−01 開かれた市政の推進

関連個別計画 奈良市市民参画及び協働によるまちづくり推進計画 ／ 新市建設計画

施策の目標

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

1,500,000

コールセンター受信件数…① 件
24,944

（2013年度）
所管外

ホームページのアクセス件数…① 件
1,281,184

（2013年度）
所管外

28,000

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

市政情報の提供 × × × - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - #DIV/0!

3.0

- - - - 3.0市政に対する提言、要望等の反映 × × B - -

- #DIV/0!情報公開と個人情報保護 × × - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

部 名 市民部 課 名 月ヶ瀬行政センター地域振興課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 市政情報の提供

②

③

2)
市政情報入手についての市民ニーズの把握に努めるとともに、しみんだよりやホームページなど多様な広報手段を利用し、それぞれの特
色を生かして連携することで、有効な情報発信を行います。 ▶ ×

1) より利用しやすいホームページにするため、情報の充実を図るとともに、利用者が情報を得やすくなるよう工夫します。 ▶ ×

3)
問合せに対して即時対応できるコールセンターの機能を更に充実させることで、ワンストップサービスを進め、市民サービスの向上を図りま
す。 ▶ ×
市政に対する提言、要望等の反映

1)
複雑化・多様化する市民ニーズを的確に把握し、市政に反映するため、ご意見箱メール、市長への手紙などを活用し、広聴機能の充実を図
ります。 ▶ ×

2) 市政の重要課題や案件について、各段階での情報を公開し、市民の意見を募り、市民参加を進めます。 ▶ ×

3)
月ヶ瀬、都祁地域においては、「新市建設計画」を着実に実施し、月ヶ瀬地域振興協議会、都祁まちづくり協議会の活動を通じて、市政に対
する提言、要望等をまちづくりに反映させます。 ▶ B

1)
市民の知る権利を尊重し、積極的な情報の提供に努めるとともに、市の保有する情報の一層の公開を図り、公正で開かれた市政を推進し
ていきます。 ▶ ×

2)
個人情報保護に対する意識向上を図り、その重要性を認識し、特定個人情報を含む個人情報の適正な取扱いにより、個人の権利利益の
保護に努めます。 ▶ ×

情報公開と個人情報保護

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

都 行政センター地域振興課

関連個別計画 奈良市市民参画及び協働によるまちづくり推進計画 ／ 新市建設計画

施策の目標

　市民の市政に対する関心を高め、理解を深めてもらい、市政に積極的に参加してもらえるように様々な手段を活用して活発な広報活動を行い、幅広い広聴活動を実施するととも
に、市政情報の公開と個人情報の保護を推し進めていきます。

「施策の目標」の実現状況

施策 7−01−01 開かれた市政の推進 部 名 市民部 課 名

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度

　新市建設計画の推進並びに市政に対する提言・要望等をとおして、地域のまちづくりや地域振興に反映させる取り組みを進めている。
　また、地域の活性化及び市民交流の一環として、スポーツ振興事業「都 高原マラソン大会」や、まちづくり協議会交流事業「農業体験交流事業」を実施し、都 地域の特性を
活かした取り組みをしている。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　今後についても、新市建設計画の推進や地域のまちづくり等に対する住民の要望のとりまとめを通じてなされる市政への提言・要望等を地域のまちづくりや地域振興に反映させ
ていく必要がある。
　また、交流・ふれあいのまちづくり活動を展開していくためにも「農業体験交流事業」等の充実に取り組んでいく。

指標の実績及び見込み

No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位
策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

1,500,000

コールセンター受信件数…① 件
24,944

（2013年度）
所管外

ホームページのアクセス件数…① 件
1,281,184

（2013年度）
所管外

28,000

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

市政情報の提供 × × × - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

-

- - - #DIV/0!

3.0

- - - - 3.0市政に対する提言、要望等の反映 × × B - -

- #DIV/0!情報公開と個人情報保護 × × - - - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 市政情報の提供

②

③

1) より利用しやすいホームページにするため、情報の充実を図るとともに、利用者が情報を得やすくなるよう工夫します。 ▶ ×

2)
市政情報入手についての市民ニーズの把握に努めるとともに、しみんだよりやホームページなど多様な広報手段を利用し、それぞれの特
色を生かして連携することで、有効な情報発信を行います。 ▶ ×

3)
問合せに対して即時対応できるコールセンターの機能を更に充実させることで、ワンストップサービスを進め、市民サービスの向上を図りま
す。 ▶ ×
市政に対する提言、要望等の反映

1)
複雑化・多様化する市民ニーズを的確に把握し、市政に反映するため、ご意見箱メール、市長への手紙などを活用し、広聴機能の充実を図
ります。 ▶ ×

3)
月ヶ瀬、都祁地域においては、「新市建設計画」を着実に実施し、月ヶ瀬地域振興協議会、都祁まちづくり協議会の活動を通じて、市政に対
する提言、要望等をまちづくりに反映させます。 ▶ B

2) 市政の重要課題や案件について、各段階での情報を公開し、市民の意見を募り、市民参加を進めます。 ▶ ×

情報公開と個人情報保護

1)
市民の知る権利を尊重し、積極的な情報の提供に努めるとともに、市の保有する情報の一層の公開を図り、公正で開かれた市政を推進し
ていきます。 ▶ ×

2)
個人情報保護に対する意識向上を図り、その重要性を認識し、特定個人情報を含む個人情報の適正な取扱いにより、個人の権利利益の
保護に努めます。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

3

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

C
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

大学との連携 C B - - -

- - - #DIV/0!

2.5

- - - - 2.5

市民参画及び協働の推進 × × × - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

必要な分野について個別に各大学と連携協力する事案はあるものの、計画期間中に新たに包括連携協定を締結した大学は１校にとどまる見込みである。

施策の展開方向の評価（一覧）

5包括的連携校数（4月1日現在）…② 校
3

（2014年度）
3 3 3

4
（実績）

4

指標の目標値が達成できない理由

2.7

市民参画及び協働によるまちづくり推進計画実施計画の事業
件数…①

件
97

（2014年度）
所管外

審議会委員のうち公募委員が占める割合…① ％
1.6

（2013年度）
所管外

116

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　市民、ボランティア、ＮＰＯ、自治会などの市民公益活動団体及び事業者といった様々な主体がお互いに努力し、連携協力して、市民参画と協働によるまちづくりの実現を目指し
ます。また、本市と大学が積極的な連携の下、地域産業振興、教育・文化の発展、地域づくりなどの多様な分野において相互に協力することにより、地域の人材育成に寄与し、地
域社会が持続的・安定的に発展することを目指します。

「施策の目標」の実現状況

　インターンシップの実施に関する協定書を締結している大学と連携し、学生の総合的、専門的な就業体験として、受入れを行った。また、奈良市学校教育活動支援事業に関する
協定書を締結している大学と連携し、学校園での活動をサポートするとともに、学生の教育に対する意識、素養の向上を図った。また、奈良大学との連携協力に関する協定に基
づき同大学の学生に対し市職員が考古学実習を行うなど、文化財の研究・調査に関する連携協力を行った。
　平成3１年２月には、さらに多様な分野において連携・協力し、地域社会の発展と人材育成に寄与することを目的として、「奈良市と奈良大学との包括連携協力に関する協定書」
を締結した。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

　大学の知的財産を地域全体の資源として活用し、社会的な課題解決に向けた政策立案に取り入れるため、更なる協力体制を築いていく。
  また、協働推進や大学の地域社会に向けた教育活動を積極的に支援するため、包括的連携協定締結校との連携協力を一層充実させるとともに、各大学の状況や連携内容も踏
まえて個別協定等による連携協力も推進していく。

指標の実績及び見込み

施策 7−02−01 市民との協働による市政運営

関連個別計画 奈良市市民参画及び協働によるまちづくり推進計画

施策の目標

部 名 総合政策部 課 名 総合政策課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

298



④【施策の展開方向の事項の評価】

① 市民参画及び協働の推進

②

3)
市長が地域に出向いて地域活動に取り組む各種団体と対話を行い、地域の課題に対する認識を共有し、協働して解決に向けて考える場と
して、「地域ミーティング」を開催し、地域と行政が協働して、住みよいまちづくりの実現のために取り組みます。 ▶ ×

2) 大学の地域社会に向けた教育活動を支援します。 ▶ B

大学との連携

1) 行政と大学との人的交流を図り、大学の研究成果や技術を地域の課題解決や政策立案に生かしていきます。 ▶ C

2)
市民参画と協働によるまちづくりを総合的・計画的に推進するために、本市で実施し、又はこれから実施しようとする協働事業を実施計画と
して策定した「奈良市市民参画及び協働によるまちづくり推進計画」に基づき、市民参画と協働を進めていきます。 ▶ ×

1) 審議会などへの市民参画を推進し、広く市民の意見を求め、市民の発案を施策に生かします。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

1

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　市民、ボランティア、ＮＰＯ、自治会などの市民公益活動団体及び事業者といった様々な主体がお互いに努力し、連携協力して、市民参画と協働によるまちづくりの実現を目指し
ます。また、本市と大学が積極的な連携の下、地域産業振興、教育・文化の発展、地域づくりなどの多様な分野において相互に協力することにより、地域の人材育成に寄与し、地
域社会が持続的・安定的に発展することを目指します。

「施策の目標」の実現状況

推進計画の期間終了を迎えるに当たり、市民、公益活動団体、事業者など多様な主体と行政が、お互いを理解し、信頼関係を深め、協働してそれぞれが持っている力を高め合い
ながら地域の課題解決に取り組み、奈良市をより住みよいまちにしていくために、平成28年度に第2次奈良市市民参画及び協働によるまちづくり推進計画を策定した。また、奈良
市市民参画及び協働によるまちづくり実施計画について、評価シートに協働の相手方からの評価を追加した。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

地域コミュニティの再生を図るため、新たな地域自治組織の仕組みづくりが求められている。奈良市においてもその必要性の認識から、多様化した市民ニーズに応えるため、地域
課題を抽出し、様々な主体とともに「参画」と「協働」によるまちづくりを進める体制を構築していく。
　また、行政活動が効果的なものになるように努め、市民参画及び協働によるまちづくり条例の改正も検討する。

指標の実績及び見込み

施策 7−02−01 市民との協働による市政運営

関連個別計画 奈良市市民参画及び協働によるまちづくり推進計画

施策の目標

部 名 市民部 課 名 地域づくり推進課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

1.0 1.0 2.7

市民参画及び協働によるまちづくり推進計画実施計画の事業
件数…①

件
97

（2014年度）
92 95 96 131

審議会委員のうち公募委員が占める割合…① ％
1.6

（2013年度）
2.4 1.8 1.1

135 116

No.

審議会委員の更新時に、審議会等の専門性が高まってきたため、市民公募が少なくなってきた。

施策の展開方向の評価（一覧）

5包括的連携校数（4月1日現在）…② 校
3

（2014年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

市民参画及び協働の推進 B B B - -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

- - - - 3.0

3.0

- - - - #DIV/0!大学との連携 × × - - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 市民参画及び協働の推進

②

2)
市民参画と協働によるまちづくりを総合的・計画的に推進するために、本市で実施し、又はこれから実施しようとする協働事業を実施計画と
して策定した「奈良市市民参画及び協働によるまちづくり推進計画」に基づき、市民参画と協働を進めていきます。 ▶ B

1) 審議会などへの市民参画を推進し、広く市民の意見を求め、市民の発案を施策に生かします。 ▶ B

3)
市長が地域に出向いて地域活動に取り組む各種団体と対話を行い、地域の課題に対する認識を共有し、協働して解決に向けて考える場と
して、「地域ミーティング」を開催し、地域と行政が協働して、住みよいまちづくりの実現のために取り組みます。 ▶ B

2) 大学の地域社会に向けた教育活動を支援します。 ▶ ×

大学との連携

1) 行政と大学との人的交流を図り、大学の研究成果や技術を地域の課題解決や政策立案に生かしていきます。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　ＩＣＴの利活用による市民サービスの向上と、情報システムの最適化を推進します。

「施策の目標」の実現状況

最適化については、最適化計画に記載したシステムすべてにおいて最適化を終了し、計画外であったシステムについても最適化計画に基づいた手法にて導入を行っている。ま
た、ＣＩＯの指導のもと、情報セキュリティの向上やシステム導入の支援を行うことでＩＴガバナンスの推進を図った。ＩＣＴ利活用による市民サービスについては、新たに電子申請が
可能となった施設、申請を増やしているものの利用率としては横ばい傾向にある。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

最適化を行ったシステムの次期更新を控え、クラウド化を含めた次期システム導入における方向性を検討する。また、少子高齢化、職員の減少等時代の流れを見据え、策定を進
めている官民データ活用推進計画に基づき、データ活用の推進を行う。

指標の実績及び見込み

施策 7−03−01 情報化の推進

関連個別計画 奈良市情報システム最適化計画

施策の目標

部 名 総合政策部 課 名 情報政策課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

70.0 70.0 70.0

大型汎用コンピュータを含む情報システムの最適化率…①② ％
0

（2014年度）
80 85 90 95

e古都なら（汎用受付システム）利用率…① ％
66.0

（2013年度）
68.2 67.2 66.3

100 100

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

指標の目標値が達成できない理由

電子自治体の推進 B B A B B

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

- - - - 3.2

3.1

- - - - 3.0ＩＴガバナンスの推進 A C B - -

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 電子自治体の推進

②

5) 本市の根幹を担う重要システムについて、耐震性に優れた施設に設置し、災害時の危機管理対策を図ります。 ▶ B

2)
光ファイバ等の情報通信基盤を利活用して、電子申請や施設予約等のシステムの項目の拡大と利用率の向上を図るなど、市民が使いや
すいサービスの提供を推進します。 ▶ B

1)
市民がＩＣＴを利活用するための「地域情報化」と行政事務の効率化・高度化を図るための「行政情報化」の2つの情報化に関連性をもたせ
ながら一体的に推進します。 ▶ B

4) 情報システムの中でも、地理情報システムの重複を解消するため、統合化を図ります。 ▶ B

3)
今後の法制度の改正も含め、大型汎用コンピュータを含む情報システムについて、既存システムの統合、新システムの導入など、「奈良市
情報システム最適化計画」に基づき、情報システムの最適化を推進します。 ▶ A

ＩＴガバナンスの推進

1) 特定任期付職員であるＣＩＯを中心とした、庁内全体を見渡し管理する体制により、ＩＴガバナンスの強化を図ります。 ▶ A

2) 情報システムを有効に活用するための人材を育成します。 ▶ C

3) 情報セキュリティ対策について、技術面、物理面、運用面それぞれから強化を図ります。 ▶ B

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

行政改革の推進 B × × × B

- - - #DIV/0!

3.0

× - - - 3.0

健全な財政運営 × × × × -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

56指定管理者を公募している施設数（4月1日現在）…② 箇所
51

（2015年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

95.0以下

将来負担比率…① ％
188.1

（2013年度）
所管外

経常収支比率…① ％
97.5

（2013年度）
所管外

170.0以下

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　今までの行財政運営の発想を転換していくため、新しいやり方や民間の知恵や力を取り入れるとともに、限られた行政経営資源を有効に活用し、効果が最適で最大となる行財
政運営を進めます。また、市民の目線と感覚やコスト意識をもち、将来に向けて必要な投資が可能な安定した健全な財政基盤を確立し、効率的な行財政運営を目指します。

「施策の目標」の実現状況

人事課業務の内「勤務管理」「給与事務」「福利厚生事務」等を業務委託し円滑に実施され、各種様式の見直しやマニュアルの整備ができた。
また、即戦力となる職務経験者・専門性の高い任期付職員の採用とその職員の活躍、人事考課制度の改正やその精度を高める研修などの導入により、効率的な行財政運営に
一定の成果を挙げられる見込みである。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

人事課業務の内「勤務管理」「給与事務」「福利厚生事務」等を業務委託し円滑に実施されたため、今後は業務委託を2019年9月末で終了し、整備したマニュアルを基に直営でよ
り効率的に業務を実施する。
また、即戦力となる職務経験者や高い専門性・資格を有する任期付職員の採用等に計画的に取り組むとともに、人事評価制度については、透明性・公平性等の確保のため継続
的な見直しを行う。

指標の実績及び見込み

施策 7−04−01 効率的な行財政運営

関連個別計画 奈良市行財政改革重点取組項目 ／ 奈良市公共施設等総合管理計画 ／ 奈良市定員適正化計画

施策の目標

部 名 総合政策部 課 名 人事課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 健全な財政運営

②

6) 県・周辺市町村と連携し、広域的な課題に取り組みます。 ▶ ×

5)
組織の活性化を図るため、広い視野と問題意識をもって自ら考え行動できる人材を育成します。また、多様な人材を採用するとともに、適材
適所の人事配置を推し進め、効率的な行政運営を図ります。 ▶ B

4) 公共施設の有効活用のために統廃合、再編を推進します。 ▶ ×

3) 外郭団体の経営健全化を進めるため、これまでに実施した統廃合等の改革に引き続き、更なる経営改善を進めます。 ▶ ×

行政改革の推進

1) 民間活力の導入も含めた行政サービス（事務事業）の質の向上とコストの削減を図ります。 ▶ B

2) 的確な行政評価を行うことにより、施策の効果・影響を検証します。 ▶ ×

4) 財政規律を一層高め、内部統制を整備するとともに、監査機能の充実に努めます。 ▶ ×

3)
後年度、市民の負担増とならないよう、市債発行額を抑制します。また、市債発行においては、合併特例債等交付税算入措置のある市債
の活用に努め、過去の高金利の市債については、金利負担の軽減を図ります。 ▶ ×

2) 新しく構築される行政評価を活用し、市民に真に必要な施策に重点的・効果的な予算配分を行います。 ▶ ×

1) 財源確保への取組を強化し、財政基盤の安定化を図ります。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

行政改革の推進 × × × × ×

- - - 3.0

3.0

× - - - #DIV/0!

健全な財政運営 × × × B -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

56指定管理者を公募している施設数（4月1日現在）…② 箇所
51

（2015年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

95.0以下

将来負担比率…① ％
188.1

（2013年度）
所管外

経常収支比率…① ％
97.5

（2013年度）
所管外

170.0以下

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　今までの行財政運営の発想を転換していくため、新しいやり方や民間の知恵や力を取り入れるとともに、限られた行政経営資源を有効に活用し、効果が最適で最大となる行財
政運営を進めます。また、市民の目線と感覚やコスト意識をもち、将来に向けて必要な投資が可能な安定した健全な財政基盤を確立し、効率的な行財政運営を目指します。

「施策の目標」の実現状況

毎年度テーマを選定して監査を受けており、平成28年度は、補助金、交付金及び負担金に係る事務の執行について、平成29年度は、観光行政に関する事務の執行について、平
成30年度は、公の施設の使用料及び利用料金に関する財務事務の執行についての監査が実施された。また、過去に受けた指摘の措置状況について、進捗管理を行った。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

過去の指摘に基づいて、各課及び全庁的な取組を継続するとともに、今後も選定されたテーマに基づき、市政に意義のある包括外部監査を実施していく。

指標の実績及び見込み

施策 7−04−01 効率的な行財政運営

関連個別計画 奈良市行財政改革重点取組項目 ／ 奈良市公共施設等総合管理計画 ／ 奈良市定員適正化計画

施策の目標

部 名 総務部 課 名 法務ガバナンス課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 健全な財政運営

②

6) 県・周辺市町村と連携し、広域的な課題に取り組みます。 ▶ ×

5)
組織の活性化を図るため、広い視野と問題意識をもって自ら考え行動できる人材を育成します。また、多様な人材を採用するとともに、適材
適所の人事配置を推し進め、効率的な行政運営を図ります。 ▶ ×

4) 公共施設の有効活用のために統廃合、再編を推進します。 ▶ ×

3) 外郭団体の経営健全化を進めるため、これまでに実施した統廃合等の改革に引き続き、更なる経営改善を進めます。 ▶ ×

行政改革の推進

1) 民間活力の導入も含めた行政サービス（事務事業）の質の向上とコストの削減を図ります。 ▶ ×

2) 的確な行政評価を行うことにより、施策の効果・影響を検証します。 ▶ ×

4) 財政規律を一層高め、内部統制を整備するとともに、監査機能の充実に努めます。 ▶ B

3)
後年度、市民の負担増とならないよう、市債発行額を抑制します。また、市債発行においては、合併特例債等交付税算入措置のある市債
の活用に努め、過去の高金利の市債については、金利負担の軽減を図ります。 ▶ ×

2) 新しく構築される行政評価を活用し、市民に真に必要な施策に重点的・効果的な予算配分を行います。 ▶ ×

1) 財源確保への取組を強化し、財政基盤の安定化を図ります。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

行政改革の推進 A × × × ×

- - - #DIV/0!

4.0

× - - - 4.0

健全な財政運営 × × × × -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

56指定管理者を公募している施設数（4月1日現在）…② 箇所
51

（2015年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

95.0以下

将来負担比率…① ％
188.1

（2013年度）
所管外

経常収支比率…① ％
97.5

（2013年度）
所管外

170.0以下

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　今までの行財政運営の発想を転換していくため、新しいやり方や民間の知恵や力を取り入れるとともに、限られた行政経営資源を有効に活用し、効果が最適で最大となる行財
政運営を進めます。また、市民の目線と感覚やコスト意識をもち、将来に向けて必要な投資が可能な安定した健全な財政基盤を確立し、効率的な行財政運営を目指します。

「施策の目標」の実現状況

入札監視委員会は、毎年度に各２回開催し、入札及び契約内容の事後審査等を行った。審査においては、高落札率や入札不調等具体的なテーマを設定し、適正な入札が執行さ
れているかチェックを行い、入札事務の公正・適正な執行に努めた。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

入札監視委員会は、外部監査的な目線で入札事務が公正・適正に執行されているかどうかの審議を行っている。今後も委員会のチェックを通して、入札が適正に執行されるよう
監視していく必要がある。

指標の実績及び見込み

施策 7−04−01 効率的な行財政運営

関連個別計画 奈良市行財政改革重点取組項目 ／ 奈良市公共施設等総合管理計画 ／ 奈良市定員適正化計画

施策の目標

部 名 総務部 課 名 契約課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 健全な財政運営

②

6) 県・周辺市町村と連携し、広域的な課題に取り組みます。 ▶ ×

5)
組織の活性化を図るため、広い視野と問題意識をもって自ら考え行動できる人材を育成します。また、多様な人材を採用するとともに、適材
適所の人事配置を推し進め、効率的な行政運営を図ります。 ▶ ×

4) 公共施設の有効活用のために統廃合、再編を推進します。 ▶ ×

3) 外郭団体の経営健全化を進めるため、これまでに実施した統廃合等の改革に引き続き、更なる経営改善を進めます。 ▶ ×

行政改革の推進

1) 民間活力の導入も含めた行政サービス（事務事業）の質の向上とコストの削減を図ります。 ▶ A

2) 的確な行政評価を行うことにより、施策の効果・影響を検証します。 ▶ ×

4) 財政規律を一層高め、内部統制を整備するとともに、監査機能の充実に努めます。 ▶ ×

3)
後年度、市民の負担増とならないよう、市債発行額を抑制します。また、市債発行においては、合併特例債等交付税算入措置のある市債
の活用に努め、過去の高金利の市債については、金利負担の軽減を図ります。 ▶ ×

2) 新しく構築される行政評価を活用し、市民に真に必要な施策に重点的・効果的な予算配分を行います。 ▶ ×

1) 財源確保への取組を強化し、財政基盤の安定化を図ります。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

1

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

行政改革の推進 × C B × ×

- - - 3.0

2.8

× - - - 2.5

健全な財政運営 × C A × -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

　社会保障関係費、扶助費などの経常経費が増加傾向にあるため

施策の展開方向の評価（一覧）

56指定管理者を公募している施設数（4月1日現在）…② 箇所
51

（2015年度）
50 49 47 51 56

指標の目標値が達成できない理由

100.0 100.0 95.0以下

将来負担比率…① ％
188.1

（2013年度）
166.1 161.1 153.0 149.9

経常収支比率…① ％
97.5

（2013年度）
100.9 100.7 100.8

149.8 170.0以下

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　今までの行財政運営の発想を転換していくため、新しいやり方や民間の知恵や力を取り入れるとともに、限られた行政経営資源を有効に活用し、効果が最適で最大となる行財
政運営を進めます。また、市民の目線と感覚やコスト意識をもち、将来に向けて必要な投資が可能な安定した健全な財政基盤を確立し、効率的な行財政運営を目指します。

「施策の目標」の実現状況

　指定管理者について、施設の特性に応じて公募による事業者選定を増加させることで民間活力の導入を推進した。また、外郭団体の経営改革等に取り組み効果的な行財政運
営を進めた。
　財政指標では、安定した健全な財政基盤を確立すべく、市債発行額の抑制等により、市が抱える負債の大きさを財政規模に対する割合で表した将来負担比率は目標値を上
回って改善した一方で、財政構造の弾力性を示す指標である経常収支比率は計画策定時より悪化した。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

経常収支比率については、平成２８年度以降１００％を上回るなど財政運営が硬直している。今後、施策の必要性を見極め、重点的に取り組むべき施策に集中的に投資するな
ど、さらなる効率的な行政運営を行うことで、財政健全化を進める。

指標の実績及び見込み

施策 7−04−01 効率的な行財政運営

関連個別計画 奈良市行財政改革重点取組項目 ／ 新・奈良市行財政改革重点取組項目 ／ 奈良市公共施設等総合管理計画 ／ 奈良市定員適正化計画

施策の目標

部 名 総務部 課 名 財政課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 健全な財政運営

②

6) 県・周辺市町村と連携し、広域的な課題に取り組みます。 ▶ ×

5)
組織の活性化を図るため、広い視野と問題意識をもって自ら考え行動できる人材を育成します。また、多様な人材を採用するとともに、適材
適所の人事配置を推し進め、効率的な行政運営を図ります。 ▶ ×

4) 公共施設の有効活用のために統廃合、再編を推進します。 ▶ ×

3) 外郭団体の経営健全化を進めるため、これまでに実施した統廃合等の改革に引き続き、更なる経営改善を進めます。 ▶ B

行政改革の推進

1) 民間活力の導入も含めた行政サービス（事務事業）の質の向上とコストの削減を図ります。 ▶ ×

2) 的確な行政評価を行うことにより、施策の効果・影響を検証します。 ▶ C

4) 財政規律を一層高め、内部統制を整備するとともに、監査機能の充実に努めます。 ▶ ×

3)
後年度、市民の負担増とならないよう、市債発行額を抑制します。また、市債発行においては、合併特例債等交付税算入措置のある市債
の活用に努め、過去の高金利の市債については、金利負担の軽減を図ります。 ▶ A

2) 新しく構築される行政評価を活用し、市民に真に必要な施策に重点的・効果的な予算配分を行います。 ▶ C

1) 財源確保への取組を強化し、財政基盤の安定化を図ります。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

C
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

行政改革の推進 × × × C ×

- - - #DIV/0!

2.0

× - - - 2.0

健全な財政運営 × × × × -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

56指定管理者を公募している施設数（4月1日現在）…② 箇所
51

（2015年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

95.0以下

将来負担比率…① ％
188.1

（2013年度）
所管外

経常収支比率…① ％
97.5

（2013年度）
所管外

170.0以下

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　今までの行財政運営の発想を転換していくため、新しいやり方や民間の知恵や力を取り入れるとともに、限られた行政経営資源を有効に活用し、効果が最適で最大となる行財
政運営を進めます。また、市民の目線と感覚やコスト意識をもち、将来に向けて必要な投資が可能な安定した健全な財政基盤を確立し、効率的な行財政運営を目指します。

「施策の目標」の実現状況

人口動態の影響を受けやすく、利用者が減少している施設を中心に施設の統廃合を進めている。とくに利用者層の人口減少が進んでいる幼稚園、保育園、学校については、幼
保再編や学校規模適正化など取り組みを推進し施設の最適化に取り組んでいる。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

人口減少や施設の更新時期が20～30年先に顕在化すること、奈良市の施設保有量が中核市平均より1割ほど少ないことなどから、上記以外の施設の統廃合は慎重に検討して
いる状況である。廃止施設や低未利用資産についてはマーケットサウンディング等の手法を用いて民間活力の導入を図り、利活用を推進していく。

指標の実績及び見込み

施策 7−04−01 効率的な行財政運営

関連個別計画 奈良市行財政改革重点取組項目 ／ 奈良市公共施設等総合管理計画 ／ 奈良市定員適正化計画

施策の目標

部 名 総務部 課 名 資産経営課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 健全な財政運営

②

6) 県・周辺市町村と連携し、広域的な課題に取り組みます。 ▶ ×

5)
組織の活性化を図るため、広い視野と問題意識をもって自ら考え行動できる人材を育成します。また、多様な人材を採用するとともに、適材
適所の人事配置を推し進め、効率的な行政運営を図ります。 ▶ ×

4) 公共施設の有効活用のために統廃合、再編を推進します。 ▶ C

3) 外郭団体の経営健全化を進めるため、これまでに実施した統廃合等の改革に引き続き、更なる経営改善を進めます。 ▶ ×

行政改革の推進

1) 民間活力の導入も含めた行政サービス（事務事業）の質の向上とコストの削減を図ります。 ▶ ×

2) 的確な行政評価を行うことにより、施策の効果・影響を検証します。 ▶ ×

4) 財政規律を一層高め、内部統制を整備するとともに、監査機能の充実に努めます。 ▶ ×

3)
後年度、市民の負担増とならないよう、市債発行額を抑制します。また、市債発行においては、合併特例債等交付税算入措置のある市債
の活用に努め、過去の高金利の市債については、金利負担の軽減を図ります。 ▶ ×

2) 新しく構築される行政評価を活用し、市民に真に必要な施策に重点的・効果的な予算配分を行います。 ▶ ×

1) 財源確保への取組を強化し、財政基盤の安定化を図ります。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　今までの行財政運営の発想を転換していくため、新しいやり方や民間の知恵や力を取り入れるとともに、限られた行政経営資源を有効に活用し、効果が最適で最大となる行財
政運営を進めます。また、市民の目線と感覚やコスト意識をもち、将来に向けて必要な投資が可能な安定した健全な財政基盤を確立し、効率的な行財政運営を目指します。

「施策の目標」の実現状況

　行政サービスの原資となる税収の確保と公正・公平な税の負担の実現を目指し、効果的な滞納整理を行うため、ノウハウを持った職員の指導・監督のもと嘱託職員を「納税呼び
かけセンター」に配置し、滞納早期からの納税勧奨を実施している。平成２７年度決算において９８．９６％であった市税の現年度徴収率は、平成３０年度には９９．２７％を記録し、
高水準で推移している。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

今後も継続して滞納早期からの徴収強化を推し進めることにより、現年度徴収率の維持・向上に努め、より一層の滞納繰越額減少を図る。

指標の実績及び見込み

施策 7−04−01 効率的な行財政運営

関連個別計画 奈良市行財政改革重点取組項目 ／ 奈良市公共施設等総合管理計画 ／ 奈良市定員適正化計画

施策の目標

部 名 総務部 課 名 滞納整理課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

95.0以下

将来負担比率…① ％
188.1

（2013年度）
所管外

経常収支比率…① ％
97.5

（2013年度）
所管外

170.0以下

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

56指定管理者を公募している施設数（4月1日現在）…② 箇所
51

（2015年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

健全な財政運営 A × × × -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

- - - - 4.0

4.0

× - - - #DIV/0!行政改革の推進 × × × × ×

施策の総合評価 評価 施策の平均点

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 健全な財政運営

②

2) 新しく構築される行政評価を活用し、市民に真に必要な施策に重点的・効果的な予算配分を行います。 ▶ ×

1) 財源確保への取組を強化し、財政基盤の安定化を図ります。 ▶ A

4) 財政規律を一層高め、内部統制を整備するとともに、監査機能の充実に努めます。 ▶ ×

3)
後年度、市民の負担増とならないよう、市債発行額を抑制します。また、市債発行においては、合併特例債等交付税算入措置のある市債
の活用に努め、過去の高金利の市債については、金利負担の軽減を図ります。 ▶ ×

2) 的確な行政評価を行うことにより、施策の効果・影響を検証します。 ▶ ×

行政改革の推進

1) 民間活力の導入も含めた行政サービス（事務事業）の質の向上とコストの削減を図ります。 ▶ ×

3) 外郭団体の経営健全化を進めるため、これまでに実施した統廃合等の改革に引き続き、更なる経営改善を進めます。 ▶ ×

4) 公共施設の有効活用のために統廃合、再編を推進します。 ▶ ×

5)
組織の活性化を図るため、広い視野と問題意識をもって自ら考え行動できる人材を育成します。また、多様な人材を採用するとともに、適材
適所の人事配置を推し進め、効率的な行政運営を図ります。 ▶ ×

6) 県・周辺市町村と連携し、広域的な課題に取り組みます。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

Ａ
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

施策の総合評価 評価 施策の平均点

行政改革の推進 A × × × ×

- - - #DIV/0!

4.0

× - - - 4.0

健全な財政運営 × × × × -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

-

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

56指定管理者を公募している施設数（4月1日現在）…② 箇所
51

（2015年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

95.0以下

将来負担比率…① ％
188.1

（2013年度）
所管外

経常収支比率…① ％
97.5

（2013年度）
所管外

170.0以下

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

　今までの行財政運営の発想を転換していくため、新しいやり方や民間の知恵や力を取り入れるとともに、限られた行政経営資源を有効に活用し、効果が最適で最大となる行財
政運営を進めます。また、市民の目線と感覚やコスト意識をもち、将来に向けて必要な投資が可能な安定した健全な財政基盤を確立し、効率的な行財政運営を目指します。

「施策の目標」の実現状況

窓口業務等を民間委託することにより、業務の効率化と市民サービスの向上を図る。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

委託前は、繁忙期のみ職員を案内係としてカウンター前に配置していたが、委託後は、常時１名をフロアマネージャとして配置した。これにより、来庁者に対する迅速な対応が可
能となり、待ち時間の短縮にも繋がった。また、当初は、証明書受付交付としていたが、現在は、住民異動届、印鑑登録及び戸籍受付についても民間委託を実施し、更なる業務の
効率化と市民サービスの向上に努めた。

指標の実績及び見込み

施策 7−04−01 効率的な行財政運営

関連個別計画 奈良市行財政改革重点取組項目 ／ 奈良市公共施設等総合管理計画 ／ 奈良市定員適正化計画

施策の目標

部 名 市民部 課 名 市民課

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 健全な財政運営

②

6) 県・周辺市町村と連携し、広域的な課題に取り組みます。 ▶ ×

5)
組織の活性化を図るため、広い視野と問題意識をもって自ら考え行動できる人材を育成します。また、多様な人材を採用するとともに、適材
適所の人事配置を推し進め、効率的な行政運営を図ります。 ▶ ×

4) 公共施設の有効活用のために統廃合、再編を推進します。 ▶ ×

3) 外郭団体の経営健全化を進めるため、これまでに実施した統廃合等の改革に引き続き、更なる経営改善を進めます。 ▶ ×

行政改革の推進

1) 民間活力の導入も含めた行政サービス（事務事業）の質の向上とコストの削減を図ります。 ▶ A

2) 的確な行政評価を行うことにより、施策の効果・影響を検証します。 ▶ ×

4) 財政規律を一層高め、内部統制を整備するとともに、監査機能の充実に努めます。 ▶ ×

3)
後年度、市民の負担増とならないよう、市債発行額を抑制します。また、市債発行においては、合併特例債等交付税算入措置のある市債
の活用に努め、過去の高金利の市債については、金利負担の軽減を図ります。 ▶ ×

2) 新しく構築される行政評価を活用し、市民に真に必要な施策に重点的・効果的な予算配分を行います。 ▶ ×

1) 財源確保への取組を強化し、財政基盤の安定化を図ります。 ▶ ×

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　今までの行財政運営の発想を転換していくため、新しいやり方や民間の知恵や力を取り入れるとともに、限られた行政経営資源を有効に活用し、効果が最適で最大となる行財
政運営を進めます。また、市民の目線と感覚やコスト意識をもち、将来に向けて必要な投資が可能な安定した健全な財政基盤を確立し、効率的な行財政運営を目指します。

「施策の目標」の実現状況

県との包括協定を締結した各地区については、まちづくりについて県と市が連携し協議を行いながら取り組みを進めている。
県・市が同じ方向を向いて連携することで、効果的・効率的なまちづくりを推進していく。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

協定に定めた4地区ごとに解決すべき課題やまちづくりのスケジュールは異なるが、引き続き県との連携を強化し、中長期的な視点を持ち、県・市がめざすまちづくりの実現を図
る。

指標の実績及び見込み

施策 7−04−01 効率的な行財政運営

関連個別計画 奈良市行財政改革重点取組項目 ／ 奈良市公共施設等総合管理計画 ／ 奈良市定員適正化計画

施策の目標

部 名 都市整備部/福祉部 課 名 都市政策課/福祉政策課

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

95.0以下

将来負担比率…① ％
188.1

（2013年度）
所管外

経常収支比率…① ％
97.5

（2013年度）
所管外

170.0以下

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

56指定管理者を公募している施設数（4月1日現在）…② 箇所
51

（2015年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

健全な財政運営 × × × × -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

- - - - #DIV/0!

3.0

B - - - 3.0行政改革の推進 × × × × ×

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 健全な財政運営

②

2) 新しく構築される行政評価を活用し、市民に真に必要な施策に重点的・効果的な予算配分を行います。 ▶ ×

1) 財源確保への取組を強化し、財政基盤の安定化を図ります。 ▶ ×

4) 財政規律を一層高め、内部統制を整備するとともに、監査機能の充実に努めます。 ▶ ×

3)
後年度、市民の負担増とならないよう、市債発行額を抑制します。また、市債発行においては、合併特例債等交付税算入措置のある市債
の活用に努め、過去の高金利の市債については、金利負担の軽減を図ります。 ▶ ×

2) 的確な行政評価を行うことにより、施策の効果・影響を検証します。 ▶ ×

行政改革の推進

1) 民間活力の導入も含めた行政サービス（事務事業）の質の向上とコストの削減を図ります。 ▶ ×

3) 外郭団体の経営健全化を進めるため、これまでに実施した統廃合等の改革に引き続き、更なる経営改善を進めます。 ▶ ×

4) 公共施設の有効活用のために統廃合、再編を推進します。 ▶ ×

5)
組織の活性化を図るため、広い視野と問題意識をもって自ら考え行動できる人材を育成します。また、多様な人材を採用するとともに、適材
適所の人事配置を推し進め、効率的な行政運営を図ります。 ▶ ×

6) 県・周辺市町村と連携し、広域的な課題に取り組みます。 ▶ B

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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奈良市第４次総合計画　後期基本計画の総括に関する調査票

①【施策の目標の実現状況・課題及び今後の方針】

※下記の【施策の評価】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、計画期間における「施策の目標」の実現状況を記載

　　※上記【実現状況】や【目標の達成度を評価する指標の達成見込】を踏まえ、次期総合計画を見据えた課題や方針を記載

②【目標の達成度を評価する指標の達成見込】

1

2

3

4

③【施策の評価】

①

②

③

④

⑤

　今までの行財政運営の発想を転換していくため、新しいやり方や民間の知恵や力を取り入れるとともに、限られた行政経営資源を有効に活用し、効果が最適で最大となる行財
政運営を進めます。また、市民の目線と感覚やコスト意識をもち、将来に向けて必要な投資が可能な安定した健全な財政基盤を確立し、効率的な行財政運営を目指します。

「施策の目標」の実現状況

消防通信指令総合システムの効果的な運用により迅速な指令が可能となり、計画策定時に比べ、時間短縮が図れた。また現場活動に有効な情報の付与など現場活動支援に貢
献しあらゆる災害に対し体制の充実が図れた。更に平成28年度から開始した生駒市との通信指令業務共同運用により効率的効果的な指令業務を行い、広域的な情報収集体制
の構築、災害への対応力が強化できた。

「施策の目標」における課題及び今後の方針

消防通信指令総合システムの効果的な運用により迅速な指令業務が可能となったが、現場活動に必要な情報の収集と迅速性の両立が課題である。システムの機能を効果的に
活用する操作技術面の強化と、効率的な受報のための会話術などソフト面の強化を図り、迅速で的確な指令業務を行っていく。

指標の実績及び見込み

施策 7−04−01 効率的な行財政運営

関連個別計画 奈良市行財政改革重点取組項目 ／ 奈良市公共施設等総合管理計画 ／ 奈良市定員適正化計画

施策の目標

部 名 消防局 課 名 指令課 

目 標 値

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2020年度
No. 指　　　　　　標　　　　　　名 単 位

策 定 時
現 状 値

実　　　　　　績 見　　　込　　　み

95.0以下

将来負担比率…① ％
188.1

（2013年度）
所管外

経常収支比率…① ％
97.5

（2013年度）
所管外

170.0以下

No.

施策の展開方向の評価（一覧）

56指定管理者を公募している施設数（4月1日現在）…② 箇所
51

（2015年度）
所管外

指標の目標値が達成できない理由

健全な財政運営 × × × × -

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)
施　策　の　展　開　方　向

展　開　方　向　の　事　項　（　本　文　） 事項の
平均点

施策の
平均点9)

- - - - #DIV/0!

3.0

B - - - 3.0行政改革の推進 × × × × ×

施策の総合評価 評価 施策の平均点

B
Ａ 3.6 ～ 4.0

Ｂ 2.6 ～ 3.5

Ｃ 1.6 ～ 2.5

Ｄ 1.0 ～ 1.5

Ａ （４点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ （３点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ （２点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ （１点） ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み
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④【施策の展開方向の事項の評価】

① 健全な財政運営

②

2) 新しく構築される行政評価を活用し、市民に真に必要な施策に重点的・効果的な予算配分を行います。 ▶ ×

1) 財源確保への取組を強化し、財政基盤の安定化を図ります。 ▶ ×

4) 財政規律を一層高め、内部統制を整備するとともに、監査機能の充実に努めます。 ▶ ×

3)
後年度、市民の負担増とならないよう、市債発行額を抑制します。また、市債発行においては、合併特例債等交付税算入措置のある市債
の活用に努め、過去の高金利の市債については、金利負担の軽減を図ります。 ▶ ×

2) 的確な行政評価を行うことにより、施策の効果・影響を検証します。 ▶ ×

行政改革の推進

1) 民間活力の導入も含めた行政サービス（事務事業）の質の向上とコストの削減を図ります。 ▶ ×

3) 外郭団体の経営健全化を進めるため、これまでに実施した統廃合等の改革に引き続き、更なる経営改善を進めます。 ▶ ×

4) 公共施設の有効活用のために統廃合、再編を推進します。 ▶ ×

5)
組織の活性化を図るため、広い視野と問題意識をもって自ら考え行動できる人材を育成します。また、多様な人材を採用するとともに、適材
適所の人事配置を推し進め、効率的な行政運営を図ります。 ▶ ×

6) 県・周辺市町村と連携し、広域的な課題に取り組みます。 ▶ B

Ａ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施し、十分な成果を挙げられる見込み

Ｂ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容をほぼ全て実施できるが、成果が十分でないものが出る見込み

Ｃ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容を概ね実施できるが、一部（概ね２割程度）未実施の取組みが出る見込み

Ｄ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容の中で未実施のものが出る（概ね２割以上）見込み

✕ ： 展開方向の事項（本文）に記載の内容に該当する実施計画事業を所管していない （評価欄）
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